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地方自治法
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附則

第１編 総則

第１条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体

の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本

的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の

確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

第１条の２ 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における

行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。

○２ 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家と

しての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動

若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは

全国的な視点に立って行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来

果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆ

だねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、

地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たって、地方公共団体の自主

性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。
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第１条の３ 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。

○２ 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。

○３ 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。

第２条 地方公共団体は、法人とする。

○２ 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づ

く政令により処理することとされるものを処理する。

○３ 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第５項において都道府県が処理するも

のとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。

○４ 市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は

性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについて

は、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。

○５ 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第２項の事務で、広

域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質にお

いて一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものと

する。

○６ 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当っては、相互に競合しないよう

にしなければならない。

○７ 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。

○８ この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定

受託事務以外のものをいう。

○９ この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。

一 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理すること

とされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国において

その適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令

に特に定めるもの（以下「第１号法定受託事務」という。）

二 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事

務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであって、都道府県におい

てその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政

令に特に定めるもの（以下「第２号法定受託事務」という。）

○１０ この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託

事務は第１号法定受託事務にあっては別表第１の上欄に掲げる法律についてそれぞ

れ同表の下欄に、第２号法定受託事務にあっては別表第２の上欄に掲げる法律につ

いてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの

法律に基づく政令に示すとおりである。

○１１ 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地

方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。

○１２ 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と

地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するように

しなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、
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この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及

び運用しなければならない。

○１３ 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が

自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事

務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。

○１４ 地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努める

とともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。

○１５ 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方

公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。

○１６ 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町

村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。

○１７ 前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。

第３条 地方公共団体の名称は、従来の名称による。

○２ 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。

○３ 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別

の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。

○４ 地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようと

するときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。

○５ 地方公共団体は、第３項の規定により条例を制定し又は改廃したときは、直ちに

都道府県知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しな

ければならない。

○６ 都道府県知事は、前項の規定による報告があったときは、直ちにその旨を総務大

臣に通知しなければならない。

○７ 前項の規定による通知を受けたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示すると

ともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

第４条 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、

条例でこれを定めなければならない。

○２ 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当っては、住民の利用に最も便

利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わな

ければならない。

○３ 第１項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会に

おいて出席議員の３分の２以上の者の同意がなければならない。

第４条の２ 地方公共団体の休日は、条例で定める。

○２ 前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。

一 日曜日及び土曜日

二 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

三 年末又は年始における日で条例で定めるもの



- 6/346 -

powered by インターネット六法 .com

○３ 前項各号に掲げる日のほか、当該地方公共団体において特別な歴史的、社会的意

義を有し、住民がこぞって記念することが定着している日で、当該地方公共団体の

休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、第１項の地方公

共団体の休日として定めることができる。この場合においては、当該地方公共団体

の長は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。

○４ 地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に

基 づ く 命 令 で 規 定 す る 期 間 （ 時 を も っ て 定 め る 期 間 を 除 く 。） を も っ て 定 め る も の

が第１項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地

方公共団体の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づ

く命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

第２編 普通地方公共団体

第１章 通則

第５条 普通地方公共団体の区域は、従来の区域による。

○２ 都道府県は、市町村を包括する。

第６条 都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める。

○２ 都道府県の境界にわたって市町村の設置又は境界の変更があったときは、都道府

県の境界も、また、自ら変更する。従来地方公共団体の区域に属しなかった地域を

市町村の区域に編入したときも、また、同様とする。

○３ 前２項の場合において財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体が協議し

てこれを定める。但し、法律に特別の定があるときは、この限りでない。

○４ 前項の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

第６条の２ 前条第１項の規定によるほか、２以上の都道府県の廃止及びそれらの区域の

全部による一の都道府県の設置又は都道府県の廃止及びその区域の全部の他の一の

都道府県の区域への編入は、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経

てこれを定めることができる。

○２ 前項の申請については、関係都道府県の議会の議決を経なければならない。

○３ 第１項の申請は、総務大臣を経由して行うものとする。

○４ 第１項の規定による処分があったときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しな

ければならない。

○５ 第１項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

第７条 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県

知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届

け出なければならない。

○２ 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらか
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じめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

○３ 都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う市町村の廃置分合又は市町村の境界

の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。

○４ 前項の規定により都道府県の境界にわたる市町村の設置の処分を行う場合におい

ては、当該市町村の属すべき都道府県について、関係のある普通地方公共団体の申

請に基づき、総務大臣が当該処分と併せてこれを定める。

○５ 第１項及び第３項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協

議してこれを定める。

○６ 第１項及び前３項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の議

会の議決を経なければならない。

○７ 第１項の規定による届出を受理したとき、又は第３項若しくは第４項の規定によ

る処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の

関係行政機関の長に通知しなければならない。

○８ 第１項、第３項又は第４項の規定による処分は、前項の規定による告示によりそ

の効力を生ずる。

第７条の２ 法律で別に定めるものを除く外、従来地方公共団体の区域に属しなかった地

域を都道府県又は市町村の区域に編入する必要があると認めるときは、内閣がこれ

を定める。この場合において、利害関係があると認められる都道府県又は市町村が

あるときは、予めその意見を聴かなければならない。

○２ 前項の意見については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければ

ならない。

○３ 第１項の規定による処分があったときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しな

ければならない。前条第８項の規定は、この場合にこれを準用する。

第８条 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。

一 人口５万以上を有すること。

二 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全

戸数の６割以上であること。

三 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数

が、全人口の６割以上であること。

四 前各号に定めるものの外、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都

市としての要件を具えていること。

○２ 町となるべき普通地方公共団体は、当該都道府県の条例で定める町としての要件

を具えていなければならない。

○３ 町村を市とし又は市を町村とする処分は第７条第１項、第２項及び第６項から第

８項までの例により、村を町とし又は町を村とする処分は同条第１項及び第６項か

ら第８項までの例により、これを行うものとする。

第８条の２ 都道府県知事は、市町村が第２条第１５項の規定によりその規模の適正化を
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図るのを援助するため、市町村の廃置分合又は市町村の境界変更の計画を定め、こ

れを関係市町村に勧告することができる。

○２ 前項の計画を定め又はこれを変更しようとするときは、都道府県知事は、関係市

町村、当該都道府県の議会、当該都道府県の区域内の市町村の議会又は長の連合組

織その他の関係のある機関及び学識経験を有する者等の意見を聴かなければならな

い。

○３ 前項の関係市町村の意見については、当該市町村の議会の議決を経なければなら

ない。

○４ 都道府県知事は、第１項の規定により勧告をしたときは、直ちにその旨を公表す

るとともに、総務大臣に報告しなければならない。

○５ 総務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、国の関係行政機関の長に対

し直ちにその旨を通知するものとする。

○６ 第１項の規定による勧告に基く市町村の廃置分合又は市町村の境界変更について

は、国の関係行政機関は、これを促進するため必要な措置を講じなければならない。

第９条 市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基

づき、これを第２５１条の２の規定による調停に付することができる。

○２ 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村

の境界が確定しないとき、又は市町村の境界に関し争論がある場合においてすべて

の関係市町村から裁定を求める旨の申請があるときは、都道府県知事は、関係市町

村の境界について裁定することができる。

○３ 前項の規定による裁定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市

町村に交付しなければならない。

○４ 第１項又は第２項の申請については、関係市町村の議会の議決を経なければなら

ない。

○５ 第１項の規定による調停又は第２項の規定による裁定により市町村の境界が確定

したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

○６ 前項の規定による届出を受理したとき、又は第１０項の規定による通知があった

ときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関

の長に通知しなければならない。

○７ 前項の規定による告示があったときは、関係市町村の境界について第７条第１項

又は第３項及び第７項の規定による処分があったものとみなし、これらの処分の効

力は、当該告示により生ずる。

○８ 第２項の規定による都道府県知事の裁定に不服があるときは、関係市町村は、裁

定書の交付を受けた日から３０日以内に裁判所に出訴することができる。

○９ 市町村の境界に関し争論がある場合において、都道府県知事が第１項の規定によ

る調停又は第２項の規定による裁定に適しないと認めてその旨を通知したときは、

関係市町村は、裁判所に市町村の境界の確定の訴を提起することができる。第１項

又は第２項の規定による申請をした日から９０日以内に、第１項の規定による調停

に付されないとき、若しくは同項の規定による調停により市町村の境界が確定しな
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いとき、又は第２項の規定による裁定がないときも、また、同様とする。

○１０ 前項の規定による訴訟の判決が確定したときは、当該裁判所は、直ちに判決書

の写を添えてその旨を総務大臣及び関係のある都道府県知事に通知しなければなら

ない。

○１１ 前１０項の規定は、政令の定めるところにより、市町村の境界の変更に関し争

論がある場合にこれを準用する。

第９条の２ 市町村の境界が判明でない場合において、その境界に関し争論がないときは、

都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いてこれを決定することができる。

○２ 前項の規定による決定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市

町村に交付しなければならない。

○３ 第１項の意見については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。

○４ 第１項の規定による都道府県知事の決定に不服があるときは、関係市町村は、決

定書の交付を受けた日から３０日以内に裁判所に出訴することができる。

○５ 第１項の規定による決定が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総

務大臣に届け出なければならない。

○６ 前条第６項及び第７項の規定は、前項の規定による届出があった市町村の境界の

決定にこれを準用する。

第９条の３ 公有水面のみに係る市町村の境界変更は、第７条第１項の規定にかかわらず、

関係市町村の同意を得て都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定

め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

○２ 公有水面のみに係る市町村の境界変更で都道府県の境界にわたるものは、第７条

第３項の規定にかかわらず、関係のある普通地方公共団体の同意を得て総務大臣が

これを定める。

○３ 公有水面のみに係る市町村の境界に関し争論があるときは、第９条第１項及び第

２項の規定にかかわらず、都道府県知事は、職権によりこれを第２５１条の２の規

定による調停に付し、又は当該調停により市町村の境界が確定しないとき、若しく

はすべての関係市町村の裁定することについての同意があるときは、これを裁定す

ることができる。

○４ 第１項若しくは第２項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界変更又は前

項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界の裁定は、当該公有水面の埋立て

（ 干 拓 を 含 む 。 以 下 同 じ 。） が 行 な わ れ る 場 合 に お い て は 、 前 ３ 項 の 規 定 に か か わ

らず、公有水面の埋立てに関する法令により当該埋立ての竣功の認可又は通知がな

される時までこれをすることができる。

○５ 第１項から第３項までの同意については、関係のある普通地方公共団体の議会の

議決を経なければならない。

○６ 第７条第７項及び第８項の規定は第１項及び第２項の場合に、第９条第３項、第

５項から第８項まで、第９項前段及び第１０項の規定は第３項の場合にこれを準用

する。
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第９条の４ 総務大臣又は都道府県知事は、公有水面の埋立てが行なわれる場合において、

当該埋立てにより造成されるべき土地の所属すべき市町村を定めるため必要がある

と認めるときは、できる限りすみやかに、前２条に規定する措置を講じなければな

らない。

第９条の５ 市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町村長は、当該市町村の

議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出なければならない。

○２ 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示し

なければならない。

第２章 住民

第１０条 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県

の住民とする。

○２ 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供

をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。

第１１条 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、そ

の属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。

第１２条 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、そ

の属する普通地方公共団体の条例（地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手

数料の徴収に関するものを除く。）の制定又は改廃を請求する権利を有する。

○２ 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その

属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。

第１３条 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、そ

の属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。

○２ 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その

属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、第２５２

条の１９第１項に規定する指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又

は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。

○３ 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、法律の定めるところにより、その属す

る 普 通 地 方 公 共 団 体 の 教 育 委 員 会 の 教 育 長 又 は 委 員 の 解 職 を 請 求 す る 権 利 を 有 す

る。

第１３条の２ 市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地

位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。
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第３章 条例及び規則

第１４条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第２条第２項の事務に関

し、条例を制定することができる。

○２ 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定め

がある場合を除くほか、条例によらなければならない。

○３ 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、

条例に違反した者に対し、２年以下の懲役若しくは禁錮、１００万円以下の罰金、

拘留、科料若しくは没収の刑又は５万円以下の過料を科する旨の規定を設けること

ができる。

第１５条 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する

事務に関し、規則を制定することができる。

○２ 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公

共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、５万円以下の過料を科する旨の規定

を設けることができる。

第１６条 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があったときは、

そ の 日 か ら ３ 日 以 内 に こ れ を 当 該 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 に 送 付 し な け れ ば な ら な

い。

○２ 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日

から２０日以内にこれを公布しなければならない。ただし、再議その他の措置を講

じた場合は、この限りでない。

○３ 条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して１０日を経

過した日から、これを施行する。

○４ 当該普通地方公共団体の長の署名、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要

な事項は、条例でこれを定めなければならない。

○５ 前２項の規定は、普通地方公共団体の規則並びにその機関の定める規則及びその

他の規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、法令又は条例に特別の定が

あるときは、この限りでない。

第４章 選挙

第１７条 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、別に法律の定めるところにより、選

挙人が投票によりこれを選挙する。

第１８条 日本国民たる年齢満１８年以上の者で引き続き３箇月以上市町村の区域内に住
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所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体

の議会の議員及び長の選挙権を有する。

第１９条 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満２５年以上のもの

は、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を

有する。

○２ 日本国民で年齢満３０年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府

県知事の被選挙権を有する。

○３ 日本国民で年齢満２５年以上のものは、別に法律の定めるところにより、市町村

長の被選挙権を有する。

第２０条～第７３条 削除

第５章 直接請求

第１節 条例の制定及び監査の請求

第７４条 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者（以下この編におい

て 「 選 挙 権 を 有 す る 者 」 と い う 。） は 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 総 数 の ５

０分の１以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、

条例（地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除

く。）の制定又は改廃の請求をすることができる。

○２ 前項の請求があったときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を

公表しなければならない。

○３ 普通地方公共団体の長は、第１項の請求を受理した日から２０日以内に議会を招

集し、意見を付けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者（以下この条に

おいて「代表者」という。）に通知するとともに、これを公表しなければならない。

○４ 議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たっては、政令で定

めるところにより、代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。

○５ 第１項の選挙権を有する者とは、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２

２条第１項又は第３項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人

名簿に登録されている者とし、その総数の５０分の１の数は、当該普通地方公共団

体の選挙管理委員会において、その登録が行われた日後直ちに告示しなければなら

ない。

○６ 選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、代表者となり、又は代表者であるこ

とができない。

一 公職選挙法第２７条第１項又は第２項の規定により選挙人名簿にこれらの項の

表示をされている者（都道府県に係る請求にあっては、同法第９条第３項の規定

により当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有するものとされた者（同法

第１１条第１項若しくは第２５２条又は政治資金規正法（昭和２３年法律第１９
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４号）第２８条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示をされている者を

除く。）を除く。）

二 前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第２８条の規定により

選挙人名簿から抹消された者

三 第１項の請求に係る普通地方公共団体（当該普通地方公共団体が、都道府県で

ある場合には当該都道府県の区域内の市町村並びに第２５２条の１９第１項に規

定 す る 指 定 都 市 （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 指 定 都 市 」 と い う 。） の区 及 び 総 合 区 を

含 み 、 指 定 都 市 で あ る 場 合 に は 当 該 市 の 区 及 び 総 合 区 を 含 む 。） の 選 挙 管 理 委 員

会の委員又は職員である者

○７ 第１項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又

は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、政令

で定める期間、当該選挙が行われる区域内においては請求のための署名を求めるこ

とができない。

○８ 選挙権を有する者は、心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求

者の署名簿に署名することができないときは、その者の属する市町村の選挙権を有

する者（代表者及び代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し当

該 署 名 簿 に 署 名 す る こ と を 求 め る 者 を 除 く 。） に 委 任 し て 、 自 己 の 氏 名 （ 以 下 「 請

求 者 の 氏 名 」 と い う 。） を 当 該 署 名 簿 に 記 載 さ せ る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い

て、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第１項の規定による請求者

の署名とみなす。

○ ９ 前 項 の 規 定 に よ り 委 任 を 受 け た 者 （ 以 下 「 氏 名 代 筆 者 」と い う 。） が 請求 者 の 氏

名を条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合には、氏名代筆者は、当

該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。

第７４条の２ 条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条例の制定又は改廃の請求者の

署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名し印をおした者が選挙人名

簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。この場合においては、

当該市町村の選挙管理委員会は、その日から２０日以内に審査を行い、署名の効力

を決定し、その旨を証明しなければならない。

○２ 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したと

きは、その日から７日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さ

なければならない。

○３ 前項の署名簿の縦覧の期間及び場所については、市町村の選挙管理委員会は、予

めこれを告示し、且つ、公衆の見易い方法によりこれを公表しなければならない。

○４ 署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、第２項の規定による縦覧期間

内に当該市町村の選挙管理委員会にこれを申し出ることができる。

○５ 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合において

は、その申出を受けた日から１４日以内にこれを決定しなければならない。この場

合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第１項の規定による

証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申
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出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならな

い。

○６ 市町村の選挙管理委員会は、第２項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申

出がないとき、又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、

その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例の制定又は改廃の請

求者の代表者に返付しなければならない。

○７ 都道府県の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第５項の規定によ

る決定に不服がある者は、その決定のあった日から１０日以内に都道府県の選挙管

理委員会に審査を申し立てることができる。

○８ 市町村の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第５項の規定による

決定に不服がある者は、その決定のあった日から１４日以内に地方裁判所に出訴す

ることができる。その判決に不服がある者は、控訴することはできないが最高裁判

所に上告することができる。

○９ 第７項の規定による審査の申立てに対する裁決に不服がある者は、その裁決書の

交付を受けた日から１４日以内に高等裁判所に出訴することができる。

○１０ 審査の申立てに対する裁決又は判決が確定したときは、当該都道府県の選挙管

理委員会又は当該裁判所は、直ちに裁決書又は判決書の写を関係市町村の選挙管理

委員会に送付しなければならない。この場合においては、送付を受けた当該市町村

の選挙管理委員会は、直ちに条例の制定又は改廃の請求者の代表者にその旨を通知

しなければならない。

○１１ 署名簿の署名に関する争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申

立てを受理した日から２０日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は事件を受理

した日から１００日以内にこれをするように努めなければならない。

○１２ 第８項及び第９項の訴えは、当該決定又は裁決をした選挙管理委員会の所在地

を管轄する地方裁判所又は高等裁判所の専属管轄とする。

○１３ 第８項及び第９項の訴えについては、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３

９号）第４３条の規定にかかわらず、同法第１３条の規定を準用せず、また、同法

第１６条から第１９条までの規定は、署名簿の署名の効力を争う数個の請求に関し

てのみ準用する。

第７４条の３ 条例の制定又は改廃の請求者の署名で左に掲げるものは、これを無効とす

る。

一 法令の定める成規の手続によらない署名

二 何人であるかを確認し難い署名

○２ 前条第４項の規定により詐偽又は強迫に基く旨の異議の申出があった署名で市町

村の選挙管理委員会がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。

○３ 市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において必要があると認

めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。

○４ 第１００条第２項、第３項、第７項及び第８項の規定は、前項の規定による関係

人の出頭及び証言にこれを準用する。
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第７４条の４ 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした

者は、４年以下の懲役若しくは禁錮又は１００万円以下の罰金に処する。

一 署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわ

かしたとき。

二 交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方

法をもって署名の自由を妨害したとき。

三 署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市

町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権

者又は署名運動者を威迫したとき。

○２ 条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又

は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀壊若

しくは奪取した者は、３年以下の懲役若しくは禁錮又は５０万円以下の罰金に処す

る。

○３ 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに

又は選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により請求者の署名簿に署名する

ことができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿

に記載した者は、３年以下の懲役若しくは禁錮又は５０万円以下の罰金に処する。

○４ 選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者

の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を

受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者と

しての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、３年以下の懲役若しくは禁錮又は

５０万円以下の罰金に処する。

○５ 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用し

て署名運動をしたときは、２年以下の禁錮又は３０万円以下の罰金に処する。

一 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人（独立行政法人通則法（平

成 １ １ 年 法 律 第 １ ０ ３ 号 ） 第 ２ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 行 政 執 行 法 人 を い う 。） 若 し

くは特定地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）

第２条第２項に規定する特定地方独立行政法人をいう。）の役員若しくは職員

二 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員

○６ 条例の制定又は改廃の請求に関し、政令で定める請求書及び請求代表者証明書を

付していない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任状を付し

ていない署名簿その他法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を求

めた者又は政令で定める署名を求めることができる期間外の時期に署名を求めた者

は、１０万円以下の罰金に処する。

第７５条 選挙権を有する者（道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管

理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者）は、政令の定めるところ

により、その総数の５０分の１以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地

方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の
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請求をすることができる。

○２ 前項の請求があったときは、監査委員は、直ちに請求の要旨を公表しなければな

らない。

○３ 監査委員は、第１項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を

決定し、これを同項の代表者に送付し、かつ、公表するとともに、これを当該普通

地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委

員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づ

く委員会又は委員に提出しなければならない。

○４ 前項の規定による監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議によるもの

とする。

○５ 第７４条第５項の規定は第１項の選挙権を有する者及びその総数の５０分の１の

数について、同条第６項の規定は第１項の代表者について、同条第７項から第９項

まで及び第７４条の２から前条までの規定は第１項の規定による請求者の署名につ

いて準用する。この場合において、第７４条第６項第３号中「区域内」とあるのは、

「区域内（道の方面公安委員会に係る請求については、当該方面公安委員会の管理

する方面本部の管轄区域内）」と読み替えるものとする。

第２節 解散及び解職の請求

第７６条 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の３分の１（その

総数が４０万を超え８０万以下の場合にあってはその４０万を超える数に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数

が８０万を超える場合にあってはその８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数

と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算し

て得た数）以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管

理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。

○２ 前項の請求があったときは、委員会は、直ちに請求の要旨を公表しなければなら

ない。

○３ 第１項の請求があったとき、委員会は、これを選挙人の投票に付さなければなら

ない。

○４ 第７４条第５項の規定は第１項の選挙権を有する者及びその総数の３分の１の数

（その総数が４０万を超え８０万以下の場合にあってはその４０万を超える数に６

分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数、そ

の総数が８０万を超える場合にあってはその８０万を超える数に８分の１を乗じて

得た数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを

合算して得た数）について、同条第６項の規定は第１項の代表者について、同条第

７項から第９項まで及び第７４条の２から第７４条の４までの規定は第１項の規定

による請求者の署名について準用する。
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第７７条 解散の投票の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを前条第

１項の代表者及び当該普通地方公共団体の議会の議長に通知し、かつ、これを公表

するとともに、都道府県にあっては都道府県知事に、市町村にあっては市町村長に

報告しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。

第７８条 普通地方公共団体の議会は、第７６条第３項の規定による解散の投票において

過半数の同意があったときは、解散するものとする。

第７９条 第７６条第１項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求は、その議

会の議員の一般選挙のあった日から１年間及び同条第３項の規定による解散の投票

のあった日から１年間は、これをすることができない。

第８０条 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその

総数の３分の１（その総数が４０万を超え８０万以下の場合にあってはその４０万

を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算

して得た数、その総数が８０万を超える場合にあってはその８０万を超える数に８

分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗

じて得た数とを合算して得た数）以上の者の連署をもって、その代表者から、普通

地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議

会の議員の解職の請求をすることができる。この場合において選挙区がないときは、

選挙権を有する者の総数の３分の１（その総数が４０万を超え８０万以下の場合に

あってはその４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗

じて得た数とを合算して得た数、その総数が８０万を超える場合にあってはその８

０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４

０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）以上の者の連署をもって、議

員の解職の請求をすることができる。

○２ 前項の請求があったときは、委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表し

なければならない。

○３ 第１項の請求があったときは、委員会は、これを当該選挙区の選挙人の投票に付

さなければならない。この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投

票に付さなければならない。

○４ 第７４条第５項の規定は第１項の選挙権を有する者及びその総数の３分の１の数

（その総数が４０万を超え８０万以下の場合にあってはその４０万を超える数に６

分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数、そ

の総数が８０万を超える場合にあってはその８０万を超える数に８分の１を乗じて

得た数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを

合算して得た数）について、同条第６項の規定は第１項の代表者について、同条第

７項から第９項まで及び第７４条の２から第７４条の４までの規定は第１項の規定

による請求者の署名について準用する。この場合において、第７４条第６項第３号

中 「 都 道 府 県 の 区 域 内 の 」 と あ り 、 及 び 「 市 の 」 と あ る の は 、「 選挙 区 の 区 域 の 全
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部又は一部が含まれる」と読み替えるものとする。

第８１条 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の３分の１（その

総数が４０万を超え８０万以下の場合にあってはその４０万を超える数に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数

が８０万を超える場合にあってはその８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数

と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算し

て得た数）以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管

理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。

○ ２ 第 ７ ４ 条 第 ５ 項 の 規 定 は 前 項 の 選 挙 権 を 有 す る 者 及 び そ の 総 数 の ３ 分 の １ の 数

（その総数が４０万を超え８０万以下の場合にあってはその４０万を超える数に６

分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数、そ

の総数が８０万を超える場合にあってはその８０万を超える数に８分の１を乗じて

得た数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを

合算して得た数）について、同条第６項の規定は前項の代表者について、同条第７

項から第９項まで及び第７４条の２から第７４条の４までの規定は前項の規定によ

る請求者の署名について、第７６条第２項及び第３項の規定は前項の請求について

準用する。

第８２条 第８０条第３項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、普通地方公

共団体の選挙管理委員会は、直ちにこれを同条第１項の代表者並びに当該普通地方

公共団体の議会の関係議員及び議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都

道府県にあっては都道府県知事に、市町村にあっては市町村長に報告しなければな

らない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。

○２ 前条第２項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、委員会は、直ちに

これを同条第１項の代表者並びに当該普通地方公共団体の長及び議会の議長に通知

し、かつ、これを公表しなければならない。その投票の結果が確定したときも、ま

た、同様とする。

第８３条 普通地方公共団体の議会の議員又は長は、第８０条第３項又は第８１条第２項

の規定による解職の投票において、過半数の同意があったときは、その職を失う。

第８４条 第８０条第１項又は第８１条第１項の規定による普通地方公共団体の議会の議

員又は長の解職の請求は、その就職の日から１年間及び第８０条第３項又は第８１

条第２項の規定による解職の投票の日から１年間は、これをすることができない。

ただし、公職選挙法第１００条第６項の規定により当選人と定められ普通地方公共

団体の議会の議員又は長となった者に対する解職の請求は、その就職の日から１年

以内においても、これをすることができる。

第８５条 政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に
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関する規定は、第７６条第３項の規定による解散の投票並びに第８０条第３項及び

第８１条第２項の規定による解職の投票にこれを準用する。

○２ 前項の投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙と同時にこ

れを行うことができる。

第８６条 選挙権を有する者（第２５２条の１９第１項に規定する指定都市（以下この項

に お い て 「 指 定 都 市 」 と い う 。） の 総 合 区 長 に つ い て は 当 該 総 合 区 の 区 域 内 に お い

て選挙権を有する者、指定都市の区又は総合区の選挙管理委員については当該区又

は総合区の区域内において選挙権を有する者、道の方面公安委員会の委員について

は 当 該 方 面 公 安 委 員 会 の 管 理 す る 方 面 本 部 の 管 轄 区 域 内 に お い て 選 挙 権 を 有 す る

者）は、政令の定めるところにより、その総数の３分の１（その総数が４０万を超

え８０万以下の場合にあってはその４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と

４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が８０万を超える

場合にあってはその８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の

１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）以上の

者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、副知事若しく

は副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員

会の委員の解職の請求をすることができる。

○２ 前項の請求があったときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を

公表しなければならない。

○３ 第１項の請求があったときは、当該普通地方公共団体の長は、これを議会に付議

し、その結果を同項の代表者及び関係者に通知し、かつ、これを公表しなければな

らない。

○４ 第７４条第５項の規定は第１項の選挙権を有する者及びその総数の３分の１の数

（その総数が４０万を超え８０万以下の場合にあってはその４０万を超える数に６

分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数、そ

の総数が８０万を超える場合にあってはその８０万を超える数に８分の１を乗じて

得た数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを

合算して得た数）について、同条第６項の規定は第１項の代表者について、同条第

７項から第９項まで及び第７４条の２から第７４条の４までの規定は第１項の規定

による請求者の署名について準用する。この場合において、第７４条第６項第３号

中「区域内」とあるのは「区域内（道の方面公安委員会の委員に係る請求について

は 、 当 該 方 面 公 安 委 員 会 の 管 理 す る 方 面 本 部 の 管 轄 区 域 内 ）」 と 、「 市 の 区 及 び 総

合区」とあるのは「市の区及び総合区（総合区長に係る請求については当該総合区、

区 又 は 総 合 区 の 選 挙 管 理 委 員 に 係 る 請 求 に つ い て は 当 該 区 又 は 総 合 区 に 限 る 。）」

と読み替えるものとする。

第８７条 前条第１項に掲げる職に在る者は、同条第３項の場合において、当該普通地方

公共団体の議会の議員の３分の２以上の者が出席し、その４分の３以上の者の同意

があったときは、その職を失う。
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○２ 第１１８条第５項の規定は、前条第３項の規定による議決についてこれを準用す

る。

第８８条 第８６条第１項の規定による副知事若しくは副市町村長又は第２５２条の１９

第１項に規定する指定都市の総合区長の解職の請求は、その就職の日から１年間及

び第８６条第３項の規定による議会の議決の日から１年間は、これをすることがで

きない。

○２ 第８６条第１項の規定による選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委

員の解職の請求は、その就職の日から６箇月間及び同条第３項の規定による議会の

議決の日から６箇月間は、これをすることができない。

第６章 議会

第１節 組織

第８９条 普通地方公共団体に議会を置く。

第９０条 都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。

○２ 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行う

ことができない。

○３ 第６条の２第１項の規定による処分により、著しく人口の増加があった都道府県

においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増

加することができる。

○４ 第６条の２第１項の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、そ

の区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県（以下

本 条 に お い て 「 設 置 関 係 都 道 府 県 」 と い う 。） は 、 そ の 協 議 に よ り 、 あ ら か じ め 、

新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めなければならない。

○ ５ 前 項 の 規 定 に よ り 新 た に 設 置 さ れ る 都 道 府 県 の 議 会 の 議 員 の 定 数 を 定 め た と き

は、設置関係都道府県は、直ちに当該定数を告示しなければならない。

○６ 前項の規定により告示された新たに設置される都道府県の議会の議員の定数は、

第１項の規定に基づく当該都道府県の条例により定められたものとみなす。

○７ 第４項の協議については、設置関係都道府県の議会の議決を経なければならない。

第９１条 市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。

○２ 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行う

ことができない。

○３ 第７条第１項又は第３項の規定による処分により、著しく人口の増減があった市

町村においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数

を増減することができる。

○４ 前項の規定により議員の任期中にその定数を減少した場合において当該市町村の
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議会の議員の職に在る者の数がその減少した定数を超えているときは、当該議員の

任期中は、その数を以て定数とする。但し、議員に欠員を生じたときは、これに応

じて、その定数は、当該定数に至るまで減少するものとする。

○５ 第７条第１項又は第３項の規定により市町村の設置を伴う市町村の廃置分合をし

ようとする場合において、その区域の全部又は一部が当該廃置分合により新たに設

置される市町村の区域の全部又は一部となる市町村（以下本条において「設置関係

市 町 村 」 と い う 。） は 、 設 置 関 係 市 町 村 が ２ 以 上 の と き は 設 置 関 係 市 町 村 の 協 議 に

より、設置関係市町村が一のときは当該設置関係市町村の議会の議決を経て、あら

かじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めなければならない。

○６ 前項の規定により新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めたときは、

設置関係市町村は、直ちに当該定数を告示しなければならない。

○７ 前項の規定により告示された新たに設置される市町村の議会の議員の定数は、第

１項の規定に基づく当該市町村の条例により定められたものとみなす。

○８ 第５項の協議については、設置関係市町村の議会の議決を経なければならない。

第９２条 普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることが

できない。

○２ 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員

及び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の５第１項に規定する短

時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 職 員 （ 以 下 「 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。） と兼 ね る こ と が で

きない。

第９２条の２ 普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をす

る者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、

執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることが

できない。

第９３条 普通地方公共団体の議会の議員の任期は、４年とする。

○２ 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあら

たに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法第２５８条及び第２６０条

の定めるところによる。

第９４条 町村は、条例で、第８９条の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有す

る者の総会を設けることができる。

第９５条 前条の規定による町村総会に関しては、町村の議会に関する規定を準用する。

第２節 権限
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第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。

一 条例を設け又は改廃すること。

二 予算を定めること。

三 決算を認定すること。

四 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は

分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。

五 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結す

ること。

六 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払

手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付ける

こと。

七 不動産を信託すること。

八 前２号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準

に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。

九 負担付きの寄附又は贈与を受けること。

十 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、

権利を放棄すること。

十一 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさ

せること。

十二 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの

提起（普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決（行政事件訴訟法第３条第２項

に規定する処分又は同条第３項に規定する裁決をいう。以下この号、第１０５条

の ２ 、 第 １ ９ ２ 条 及 び 第 １ ９ ９ 条 の ３ 第 ３ 項 に お い て 同 じ 。） に係 る 同 法 第 １ １

条第１項（同法第３８条第１項（同法第４３条第２項において準用する場合を含

む 。） 又 は 同 法 第 ４ ３ 条 第 １ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に よ る 普

通地方公共団体を被告とする訴訟（以下この号、第１０５条の２、第１９２条及

び 第 １ ９ ９ 条 の ３ 第 ３ 項 に お い て 「 普 通 地 方 公 共 団 体 を 被 告 と す る 訴 訟 」 と い

う 。）に 係る もの を除 く。）、 和解（ 普通地 方公 共団体 の行 政庁の 処分又 は裁 決に

係 る 普 通 地 方 公 共 団 体 を 被 告 と す る 訴 訟 に 係 る も の を 除 く 。）、 あ っ せ ん 、 調 停

及び仲裁に関すること。

十三 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。

十四 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。

十 五 そ の 他 法 律 又 は こ れ に 基 づ く 政 令 （ こ れ ら に 基 づ く 条 例 を 含 む 。） に よ り 議

会の権限に属する事項

○２ 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に

関する事件（法定受託事務に係るものにあっては、国の安全に関することその他の

事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定める

ものを除く。）につき議会の議決すべきものを定めることができる。

第９７条 普通地方公共団体の議会は、法律又はこれに基く政令によりその権限に属する
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選挙を行わなければならない。

○２ 議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。但し、普通地

方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない。

第９８条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務（自治事務にあって

は労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定

受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の

検 査 の 対 象 と す る こ と が 適 当 で な い も の と し て 政 令 で 定 め る も の を 除 く 。） に 関 す

る書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委

員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は

監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、

議決の執行及び出納を検査することができる。

○２ 議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務（自治事務にあっては労

働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託

事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査

の 対 象 と す る こ と が 適 当 で な い も の と し て 政 令 で 定 め る も の を 除 く 。） に 関 す る 監

査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。この場合における監

査の実施については、第１９９条第２項後段の規定を準用する。

第９９条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき

意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。

第１００条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務（自治事務にあっ

ては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法

定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会

の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項に

お い て 同 じ 。） に関 す る 調 査 を 行 う こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 調 査 を

行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並

びに記録の提出を請求することができる。

○２ 民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定

めがあるものを除くほか、前項後段の規定により議会が当該普通地方公共団体の事

務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用

する。ただし、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。

○３ 第１項後段の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係

人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は

証言を拒んだときは、６箇月以下の禁錮又は１０万円以下の罰金に処する。

○４ 議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実について

は、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官

公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することがで

きない。この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疏明しなけ
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ればならない。

○５ 議会が前項の規定による疏明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、

当該証言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。

○６ 当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から２０日以内に声明をしないと

きは、選挙人その他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければならない。

○７ 第２項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その

他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを３箇月以上５年以下の禁錮に処する。

○８ 前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白した

ときは、その刑を減軽し又は免除することができる。

○９ 議会は、選挙人その他の関係人が、第３項又は第７項の罪を犯したものと認める

ときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人

が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことが

できる。

○１０ 議会が第１項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団

体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応

じなければならない。

○１１ 議会は、第１項の規定による調査を行う場合においては、予め、予算の定額の

範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。

その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。

○１２ 議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協

議又は調整を行うための場を設けることができる。

○１３ 議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその

他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員

を派遣することができる。

○１４ 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究

その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議

員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動

費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経

費の範囲は、条例で定めなければならない。

○１５ 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、

当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。

○１６ 議長は、第１４項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努める

ものとする。

○１７ 政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び

市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。

○１８ 都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、

公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。

○１９ 議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前２項の規定により送

付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。

○２０ 前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。
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第１００条の２ 普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事

務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさ

せることができる。

第３節 招集及び会期

第１０１条 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。

○２ 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議

に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。

○３ 議員の定数の４分の１以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付

議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。

○４ 前２項の規定による請求があったときは、当該普通地方公共団体の長は、請求の

あった日から２０日以内に臨時会を招集しなければならない。

○５ 第２項の規定による請求のあった日から２０日以内に当該普通地方公共団体の長

が臨時会を招集しないときは、第１項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を招集

することができる。

○６ 第３項の規定による請求のあった日から２０日以内に当該普通地方公共団体の長

が臨時会を招集しないときは、第１項の規定にかかわらず、議長は、第３項の規定

による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあった日から、都道府県及び市に

あっては１０日以内、町村にあっては６日以内に臨時会を招集しなければならない。

○７ 招集は、開会の日前、都道府県及び市にあっては７日、町村にあっては３日まで

にこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

第１０２条 普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。

○２ 定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。

○３ 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。

○４ 臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめこれを告示しな

ければならない。

○５ 前条第５項又は第６項の場合においては、前項の規定にかかわらず、議長が、同

条第２項又は第３項の規定による請求において示された会議に付議すべき事件を臨

時会に付議すべき事件として、あらかじめ告示しなければならない。

○６ 臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前３項の規定にかかわらず、

直ちにこれを会議に付議することができる。

○７ 普通地方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は、議

会がこれを定める。

第１０２条の２ 普通地方公共団体の議会は、前条の規定にかかわらず、条例で定めると

ころにより、定例会及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の
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前日までを会期とすることができる。

○２ 前項の議会は、第４項の規定により招集しなければならないものとされる場合を

除き、前項の条例で定める日の到来をもって、普通地方公共団体の長が当該日にこ

れを招集したものとみなす。

○３ 第１項の会期中において、議員の任期が満了したとき、議会が解散されたとき又

は議員が全てなくなったときは、同項の規定にかかわらず、その任期満了の日、そ

の解散の日又はその議員が全てなくなった日をもって、会期は終了するものとする。

○４ 前項の規定により会期が終了した場合には、普通地方公共団体の長は、同項に規

定する事由により行われた一般選挙により選出された議員の任期が始まる日から３

０日以内に議会を招集しなければならない。この場合においては、その招集の日か

ら同日後の最初の第１項の条例で定める日の前日までを会期とするものとする。

○５ 第３項の規定は、前項後段に規定する会期について準用する。

○ ６ 第 １ 項 の 議 会 は 、 条 例 で 、 定 期 的 に 会 議 を 開 く 日 （ 以 下「 定 例 日 」 と いう 。） を

定めなければならない。

○７ 普通地方公共団体の長は、第１項の議会の議長に対し、会議に付議すべき事件を

示して定例日以外の日において会議を開くことを請求することができる。この場合

において、議長は、当該請求のあった日から、都道府県及び市にあっては７日以内、

町村にあっては３日以内に会議を開かなければならない。

○８ 第１項の場合における第７４条第３項、第１２１条第１項、第２４３条の３第２

項及び第３項並びに第２５２条の３９第４項の規定の適用については、第７４条第

３ 項 中 「 ２ ０ 日 以 内 に 議 会 を 招 集 し 、」 とあ る の は 「 ２ ０ 日 以 内 に 」 と 、 第 １ ２ １

条第１項中「議会の審議」とあるのは「定例日に開かれる会議の審議又は議案の審

議」と、第２４３条の３第２項及び第３項中「次の議会」とあるのは「次の定例日

に開かれる会議」と、第２５２条の３９第４項中「２０日以内に議会を招集し」と

あるのは「２０日以内に」とする。

第４節 議長及び副議長

第１０３条 普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長１人を選挙しなけ

ればならない。

○２ 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

第１０４条 普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議

会の事務を統理し、議会を代表する。

第１０５条 普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。

第１０５条の２ 普通地方公共団体の議会又は議長の処分又は裁決に係る普通地方公共団

体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。
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第１０６条 普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、

副議長が議長の職務を行う。

○２ 議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わ

せる。

○３ 議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。

第１０７条 第１０３条第１項及び前条第２項の規定による選挙を行う場合において、議

長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。

第１０８条 普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職するこ

とができる。但し、副議長は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職す

ることができる。

第５節 委員会

第１０９条 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別

委員会を置くことができる。

○２ 常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行

い、議案、請願等を審査する。

○３ 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査す

る。

一 議会の運営に関する事項

二 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項

三 議長の諮問に関する事項

○４ 特別委員会は、議会の議決により付議された事件を審査する。

○５ 第１１５条の２の規定は、委員会について準用する。

○６ 委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体

の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。ただし、予算に

ついては、この限りでない。

○７ 前項の規定による議案の提出は、文書をもってしなければならない。

○８ 委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、

これを審査することができる。

○９ 前各項に定めるもののほか、委員の選任その他委員会に関し必要な事項は、条例

で定める。

第１１０条及び第１１１条 削除
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第６節 会議

第１１２条 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議

案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。

○２ 前項の規定により議案を提出するに当たっては、議員の定数の１２分の１以上の

者の賛成がなければならない。

○３ 第１項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。

第１１３条 普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、

会議を開くことができない。但し、第１１７条の規定による除斥のため半数に達し

ないとき、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に

応じても出席議員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達しない

とき若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなったときは、この限りでない。

第 １ １ ４ 条 普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 の 議 員 の 定 数 の 半 数 以 上 の 者 か ら 請 求 が あ る と き

は、議長は、その日の会議を開かなければならない。この場合において議長がなお

会議を開かないときは、第１０６条第１項又は第２項の例による。

○２ 前項の規定により会議を開いたとき、又は議員中に異議があるときは、議長は、

会議の議決によらない限り、その日の会議を閉じ又は中止することができない。

第１１５条 普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員３

人以上の発議により、出席議員の３分の２以上の多数で議決したときは、秘密会を

開くことができる。

○２ 前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければな

らない。

第１１５条の２ 普通地方公共団体の議会は、会議において、予算その他重要な議案、請

願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等か

ら意見を聴くことができる。

○２ 普通地方公共団体の議会は、会議において、当該普通地方公共団体の事務に関す

る調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見

を聴くことができる。

第１１５条の３ 普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当た

っては、議員の定数の１２分の１以上の者の発議によらなければならない。

第１１６条 この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、

出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

○２ 前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。



- 29/346 -

powered by インターネット六法 .com

第１１７条 普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配

偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者

の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与すること

ができない。但し、議会の同意があったときは、会議に出席し、発言することがで

きる。

第１１８条 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙

については、公職選挙法第４６条第１項及び第４項、第４７条、第４８条、第６８

条第１項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第９５条の規定を準

用する。その投票の効力に関し異議があるときは、議会がこれを決定する。

○２ 議会は、議員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いる

ことができる。

○３ 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を以て当選人と定めるべきか

どうかを会議に諮り、議員の全員の同意があった者を以て当選人とする。

○４ 一の選挙を以て２人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の

規定を適用してはならない。

○５ 第１項の規定による決定に不服がある者は、決定があった日から２１日以内に、

都道府県にあっては総務大臣、市町村にあっては都道府県知事に審査を申し立て、

その裁決に不服がある者は、裁決のあった日から２１日以内に裁判所に出訴するこ

とができる。

○６ 第１項の規定による決定は、文書を以てし、その理由を附けてこれを本人に交付

しなければならない。

第１１９条 会期中に議決に至らなかった事件は、後会に継続しない。

第１２０条 普通地方公共団体の議会は、会議規則を設けなければならない。

第１２１条 普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人

事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委

員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並

びにその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席

を求められたときは、議場に出席しなければならない。ただし、出席すべき日時に

議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に

届け出たときは、この限りでない。

○２ 第１０２条の２第１項の議会の議長は、前項本文の規定により議場への出席を求

めるに当たっては、普通地方公共団体の執行機関の事務に支障を及ぼすことのない

よう配慮しなければならない。

第１２２条 普通地方公共団体の長は、議会に、第２１１条第２項に規定する予算に関す

る説明書その他当該普通地方公共団体の事務に関する説明書を提出しなければなら
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ない。

第１２３条 議長は、事務局長又は書記長（書記長を置かない町村においては書記）に書

面又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ

れ る も の を い う 。 以 下 こ の 条 及 び 第 ２ ３ ４ 条 第 ５ 項 に お い て 同 じ 。） に よ り 会 議 録

を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなけ

ればならない。

○２ 会議録が書面をもって作成されているときは、議長及び議会において定めた２人

以上の議員がこれに署名しなければならない。

○３ 会議録が電磁的記録をもって作成されているときは、議長及び議会において定め

た２人以上の議員が当該電磁的記録に総務省令で定める署名に代わる措置をとらな

ければならない。

○４ 議長は、会議録が書面をもって作成されているときはその写しを、会議録が電磁

的記録をもって作成されているときは当該電磁的記録に記録された事項を記載した

書面又は当該事項を記録した磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を

確 実 に 記 録 す る こ と が で き る 物 を 含 む 。） を添 え て 会 議 の 結 果 を 普 通 地 方 公 共 団 体

の長に報告しなければならない。

第７節 請願

第１２４条 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書

を提出しなければならない。

第１２５条 普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、

教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働

委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置

することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処

理の経過及び結果の報告を請求することができる。

第８節 議員の辞職及び資格の決定

第１２６条 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の許可を得て辞職することができる。

但し、閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。

第１２７条 普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき、又は第

９２条の２（第２８７条の２第７項において準用する場合を含む。以下この項にお

い て 同 じ 。） の 規 定 に 該 当 す る と き は 、 そ の 職 を 失 う 。 そ の 被 選 挙 権 の 有 無 又 は 第
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９２条の２の規定に該当するかどうかは、議員が公職選挙法第１１条、第１１条の

２若しくは第２５２条又は政治資金規正法第２８条の規定に該当するため被選挙権

を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定する。この場合においては、出席議

員の３分の２以上の多数によりこれを決定しなければならない。

○２ 前項の場合においては、議員は、第１１７条の規定にかかわらず、その会議に出

席して自己の資格に関し弁明することはできるが決定に加わることができない。

○３ 第１１８条第５項及び第６項の規定は、第１項の場合について準用する。

第１２８条 普通地方公共団体の議会の議員は、公職選挙法第２０２条第１項若しくは第

２０６条第１項の規定による異議の申出、同法第２０２条第２項若しくは第２０６

条第２項の規定による審査の申立て、同法第２０３条第１項、第２０７条第１項、

第２１０条若しくは第２１１条の訴訟の提起に対する決定、裁決又は判決が確定す

るまでの間（同法第２１０条第１項の規定による訴訟を提起することができる場合

において、当該訴訟が提起されなかったとき、当該訴訟についての訴えを却下し若

しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、

それぞれ同項に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当

該取下げが行われるまでの間）は、その職を失わない。

第９節 紀律

第１２９条 普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場

の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、

その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外

に退去させることができる。

○２ 議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の

会議を閉じ、又は中止することができる。

第１３０条 傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害するときは、普

通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これ

を退場させ、必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができ

る。

○２ 傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。

○３ 前２項に定めるものを除くほか、議長は、会議の傍聴に関し必要な規則を設けな

ければならない。

第１３１条 議場の秩序を乱し又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注

意を喚起することができる。

第１３２条 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉
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を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。

第１３３条 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において、侮辱を受けた議員は、

これを議会に訴えて処分を求めることができる。

第１０節 懲罰

第１３４条 普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条

例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。

○２ 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。

第１３５条 懲罰は、左の通りとする。

一 公開の議場における戒告

二 公開の議場における陳謝

三 一定期間の出席停止

四 除名

○２ 懲罰の動議を議題とするに当っては、議員の定数の８分の１以上の者の発議によ

らなければならない。

○３ 第１項第４号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の３分の２

以上の者が出席し、その４分の３以上の者の同意がなければならない。

第１３６条 普通地方公共団体の議会は、除名された議員で再び当選した議員を拒むこと

ができない。

第１３７条 普通地方公共団体の議会の議員が正当な理由がなくて招集に応じないため、

又は正当な理由がなくて会議に欠席したため、議長が、特に招状を発しても、なお

故なく出席しない者は、議長において、議会の議決を経て、これに懲罰を科するこ

とができる。

第１１節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員

第１３８条 都道府県の議会に事務局を置く。

○２ 市町村の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。

○３ 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

○４ 事務局を置かない市町村の議会に書記長、書記その他の職員を置く。ただし、町

村においては、書記長を置かないことができる。

○５ 事務局長、書記長、書記その他の職員は、議長がこれを任免する。

○６ 事務局長、書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。た
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だし、臨時の職については、この限りでない。

○７ 事務局長及び書記長は議長の命を受け、書記その他の職員は上司の指揮を受けて、

議会に関する事務に従事する。

○８ 事務局長、書記長、書記その他の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間

その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護そ

の他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定

めるところによる。

第７章 執行機関

第１節 通則

第１３８条の２ 普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算そ

の他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方

公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を

負う。

第１３８条の３ 普通地方公共団体の執行機関の組織は、普通地方公共団体の長の所轄の

下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によって、系統的に

これを構成しなければならない。

○２ 普通地方公共団体の執行機関は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、執行機関

相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければな

らない。

○３ 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の執行機関相互の間にその権限

につき疑義が生じたときは、これを調整するように努めなければならない。

第１３８条の４ 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法

律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。

○２ 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公

共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関

し、規則その他の規程を定めることができる。

○３ 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関

として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は

調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、

この限りでない。

第２節 普通地方公共団体の長

第１款 地位
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第１３９条 都道府県に知事を置く。

○２ 市町村に市町村長を置く。

第１４０条 普通地方公共団体の長の任期は、４年とする。

○２ 前項の任期の起算については、公職選挙法第２５９条及び第２５９条の２の定め

るところによる。

第１４１条 普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができな

い。

○２ 普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時

間勤務職員と兼ねることができない。

第１４２条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びそ

の支配人又は主として同一の行為をする法人（当該普通地方公共団体が出資してい

る 法 人 で 政 令 で 定 め る も の を 除 く 。） の 無 限 責 任 社 員 、 取 締 役 、 執 行 役 若 し く は 監

査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

第１４３条 普通地方公共団体の長が、被選挙権を有しなくなったとき又は前条の規定に

該当するときは、その職を失う。その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するか

どうかは、普通地方公共団体の長が公職選挙法第１１条、第１１条の２若しくは第

２５２条又は政治資金規正法第２８条の規定に該当するため被選挙権を有しない場

合を除くほか、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会がこれを決定しなければな

らない。

○２ 前項の規定による決定は、文書をもってし、その理由をつけてこれを本人に交付

しなければならない。

○３ 第１項の規定による決定についての審査請求は、都道府県にあっては総務大臣、

市町村にあっては都道府県知事に対してするものとする。

○４ 前項の審査請求に関する行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第１８条第

１項本文の期間は、第１項の決定があった日の翌日から起算して２１日とする。

第１４４条 普通地方公共団体の長は、公職選挙法第２０２条第１項若しくは第２０６条

第１項の規定による異議の申出、同法第２０２条第２項若しくは第２０６条第２項

の規定による審査の申立て、同法第２０３条第１項、第２０７条第１項、第２１０

条若しくは第２１１条の訴訟の提起に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの

間（同法第２１０条第１項の規定による訴訟を提起することができる場合において、

当該訴訟が提起されなかったとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状

を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ

同項に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げ

が行われるまでの間）は、その職を失わない。
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第１４５条 普通地方公共団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする

日前、都道府県知事にあっては３０日、市町村長にあっては２０日までに、当該普

通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。但し、議会の同意を得た

ときは、その期日前に退職することができる。

第１４６条 削除

第２款 権限

第１４７条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する。

第１４８条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを

執行する。

第１４９条 普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。

一 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。

二 予算を調製し、及びこれを執行すること。

三 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料

を科すること。

四 決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。

五 会計を監督すること。

六 財産を取得し、管理し、及び処分すること。

七 公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。

八 証書及び公文書類を保管すること。

九 前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。

第１５０条及び第１５１条 削除

第１５２条 普通地方公共団体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副知事又

は副市町村長がその職務を代理する。この場合において副知事又は副市町村長が２

人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその

定めがないときは席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少

により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、その職務を代理する。

○２ 副知事若しくは副市町村長にも事故があるとき若しくは副知事若しくは副市町村

長も欠けたとき又は副知事若しくは副市町村長を置かない普通地方公共団体におい

て当該普通地方公共団体の長に事故があるとき若しくは当該普通地方公共団体の長

が欠けたときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の長の

指定する職員がその職務を代理する。

○３ 前項の場合において、同項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する
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者がないときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の規則

で定めた上席の職員がその職務を代理する。

第１５３条 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関であ

る職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。

○２ 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政

庁に委任することができる。

第１５４条 普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を指揮監督する。

第１５４条の２ 普通地方公共団体の長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例

又は規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、又は停止することがで

きる。

第１５５条 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、

必要な地に、都道府県にあっては支庁（道にあっては支庁出張所を含む。以下これ

に 同 じ 。） 及 び 地 方 事 務 所 、 市 町 村 に あ っ て は 支 所 又 は 出 張 所 を 設 け る こ と が で き

る。

○２ 支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置、名称及び所管区域は、

条例でこれを定めなければならない。

○３ 第４条第２項の規定は、前項の支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所

の位置及び所管区域にこれを準用する。

第１５６条 普通地方公共団体の長は、前条第１項に定めるものを除く外、法律又は条例

の定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。

○２ 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定める。

○３ 第４条第２項の規定は、第１項の行政機関の位置及び所管区域にこれを準用する。

○ ４ 国 の 地 方 行 政 機 関 （ 駐 在 機 関 を 含 む 。 以 下 本 条 中 こ れ に同 じ 。） は 、 国会 の 承 認

を経なければ、これを設けてはならない。国の地方行政機関の設置及び運営に要す

る経費は、国においてこれを負担しなければならない。

○５ 前項の規定は、司法行政及び懲戒機関、地方入国管理局の支局及び出張所並びに

支局の出張所、警察機関、官民人材交流センターの支所、検疫機関、防衛省の機関、

税関の出張所及び監視署、税関支署並びにその出張所及び監視署、税務署及びその

支署、国税不服審判所の支部、地方航空局の事務所その他の航空現業官署、総合通

信局の出張所、電波観測所、文教施設、国立の病院及び療養施設、気象官署、海上

警備救難機関、航路標識及び水路官署、森林管理署並びに専ら国費をもって行う工

事の施行機関については、これを適用しない。

第１５７条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の

活動の綜合調整を図るため、これを指揮監督することができる。
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○２ 前項の場合において必要があるときは、普通地方公共団体の長は、当該普通地方

公共団体の区域内の公共的団体等をして事務の報告をさせ、書類及び帳簿を提出さ

せ及び実地について事務を視察することができる。

○３ 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の監督

上 必 要 な 処 分 を し 又 は 当 該 公 共 的 団 体 等 の 監 督 官 庁 の 措 置 を 申 請 す る こ と が で き

る。

○４ 前項の監督官庁は、普通地方公共団体の長の処分を取り消すことができる。

第１５８条 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な

内部組織を設けることができる。この場合において、当該普通地方公共団体の長の

直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものと

する。

○２ 普通地方公共団体の長は、前項の内部組織の編成に当たっては、当該普通地方公

共団体の事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなけれ

ばならない。

第１５９条 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関する規定は、政令でこれを定める。

○２ 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、１０万円

以下の過料を科する規定を設けることができる。

第１６０条 削除

第３款 補助機関

第１６１条 都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。ただし、条例で置かない

ことができる。

○２ 副知事及び副市町村長の定数は、条例で定める。

第１６２条 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを

選任する。

第１６３条 副知事及び副市町村長の任期は、４年とする。ただし、普通地方公共団体の

長は、任期中においてもこれを解職することができる。

第１６４条 公職選挙法第１１条第１項又は第１１条の２の規定に該当する者は、副知事

又は副市町村長となることができない。

○２ 副知事又は副市町村長は、公職選挙法第１１条第１項の規定に該当するに至った

ときは、その職を失う。
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第１６５条 普通地方公共団体の長の職務を代理する副知事又は副市町村長は、退職しよ

うとするときは、その退職しようとする日前２０日までに、当該普通地方公共団体

の議会の議長に申し出なければならない。ただし、議会の承認を得たときは、その

期日前に退職することができる。

○２ 前項に規定する場合を除くほか、副知事又は副市町村長は、その退職しようとす

る日前２０日までに、当該普通地方公共団体の長に申し出なければならない。ただ

し、当該普通地方公共団体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することが

できる。

第１６６条 副知事及び副市町村長は、検察官、警察官若しくは収税官吏又は普通地方公

共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。

○２ 第１４１条、第１４２条及び第１５９条の規定は、副知事及び副市町村長にこれ

を準用する。

○３ 普通地方公共団体の長は、副知事又は副市町村長が前項において準用する第１４

２条の規定に該当するときは、これを解職しなければならない。

第１６７条 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長を補佐し、普通地方公共団

体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する

事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。

○２ 前項に定めるもののほか、副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長の権

限に属する事務の一部について、第１５３条第１項の規定により委任を受け、その

事務を執行する。

○３ 前項の場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなけ

ればならない。

第１６８条 普通地方公共団体に会計管理者１人を置く。

○２ 会計管理者は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地

方公共団体の長が命ずる。

第１６９条 普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長又は監査委員と親子、夫

婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、会計管理者となることができない。

○２ 会計管理者は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。

第１７０条 法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、会計管理者

は、当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。

○２ 前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。

一 現 金 （ 現 金 に 代 え て 納 付 さ れ る 証 券 及 び 基 金 に 属 す る 現 金 を 含 む 。） の 出 納 及

び保管を行うこと。

二 小切手を振り出すこと。

三 有 価 証 券 （ 公 有 財 産 又 は 基 金 に 属 す る も の を 含 む 。） の 出 納 及 び 保 管 を 行 う こ
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と。

四 物 品 （ 基 金 に 属 す る 動 産 を 含 む 。） の出 納 及 び 保 管 （ 使 用 中 の 物 品 に 係 る 保 管

を除く。）を行うこと。

五 現金及び財産の記録管理を行うこと。

六 支出負担行為に関する確認を行うこと。

七 決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。

○３ 普通地方公共団体の長は、会計管理者に事故がある場合において必要があるとき

は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員にその事務を代理させること

ができる。

第１７１条 会計管理者の事務を補助させるため出納員その他の会計職員を置く。ただし、

町村においては、出納員を置かないことができる。

○２ 出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうち

から、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。

○ ３ 出 納 員 は 、 会 計 管 理 者 の 命 を 受 け て 現 金 の 出 納 （ 小 切 手の 振 出 し を 含 む 。）若 し

くは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、その他の会計職員は、

上司の命を受けて当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。

○４ 普通地方公共団体の長は、会計管理者をしてその事務の一部を出納員に委任させ、

又は当該出納員をしてさらに当該委任を受けた事務の一部を出納員以外の会計職員

に委任させることができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、直ち

に、その旨を告示しなければならない。

○５ 普通地方公共団体の長は、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、規

則で、必要な組織を設けることができる。

第１７２条 前１１条に定める者を除くほか、普通地方公共団体に職員を置く。

○２ 前項の職員は、普通地方公共団体の長がこれを任免する。

○３ 第１項の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時又は非常勤の職につ

いては、この限りでない。

○４ 第１項の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限

及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関して

は、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。

第１７３条 削除

第１７４条 普通地方公共団体は、常設又は臨時の専門委員を置くことができる。

○２ 専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、普通地方公共団体の長がこれ

を選任する。

○３ 専門委員は、普通地方公共団体の長の委託を受け、その権限に属する事務に関し

必要な事項を調査する。

○４ 専門委員は、非常勤とする。
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第１７５条 都道府県の支庁若しくは地方事務所又は市町村の支所の長は、当該普通地方

公共団体の長の補助機関である職員をもって充てる。

○２ 前項に規定する機関の長は、普通地方公共団体の長の定めるところにより、上司

の指揮を受け、その主管の事務を掌理し部下の職員を指揮監督する。

第４款 議会との関係

第１７６条 普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公

共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日（条例

の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日）から

１０日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。

○２ 前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、そ

の議決は、確定する。

○３ 前項の規定による議決のうち条例の制定若しくは改廃又は予算に関するものにつ

いては、出席議員の３分の２以上の者の同意がなければならない。

○４ 普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議

規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれ

を再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。

○５ 前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会

議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあっては総務大臣、市町村長に

あっては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があった日から２１日以内に、審

査を申し立てることができる。

○６ 前項の規定による申立てがあった場合において、総務大臣又は都道府県知事は、

審査の結果、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違

反すると認めるときは、当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。

○７ 前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあっ

た日から６０日以内に、裁判所に出訴することができる。

○８ 前項の訴えのうち第４項の規定による議会の議決又は選挙の取消しを求めるもの

は、当該議会を被告として提起しなければならない。

第１７７条 普通地方公共団体の議会において次に掲げる経費を削除し又は減額する議決

をしたときは、その経費及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長

は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。

一 法令により負担する経費、法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる

経費その他の普通地方公共団体の義務に属する経費

二 非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防

のために必要な経費

○２ 前項第１号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減
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額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算

に計上してその経費を支出することができる。

○３ 第１項第２号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は

減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決を不信任の議決とみなす

ことができる。

第１７８条 普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議

決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなけ

ればならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた

日から１０日以内に議会を解散することができる。

○２ 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前

項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会におい

て再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通

知があったときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長か

ら通知があった日においてその職を失う。

○３ 前２項の規定による不信任の議決については、議員数の３分の２以上の者が出席

し、第１項の場合においてはその４分の３以上の者の、前項の場合においてはその

過半数の者の同意がなければならない。

第１７９条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第１１３条ただし書の場合にお

いてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議

決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないこと

が明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないとき

は、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。

ただし、第１６２条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意及び第２５２

条の２０の２第４項の規定による第２５２条の１９第１項に規定する指定都市の総

合区長の選任の同意については、この限りでない。

○２ 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。

○３ 前２項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議におい

てこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。

○４ 前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承

認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処

置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければな

らない。

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に

指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることがで

きる。

○２ 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会

に報告しなければならない。
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第５款 他の執行機関との関係

第１８０条の２ 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地

方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委

員 長 （ 教 育 委 員 会 に あ っ て は 、 教 育 長 ）、 委員 若 し く は こ れ ら の 執 行 機 関 の 事 務 を

補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、又は

これらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する

機関の職員をして補助執行させることができる。ただし、政令で定める普通地方公

共団体の委員会又は委員については、この限りでない。

第１８０条の３ 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協

議して、その補助機関である職員を、当該執行機関の事務を補助する職員若しくは

これらの執行機関の管理に属する機関の職員と兼ねさせ、若しくは当該執行機関の

事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に充て、

又は当該執行機関の事務に従事させることができる。

第１８０条の４ 普通地方公共団体の長は、各執行機関を通じて組織及び運営の合理化を

図り、その相互の間に権衡を保持するため、必要があると認めるときは、当該普通

地方公共団体の委員会若しくは委員の事務局又は委員会若しくは委員の管理に属す

る 事 務 を 掌 る 機 関 （ 以 下 本 条 中 「 事 務 局 等 」 と い う 。） の 組 織 、 事 務 局 等 に 属 す る

職員の定数又はこれらの職員の身分取扱について、委員会又は委員に必要な措置を

講ずべきことを勧告することができる。

○２ 普通地方公共団体の委員会又は委員は、事務局等の組織、事務局等に属する職員

の定数又はこれらの職員の身分取扱で当該委員会又は委員の権限に属する事項の中

政令で定めるものについて、当該委員会又は委員の規則その他の規程を定め、又は

変更しようとする場合においては、予め当該普通地方公共団体の長に協議しなけれ

ばならない。

第３節 委員会及び委員

第１款 通則

第１８０条の５ 執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなけ

ればならない委員会及び委員は、左の通りである。

一 教育委員会

二 選挙管理委員会

三 人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあっては公平委員会

四 監査委員
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○２ 前項に掲げるもののほか、執行機関として法律の定めるところにより都道府県に

置かなければならない委員会は、次のとおりである。

一 公安委員会

二 労働委員会

三 収用委員会

四 海区漁業調整委員会

五 内水面漁場管理委員会

○３ 第１項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより市町村に置

かなければならない委員会は、左の通りである。

一 農業委員会

二 固定資産評価審査委員会

○４ 前３項の委員会若しくは委員の事務局又は委員会の管理に属する事務を掌る機関

で法律により設けられなければならないものとされているものの組織を定めるに当

たっては、当該普通地方公共団体の長が第１５８条第１項の規定により設けるその

内部組織との間に権衡を失しないようにしなければならない。

○５ 普通地方公共団体の委員会の委員又は委員は、法律に特別の定があるものを除く

外、非常勤とする。

○６ 普通地方公共団体の委員会の委員（教育委員会にあっては、教育長及び委員）又

は委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配

人又は主として同一の行為をする法人（当該普通地方公共団体が出資している法人

で 政 令 で 定 め る も の を 除 く 。） の 無 限 責 任 社 員 、 取 締 役 、 執 行 役 若 し く は 監 査 役 若

しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

○７ 法律に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の委員会の委員（教

育委員会にあっては、教育長及び委員）又は委員が前項の規定に該当するときは、

その職を失う。その同項の規定に該当するかどうかは、その選任権者がこれを決定

しなければならない。

○８ 第１４３条第２項から第４項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

第１８０条の６ 普通地方公共団体の委員会又は委員は、左に掲げる権限を有しない。但

し、法律に特別の定があるものは、この限りでない。

一 普通地方公共団体の予算を調製し、及びこれを執行すること。

二 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。

三 地方税を賦課徴収し、分担金若しくは加入金を徴収し、又は過料を科すること。

四 普通地方公共団体の決算を議会の認定に付すること。

第１８０条の７ 普通地方公共団体の委員会又は委員は、その権限に属する事務の一部を、

当該普通地方公共団体の長と協議して、普通地方公共団体の長の補助機関である職

員若しくはその管理に属する支庁若しくは地方事務所、支所若しくは出張所、第２

０２条の４第２項に規定する地域自治区の事務所、第２５２条の１９第１項に規定

する指定都市の区若しくは総合区の事務所若しくはその出張所、保健所その他の行



- 44/346 -

powered by インターネット六法 .com

政機関の長に委任し、若しくは普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しく

はその管理に属する行政機関に属する職員をして補助執行させ、又は専門委員に委

託して必要な事項を調査させることができる。ただし、政令で定める事務について

は、この限りではない。

第２款 教育委員会

第１８０条の８ 教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その他の教育機関

を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の

身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する

事務を管理し及びこれを執行する。

第３款 公安委員会

第１８０条の９ 公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警察を管理す

る。

○２ 都道府県警察に、別に法律の定めるところにより、地方警務官、地方警務官以外

の警察官その他の職員を置く。

第４款 選挙管理委員会

第１８１条 普通地方公共団体に選挙管理委員会を置く。

○２ 選挙管理委員会は、４人の選挙管理委員を以てこれを組織する。

第１８２条 選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し

公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙

する。

○２ 議会は、前項の規定による選挙を行う場合においては、同時に、同項に規定する

者のうちから委員と同数の補充員を選挙しなければならない。補充員がすべてなく

なったときも、また、同様とする。

○３ 委員中に欠員があるときは、選挙管理委員会の委員長は、補充員の中からこれを

補欠する。その順序は、選挙の時が異なるときは選挙の前後により、選挙の時が同

時であるときは得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、これを定め

る。

○４ 法律の定めるところにより行なわれる選挙、投票又は国民審査に関する罪を犯し

刑に処せられた者は、委員又は補充員となることができない。

○５ 委員又は補充員は、それぞれその中の２人が同時に同一の政党その他の政治団体
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に属する者となることとなってはならない。

○６ 第１項又は第２項の規定による選挙において、同一の政党その他の政治団体に属

する者が前項の制限を超えて選挙された場合及び第３項の規定により委員の補欠を

行えば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数が前項の制限を超える場合等

に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

○７ 委員は、地方公共団体の議会の議員及び長と兼ねることができない。

○８ 委員又は補充員の選挙を行うべき事由が生じたときは、選挙管理委員会の委員長

は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。

第１８３条 選挙管理委員の任期は、４年とする。但し、後任者が就任する時まで在任す

る。

○２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

○３ 補充員の任期は、委員の任期による。

○４ 委員及び補充員は、その選挙に関し第１１８条第５項の規定による裁決又は判決

が確定するまでは、その職を失わない。

第１８４条 選挙管理委員は、選挙権を有しなくなったとき、第１８０条の５第６項の規

定に該当するとき又は第１８２条第４項に規定する者に該当するときは、その職を

失う。その選挙権の有無又は第１８０条の５第６項の規定に該当するかどうかは、

選挙管理委員が公職選挙法第１１条若しくは同法第２５２条又は政治資金規正法第

２８条の規定に該当するため選挙権を有しない場合を除くほか、選挙管理委員会が

これを決定する。

○２ 第１４３条第２項から第４項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

第１８４条の２ 普通地方公共団体の議会は、選挙管理委員が心身の故障のため職務の遂

行に堪えないと認めるとき、又は選挙管理委員に職務上の義務違反その他選挙管理

委員たるに適しない非行があると認めるときは、議決によりこれを罷免することが

できる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を

開かなければならない。

○２ 委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがな

い。

第１８５条 選挙管理委員会の委員長が退職しようとするときは、当該選挙管理委員会の

承認を得なければならない。

○２ 委員が退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。

第１８５条の２ 選挙管理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を

退いた後も、同様とする。

第１８６条 選挙管理委員会は、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該
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普通地方公共団体が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理す

る。

第１８７条 選挙管理委員会は、委員の中から委員長を選挙しなければならない。

○２ 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。

○３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員が

その職務を代理する。

第１８８条 選挙管理委員会は、委員長がこれを招集する。委員から委員会の招集の請求

があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。

第１８９条 選挙管理委員会は、３人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことがで

きない。

○２ 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉

妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害

関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、委員会の

同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

○３ 前項の規定により委員の数が減少して第１項の数に達しないときは、委員長は、

補充員でその事件に関係のないものを以て第１８２条第３項の順序により、臨時に

これに充てなければならない。委員の事故に因り委員の数が第１項の数に達しない

ときも、また、同様とする。

第１９０条 選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数を以てこれを決する。可否同数

のときは、委員長の決するところによる。

第１９１条 都道府県及び市の選挙管理委員会に書記長、書記その他の職員を置き、町村

の選挙管理委員会に書記その他の職員を置く。

○２ 書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。但し、臨時の

職については、この限りでない。

○３ 書記長は委員長の命を受け、書記その他の職員又は第１８０条の３の規定による

職員は上司の指揮を受け、それぞれ委員会に関する事務に従事する。

第１９２条 選挙管理委員会の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に

ついては、選挙管理委員会が当該普通地方公共団体を代表する。

第１９３条 第１４１条第１項及び第１６６条第１項の規定は選挙管理委員について、第

１５３条第１項、第１５４条及び第１５９条の規定は選挙管理委員会の委員長につ

いて、第１７２条第２項及び第４項の規定は選挙管理委員会の書記長、書記その他

の職員について、それぞれ準用する。
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第１９４条 この法律及びこれに基く政令に規定するものを除く外、選挙管理委員会に関

し必要な事項は、委員会がこれを定める。

第５款 監査委員

第１９５条 普通地方公共団体に監査委員を置く。

○２ 監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあっては４人とし、その他の

市及び町村にあっては２人とする。ただし、条例でその定数を増加することができ

る。

第１９６条 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、

普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を

有する者（議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。）

及び議員のうちから、これを選任する。ただし、条例で議員のうちから監査委員を

選任しないことができる。

○２ 識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が２人以上である普通地方公

共団体にあっては、少なくともその数から１を減じた人数以上は、当該普通地方公

共団体の職員で政令で定めるものでなかった者でなければならない。

○３ 監査委員は、地方公共団体の常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができ

ない。

○４ 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、常勤とすることができる。

○５ 都道府県及び政令で定める市にあっては、識見を有する者のうちから選任される

監査委員のうち少なくとも１人以上は、常勤としなければならない。

○６ 議員のうちから選任される監査委員の数は、都道府県及び前条第２項の政令で定

める市にあっては２人又は１人、その他の市及び町村にあっては１人とする。

第１９７条 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては４年

とし、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。ただし、後任者

が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第１９７条の２ 普通地方公共団体の長は、監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪

えないと認めるとき、又は監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適し

ない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。

この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなけ

ればならない。

○２ 監査委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されること

がない。

第１９８条 監査委員は、退職しようとするときは、普通地方公共団体の長の承認を得な
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ければならない。

第１９８条の２ 普通地方公共団体の長又は副知事若しくは副市町村長と親子、夫婦又は

兄弟姉妹の関係にある者は、監査委員となることができない。

○２ 監査委員は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。

第１９８条の３ 監査委員は、その職務を遂行するに当たっては、常に公正不偏の態度を

保持して、監査をしなければならない。

○２ 監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

同様とする。

第１９９条 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共

団体の経営に係る事業の管理を監査する。

○２ 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公

共団体の事務（自治事務にあっては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務

で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあ

ることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとし

て 政 令 で 定 め る も の を 除 く 。） の 執 行 に つ い て 監 査 を す る こ と が で き る 。 こ の 場 合

において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

○３ 監査委員は、第１項又は前項の規定による監査をするに当たっては、当該普通地

方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業

の管理又は同項に規定する事務の執行が第２条第１４項及び第１５項の規定の趣旨

にのつとってなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。

○４ 監査委員は、毎会計年度少くとも１回以上期日を定めて第１項の規定による監査

をしなければならない。

○５ 監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第

１項の規定による監査をすることができる。

○６ 監査委員は、当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務の執行

に関し監査の要求があったときは、その要求に係る事項について監査をしなければ

ならない。

○７ 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求がある

ときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利

子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政

的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資している

もので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を

保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるも

のの受託者及び当該普通地方公共団体が第２４４条の２第３項の規定に基づき公の

施設の管理を行わせているものについても、また、同様とする。

○８ 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若し

くは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出
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を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。

○９ 監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会

及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委

員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に

提出し、かつ、これを公表しなければならない。

○１０ 監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該普通地方

公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、前項の規定による監査の結果に関

する報告に添えてその意見を提出することができる。

○１１ 第９項の規定による監査の結果に関する報告の決定又は前項の規定による意見

の決定は、監査委員の合議によるものとする。

○１２ 監査委員から監査の結果に関する報告の提出があった場合において、当該監査

の結果に関する報告の提出を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選

挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委

員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監

査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとす

る。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければなら

ない。

第１９９条の２ 監査委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟

姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利

害関係のある事件については、監査することができない。

第１９９条の３ 監査委員は、識見を有する者のうちから選任される監査委員の１人（監

査委員の定数が２人の場合において、そのうち１人が議員のうちから選任される監

査委員であるときは、識見を有する者のうちから選任される監査委員）を代表監査

委員としなければならない。

○２ 代表監査委員は、監査委員に関する庶務及び次項又は第２４２条の３第５項に規

定する訴訟に関する事務を処理する。

○３ 代表監査委員又は監査委員の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする

訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。

○４ 代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたときは、監査委員の

定数が３人以上の場合には代表監査委員の指定する監査委員が、２人の場合には他

の監査委員がその職務を代理する。

第２００条 都道府県の監査委員に事務局を置く。

○２ 市町村の監査委員に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。

○３ 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

○４ 事務局を置かない市町村の監査委員の事務を補助させるため書記その他の職員を

置く。

○５ 事務局長、書記その他の職員は、代表監査委員がこれを任免する。
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○６ 事務局長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨

時の職については、この限りでない。

○７ 事務局長は監査委員の命を受け、書記その他の職員又は第１８０条の３の規定に

よる職員は上司の指揮を受け、それぞれ監査委員に関する事務に従事する。

第２００条の２ 監査委員に常設又は臨時の監査専門委員を置くことができる。

○２ 監査専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、代表監査委員が、代表監

査委員以外の監査委員の意見を聴いて、これを選任する。

○３ 監査専門委員は、監査委員の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事

項を調査する。

○４ 監査専門委員は、非常勤とする。

第２０１条 第１４１条第１項、第１５４条、第１５９条、第１６４条及び第１６６条第

１項の規定は監査委員に、第１５３条第１項の規定は代表監査委員に、第１７２条

第４項の規定は監査委員の事務局長、書記その他の職員にこれを準用する。

第２０２条 この法律及びこれに基く政令に規定するものを除く外、監査委員に関し必要

な事項は、条例でこれを定める。

第６款 人事委員会、公平委員会、労働委員会、農業委員会その他の委員会

第２０２条の２ 人事委員会は、別に法律の定めるところにより、人事行政に関する調査、

研究、企画、立案、勧告等を行い、職員の競争試験及び選考を実施し、並びに職員

の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれ

について必要な措置を講ずる。

○２ 公平委員会は、別に法律の定めるところにより、職員の勤務条件に関する措置の

要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ず

る。

○３ 労働委員会は、別に法律の定めるところにより、労働組合の資格の立証を受け及

び証明を行い、並びに不当労働行為に関し調査し、審問し、命令を発し及び和解を

勧め、労働争議のあっせん、調停及び仲裁を行い、その他労働関係に関する事務を

執行する。

○４ 農業委員会は、別に法律の定めるところにより、農地等の利用関係の調整、農地

の交換分合その他農地に関する事務を執行する。

○５ 収用委員会は別に法律の定めるところにより土地の収用に関する裁決その他の事

務を行い、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会は別に法律の定めるとこ

ろにより漁業調整のため必要な指示その他の事務を行い、固定資産評価審査委員会

は別に法律の定めるところにより固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服

の審査決定その他の事務を行う。
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第７款 附属機関

第２０２条の３ 普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政

令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又

は調査等を行う機関とする。

○２ 附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。

○３ 附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、そ

の属する執行機関において掌るものとする。

第４節 地域自治区

（地域自治区の設置）

第２０２条の４ 市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の

意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域

ごとに地域自治区を設けることができる。

２ 地域自治区に事務所を置くものとし、事務所の位置、名称及び所管区域は、条例

で定める。

３ 地域自治区の事務所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員を

もって充てる。

４ 第 ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 は 第 ２ 項 の 地 域 自 治 区 の 事 務 所 の 位 置 及 び 所 管 区 域 に つ い

て、第１７５条第２項の規定は前項の事務所の長について準用する。

（地域協議会の設置及び構成員）

第２０２条の５ 地域自治区に、地域協議会を置く。

２ 地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、市町

村長が選任する。

３ 市町村長は、前項の規定による地域協議会の構成員の選任に当たっては、地域協

議会の構成員の構成が、地域自治区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切

に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。

４ 地域協議会の構成員の任期は、４年以内において条例で定める期間とする。

５ 第２０３条の２第１項の規定にかかわらず、地域協議会の構成員には報酬を支給

しないこととすることができる。

（地域協議会の会長及び副会長）

第２０２条の６ 地域協議会に、会長及び副会長を置く。

２ 地域協議会の会長及び副会長の選任及び解任の方法は、条例で定める。

３ 地域協議会の会長及び副会長の任期は、地域協議会の構成員の任期による。
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４ 地域協議会の会長は、地域協議会の事務を掌理し、地域協議会を代表する。

５ 地域協議会の副会長は、地域協議会の会長に事故があるとき又は地域協議会の会

長が欠けたときは、その職務を代理する。

（地域協議会の権限）

第２０２条の７ 地域協議会は、次に掲げる事項のうち、市町村長その他の市町村の機関

により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、市町村長その他の

市町村の機関に意見を述べることができる。

一 地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項

二 前号に掲げるもののほか、市町村が処理する地域自治区の区域に係る事務に関

する事項

三 市町村の事務処理に当たっての地域自治区の区域内に住所を有する者との連携

の強化に関する事項

２ 市町村長は、条例で定める市町村の施策に関する重要事項であって地域自治区の

区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、地

域協議会の意見を聴かなければならない。

３ 市町村長その他の市町村の機関は、前２項の意見を勘案し、必要があると認める

ときは、適切な措置を講じなければならない。

（地域協議会の組織及び運営）

第２０２条の８ この法律に定めるもののほか、地域協議会の構成員の定数その他の地域

協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

（政令への委任）

第２０２条の９ この法律に規定するものを除くほか、地域自治区に関し必要な事項は、

政令で定める。

第８章 給与その他の給付

第２０３条 普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければな

らない。

○２ 普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けるこ

とができる。

○３ 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給すること

ができる。

○４ 議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定め

なければならない。

第２０３条の２ 普通地方公共団体は、その委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委
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員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門

委員、監査専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人

及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員（短時間勤務職員を除く。）

に対し、報酬を支給しなければならない。

○２ 前項の職員に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし、条

例で特別の定めをした場合は、この限りでない。

○３ 第１項の職員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。

○４ 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならな

い。

第２０４条 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職

員 、 委 員 会 の 常 勤 の 委 員 （ 教 育 委 員 会 に あ っ て は 、 教 育 長 ）、 常 勤 の 監 査 委 員 、 議

会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書

記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤

の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員に対し、給料及

び旅費を支給しなければならない。

○２ 普通地方公共団体は、条例で、前項の職員に対し、扶養手当、地域手当、住居手

当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当（こ

れ に 準 ず る 手 当 を 含 む 。）、 へ き 地 手 当 （ こ れ に 準 ず る 手 当 を 含 む 。）、 時 間 外 勤 務

手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職

手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員

業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁

業普及指導手当、災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ

等緊急事態派遣手当を含む。）又は退職手当を支給することができる。

○３ 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければなら

ない。

第２０４条の２ 普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基づ

く条例に基づかずには、これをその議会の議員、第２０３条の２第１項の職員及び

前条第１項の職員に支給することができない。

第２０５条 第２０４条第１項の職員は、退職年金又は退職一時金を受けることができる。

第２０６条 普通地方公共団体の長以外の機関がした第２０３条から第２０４条まで又は

前条の規定による給与その他の給付に関する処分についての審査請求は、法律に特

別の定めがある場合を除くほか、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁

でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

○２ 普通地方公共団体の長は、第２０３条から第２０４条まで又は前条の規定による

給与その他の給付に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請

求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対す



- 54/346 -

powered by インターネット六法 .com

る裁決をしなければならない。

○３ 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から２０日以内に意見を述べなければ

ならない。

○４ 普通地方公共団体の長は、第２項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を

却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。

第２０７条 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、第７４条の３第３項及び

第 １ ０ ０ 条 第 １ 項 後 段 （ 第 ２ ８ ７ 条 の ２ 第 ７ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の

規定により出頭した選挙人その他の関係人、第１１５条の２第２項（第１０９条第

５ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に よ り 出 頭 し た 参 考 人 、 第 １ ９ ９ 条 第

８項の規定により出頭した関係人、第２５１条の２第９項の規定により出頭した当

事者及び関係人並びに第１１５条の２第１項（第１０９条第５項において準用する

場 合 を 含 む 。） の規 定 に よ る 公 聴 会 に 参 加 し た 者 の 要 し た 実 費 を 弁 償 し な け れ ば な

らない。

第９章 財務

第１節 会計年度及び会計の区分

（会計年度及びその独立の原則）

第２０８条 普通地方公共団体の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に

終わるものとする。

２ 各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって、これに充てなければなら

ない。

（会計の区分）

第２０９条 普通地方公共団体の会計は、一般会計及び特別会計とする。

２ 特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をも

っ て 特 定 の 歳 出 に 充 て 一 般 の 歳 入 歳 出 と 区 分 し て 経 理 す る 必 要 が あ る 場 合 に お い

て、条例でこれを設置することができる。

第２節 予算

（総計予算主義の原則）

第２１０条 １会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編

入しなければならない。

（予算の調製及び議決）

第２１１条 普通地方公共団体の長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の
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議決を経なければならない。この場合において、普通地方公共団体の長は、遅くと

も年度開始前、都道府県及び第２５２条の１９第１項に規定する指定都市にあって

は３０日、その他の市及び町村にあっては２０日までに当該予算を議会に提出する

ようにしなければならない。

２ 普通地方公共団体の長は、予算を議会に提出するときは、政令で定める予算に関

する説明書をあわせて提出しなければならない。

（継続費）

第２１２条 普通地方公共団体の経費をもって支弁する事件でその履行に数年度を要する

ものについては、予算の定めるところにより、その経費の総額及び年割額を定め、

数年度にわたって支出することができる。

２ 前項の規定により支出することができる経費は、これを継続費という。

（繰越明許費）

第２１３条 歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にそ

の支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところにより、翌

年度に繰り越して使用することができる。

２ 前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越

明許費という。

（債務負担行為）

第２１４条 歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるもの

を除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担

行為として定めておかなければならない。

（予算の内容）

第２１５条 予算は、次の各号に掲げる事項に関する定めから成るものとする。

一 歳入歳出予算

二 継続費

三 繰越明許費

四 債務負担行為

五 地方債

六 一時借入金

七 歳出予算の各項の経費の金額の流用

（歳入歳出予算の区分）

第２１６条 歳入歳出予算は、歳入にあっては、その性質に従って款に大別し、かつ、各

款中においてはこれを項に区分し、歳出にあっては、その目的に従ってこれを款項

に区分しなければならない。
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（予備費）

第２１７条 予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計

上しなければならない。ただし、特別会計にあっては、予備費を計上しないことが

できる。

２ 予備費は、議会の否決した費途に充てることができない。

（補正予算、暫定予算等）

第２１８条 普通地方公共団体の長は、予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予

算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を調製し、これを議

会に提出することができる。

２ 普通地方公共団体の長は、必要に応じて、１会計年度のうちの一定期間に係る暫

定予算を調製し、これを議会に提出することができる。

３ 前項の暫定予算は、当該会計年度の予算が成立したときは、その効力を失うもの

とし、その暫定予算に基づく支出又は債務の負担があるときは、その支出又は債務

の負担は、これを当該会計年度の予算に基づく支出又は債務の負担とみなす。

４ 普通地方公共団体の長は、特別会計のうちその事業の経費を主として当該事業の

経営に伴う収入をもって充てるもので条例で定めるものについて、業務量の増加に

より業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、当該業務量の増加により増

加 す る 収 入 に 相 当 す る 金 額 を 当 該 経 費 （ 政 令 で 定 め る 経 費 を 除 く 。） に 使 用 す る こ

とができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、次の会議においてそ

の旨を議会に報告しなければならない。

（予算の送付及び公表）

第２１９条 普通地方公共団体の議会の議長は、予算を定める議決があったときは、その

日から３日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。

２ 普通地方公共団体の長は、前項の規定により予算の送付を受けた場合において、

再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、直ちに、その要領を住民に

公表しなければならない。

（予算の執行及び事故繰越し）

第２２０条 普通地方公共団体の長は、政令で定める基準に従って予算の執行に関する手

続を定め、これに従って予算を執行しなければならない。

２ 歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用する

ことができない。ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の執行上必要があ

る場合に限り、予算の定めるところにより、これを流用することができる。

３ 繰越明許費の金額を除くほか、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌

年度において使用することができない。ただし、歳出予算の経費の金額のうち、年

度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかったも

の（当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連

し て 支 出 を 要 す る 経 費 の 金 額 を 含 む 。） は、 こ れ を 翌 年 度 に 繰 り 越 し て 使 用 す る こ
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とができる。

（予算の執行に関する長の調査権等）

第２２１条 普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、委員会若しくは

委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対して、収入及び支出の

実績若しくは見込みについて報告を徴し、予算の執行状況を実地について調査し、

又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

２ 普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、工事の請負契約者、

物品の納入者、補助金、交付金、貸付金等の交付若しくは貸付けを受けた者（補助

金 、 交 付 金 、 貸 付 金 等 の 終 局 の 受 領 者 を 含 む 。） 又 は 調 査 、 試 験 、 研 究 等 の 委 託 を

受けた者に対して、その状況を調査し、又は報告を徴することができる。

３ 前２項の規定は、普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの、普

通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行う

等その者のために債務を負担している法人で政令で定めるもの及び普通地方公共団

体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者にこれを準用する。

（予算を伴う条例、規則等についての制限）

第２２２条 普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに

予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる

見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。

２ 普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関は、

その権限に属する事務に関する規則その他の規程の制定又は改正があらたに予算を

伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられることと

なるまでの間は、これを制定し、又は改正してはならない。

第３節 収入

（地方税）

第２２３条 普通地方公共団体は、法律の定めるところにより、地方税を賦課徴収するこ

とができる。

（分担金）

第２２４条 普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共

団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件

により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収すること

ができる。

（使用料）

第２２５条 普通地方公共団体は、第２３８条の４第７項の規定による許可を受けてする
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行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。

（旧慣使用の使用料及び加入金）

第２２６条 市町村は、第２３８条の６の規定による公有財産の使用につき使用料を徴収

することができるほか、同条第２項の規定により使用の許可を受けた者から加入金

を徴収することができる。

（手数料）

第２２７条 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにする

ものにつき、手数料を徴収することができる。

（分担金等に関する規制及び罰則）

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを

定めなければならない。この場合において、手数料について全国的に統一して定め

ることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務（以下本項において「標

準 事 務 」 と い う 。） に つ い て 手 数 料 を 徴 収 す る 場 合 に お い て は 、 当 該 標 準 事 務 に 係

る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収すること

を標準として条例を定めなければならない。

２ 分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関しては、次項に定めるものを除く

ほか、条例で５万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

３ 詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れ

た者については、条例でその徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に

相 当 す る 金 額 が ５ 万 円 を 超 え な い と き は 、 ５ 万 円 と す る 。） 以 下 の 過 料 を 科 す る 規

定を設けることができる。

（分担金等の徴収に関する処分についての審査請求）

第２２９条 普通地方公共団体の長以外の機関がした分担金、使用料、加入金又は手数料

の徴収に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最

上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものと

する。

２ 普通地方公共団体の長は、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処

分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下する

ときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

３ 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から２０日以内に意見を述べなければ

ならない。

４ 普通地方公共団体の長は、第２項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を

却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。

５ 第２項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、同項の処分については、裁

判所に出訴することができない。
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（地方債）

第２３０条 普通地方公共団体は、別に法律で定める場合において、予算の定めるところ

により、地方債を起こすことができる。

２ 前項の場合において、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還

の方法は、予算でこれを定めなければならない。

（歳入の収入の方法）

第２３１条 普通地方公共団体の歳入を収入するときは、政令の定めるところにより、こ

れを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。

（証紙による収入の方法等）

第２３１条の２ 普通地方公共団体は、使用料又は手数料の徴収については、条例の定め

るところにより、証紙による収入の方法によることができる。

２ 証紙による収入の方法による場合においては、証紙の売りさばき代金をもって歳

入とする。

３ 証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入は、第２

３５条の規定により金融機関が指定されている場合においては、政令の定めるとこ

ろにより、口座振替の方法により、又は証券をもって納付することができる。

４ 前項の規定により納付された証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、

支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、当該歳入は、はじめ

から納付がなかったものとみなす。この場合における当該証券の処分に関し必要な

事項は、政令で定める。

５ 証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入について

は、第２３５条の規定により金融機関を指定していない市町村においては、政令の

定めるところにより、納入義務者から証券の提供を受け、その証券の取立て及びそ

の取り立てた金銭による納付の委託を受けることができる。

６ 普通地方公共団体は、納入義務者が、歳入の納付に関する事務を適切かつ確実に

遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が

指 定 を し た 者 （ 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 指 定 代 理 納 付 者 」 と い う 。） が 交 付

し又は付与する政令で定める証票その他の物又は番号、記号その他の符号を提示し

又は通知して、当該指定代理納付者に当該納入義務者の歳入を納付させることを申

し出た場合には、これを承認することができる。この場合において、当該普通地方

公共団体は、当該歳入の納期限にかかわらず、その指定する日までに、当該歳入を

当該指定代理納付者に納付させることができる。

７ 前項の場合において、当該指定代理納付者が同項の指定する日までに当該歳入を

納付したときは、同項の承認があった時に当該歳入の納付がされたものとみなす。

（督促、滞納処分等）

第２３１条の３ 分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳

入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指
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定してこれを督促しなければならない。

２ 普通地方公共団体の長は、前項の歳入について同項の規定による督促をした場合

には、条例で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。

３ 普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料、法律で定める使用料その他の

普通地方公共団体の歳入につき第１項の規定による督促を受けた者が同項の規定に

より指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該歳入並び

に当該歳入に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により

処分することができる。この場合におけるこれらの徴収金の先取特権の順位は、国

税及び地方税に次ぐものとする。

４ 第１項の歳入並びに第２項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴

収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。

５ 普通地方公共団体の長以外の機関がした前各項の規定による処分についての審査

請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、

当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

６ 第３項の規定により普通地方公共団体の長が地方税の滞納処分の例によりした処

分についての審査請求については、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１９

条の４の規定を準用する。

７ 普通地方公共団体の長は、第１項から第４項までの規定による処分についての審

査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議

会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

８ 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から２０日以内に意見を述べなければ

ならない。

９ 普通地方公共団体の長は、第７項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を

却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。

１０ 第７項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、第１項から第４項までの

規定による処分については、裁判所に出訴することができない。

１１ 第３項の規定による処分中差押物件の公売は、その処分が確定するまで執行を

停止する。

１２ 第３項の規定による処分は、当該普通地方公共団体の区域外においても、する

ことができる。

第４節 支出

（経費の支弁等）

第２３２条 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務を処理するために必要な

経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する

経費を支弁するものとする。

２ 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対し事務の処理を義務付け

る場合においては、国は、そのために要する経費の財源につき必要な措置を講じな
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ければならない。

（寄附又は補助）

第２３２条の２ 普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は

補助をすることができる。

（支出負担行為）

第２３２条の３ 普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為（これを支

出 負 担 行 為 と い う 。） は 、 法 令 又 は 予 算 の 定 め る と こ ろ に 従 い 、 こ れ を し な け れ ば

ならない。

（支出の方法）

第２３２条の４ 会計管理者は、普通地方公共団体の長の政令で定めるところによる命令

がなければ、支出をすることができない。

２ 会計管理者は、前項の命令を受けた場合においても、当該支出負担行為が法令又

は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していること

を確認したうえでなければ、支出をすることができない。

第２３２条の５ 普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすること

ができない。

２ 普通地方公共団体の支出は、政令の定めるところにより、資金前渡、概算払、前

金払、繰替払、隔地払又は口座振替の方法によってこれをすることができる。

（小切手の振出し及び公金振替書の交付）

第２３２条の６ 第２３５条の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体にお

ける支出は、政令の定めるところにより、現金の交付に代え、当該金融機関を支払

人とする小切手を振り出し、又は公金振替書を当該金融機関に交付してこれをする

ものとする。ただし、小切手を振り出すべき場合において、債権者から申出がある

ときは、会計管理者は、自ら現金で小口の支払をし、又は当該金融機関をして現金

で支払をさせることができる。

２ 前項の金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けた場合において、

その小切手が振出日付から１０日以上を経過しているものであっても１年を経過し

ないものであるときは、その支払をしなければならない。

第５節 決算

（決算）

第２３３条 会計管理者は、毎会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出

納の閉鎖後３箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共
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団体の長に提出しなければならない。

２ 普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければ

ならない。

３ 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査

委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければな

らない。

４ 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

５ 普通地方公共団体の長は、第３項の規定により決算を議会の認定に付するに当た

っては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他

政令で定める書類を併せて提出しなければならない。

６ 普通地方公共団体の長は、第３項の規定により議会の認定に付した決算の要領を

住民に公表しなければならない。

７ 普通地方公共団体の長は、第３項の規定による決算の認定に関する議案が否決さ

れた場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やか

に、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。

（歳計剰余金の処分）

第２３３条の２ 各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入

しなければならない。ただし、条例の定めるところにより、又は普通地方公共団体

の議会の議決により、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入

することができる。

第６節 契約

（契約の締結）

第２３４条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約

又はせり売りの方法により締結するものとする。

２ 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当すると

きに限り、これによることができる。

３ 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札（以下この条において「競

争 入 札 」 と い う 。） に 付 す る 場 合 に お い て は 、 政 令 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 契 約 の

目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした

者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因とな

る契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格を

もって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者以外の者を契約の

相手方とすることができる。

４ 普通地方公共団体が競争入札につき入札保証金を納付させた場合において、落札

者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金（政令の定めるとこ

ろ に よ り そ の 納 付 に 代 え て 提 供 さ れ た 担 保 を 含 む 。） は 、 当 該 普 通 地 方 公 共 団 体 に
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帰属するものとする。

５ 普通地方公共団体が契約につき契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成

する場合においては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の

相手方とともに、契約書に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に当該

普通地方公共団体の長若しくはその委任を受けた者及び契約の相手方の作成に係る

ものであることを示すために講ずる措置であって、当該電磁的記録が改変されてい

るかどうかを確認することができる等これらの者の作成に係るものであることを確

実に示すことができるものとして総務省令で定めるものを講じなければ、当該契約

は、確定しないものとする。

６ 競争入札に加わろうとする者に必要な資格、競争入札における公告又は指名の方

法、随意契約及びせり売りの手続その他契約の締結の方法に関し必要な事項は、政

令でこれを定める。

（契約の履行の確保）

第２３４条の２ 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物

件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員

は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける

給付の完了の確認（給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行

な う 工 事 若 し く は 製 造 の 既 済 部 分 又 は 物 件 の 既 納 部 分 の 確 認 を 含 む 。） を す る た め

必要な監督又は検査をしなければならない。

２ 普通地方公共団体が契約の相手方をして契約保証金を納付させた場合において、

契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金（政令の定める

と こ ろ に よ り そ の 納 付 に 代 え て 提 供 さ れ た 担 保 を 含 む 。） は 、 当 該 普 通 地 方 公 共 団

体に帰属するものとする。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定

めをしたときは、その定めたところによるものとする。

（長期継続契約）

第２３４条の３ 普通地方公共団体は、第２１４条の規定にかかわらず、翌年度以降にわ

たり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は

不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。この場合に

おいては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けな

ければならない。

第７節 現金及び有価証券

（金融機関の指定）

第２３５条 都道府県は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、都道府県の

公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。

２ 市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収
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納又は支払の事務を取り扱わせることができる。

（現金出納の検査及び公金の収納等の監査）

第２３５条の２ 普通地方公共団体の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員がこれを

検査しなければならない。

２ 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求がある

ときは、前条の規定により指定された金融機関が取り扱う当該普通地方公共団体の

公金の収納又は支払の事務について監査することができる。

３ 監査委員は、第１項の規定による検査の結果に関する報告又は前項の規定による

監査の結果に関する報告を普通地方公共団体の議会及び長に提出しなければならな

い。

（一時借入金）

第２３５条の３ 普通地方公共団体の長は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金を

借り入れることができる。

２ 前項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、予算でこれを定めなければな

らない。

３ 第１項の規定による一時借入金は、その会計年度の歳入をもって償還しなければ

ならない。

（現金及び有価証券の保管）

第２３５条の４ 普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金（以下「歳計現金」という。）

は、政令の定めるところにより、最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなけ

ればならない。

２ 債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金又

は有価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することがで

きない。

３ 法令又は契約に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体が保管する

前項の現金（以下「歳入歳出外現金」という。）には、利子を付さない。

（出納の閉鎖）

第２３５条の５ 普通地方公共団体の出納は、翌年度の５月３１日をもって閉鎖する。

第８節 時効

（金銭債権の消滅時効）

第２３６条 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に

定めがあるものを除くほか、５年間これを行なわないときは、時効により消滅する。

普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また
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同様とする。

２ 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については、

法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、また、その利益を

放棄することができないものとする。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給

付を目的とするものについても、また同様とする。

３ 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利について、消滅時効の中断、停

止 そ の 他 の 事 項 （ 前 項 に 規 定 す る 事 項 を 除 く 。） に 関 し 、 適 用 す べ き 法 律 の 規 定 が

ないときは、民法（明治２９年法律第８９号）の規定を準用する。普通地方公共団

体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

４ 法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は、民法第１５３

条 （ 前 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の規 定 に か か わ ら ず 、 時 効 中 断 の 効 力 を

有する。

第９節 財産

（財産の管理及び処分）

第２３７条 この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。

２ 第２３８条の４第１項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産

は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、

若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは

貸し付けてはならない。

３ 普通地方公共団体の財産は、第２３８条の５第２項の規定の適用がある場合で議

会の議決によるとき又は同条第３項の規定の適用がある場合でなければ、これを信

託してはならない。

第１款 公有財産

（公有財産の範囲及び分類）

第２３８条 この法律において「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産

のうち次に掲げるもの（基金に属するものを除く。）をいう。

一 不動産

二 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機

三 前２号に掲げる不動産及び動産の従物

四 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利

五 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利

六 株式、社債（特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべ

き 権 利 を 含 み 、 短 期 社 債 等 を 除 く 。）、 地 方 債 及 び 国 債 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 権

利



- 66/346 -

powered by インターネット六法 .com

七 出資による権利

八 財産の信託の受益権

２ 前項第６号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。

一 社債、株式等の振替に関する法律（平成１３年法律第７５号）第６６条第１号

に規定する短期社債

二 投資信託及び投資法人に関する法律（昭和２６年法律第１９８号）第１３９条

の１２第１項に規定する短期投資法人債

三 信用金庫法（昭和２６年法律第２３８号）第５４条の４第１項に規定する短期

債

四 保険業法（平成７年法律第１０５号）第６１条の１０第１項に規定する短期社

債

五 資産の流動化に関する法律（平成１０年法律第１０５号）第２条第８項に規定

する特定短期社債

六 農林中央金庫法（平成１３年法律第９３号）第６２条の２第１項に規定する短

期農林債

３ 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。

４ 行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供するこ

とと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。

（公有財産に関する長の総合調整権）

第２３８条の２ 普通地方公共団体の長は、公有財産の効率的運用を図るため必要がある

と認めるときは、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有す

るものに対し、公有財産の取得又は管理について、報告を求め、実地について調査

し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

２ 普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を

有するものは、公有財産を取得し、又は行政財産の用途を変更し、若しくは第２３

８ 条 の ４ 第 ２ 項 若 し く は 第 ３ 項 （ 同 条 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規

定による行政財産である土地の貸付け若しくはこれに対する地上権若しくは地役権

の設定若しくは同条第７項の規定による行政財産の使用の許可で当該普通地方公共

団体の長が指定するものをしようとするときは、あらかじめ当該普通地方公共団体

の長に協議しなければならない。

３ 普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を

有するものは、その管理に属する行政財産の用途を廃止したときは、直ちにこれを

当該普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。

（職員の行為の制限）

第２３８条の３ 公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を

譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。

２ 前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。
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（行政財産の管理及び処分）

第２３８条の４ 行政財産は、次項から第４項までに定めるものを除くほか、これを貸し

付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに

私権を設定することができない。

２ 行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、

貸し付け、又は私権を設定することができる。

一 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固

な建物その他の土地に定着する工作物であって当該行政財産である土地の供用の

目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有しよ

うとする場合（当該普通地方公共団体と１棟の建物を区分して所有する場合を除

く 。） に お い て 、 そ の 者 （ 当 該 行 政 財 産 を 管 理 す る 普 通 地 方 公 共 団 体 が 当 該 行 政

財 産 の 適 正 な 方 法 に よ る 管 理 を 行 う 上 で 適 当 と 認 め る 者 に 限 る 。） に 当 該 土 地 を

貸し付けるとき。

二 普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と行政財産で

ある土地の上に１棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付け

る場合

三 普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普通地方公

共団体以外の者と１棟の建物を区分して所有するためその者（当該建物のうち行

政財産である部分を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法によ

る管理を行う上で適当と認める者に限る。）に当該土地を貸し付ける場合

四 行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地（以下

こ の 号 に お い て 「 庁 舎 等 」 と い う 。） につ い て そ の 床 面 積 又 は 敷 地 に 余 裕 が あ る

場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者（当該庁

舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上

で 適 当 と 認 め る 者 に 限 る 。） に 当 該 余 裕 が あ る 部 分 を 貸 し 付 け る と き （ 前 ３ 号 に

掲げる場合に該当する場合を除く。）。

五 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の経営する

鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために

当該土地に地上権を設定するとき。

六 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の使用する

電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該

土地に地役権を設定するとき。

３ 前項第２号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受けた者

が当該土地の上に所有する１棟の建物の一部（以下この項及び次項において「特定

施 設 」 と い う 。） を当 該 普 通 地 方 公 共 団 体 以 外 の 者 に 譲 渡 し よ う と す る と き は 、 当

該特定施設を譲り受けようとする者（当該行政財産を管理する普通地方公共団体が

当 該 行 政 財 産 の 適 正 な 方 法 に よ る 管 理 を 行 う 上 で 適 当 と 認 め る 者 に 限 る 。） に 当 該

土地を貸し付けることができる。

４ 前 項 の 規 定 は 、 同 項 （ こ の 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 によ り 行 政

財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとする場合につい
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て準用する。

５ 前３項の場合においては、次条第４項及び第５項の規定を準用する。

６ 第１項の規定に違反する行為は、これを無効とする。

７ 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可すること

ができる。

８ 前項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、借地借家法（平

成３年法律第９０号）の規定は、これを適用しない。

９ 第７項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共

用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認める

ときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。

（普通財産の管理及び処分）

第２３８条の５ 普通財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出

資の目的とし、又はこれに私権を設定することができる。

２ 普 通 財 産 で あ る 土 地 （ そ の 土 地 の 定 着 物 を 含 む 。） は 、 当 該 普 通 地 方 公共 団 体 を

受益者として政令で定める信託の目的により、これを信託することができる。

３ 普通財産のうち国債その他の政令で定める有価証券（以下この項において「国債

等 」 と い う 。） は、 当 該 普 通 地 方 公 共 団 体 を 受 益 者 と し て 、 指 定 金 融 機 関 そ の 他 の

確実な金融機関に国債等をその価額に相当する担保の提供を受けて貸し付ける方法

により当該国債等を運用することを信託の目的とする場合に限り、信託することが

できる。

４ 普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国、地方公共団体その他

公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共

団体の長は、その契約を解除することができる。

５ 前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによって生じ

た損失につきその補償を求めることができる。

６ 普通地方公共団体の長が一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日

及び期間を指定して普通財産を貸し付けた場合において、借受人が指定された期日

を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定さ

れた期間内にその用途を廃止したときは、当該普通地方公共団体の長は、その契約

を解除することができる。

７ 第 ４ 項 及 び 第 ５ 項 の 規 定 は 貸 付 け 以 外 の 方 法 に よ り 普 通 財 産 を 使 用 さ せ る 場 合

に、前項の規定は普通財産を売り払い、又は譲与する場合に準用する。

８ 第 ４ 項 か ら 第 ６ 項 ま で の 規 定 は 、 普 通 財 産 で あ る 土 地 （ そ の 土 地 の 定 着 物 を 含

む。）を信託する場合に準用する。

９ 第７項に定めるもののほか普通財産の売払いに関し必要な事項及び普通財産の交

換に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

（旧慣による公有財産の使用）

第２３８条の６ 旧来の慣行により市町村の住民中特に公有財産を使用する権利を有する
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者があるときは、その旧慣による。その旧慣を変更し、又は廃止しようとするとき

は、市町村の議会の議決を経なければならない。

２ 前項の公有財産をあらたに使用しようとする者があるときは、市町村長は、議会

の議決を経て、これを許可することができる。

（行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求）

第２３８条の７ 第２３８条の４の規定により普通地方公共団体の長以外の機関がした行

政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長

が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対

してするものとする。

２ 普通地方公共団体の長は、行政財産を使用する権利に関する処分についての審査

請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会

に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

３ 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から２０日以内に意見を述べなければ

ならない。

４ 普通地方公共団体の長は、第２項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を

却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。

第２款 物品

（物品）

第２３９条 この法律において「物品」とは、普通地方公共団体の所有に属する動産で次

の各号に掲げるもの以外のもの及び普通地方公共団体が使用のために保管する動産

（政令で定める動産を除く。）をいう。

一 現金（現金に代えて納付される証券を含む。）

二 公有財産に属するもの

三 基金に属するもの

２ 物品に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る物品（政令で定める物品

を除く。）を普通地方公共団体から譲り受けることができない。

３ 前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。

４ 前２項に定めるもののほか、物品の管理及び処分に関し必要な事項は、政令でこ

れを定める。

５ 普通地方公共団体の所有に属しない動産で普通地方公共団体が保管するもの（使

用 の た め に 保 管 す る も の を 除 く 。） の う ち 政 令 で 定 め る も の （ 以 下 「 占 有 動 産 」 と

いう。）の管理に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

第３款 債権
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（債権）

第２４０条 この章において「債権」とは、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の

権利をいう。

２ 普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その督促、

強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。

３ 普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その徴収

停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をすることができる。

４ 前２項の規定は、次の各号に掲げる債権については、これを適用しない。

一 地方税法の規定に基づく徴収金に係る債権

二 過料に係る債権

三 証券に化体されている債権（国債に関する法律（明治３９年法律第３４号）の

規定により登録されたもの及び社債、株式等の振替に関する法律の規定により振

替口座簿に記載され、又は記録されたものを含む。）

四 電子記録債権法（平成１９年法律第１０２号）第２条第１項に規定する電子記

録債権

五 預金に係る債権

六 歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権

七 寄附金に係る債権

八 基金に属する債権

第４款 基金

（基金）

第２４１条 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産

を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることが

できる。

２ 基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運

用しなければならない。

３ 第１項の規定により特定の目的のために財産を取得し、又は資金を積み立てるた

めの基金を設けた場合においては、当該目的のためでなければこれを処分すること

ができない。

４ 基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、それぞれ毎会計年度

の歳入歳出予算に計上しなければならない。

５ 第１項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設け

た場合においては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を示す

書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第２３３条第５

項の書類と併せて議会に提出しなければならない。

６ 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

７ 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手
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続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は

債権の管理の例による。

８ 第２項から前項までに定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項

は、条例でこれを定めなければならない。

第１０節 住民による監査請求及び訴訟

（住民監査請求）

第２４２条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若し

くは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支

出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他

の義務の負担がある（当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される

場 合 を 含 む 。） と認 め る と き 、 又 は 違 法 若 し く は 不 当 に 公 金 の 賦 課 若 し く は 徴 収 若

しくは財産の管理を怠る事実（以下「怠る事実」という。）があると認めるときは、

これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若

しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によ

って当該普通地方公共団体のこうむった損害を補塡するために必要な措置を講ずべ

きことを請求することができる。

２ 前項の規定による請求は、当該行為のあった日又は終わった日から１年を経過し

たときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限

りでない。

３ 第１項の規定による請求があった場合において、当該行為が違法であると思料す

るに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復

の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによ

って人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく

阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長そ

の他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該

行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合においては、監査委員は、

当該勧告の内容を第１項の規定による請求人（以下本条において「請求人」という。）

に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

４ 第１項の規定による請求があった場合においては、監査委員は、監査を行い、請

求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知す

るとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共

団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべ

きことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表

しなければならない。

５ 前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第１項の規定による請求があった

日から６０日以内にこれを行なわなければならない。

６ 監査委員は、第４項の規定による監査を行うに当たっては、請求人に証拠の提出
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及び陳述の機会を与えなければならない。

７ 監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地

方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、

必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機

関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。

８ 第３項の規定による勧告並びに第４項の規定による監査及び勧告についての決定

は、監査委員の合議によるものとする。

９ 第４項の規定による監査委員の勧告があったときは、当該勧告を受けた議会、長

その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずると

ともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合においては、監査

委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければなら

ない。

（住民訴訟）

第２４２条の２ 普通地方公共団体の住民は、前条第１項の規定による請求をした場合に

おいて、同条第４項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条

第９項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の

措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第４項の規定による監査若しくは勧告

を同条第５項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しく

は職員が同条第９項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第１

項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもって次に掲げる請求をす

ることができる。

一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求

二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求

三 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求

四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得

返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求め

る請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第２４

３条の２第３項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあっては、

当該賠償の命令をすることを求める請求

２ 前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる期間内に提起しなければならない。

一 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合は、当該監査の結果又は当該

勧告の内容の通知があった日から３０日以内

二 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服があ

る場合は、当該措置に係る監査委員の通知があった日から３０日以内

三 監査委員が請求をした日から６０日を経過しても監査又は勧告を行なわない場

合は、当該６０日を経過した日から３０日以内

四 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない

場合は、当該勧告に示された期間を経過した日から３０日以内

３ 前項の期間は、不変期間とする。
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４ 第１項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住

民は、別訴をもって同一の請求をすることができない。

５ 第１項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する

地方裁判所の管轄に専属する。

６ 第１項第１号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることに

よって人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著し

く阻害するおそれがあるときは、することができない。

７ 第１項第４号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若

しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、

遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。

８ 前項の訴訟告知は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効の

中断に関しては、民法第１４７条第１号の請求とみなす。

９ 第７項の訴訟告知は、第１項第４号の規定による訴訟が終了した日から６月以内

に裁判上の請求、破産手続参加、仮差押若しくは仮処分又は第２３１条に規定する

納入の通知をしなければ時効中断の効力を生じない。

１０ 第１項に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法（平成元年

法律第９１号）に規定する仮処分をすることができない。

１１ 第２項から前項までに定めるもののほか、第１項の規定による訴訟については、

行政事件訴訟法第４３条の規定の適用があるものとする。

１ ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 訴 訟 を 提 起 し た 者 が 勝 訴 （ 一 部 勝 訴 を 含 む 。） した 場 合 に

おいて、弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体

に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。

（訴訟の提起）

第２４２条の３ 前条第１項第４号本文の規定による訴訟について、損害賠償又は不当利

得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、

当該判決が確定した日から６０日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償

金又は不当利得の返還金の支払を請求しなければならない。

２ 前項に規定する場合において、当該判決が確定した日から６０日以内に当該請求

に係る損害賠償金又は不当利得による返還金が支払われないときは、当該普通地方

公共団体は、当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなけ

ればならない。

３ 前項の訴訟の提起については、第９６条第１項第１２号の規定にかかわらず、当

該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。

４ 前条第１項第４号本文の規定による訴訟の裁判が同条第７項の訴訟告知を受けた

者に対してもその効力を有するときは、当該訴訟の裁判は、当該普通地方公共団体

と当該訴訟告知を受けた者との間においてもその効力を有する。

５ 前条第１項第４号本文の規定による訴訟について、普通地方公共団体の執行機関

又 は 職 員 に 損 害 賠 償 又 は 不 当 利 得 返 還 の 請 求 を 命 ず る 判 決 が 確 定 し た 場 合 に お い

て、当該普通地方公共団体がその長に対し当該損害賠償又は不当利得返還の請求を
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目的とする訴訟を提起するときは、当該訴訟については、代表監査委員が当該普通

地方公共団体を代表する。

第１１節 雑則

（私人の公金取扱いの制限）

第２４３条 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を

除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をし

て行なわせてはならない。

（職員の賠償責任）

第２４３条の２ 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡を受け

た職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が故意又は重大

な過失（現金については、故意又は過失）により、その保管に係る現金、有価証券、

物 品 （ 基 金 に 属 す る 動 産 を 含 む 。） 若 し く は 占 有 動 産 又 は そ の 使 用 に 係 る 物 品 を 亡

失し、又は損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

次に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する

職員で普通地方公共団体の規則で指定したものが故意又は重大な過失により法令の

規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより普通地方公共団体に損害

を与えたときも、同様とする。

一 支出負担行為

二 第２３２条の４第１項の命令又は同条第２項の確認

三 支出又は支払

四 第２３４条の２第１項の監督又は検査

２ 前項の場合において、その損害が２人以上の職員の行為により生じたものである

ときは、当該職員は、それぞれの職分に応じ、かつ、当該行為が当該損害の発生の

原因となった程度に応じて賠償の責めに任ずるものとする。

３ 普通地方公共団体の長は、第１項の職員が同項に規定する行為により当該普通地

方公共団体に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があるかど

うかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づ

き、期限を定めて賠償を命じなければならない。

４ 第２４２条の２第１項第４号ただし書の規定による訴訟について、賠償の命令を

命ずる判決が確定した場合には、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日

から６０日以内の日を期限として、賠償を命じなければならない。この場合におい

ては、前項の規定による監査委員の監査及び決定を求めることを要しない。

５ 前項の規定により賠償を命じた場合において、当該判決が確定した日から６０日

以内に当該賠償の命令に係る損害賠償金が支払われないときは、当該普通地方公共

団体は、当該損害賠償の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。

６ 前項の訴訟の提起については、第９６条第１項第１２号の規定にかかわらず、当
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該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。

７ 第２４２条の２第１項第４号ただし書の規定による訴訟の判決に従いなされた賠

償の命令について取消訴訟が提起されているときは、裁判所は、当該取消訴訟の判

決が確定するまで、当該賠償の命令に係る損害賠償の請求を目的とする訴訟の訴訟

手続を中止しなければならない。

８ 第３項の規定により監査委員が賠償責任があると決定した場合において、普通地

方公共団体の長は、当該職員からなされた当該損害が避けることのできない事故そ

の他やむを得ない事情によるものであることの証明を相当と認めるときは、議会の

同意を得て、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。この場合において

は、あらかじめ監査委員の意見を聴き、その意見を付けて議会に付議しなければな

らない。

９ 第３項の規定による決定又は前項後段の規定による意見の決定は、監査委員の合

議によるものとする。

１０ 第２４２条の２第１項第４号ただし書の規定による訴訟の判決に従い第３項の

規定による処分がなされた場合には、当該処分については、審査請求をすることが

できない。

１１ 普通地方公共団体の長は、第３項の規定による処分についての審査請求がされ

た場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した

上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

１２ 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から２０日以内に意見を述べなけれ

ばならない。

１３ 普通地方公共団体の長は、第１１項の規定による諮問をしないで同項の審査請

求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。

１４ 第１項の規定により損害を賠償しなければならない場合には、同項の職員の賠

償責任については、賠償責任に関する民法の規定は、適用しない。

（財政状況の公表等）

第２４３条の３ 普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年２回以上歳

入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関

する事項を住民に公表しなければならない。

２ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事業年度、政令

で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければ

ならない。

３ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の信託について、信託契約に定める

計算期ごとに、当該信託に係る事務の処理状況を説明する政令で定める書類を作成

し、これを次の議会に提出しなければならない。

（普通地方公共団体の財政の運営に関する事項等）

第２４３条の４ 普通地方公共団体の財政の運営、普通地方公共団体の財政と国の財政と

の関係等に関する基本原則については、この法律に定めるもののほか、別に法律で
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これを定める。

（政令への委任）

第２４３条の５ 歳入及び歳出の会計年度所属区分、予算及び決算の調製の様式、過年度

収入及び過年度支出並びに翌年度歳入の繰上充用その他財務に関し必要な事項は、

この法律に定めるもののほか、政令でこれを定める。

第１０章 公の施設

（公の施設）

第２４４条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供する

ための施設（これを公の施設という。）を設けるものとする。

２ 普 通 地 方 公 共 団 体 （ 次 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 指 定 管 理 者 を 含 む 。 次 項 に お い て 同

じ 。） は 、 正 当 な 理 由 が な い 限 り 、 住 民 が 公 の 施 設 を 利 用 す る こ と を 拒 ん で は な ら

ない。

３ 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取

扱いをしてはならない。

（公の施設の設置、管理及び廃止）

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるも

のを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めな

ければならない。

２ 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要

なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせよ

うとするときは、議会において出席議員の３分の２以上の者の同意を得なければな

らない。

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要がある

と認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通

地方公共団体が指定するもの（以下本条及び第２４４条の４において「指定管理者」

という。）に、当該公の施設の管理を行わせることができる。

４ 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業

務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当

該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

７ 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報

告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならな

い。

８ 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設
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の 利 用 に 係 る 料 金 （ 次 項 に お い て 「 利 用 料 金 」 と い う 。） を 当 該 指 定 管 理 者 の 収 入

として収受させることができる。

９ 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条

例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指

定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受け

なければならない。

１０ 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の

適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報

告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

１１ 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定

管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消

し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

（公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用）

第２４４条の３ 普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共

団体との協議により、公の施設を設けることができる。

２ 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方

公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。

３ 前２項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければなら

ない。

（公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求）

第 ２ ４ ４ 条 の ４ 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 以 外 の機 関 （ 指 定 管 理 者を 含 む 。） が した 公 の 施

設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当

該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対して

するものとする。

２ 普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての審査

請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会

に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

３ 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から２０日以内に意見を述べなければ

ならない。

４ 普通地方公共団体の長は、第２項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を

却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。

第１１章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係

第１節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等

第１款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等

（関与の意義）
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第２４５条 本章において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普

通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関（内閣府設置法（平成１１年法

律第８９号）第４条第３項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、

同法第４９条第１項若しくは第２項に規定する機関、国家行政組織法（昭和２３年

法律第１２０号）第３条第２項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の

下 に 置 か れ る 機 関 又 は こ れ ら に 置 か れ る 機 関 を い う 。 以 下 本 章 に お い て 同 じ 。） 又

は都道府県の機関が行う次に掲げる行為（普通地方公共団体がその固有の資格にお

いて当該行為の名あて人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に

対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。）をいう。

一 普通地方公共団体に対する次に掲げる行為

イ 助言又は勧告

ロ 資料の提出の要求

ハ 是正の要求（普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反していると

き又 は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに当該普通地

方公 共団体に対して行われる当該違反の是正又は改善のため必要な措置を講ず

べき ことの求めであって、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是

正又は改善のため必要な措置を講じなければならないものをいう。）

ニ 同意

ホ 許可、認可又は承認

ヘ 指示

ト 代執行（普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又

は当 該普通地方公共団体がその事務の処理を怠っているときに、その是正のた

めの措置を当該普通地方公共団体に代わって行うことをいう。）

二 普通地方公共団体との協議

三 前２号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体

に対して具体的かつ個別的に関わる行為（相反する利害を有する者の間の利害の

調整を目的としてされる裁定その他の行為（その双方を名あて人とするものに限

る。）及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。）

（関与の法定主義）

第２４５条の２ 普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政

令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は

要することとされることはない。

（関与の基本原則）

第２４５条の３ 国は、普通地方公共団体が、その事務の処理に関し、普通地方公共団体

に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとする場合には、その目的

を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主

性及び自立性に配慮しなければならない。

２ 国は、できる限り、普通地方公共団体が、自治事務の処理に関しては普通地方公
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共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第２４５条第１号ト及び第３号に規定

する行為を、法定受託事務の処理に関しては普通地方公共団体に対する国又は都道

府県の関与のうち同号に規定する行為を受け、又は要することとすることのないよ

うにしなければならない。

３ 国は、国又は都道府県の計画と普通地方公共団体の計画との調和を保つ必要があ

る場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との間の調整が必要な場

合を除き、普通地方公共団体の事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方

公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第２４５条第２号に規定する行為を

要することとすることのないようにしなければならない。

４ 国は、法令に基づき国がその内容について財政上又は税制上の特例措置を講ずる

ものとされている計画を普通地方公共団体が作成する場合等国又は都道府県の施策

と普通地方公共団体の施策との整合性を確保しなければこれらの施策の実施に著し

く支障が生ずると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団

体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第２４５条第１号ニ

に規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。

５ 国は、普通地方公共団体が特別の法律により法人を設立する場合等自治事務の処

理について国の行政機関又は都道府県の機関の許可、認可又は承認を要することと

すること以外の方法によってその処理の適正を確保することが困難であると認めら

れる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体

に対する国又は都道府県の関与のうち第２４５条第１号ホに規定する行為を要する

こととすることのないようにしなければならない。

６ 国は、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確

保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、

普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第２

４５条第１号ヘに規定する行為に従わなければならないこととすることのないよう

にしなければならない。

（技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求）

第２４５条の４ 各大臣（内閣府設置法第４条第３項に規定する事務を分担管理する大臣

たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第５条第１項に規定する各省大臣をいう。以

下 本 章 、 次 章 及 び 第 １ ４ 章 に お い て 同 じ 。） 又 は 都 道 府 県 知 事 そ の 他 の 都 道 府 県 の

執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団

体 の 事 務 の 運 営 そ の 他 の 事 項 に つ い て 適 切 と 認 め る 技 術 的 な 助 言 若 し く は 勧 告 を

し、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正

な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。

２ 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県知事その他の都道府県の執行機関

に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求め

に関し、必要な指示をすることができる。

３ 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、各大臣又は都道府県知事その他の都

道府県の執行機関に対し、その担任する事務の管理及び執行について技術的な助言
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若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。

（是正の要求）

第２４５条の５ 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令

の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益

を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について

違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

２ 各大臣は、その担任する事務に関し、市町村の次の各号に掲げる事務の処理が法

令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公

益を害していると認めるときは、当該各号に定める都道府県の執行機関に対し、当

該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを当該

市町村に求めるよう指示をすることができる。

一 市町村長その他の市町村の執行機関（教育委員会及び選挙管理委員会を除く。）

の 担 任 す る 事 務 （ 第 １ 号 法 定 受 託 事 務 を 除 く 。 次 号 及 び 第 ３ 号 に お い て 同 じ 。）

都道府県知事

二 市町村教育委員会の担任する事務 都道府県教育委員会

三 市町村選挙管理委員会の担任する事務 都道府県選挙管理委員会

３ 前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、当該市町村に対し、当該事務の処理

について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めなければなら

ない。

４ 各大臣は、第２項の規定によるほか、その担任する事務に関し、市町村の事務（第

１ 号 法 定 受 託 事 務 を 除 く 。） の 処 理 が 法 令 の 規 定 に 違 反 し て い る と 認 め る 場 合 、 又

は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊

急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当

該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求め

ることができる。

５ 普通地方公共団体は、第１項、第３項又は前項の規定による求めを受けたときは、

当該事務の処理について違反の是正又は改善のための必要な措置を講じなければな

らない。

（是正の勧告）

第２４５条の６ 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める自

治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、

かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該自治事

務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを勧告する

ことができる。

一 都道府県知事 市町村長その他の市町村の執行機関（教育委員会及び選挙管理

委員会を除く。）の担任する自治事務

二 都道府県教育委員会 市町村教育委員会の担任する自治事務

三 都道府県選挙管理委員会 市町村選挙管理委員会の担任する自治事務
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（是正の指示）

第２４５条の７ 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法

定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠

き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該

法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要

な指示をすることができる。

２ 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事

務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、

明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該法定受託事務

の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をする

ことができる。

一 都道府県知事 市町村長その他の市町村の執行機関（教育委員会及び選挙管理

委員会を除く。）の担任する法定受託事務

二 都道府県教育委員会 市町村教育委員会の担任する法定受託事務

三 都道府県選挙管理委員会 市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務

３ 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第１号法定受

託事務の処理について、前項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定

による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。

４ 各大臣は、前項の規定によるほか、その所管する法律又はこれに基づく政令に係

る市町村の第１号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、

又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、

緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、

当該第１号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に

関し、必要な指示をすることができる。

（代執行等）

第２４５条の８ 各大臣は、その所管する法律若しくはこれに基づく政令に係る都道府県

知事の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは当該各大臣の処分に

違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがあ

る場合において、本項から第８項までに規定する措置以外の方法によってその是正

を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害するこ

とが明らかであるときは、文書により、当該都道府県知事に対して、その旨を指摘

し、期限を定めて、当該違反を是正し、又は当該怠る法定受託事務の管理若しくは

執行を改めるべきことを勧告することができる。

２ 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに同項の規定による勧告に係る事項を

行わないときは、文書により、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を

行うべきことを指示することができる。

３ 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに当該事項を行わないときは、高等裁

判所に対し、訴えをもって、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求する
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ことができる。

４ 各大臣は、高等裁判所に対し前項の規定により訴えを提起したときは、直ちに、

文書により、その旨を当該都道府県知事に通告するとともに、当該高等裁判所に対

し、その通告をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。

５ 当該高等裁判所は、第３項の規定により訴えが提起されたときは、速やかに口頭

弁論の期日を定め、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴え

の提起があった日から１５日以内の日とする。

６ 当該高等裁判所は、各大臣の請求に理由があると認めるときは、当該都道府県知

事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判をしなければな

らない。

７ 第３項の訴えは、当該都道府県の区域を管轄する高等裁判所の専属管轄とする。

８ 各大臣は、都道府県知事が第６項の裁判に従い同項の期限までに、なお、当該事

項を行わないときは、当該都道府県知事に代わって当該事項を行うことができる。

この場合においては、各大臣は、あらかじめ当該都道府県知事に対し、当該事項を

行う日時、場所及び方法を通知しなければならない。

９ 第３項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、１週間とする。

１０ 前項の上告は、執行停止の効力を有しない。

１１ 各大臣の請求に理由がない旨の判決が確定した場合において、既に第８項の規

定に基づき第２項の規定による指示に係る事項が行われているときは、都道府県知

事は、当該判決の確定後３月以内にその処分を取り消し、又は原状の回復その他必

要な措置を執ることができる。

１２ 前各項の規定は、市町村長の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若

しくは各大臣若しくは都道府県知事の処分に違反するものがある場合又は当該法定

受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定する措置

以外の方法によってその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置すること

により著しく公益を害することが明らかであるときについて準用する。この場合に

お い て は 、 前 各 項 の 規 定 中 「 各 大 臣 」 と あ る の は 「 都 道 府 県 知 事 」 と 、「 都 道 府 県

知 事 」 と あ る の は 「 市 町 村 長 」 と 、「 当 該 都 道 府 県 の 区 域 」 と あ る の は 「 当 該 市 町

村の区域」と読み替えるものとする。

１３ 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村長の第１号法

定受託事務の管理又は執行について、都道府県知事に対し、前項において準用する

第１項から第８項までの規定による措置に関し、必要な指示をすることができる。

１ ４ 第 ３ 項 （ 第 １ ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 次 項 に お い て 同 じ 。） の訴 え

については、行政事件訴訟法第４３条第３項の規定にかかわらず、同法第４１条第

２項の規定は、準用しない。

１５ 前各項に定めるもののほか、第３項の訴えについては、主張及び証拠の申出の

時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

（処理基準）

第２４５条の９ 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法
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定受託事務の処理について、都道府県が当該法定受託事務を処理するに当たりよる

べき基準を定めることができる。

２ 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事

務の処理について、市町村が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を

定めることができる。この場合において、都道府県の執行機関の定める基準は、次

項の規定により各大臣の定める基準に抵触するものであってはならない。

一 都道府県知事 市町村長その他の市町村の執行機関（教育委員会及び選挙管理

委員会を除く。）の担任する法定受託事務

二 都道府県教育委員会 市町村教育委員会の担任する法定受託事務

三 都道府県選挙管理委員会 市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務

３ 各大臣は、特に必要があると認めるときは、その所管する法律又はこれに基づく

政令に係る市町村の第１号法定受託事務の処理について、市町村が当該第１号法定

受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

４ 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第１号法定受

託事務の処理について、第２項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規

定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。

５ 第１項から第３項までの規定により定める基準は、その目的を達成するために必

要な最小限度のものでなければならない。

第２款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続

（普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の手続の適用）

第２４６条 次条から第２５０条の５までの規定は、普通地方公共団体に対する国又は都

道府県の関与について適用する。ただし、他の法律に特別の定めがある場合は、こ

の限りでない。

（助言等の方式等）

第２４７条 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、助言、勧告

その他これらに類する行為（以下本条及び第２５２条の１７の３第２項において「助

言 等 」 と い う 。） を書 面 に よ ら な い で 行 っ た 場 合 に お い て 、 当 該 普 通 地 方 公 共 団 体

から当該助言等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを

交付しなければならない。

２ 前項の規定は、次に掲げる助言等については、適用しない。

一 普通地方公共団体に対しその場において完了する行為を求めるもの

二 既に書面により当該普通地方公共団体に通知されている事項と同一の内容であ

るもの

３ 国又は都道府県の職員は、普通地方公共団体が国の行政機関又は都道府県の機関

が行った助言等に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならな

い。
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（資料の提出の要求等の方式）

第２４８条 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、資料の提出

の要求その他これに類する行為（以下本条及び第２５２条の１７の３第２項におい

て 「 資 料 の 提 出 の 要 求 等 」 と い う 。） を 書 面 に よ ら な い で 行 っ た 場 合 に お い て 、 当

該普通地方公共団体から当該資料の提出の要求等の趣旨及び内容を記載した書面の

交付を求められたときは、これを交付しなければならない。

（是正の要求等の方式）

第２４９条 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、是正の要求、

指示その他これらに類する行為（以下本条及び第２５２条の１７の３第２項におい

て 「 是 正 の 要 求 等 」 と い う 。） を す る と き は 、 同 時 に 、 当 該 是 正 の 要 求 等 の 内 容 及

び理由を記載した書面を交付しなければならない。ただし、当該書面を交付しない

で是正の要求等をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

２ 前項ただし書の場合においては、国の行政機関又は都道府県の機関は、是正の要

求等をした後相当の期間内に、同項の書面を交付しなければならない。

（協議の方式）

第２５０条 普通地方公共団体から国の行政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出

があったときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実

に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。

２ 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体の申出に基づく協議につ

いて意見を述べた場合において、当該普通地方公共団体から当該協議に関する意見

の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければ

ならない。

（許認可等の基準）

第２５０条の２ 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体からの法令に基

づく申請又は協議の申出（以下この款、第２５０条の１３第２項、第２５１条の３

第２項、第２５１条の５第１項、第２５１条の６第１項及び第２５２条の１７の３

第 ３ 項 に お い て 「 申 請 等 」 と い う 。） が あ っ た 場 合 に お い て 、 許 可 、 認 可 、 承 認 、

同意その他これらに類する行為（以下この款及び第２５２条の１７の３第３項にお

い て 「 許 認 可 等 」 と い う 。） を す る か ど う か を 法 令 の 定 め に 従 っ て 判 断 す る た め に

必要とされる基準を定め、かつ、行政上特別の支障があるときを除き、これを公表

しなければならない。

２ 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、許認可等の取消

しその他これに類する行為（以下本条及び第２５０条の４において「許認可等の取

消 し 等 」 と い う 。） を す る か ど う か を 法 令 の 定 め に 従 っ て 判 断 す る た め に 必 要 と さ

れる基準を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。

３ 国の行政機関又は都道府県の機関は、第１項又は前項に規定する基準を定めるに
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当たっては、当該許認可等又は許認可等の取消し等の性質に照らしてできる限り具

体的なものとしなければならない。

（許認可等の標準処理期間）

第２５０条の３ 国の行政機関又は都道府県の機関は、申請等が当該国の行政機関又は都

道府県の機関の事務所に到達してから当該申請等に係る許認可等をするまでに通常

要すべき標準的な期間（法令により当該国の行政機関又は都道府県の機関と異なる

機関が当該申請等の提出先とされている場合は、併せて、当該申請等が当該提出先

とされている機関の事務所に到達してから当該国の行政機関又は都道府県の機関の

事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間）を定め、かつ、これを公表す

るよう努めなければならない。

２ 国の行政機関又は都道府県の機関は、申請等が法令により当該申請等の提出先と

されている機関の事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請等に係る許認可等を

するための事務を開始しなければならない。

（許認可等の取消し等の方式）

第２５０条の４ 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、申請等

に係る許認可等を拒否する処分をするとき又は許認可等の取消し等をするときは、

当該許認可等を拒否する処分又は許認可等の取消し等の内容及び理由を記載した書

面を交付しなければならない。

（届出）

第２５０条の５ 普通地方公共団体から国の行政機関又は都道府県の機関への届出が届出

書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他

の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令に

より当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をす

べき手続上の義務が履行されたものとする。

（国の行政機関が自治事務と同一の事務を自らの権限に属する事務として処理する場合の

方式）

第２５０条の６ 国の行政機関は、自治事務として普通地方公共団体が処理している事務

と同一の内容の事務を法令の定めるところにより自らの権限に属する事務として処

理するときは、あらかじめ当該普通地方公共団体に対し、当該事務の処理の内容及

び理由を記載した書面により通知しなければならない。ただし、当該通知をしない

で当該事務を処理すべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

２ 前項ただし書の場合においては、国の行政機関は、自ら当該事務を処理した後相

当の期間内に、同項の通知をしなければならない。

第２節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団
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体の機関相互間の紛争処理

第１款 国地方係争処理委員会

（設置及び権限）

第２５０条の７ 総務省に、国地方係争処理委員会（以下本節において「委員会」という。）

を置く。

２ 委員会は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち国の行政機関

が行うもの（以下本節において「国の関与」という。）に関する審査の申出につき、

この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

（組織）

第２５０条の８ 委員会は、委員５人をもって組織する。

２ 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち２人以内は、常勤とすることができる。

（委員）

第２５０条の９ 委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務

大臣が任命する。

２ 委員の任命については、そのうち３人以上が同一の政党その他の政治団体に属す

ることとなってはならない。

３ 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の

解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、第１項の規

定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することが

できる。

４ 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なけ

ればならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、総務

大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

５ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。

６ 委員は、再任されることができる。

７ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きそ

の職務を行うものとする。

８ 総務大臣は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられた

ときは、その委員を罷免しなければならない。

９ 総務大臣は、両議院の同意を得て、次に掲げる委員を罷免するものとする。

一 委員のうち何人も属していなかった同一の政党その他の政治団体に新たに３人

以上の委員が属するに至った場合においては、これらの者のうち２人を超える員

数の委員

二 委員のうち１人が既に属している政党その他の政治団体に新たに２人以上の委

員が属するに至った場合においては、これらの者のうち１人を超える員数の委員

１０ 総務大臣は、委員のうち２人が既に属している政党その他の政治団体に新たに
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属するに至った委員を直ちに罷免するものとする。

１１ 総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又

は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、

両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。

１２ 委員は、第４項後段及び第８項から前項までの規定による場合を除くほか、そ

の意に反して罷免されることがない。

１３ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同

様とする。

１４ 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動

をしてはならない。

１５ 常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職

務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行って

はならない。

１６ 委員は、自己に直接利害関係のある事件については、その議事に参与すること

ができない。

１７ 委員の給与は、別に法律で定める。

（委員長）

第２５０条の１０ 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理す

る。

（会議）

第２５０条の１１ 委員会は、委員長が招集する。

２ 委員会は、委員長及び２人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をす

ることができない。

３ 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決

するところによる。

４ 委員長に事故がある場合の第２項の規定の適用については、前条第３項に規定す

る委員は、委員長とみなす。

（政令への委任）

第２５０条の１２ この法律に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で

定める。

第２款 国地方係争処理委員会による審査の手続

（国の関与に関する審査の申出）
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第２５０条の１３ 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関す

る国の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当た

る も の （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。） に 不 服 が あ る と き は 、 委 員 会 に 対 し 、 当 該 国 の

関与を行った国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。

一 第２４５条の８第２項及び第１３項の規定による指示

二 第２４５条の８第８項の規定に基づき都道府県知事に代わって同条第２項の規

定による指示に係る事項を行うこと。

三 第２５２条の１７の４第２項の規定により読み替えて適用する第２４５条の８

第１２項において準用する同条第２項の規定による指示

四 第２５２条の１７の４第２項の規定により読み替えて適用する第２４５条の８

第１２項において準用する同条第８項の規定に基づき市町村長に代わって前号の

指示に係る事項を行うこと。

２ 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の不作

為（国の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの国の

関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわら

ず 、 こ れ を し な い こ と を い う 。 以 下 本 節 に お い て 同 じ 。） に 不 服 が あ る と き は 、 委

員会に対し、当該国の不作為に係る国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申

出をすることができる。

３ 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する当該普通

地方公共団体の法令に基づく協議の申出が国の行政庁に対して行われた場合におい

て、当該協議に係る当該普通地方公共団体の義務を果たしたと認めるにもかかわら

ず当該協議が調わないときは、委員会に対し、当該協議の相手方である国の行政庁

を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。

４ 第１項の規定による審査の申出は、当該国の関与があった日から３０日以内にし

なければならない。ただし、天災その他同項の規定による審査の申出をしなかった

ことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

５ 前項ただし書の場合における第１項の規定による審査の申出は、その理由がやん

だ日から１週間以内にしなければならない。

６ 第１項の規定による審査の申出に係る文書を郵便又は民間事業者による信書の送

達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一般信書便事

業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する

信 書 便 （ 第 ２ ６ ０ 条 の ２ 第 １ ２ 項 に お い て 「 信 書 便 」 と い う 。） で提 出 し た 場 合 に

おける前２項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

７ 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、第１項から第３項までの規定による

審 査 の 申 出 （ 以 下 本 款 に お い て 「 国 の 関 与 に 関 す る 審 査 の 申 出 」 と い う 。） を し よ

うとするときは、相手方となるべき国の行政庁に対し、その旨をあらかじめ通知し

なければならない。

（審査及び勧告）

第２５０条の１４ 委員会は、自治事務に関する国の関与について前条第１項の規定によ
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る審査の申出があった場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行

った国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重す

る観点から不当でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をし

た 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 そ の 他 の 執 行 機 関 及 び 当 該 国 の 行 政 庁 に 通 知 す る と と も

に、これを公表し、当該国の行政庁の行った国の関与が違法又は普通地方公共団体

の自主性及び自立性を尊重する観点から不当であると認めるときは、当該国の行政

庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告す

るとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知

し、かつ、これを公表しなければならない。

２ 委員会は、法定受託事務に関する国の関与について前条第１項の規定による審査

の申出があった場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行った国

の関与が違法でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした

普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、

これを公表し、当該国の行政庁の行った国の関与が違法であると認めるときは、当

該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきこ

とを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行

機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

３ 委員会は、前条第２項の規定による審査の申出があった場合においては、審査を

行い、当該審査の申出に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審

査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政

庁に通知するとともに、これを公表し、当該審査の申出に理由があると認めるとき

は、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ず

べきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他

の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

４ 委員会は、前条第３項の規定による審査の申出があったときは、当該審査の申出

に係る協議について当該協議に係る普通地方公共団体がその義務を果たしているか

どうかを審査し、理由を付してその結果を当該審査の申出をした普通地方公共団体

の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公

表しなければならない。

５ 前各項の規定による審査及び勧告は、審査の申出があった日から９０日以内に行

わなければならない。

（関係行政機関の参加）

第２５０条の１５ 委員会は、関係行政機関を審査の手続に参加させる必要があると認め

るときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行

機関、相手方である国の行政庁若しくは当該関係行政機関の申立てにより又は職権

で、当該関係行政機関を審査の手続に参加させることができる。

２ 委員会は、前項の規定により関係行政機関を審査の手続に参加させるときは、あ

らかじめ、当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の

執行機関及び相手方である国の行政庁並びに当該関係行政機関の意見を聴かなけれ
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ばならない。

（証拠調べ）

第２５０条の１６ 委員会は、審査を行うため必要があると認めるときは、国の関与に関

する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の

行 政 庁 若 し く は 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 当 該 審 査 の 手 続 に 参 加 し た 関 係 行 政 機 関

（ 以 下 本 条 に お い て 「 参 加 行 政 機 関 」 と い う 。） の 申 立 て に よ り 又 は 職 権 で 、 次 に

掲げる証拠調べをすることができる。

一 適当と認める者に、参考人としてその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を

求めること。

二 書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、又はその提出され

た物件を留め置くこと。

三 必要な場所につき検証をすること。

四 国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、

相 手 方 で あ る 国 の 行 政 庁 若 し く は 参 加 行 政 機 関 又 は こ れ ら の 職 員 を 審 尋 す る こ

と。

２ 委員会は、審査を行うに当たっては、国の関与に関する審査の申出をした普通地

方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁及び参加行政機関に証

拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。

（国の関与に関する審査の申出の取下げ）

第２５０条の１７ 国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執

行機関は、第２５０条の１４第１項から第４項までの規定による審査の結果の通知

若しくは勧告があるまで又は第２５０条の１９第２項の規定により調停が成立する

までは、いつでも当該国の関与に関する審査の申出を取り下げることができる。

２ 国の関与に関する審査の申出の取下げは、文書でしなければならない。

（国の行政庁の措置等）

第２５０条の１８ 第２５０条の１４第１項から第３項までの規定による委員会の勧告が

あったときは、当該勧告を受けた国の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当

該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を委員会に通知しなければな

らない。この場合においては、委員会は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る審

査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公

表しなければならない。

２ 委員会は、前項の勧告を受けた国の行政庁に対し、同項の規定により講じた措置

についての説明を求めることができる。

（調停）

第２５０条の１９ 委員会は、国の関与に関する審査の申出があった場合において、相当

であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを当該国の関与に関
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する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国

の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表する

ことができる。

２ 前項の調停案に係る調停は、調停案を示された普通地方公共団体の長その他の執

行機関及び国の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が委員会に提出され

たときに成立するものとする。この場合においては、委員会は、直ちにその旨及び

調停の要旨を公表するとともに、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関及び

国の行政庁にその旨を通知しなければならない。

（政令への委任）

第２５０条の２０ この法律に規定するもののほか、委員会の審査及び勧告並びに調停に

関し必要な事項は、政令で定める。

第３款 自治紛争処理委員

（自治紛争処理委員）

第２５１条 自治紛争処理委員は、この法律の定めるところにより、普通地方公共団体相

互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、普通地方公共団体に対

する国又は都道府県の関与のうち都道府県の機関が行うもの（以下この節において

「 都 道 府 県 の 関 与 」 と い う 。） に 関 す る 審 査 、 第 ２ ５ ２ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 連

携協約に係る紛争を処理するための方策の提示及び第１４３条第３項（第１８０条

の ５ 第 ８ 項 及 び 第 １ ８ ４ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 審 査 請 求 又 は

この法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請に係る審理を処理する。

２ 自治紛争処理委員は、３人とし、事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、

総務大臣又は都道府県知事がそれぞれ任命する。この場合においては、総務大臣又

は都道府県知事は、あらかじめ当該事件に関係のある事務を担任する各大臣又は都

道府県の委員会若しくは委員に協議するものとする。

３ 自治紛争処理委員は、非常勤とする。

４ 自治紛争処理委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を失う。

一 当事者が次条第２項の規定により調停の申請を取り下げたとき。

二 自治紛争処理委員が次条第６項の規定により当事者に調停を打ち切った旨を通

知したとき。

三 総務大臣又は都道府県知事が次条第７項又は第２５１条の３第１３項の規定に

より調停が成立した旨を当事者に通知したとき。

四 市町村長その他の市町村の執行機関が第２５１条の３第５項から第７項までに

おいて準用する第２５０条の１７の規定により自治紛争処理委員の審査に付する

ことを求める旨の申出を取り下げたとき。

五 自治紛争処理委員が第２５１条の３第５項において準用する第２５０条の１４

第１項若しくは第２項若しくは第２５１条の３第６項において準用する第２５０
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条の１４第３項の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通

知又は第２５１条の３第７項において準用する第２５０条の１４第４項の規定に

よる審査の結果の通知をし、かつ、これらを公表したとき。

六 普通地方公共団体が第２５１条の３の２第２項の規定により同条第１項の処理

方策の提示を求める旨の申請を取り下げたとき。

七 自治紛争処理委員が第２５１条の３の２第３項の規定により当事者である普通

地方公共団体に同条第１項に規定する処理方策を提示するとともに、総務大臣又

は都道府県知事にその旨及び当該処理方策を通知し、かつ、公表したとき。

八 第２５５条の５第１項の規定による審理に係る審査請求、審査の申立て又は審

決の申請をした者が、当該審査請求、審査の申立て又は審決の申請を取り下げた

とき。

九 第２５５条の５第１項の規定による審理を経て、総務大臣又は都道府県知事が

審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決若しくは裁定をし、又は

審決をしたとき。

５ 総務大臣又は都道府県知事は、自治紛争処理委員が当該事件に直接利害関係を有

することとなったときは、当該自治紛争処理委員を罷免しなければならない。

６ 第 ２ ５ ０ 条 の ９ 第 ２ 項 、 第 ８ 項 、 第 ９ 項 （ 第 ２ 号 を 除 く 。） 及 び 第 １ ０項 か ら 第

１４項までの規定は、自治紛争処理委員に準用する。この場合において、同条第２

項中「３人以上」とあるのは「２人以上」と、同条第８項中「総務大臣」とあるの

は「総務大臣又は都道府県知事」と、同条第９項中「総務大臣は、両議院の同意を

得て」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事は」と、「３人以上」とあるのは「２

人 以 上 」 と 、「 ２人 」 と あ る の は 「 １ 人 」 と 、 同 条 第 １ ０ 項 中 「 総 務 大 臣 」 と あ る

の は 「 総 務 大 臣 又 は 都 道 府 県 知 事 」 と 、「 ２人 」 と あ る の は 「 １ 人 」 と 、 同 条 第 １

１ 項 中 「 総 務 大 臣 」 と あ る の は 「 総 務 大 臣 又 は 都 道 府 県 知 事 」 と 、「 両 議 院 の 同 意

を得て、その委員を」とあるのは「その自治紛争処理委員を」と、同条第１２項中

「第４項後段及び第８項から前項まで」とあるのは「第８項、第９項（第２号を除

く。）、第１０項及び前項並びに第２５１条第５項」と読み替えるものとする。

第４款 自治紛争処理委員による調停、審査及び処理方策の提示の手続

（調停）

第２５１条の２ 普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間に紛争

があるときは、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県又は都道府

県の機関が当事者となるものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府

県知事は、当事者の文書による申請に基づき又は職権により、紛争の解決のため、

前条第２項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その調停に付することができ

る。

２ 当事者の申請に基づき開始された調停においては、当事者は、総務大臣又は都道

府県知事の同意を得て、当該申請を取り下げることができる。
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３ 自治紛争処理委員は、調停案を作成して、これを当事者に示し、その受諾を勧告

するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。

４ 自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を当事者に示し、その受諾を勧告

したときは、直ちに調停案の写しを添えてその旨及び調停の経過を総務大臣又は都

道府県知事に報告しなければならない。

５ 自治紛争処理委員は、調停による解決の見込みがないと認めるときは、総務大臣

又は都道府県知事の同意を得て、調停を打ち切り、事件の要点及び調停の経過を公

表することができる。

６ 自治紛争処理委員は、前項の規定により調停を打ち切ったときは、その旨を当事

者に通知しなければならない。

７ 第１項の調停は、当事者のすべてから、調停案を受諾した旨を記載した文書が総

務大臣又は都道府県知事に提出されたときに成立するものとする。この場合におい

ては、総務大臣又は都道府県知事は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとと

もに、当事者に調停が成立した旨を通知しなければならない。

８ 総務大臣又は都道府県知事は、前項の規定により当事者から文書の提出があった

ときは、その旨を自治紛争処理委員に通知するものとする。

９ 自治紛争処理委員は、第３項に規定する調停案を作成するため必要があると認め

るときは、当事者及び関係人の出頭及び陳述を求め、又は当事者及び関係人並びに

紛争に係る事件に関係のある者に対し、紛争の調停のため必要な記録の提出を求め

ることができる。

１０ 第３項の規定による調停案の作成及びその要旨の公表についての決定、第５項

の規定による調停の打切りについての決定並びに事件の要点及び調停の経過の公表

についての決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出の求めについて

の決定は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。

（審査及び勧告）

第２５１条の３ 総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務

に関する都道府県の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力

の 行 使 に 当 た る も の （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。） に 不 服 が あ り 、 文 書 に よ り 、 自 治

紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第２

５１条第２項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその

審査に付さなければならない。

一 第２４５条の８第１２項において準用する同条第２項の規定による指示

二 第２４５条の８第１２項において準用する同条第８項の規定に基づき市町村長

に代わって前号の指示に係る事項を行うこと。

２ 総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する

都道府県の不作為（都道府県の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の

期間内に何らかの都道府県の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当

た る も の を す べ き に か か わ ら ず 、 こ れ を し な い こ と を い う 。 以 下 本 節 に お い て 同

じ 。） に 不 服 が あ り 、 文 書 に よ り 、 自 治 紛 争 処 理 委 員 の 審 査 に 付 す る こ と を 求 め る
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旨の申出をしたときは、速やかに、第２５１条第２項の規定により自治紛争処理委

員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。

３ 総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する

当該市町村の法令に基づく協議の申出が都道府県の行政庁に対して行われた場合に

おいて、当該協議に係る当該市町村の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該

協議が調わないことについて、文書により、自治紛争処理委員の審査に付すること

を求める旨の申出をしたときは、速やかに、第２５１条第２項の規定により自治紛

争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。

４ 前３項の規定による申出においては、次に掲げる者を相手方としなければならな

い。

一 第１項の規定による申出の場合は、当該申出に係る都道府県の関与を行った都

道府県の行政庁

二 第２項の規定による申出の場合は、当該申出に係る都道府県の不作為に係る都

道府県の行政庁

三 前項の規定による申出の場合は、当該申出に係る協議の相手方である都道府県

の行政庁

５ 第２５０条の１３第４項から第７項まで、第２５０条の１４第１項、第２項及び

第５項並びに第２５０条の１５から第２５０条の１７までの規定は、第１項の規定

による申出について準用する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共

団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、

「 国 の 行 政 庁 」 と あ る の は 「 都 道 府 県 の 行 政 庁 」 と 、「 委 員 会 」 と あ る の は 「 自 治

紛争処理委員」と、第２５０条の１３第４項並びに第２５０条の１４第１項及び第

２項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と、第２５０条の１７第１項中

「第２５０条の１９第２項」とあるのは「第２５１条の３第１３項」と読み替える

ものとする。

６ 第２５０条の１３第７項、第２５０条の１４第３項及び第５項並びに第２５０条

の１５から第２５０条の１７までの規定は、第２項の規定による申出について準用

する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機

関 」 と あ る の は 「 市 町 村 長 そ の 他 の 市 町 村 の 執 行 機 関 」 と 、「 国 の 行 政 庁 」 と あ る

の は 「 都 道 府 県 の 行 政 庁 」 と 、「 委 員 会 」 と あ る の は 「 自 治 紛 争 処 理 委 員 」 と 、 第

２５０条の１７第１項中「第２５０条の１９第２項」とあるのは「第２５１条の３

第１３項」と読み替えるものとする。

７ 第２５０条の１３第７項、第２５０条の１４第４項及び第５項並びに第２５０条

の１５から第２５０条の１７までの規定は、第３項の規定による申出について準用

する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機

関 」 と あ る の は 「 市 町 村 長 そ の 他 の 市 町 村 の 執 行 機 関 」 と 、「 国 の 行 政 庁 」 と あ る

の は 「 都 道 府 県 の 行 政 庁 」 と 、「 委 員 会 」 と あ る の は 「 自 治 紛 争 処 理 委 員 」 と 、 第

２５０条の１４第４項中「当該協議に係る普通地方公共団体」とあるのは「当該協

議に係る市町村」と、第２５０条の１７第１項中「第２５０条の１９第２項」とあ

るのは「第２５１条の３第１３項」と読み替えるものとする。
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８ 自治紛争処理委員は、第５項において準用する第２５０条の１４第１項若しくは

第２項若しくは第６項において準用する第２５０条の１４第３項の規定による審査

の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は前項において準用する第２５

０条の１４第４項の規定による審査の結果の通知をしたときは、直ちにその旨及び

審査の結果又は勧告の内容を総務大臣に報告しなければならない。

９ 第５項において準用する第２５０条の１４第１項若しくは第２項又は第６項にお

いて準用する第２５０条の１４第３項の規定による自治紛争処理委員の勧告があっ

たときは、当該勧告を受けた都道府県の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、

当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を総務大臣に通知しなけれ

ばならない。この場合においては、総務大臣は、当該通知に係る事項を当該勧告に

係る第１項又は第２項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関

に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

１０ 総務大臣は、前項の勧告を受けた都道府県の行政庁に対し、同項の規定により

講じた措置についての説明を求めることができる。

１１ 自治紛争処理委員は、第５項において準用する第２５０条の１４第１項若しく

は第２項、第６項において準用する第２５０条の１４第３項又は第７項において準

用する第２５０条の１４第４項の規定により審査をする場合において、相当である

と認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを第１項から第３項までの

規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府

県の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表す

ることができる。

１２ 自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を第１項から第３項までの規定

による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の

行政庁に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案の写しを添えてその旨及

び調停の経過を総務大臣に報告しなければならない。

１３ 第１１項の調停案に係る調停は、調停案を示された市町村長その他の市町村の

執行機関及び都道府県の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が総務大臣

に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、総務大臣は、直ち

にその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当該市町村長その他の市町村の執行

機関及び都道府県の行政庁にその旨を通知しなければならない。

１４ 総務大臣は、前項の規定により市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府

県の行政庁から文書の提出があったときは、その旨を自治紛争処理委員に通知する

ものとする。

１５ 次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。

一 第５項において準用する第２５０条の１４第１項の規定による都道府県の関与

が違法又は普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当である

かどうかについての決定及び同項の規定による勧告の決定

二 第５項において準用する第２５０条の１４第２項の規定による都道府県の関与

が違法であるかどうかについての決定及び同項の規定による勧告の決定

三 第６項において準用する第２５０条の１４第３項の規定による第２項の申出に
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理由があるかどうかについての決定及び第６項において準用する第２５０条の１

４第３項の規定による勧告の決定

四 第７項において準用する第２５０条の１４第４項の規定による第３項の申出に

係る協議について当該協議に係る市町村がその義務を果たしているかどうかにつ

いての決定

五 第５項から第７項までにおいて準用する第２５０条の１５第１項の規定による

関係行政機関の参加についての決定

六 第５項から第７項までにおいて準用する第２５０条の１６第１項の規定による

証拠調べの実施についての決定

七 第１１項の規定による調停案の作成及びその要旨の公表についての決定

（処理方策の提示）

第２５１条の３の２ 総務大臣又は都道府県知事は、第２５２条の２第７項の規定により

普通地方公共団体から自治紛争処理委員による同条第１項に規定する連携協約に係

る 紛 争 を 処 理 す る た め の 方 策 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 処 理 方 策 」 と い う 。） の 提 示

を求める旨の申請があったときは、第２５１条第２項の規定により自治紛争処理委

員を任命し、処理方策を定めさせなければならない。

２ 前項の申請をした普通地方公共団体は、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、

当該申請を取り下げることができる。

３ 自治紛争処理委員は、処理方策を定めたときは、これを当事者である普通地方公

共団体に提示するとともに、その旨及び当該処理方策を総務大臣又は都道府県知事

に通知し、かつ、これらを公表しなければならない。

４ 自治紛争処理委員は、処理方策を定めるため必要があると認めるときは、当事者

及び関係人の出頭及び陳述を求め、又は当事者及び関係人並びに紛争に係る事件に

関係のある者に対し、処理方策を定めるため必要な記録の提出を求めることができ

る。

５ 第３項の規定による処理方策の決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録

の提出の求めについての決定は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。

６ 第３項の規定により処理方策の提示を受けたときは、当事者である普通地方公共

団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。

（政令への委任）

第２５１条の４ この法律に規定するもののほか、自治紛争処理委員の調停、審査及び勧

告並びに処理方策の提示に関し必要な事項は、政令で定める。

第５款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え

（国の関与に関する訴えの提起）

第２５１条の５ 第２５０条の１３第１項又は第２項の規定による審査の申出をした普通
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地方公共団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高

等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となった国の行政庁（国の関与があった

後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、

当該他の行政庁）を被告として、訴えをもって当該審査の申出に係る違法な国の関

与の取消し又は当該審査の申出に係る国の不作為の違法の確認を求めることができ

る。ただし、違法な国の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告

とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、国を被告として提起しなければならな

い。

一 第２５０条の１４第１項から第３項までの規定による委員会の審査の結果又は

勧告に不服があるとき。

二 第２５０条の１８第１項の規定による国の行政庁の措置に不服があるとき。

三 当該審査の申出をした日から９０日を経過しても、委員会が第２５０条の１４

第１項から第３項までの規定による審査又は勧告を行わないとき。

四 国の行政庁が第２５０条の１８第１項の規定による措置を講じないとき。

２ 前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。

一 前項第１号の場合は、第２５０条の１４第１項から第３項までの規定による委

員会の審査の結果又は勧告の内容の通知があった日から３０日以内

二 前項第２号の場合は、第２５０条の１８第１項の規定による委員会の通知があ

った日から３０日以内

三 前項第３号の場合は、当該審査の申出をした日から９０日を経過した日から３

０日以内

四 前項第４号の場合は、第２５０条の１４第１項から第３項までの規定による委

員会の勧告に示された期間を経過した日から３０日以内

３ 第１項の訴えは、当該普通地方公共団体の区域を管轄する高等裁判所の管轄に専

属する。

４ 原告は、第１項の訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を被告に

通知するとともに、当該高等裁判所に対し、その通知をした日時、場所及び方法を

通知しなければならない。

５ 当該高等裁判所は、第１項の訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日

を指定し、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起が

あった日から１５日以内の日とする。

６ 第１項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、１週間とする。

７ 国の関与を取り消す判決は、関係行政機関に対しても効力を有する。

８ 第１項の訴えのうち違法な国の関与の取消しを求めるものについては、行政事件

訴訟法第４３条第１項の規定にかかわらず、同法第８条第２項、第１１条から第２

２条まで、第２５条から第２９条まで、第３１条、第３２条及び第３４条の規定は、

準用しない。

９ 第１項の訴えのうち国の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件

訴訟法第４３条第３項の規定にかかわらず、同法第４０条第２項及び第４１条第２

項の規定は、準用しない。
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１０ 前各項に定めるもののほか、第１項の訴えについては、主張及び証拠の申出の

時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

（都道府県の関与に関する訴えの提起）

第２５１条の６ 第２５１条の３第１項又は第２項の規定による申出をした市町村長その

他の市町村の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対

し、当該申出の相手方となった都道府県の行政庁（都道府県の関与があった後又は

申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他

の行政庁）を被告として、訴えをもって当該申出に係る違法な都道府県の関与の取

消し又は当該申出に係る都道府県の不作為の違法の確認を求めることができる。た

だし、違法な都道府県の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告

とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、当該都道府県を被告として提起しなけ

ればならない。

一 第２５１条の３第５項において準用する第２５０条の１４第１項若しくは第２

項又は第２５１条の３第６項において準用する第２５０条の１４第３項の規定に

よる自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告に不服があるとき。

二 第 ２ ５ １ 条 の ３ 第 ９ 項 の 規 定 に よ る 都 道 府 県 の 行 政 庁 の 措 置 に 不 服 が あ る と

き。

三 当該申出をした日から９０日を経過しても、自治紛争処理委員が第２５１条の

３第５項において準用する第２５０条の１４第１項若しくは第２項又は第２５１

条の３第６項において準用する第２５０条の１４第３項の規定による審査又は勧

告を行わないとき。

四 都道府県の行政庁が第２５１条の３第９項の規定による措置を講じないとき。

２ 前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。

一 前項第１号の場合は、第２５１条の３第５項において準用する第２５０条の１

４第１項若しくは第２項又は第２５１条の３第６項において準用する第２５０条

の１４第３項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告の内容の通知

があった日から３０日以内

二 前項第２号の場合は、第２５１条の３第９項の規定による総務大臣の通知があ

った日から３０日以内

三 前項第３号の場合は、当該申出をした日から９０日を経過した日から３０日以

内

四 前項第４号の場合は、第２５１条の３第５項において準用する第２５０条の１

４第１項若しくは第２項又は第２５１条の３第６項において準用する第２５０条

の１４第３項の規定による自治紛争処理委員の勧告に示された期間を経過した日

から３０日以内

３ 前条第３項から第７項までの規定は、第１項の訴えに準用する。この場合におい

て、同条第３項中「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは「当該市町村の区域」

と、同条第７項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と読み替えるものと

する。



- 99/346 -

powered by インターネット六法 .com

４ 第１項の訴えのうち違法な都道府県の関与の取消しを求めるものについては、行

政事件訴訟法第４３条第１項の規定にかかわらず、同法第８条第２項、第１１条か

ら第２２条まで、第２５条から第２９条まで、第３１条、第３２条及び第３４条の

規定は、準用しない。

５ 第１項の訴えのうち都道府県の不作為の違法の確認を求めるものについては、行

政事件訴訟法第４３条第３項の規定にかかわらず、同法第４０条第２項及び第４１

条第２項の規定は、準用しない。

６ 前各項に定めるもののほか、第１項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時

期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

（普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起）

第２５１条の７ 第２４５条の５第１項若しくは第４項の規定による是正の要求又は第２

４５条の７第１項若しくは第４項の規定による指示を行った各大臣は、次の各号の

いずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該是正の要求又は指示を受けた

普通地方公共団体の不作為（是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の行政

庁が、相当の期間内に是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じなければ

ならないにもかかわらず、これを講じないことをいう。以下この項、次条及び第２

５ ２ 条 の １ ７ の ４ 第 ３ 項 に お い て 同 じ 。） に係 る 普 通 地 方 公 共 団 体 の 行 政 庁 （ 当 該

是正の要求又は指示があった後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたとき

は、当該他の行政庁）を被告として、訴えをもって当該普通地方公共団体の不作為

の違法の確認を求めることができる。

一 普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第

２５０条の１３第１項の規定による審査の申出をせず（審査の申出後に第２５０

条 の １ ７ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 当 該 審 査 の 申 出 が 取 り 下 げ ら れ た 場 合 を 含 む 。）、

かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。

二 普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第

２５０条の１３第１項の規定による審査の申出をした場合において、次に掲げる

とき。

イ 委員会が第２５０条の１４第１項又は第２項の規定による審査の結果又は勧

告の 内容の通知をした場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行

機関 が第２５１条の５第１項の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを

求め る訴えの提起をせず（訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含

む 。 ロ に お い て 同 じ 。）、 か つ 、 当 該 是 正 の 要 求 に 応 じ た 措 置 又 は 指 示 に 係 る

措置を講じないとき。

ロ 委員会が当該審査の申出をした日から９０日を経過しても第２５０条の１４

第１ 項又は第２項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該普

通地 方公共団体の長その他の執行機関が第２５１条の５第１項の規定による当

該是 正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の

要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。

２ 前項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。
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一 前項第１号の場合は、第２５０条の１３第４項本文の期間

二 前項第２号イの場合は、第２５１条の５第２項第１号、第２号又は第４号に掲

げる期間

三 前項第２号ロの場合は、第２５１条の５第２項第３号に掲げる期間

３ 第２５１条の５第３項から第６項までの規定は、第１項の訴えについて準用する。

４ 第１項の訴えについては、行政事件訴訟法第４３条第３項の規定にかかわらず、

同法第４０条第２項及び第４１条第２項の規定は、準用しない。

５ 前各項に定めるもののほか、第１項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時

期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

（市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起）

第２５２条 第２４５条の５第２項の指示を行った各大臣は、次の各号のいずれかに該当

するときは、同条第３項の規定による是正の要求を行った都道府県の執行機関に対

し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の不作為に係る市町村の行

政庁（当該是正の要求があった後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたと

き は 、 当 該 他 の 行 政 庁 。 次 項 に お い て 同 じ 。） を 被 告 と し て 、 訴 え を も っ て 当 該 市

町村の不作為の違法の確認を求めるよう指示をすることができる。

一 市町村長その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第２５１条の３

第１項の規定による申出をせず（申出後に同条第５項において準用する第２５０

条 の １ ７ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 当 該 申 出 が 取 り 下 げ ら れ た 場 合 を 含 む 。）、 か つ 、

当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。

二 市町村長その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第２５１条の３

第１項の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。

イ 自治紛争処理委員が第２５１条の３第５項において準用する第２５０条の１

４第 １項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、

当該 市町村長その他の市町村の執行機関が第２５１条の６第１項の規定による

当該 是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず（訴えの提起後に当該訴え

が 取 り 下 げ ら れ た 場 合 を 含 む 。 ロ に お い て 同 じ 。）、 か つ 、 当 該 是 正 の 要 求 に

応じた措置を講じないとき。

ロ 自治紛争処理委員が当該申出をした日から９０日を経過しても第２５１条の

３第 ５項において準用する第２５０条の１４第１項の規定による審査又は勧告

を行 わない場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第２５１

条 の ６ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 当 該 是 正 の 要 求 の 取 消 し を 求 め る 訴 え の 提 起 を せ

ず、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。

２ 前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、高等裁判所に対し、当該市町村の不

作為に係る市町村の行政庁を被告として、訴えをもって当該市町村の不作為の違法

の確認を求めなければならない。

３ 第２４５条の７第２項の規定による指示を行った都道府県の執行機関は、次の各

号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該指示を受けた市町村の不

作為に係る市町村の行政庁（当該指示があった後に当該行政庁の権限が他の行政庁
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に承継されたときは、当該他の行政庁）を被告として、訴えをもって当該市町村の

不作為の違法の確認を求めることができる。

一 市町村長その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第２５１条の３第１項

の規定による申出をせず（申出後に同条第５項において準用する第２５０条の１

７ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 当 該 申 出 が 取 り 下 げ ら れ た 場 合 を 含 む 。）、 か つ 、 当 該 指

示に係る措置を講じないとき。

二 市町村長その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第２５１条の３第１項

の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。

イ 自治紛争処理委員が第２５１条の３第５項において準用する第２５０条の１

４第 ２項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、

当該 市町村長その他の市町村の執行機関が第２５１条の６第１項の規定による

当該 指示の取消しを求める訴えの提起をせず（訴えの提起後に当該訴えが取り

下 げ ら れ た 場 合 を 含 む 。 ロ に お い て 同 じ 。）、 か つ 、 当 該 指 示 に 係 る 措 置 を 講

じないとき。

ロ 自治紛争処理委員が当該申出をした日から９０日を経過しても第２５１条の

３第 ５項において準用する第２５０条の１４第２項の規定による審査又は勧告

を行 わない場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第２５１

条の６第１項の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、

当該指示に係る措置を講じないとき。

４ 第２４５条の７第３項の指示を行った各大臣は、前項の都道府県の執行機関に対

し、同項の規定による訴えの提起に関し、必要な指示をすることができる。

５ 第２項及び第３項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することが

できない。

一 第１項第１号及び第３項第１号の場合は、第２５１条の３第５項において準用

する第２５０条の１３第４項本文の期間

二 第１項第２号イ及び第３項第２号イの場合は、第２５１条の６第２項第１号、

第２号又は第４号に掲げる期間

三 第１項第２号ロ及び第３項第２号ロの場合は、第２５１条の６第２項第３号に

掲げる期間

６ 第２５１条の５第３項から第６項までの規定は、第２項及び第３項の訴えについ

て準用する。この場合において、同条第３項中「当該普通地方公共団体の区域」と

あるのは、「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。

７ 第２項及び第３項の訴えについては、行政事件訴訟法第４３条第３項の規定にか

かわらず、同法第４０条第２項及び第４１条第２項の規定は、準用しない。

８ 前各項に定めるもののほか、第２項及び第３項の訴えについては、主張及び証拠

の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定め

る。

第３節 普通地方公共団体相互間の協力
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第１款 連携協約

（連携協約）

第２５２条の２ 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体及び他の普通地方公共団体

の区域における当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体の事務の処理

に当たっての当該他の普通地方公共団体との連携を図るため、協議により、当該普

通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体が連携して事務を処理するに当たっ

て の 基 本 的 な 方 針 及 び 役 割 分 担 を 定 め る 協 約 （ 以 下 「 連 携 協 約 」 と い う 。） を 当 該

他の普通地方公共団体と締結することができる。

２ 普通地方公共団体は、連携協約を締結したときは、その旨及び当該連携協約を告

示するとともに、都道府県が締結したものにあっては総務大臣、その他のものにあ

っては都道府県知事に届け出なければならない。

３ 第１項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければなら

ない。

４ 普通地方公共団体は、連携協約を変更し、又は連携協約を廃止しようとするとき

は、前３項の例によりこれを行わなければならない。

５ 公益上必要がある場合においては、都道府県が締結するものについては総務大臣、

その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、連

携協約を締結すべきことを勧告することができる。

６ 連携協約を締結した普通地方公共団体は、当該連携協約に基づいて、当該連携協

約を締結した他の普通地方公共団体と連携して事務を処理するに当たって当該普通

地方公共団体が分担すべき役割を果たすため必要な措置を執るようにしなければな

らない。

７ 連携協約を締結した普通地方公共団体相互の間に連携協約に係る紛争があるとき

は、当事者である普通地方公共団体は、都道府県が当事者となる紛争にあっては総

務大臣、その他の紛争にあっては都道府県知事に対し、文書により、自治紛争処理

委員による当該紛争を処理するための方策の提示を求める旨の申請をすることがで

きる。

第２款 協議会

（協議会の設置）

第２５２条の２の２ 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管

理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調

整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規

約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。

２ 普通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するととも

に、都道府県の加入するものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府

県知事に届け出なければならない。
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３ 第１項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければなら

ない。ただし、普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るた

め普通地方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。

４ 公益上必要がある場合においては、都道府県の加入するものについては総務大臣、

その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、普

通地方公共団体の協議会を設けるべきことを勧告することができる。

５ 普通地方公共団体の協議会が広域にわたる総合的な計画を作成したときは、関係

普通地方公共団体は、当該計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければ

ならない。

６ 普通地方公共団体の協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関

の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができ

る。

（協議会の組織）

第２５２条の３ 普通地方公共団体の協議会は、会長及び委員をもってこれを組織する。

２ 普通地方公共団体の協議会の会長及び委員は、規約の定めるところにより常勤又

は非常勤とし、関係普通地方公共団体の職員のうちから、これを選任する。

３ 普通地方公共団体の協議会の会長は、普通地方公共団体の協議会の事務を掌理し、

協議会を代表する。

（協議会の規約）

第２５２条の４ 普通地方公共団体の協議会の規約には、次に掲げる事項につき規定を設

けなければならない。

一 協議会の名称

二 協議会を設ける普通地方公共団体

三 協議会の管理し及び執行し、若しくは協議会において連絡調整を図る関係普通

地方公共団体の事務又は協議会の作成する計画の項目

四 協議会の組織並びに会長及び委員の選任の方法

五 協議会の経費の支弁の方法

２ 普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行するため普通地方公共

団体の協議会を設ける場合には、協議会の規約には、前項各号に掲げるもののほか、

次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

一 協議会の管理し及び執行する関係普通地方公共団体の事務（以下本項中「協議

会の担任する事務」という。）の管理及び執行の方法

二 協議会の担任する事務を管理し及び執行する場所

三 協議会の担任する事務に従事する関係普通地方公共団体の職員の身分取扱い

四 協議会の担任する事務の用に供する関係普通地方公共団体の財産の取得、管理

及び処分又は公の施設の設置、管理及び廃止の方法

五 前各号に掲げるものを除くほか、協議会と協議会を設ける関係普通地方公共団

体との関係その他協議会に関し必要な事項
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（協議会の事務の管理及び執行の効力）

第２５２条の５ 普通地方公共団体の協議会が関係普通地方公共団体又は関係普通地方公

共団体の長その他の執行機関の名においてした事務の管理及び執行は、関係普通地

方 公 共 団 体 の 長 そ の 他 の 執 行 機 関 が 管 理 し 及 び 執 行 し た も の と し て の 効 力 を 有 す

る。

（協議会の組織の変更及び廃止）

第２５２条の６ 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の協議会を設ける普通地方公共

団体の数を増減し、若しくは協議会の規約を変更し、又は協議会を廃止しようとす

るときは、第２５２条の２の２第１項から第３項までの例によりこれを行わなけれ

ばならない。

（脱退による協議会の組織の変更及び廃止の特例）

第２５２条の６の２ 前条の規定にかかわらず、協議会を設ける普通地方公共団体は、そ

の議会の議決を経て、脱退する日の２年前までに他の全ての関係普通地方公共団体

に書面で予告をすることにより、協議会から脱退することができる。

２ 前項の予告を受けた関係普通地方公共団体は、当該予告をした普通地方公共団体

が脱退する時までに、第２５２条の２の２第１項から第３項までの例により、当該

脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。ただし、第２５２条の

４第１項第２号に掲げる事項のみに係る規約の変更については、第２５２条の２の

２第３項本文の例によらないものとする。

３ 第１項の予告の撤回は、他の全ての関係普通地方公共団体が議会の議決を経て同

意をした場合に限り、することができる。この場合において、同項の予告をした普

通地方公共団体が他の関係普通地方公共団体に当該予告の撤回について同意を求め

るに当たっては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。

４ 普通地方公共団体は、第１項の規定により協議会から脱退したときは、その旨を

告示しなければならない。

５ 第１項の規定による脱退により協議会を設ける普通地方公共団体が１となったと

きは、当該協議会は廃止されるものとする。この場合において、当該普通地方公共

団体は、その旨を告示するとともに、第２５２条の２の２第２項の例により、総務

大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

第３款 機関等の共同設置

（機関等の共同設置）

第２５２条の７ 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、第１３８条第

１項若しくは第２項に規定する事務局若しくはその内部組織（次項及び第２５２条

の １ ３ に お い て 「 議 会 事 務 局 」 と い う 。）、 第 １ ３ ８ 条 の ４ 第 １ 項 に 規 定 す る 委 員
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会若しくは委員、同条第３項に規定する附属機関、第１５６条第１項に規定する行

政機関、第１５８条第１項に規定する内部組織、委員会若しくは委員の事務局若し

くはその内部組織（次項及び第２５２条の１３において「委員会事務局」という。）、

普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員、第１７

４条第１項に規定する専門委員又は第２００条の２第１項に規定する監査専門委員

を置くことができる。ただし、政令で定める委員会については、この限りでない。

２ 前項の規定による議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員

会事務局若しくは職員を共同設置する普通地方公共団体の数を増減し、若しくはこ

れらの議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若し

くは職員の共同設置に関する規約を変更し、又はこれらの議会事務局、執行機関、

附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員の共同設置を廃止しよ

うとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わ

なければならない。

３ 第２５２条の２の２第２項及び第３項本文の規定は前２項の場合について、同条

第４項の規定は第１項の場合について、それぞれ準用する。

（脱退による機関等の共同設置の変更及び廃止の特例）

第２５２条の７の２ 前条第２項の規定にかかわらず、同条第１項の規定により機関等を

共同設置する普通地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の２年前ま

でに他の全ての関係普通地方公共団体に書面で予告をすることにより、共同設置か

ら脱退することができる。

２ 前項の予告を受けた関係普通地方公共団体は、当該予告をした普通地方公共団体

が脱退する時までに、協議して当該脱退により必要となる規約の変更を行わなけれ

ばならない。

３ 第２５２条の２の２第２項及び第３項本文の規定は、前項の場合について準用す

る 。 た だ し 、 次 条 第 ２ 号 （ 第 ２ ５ ２ 条 の １ ３ に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） に 掲

げる事項のみに係る規約の変更については、第２５２条の２の２第３項本文の規定

は、準用しない。

４ 第１項の予告の撤回は、他の全ての関係普通地方公共団体が議会の議決を経て同

意をした場合に限り、することができる。この場合において、同項の予告をした普

通地方公共団体が他の関係普通地方公共団体に当該予告の撤回について同意を求め

るに当たっては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。

５ 普通地方公共団体は、第１項の規定により機関等の共同設置から脱退したときは、

その旨を告示しなければならない。

６ 第１項の規定による脱退により機関等を共同設置する普通地方公共団体が１とな

ったときは、当該共同設置は廃止されるものとする。この場合において、当該普通

地方公共団体は、その旨を告示するとともに、第２５２条の２の２第２項の例によ

り、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

（機関の共同設置に関する規約）
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第２５２条の８ 第２５２条の７の規定により共同設置する普通地方公共団体の委員会若

し く は 委 員 又 は 附 属 機 関 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 共 同 設 置 す る 機 関 」 と い う 。） の

共同設置に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

一 共同設置する機関の名称

二 共同設置する機関を設ける普通地方公共団体

三 共同設置する機関の執務場所

四 共同設置する機関を組織する委員その他の構成員の選任の方法及びその身分取

扱い

五 前各号に掲げるものを除くほか、共同設置する機関と関係普通地方公共団体と

の関係その他共同設置する機関に関し必要な事項

（共同設置する機関の委員等の選任及び身分取扱い）

第２５２条の９ 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員で、普通地方公共団体の

議会が選挙すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法による

かを定めるものとする。

一 規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙すること。

二 関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、すべて

の関係普通地方公共団体の議会が選挙すること。

２ 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員（教育委員会にあっては、教育長

及び委員）若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体

の 長 が 当 該 普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 の 同 意 を 得 て 選 任 す べ き も の の 選 任 に つ い て

は、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。

一 規約で定める普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得

て選任すること。

二 関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、それぞ

れの関係普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得た上、

規約で定める普通地方公共団体の長が選任すること。

３ 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員

その他の構成員で、普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すべきものの選

任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。

一 規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すること。

二 関係普通地方公共団体の長、委員会又は委員が協議により定めた者について、

規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員がこれを選任すること。

４ 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員（教育委員会にあっては、教育長

及び委員）若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第１項又は第２項の

規定により選任するものの身分取扱いについては、規約で定める普通地方公共団体

の 議 会 が 選 挙 し 又 は 規 約 で 定 め る 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 が 選 任 す る 場 合 に お い て

は、当該普通地方公共団体の職員とみなし、全ての関係普通地方公共団体の議会が

選挙する場合においては、規約で定める普通地方公共団体の職員とみなす。

５ 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員
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その他の構成員で第３項の規定により選任するものの身分取扱いについては、これ

らの者を選任する普通地方公共団体の長、委員会又は委員の属する普通地方公共団

体の職員とみなす。

（共同設置する機関の委員等の解職請求）

第２５２条の１０ 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員（教育委員会にあって

は、教育長及び委員）若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、法律の

定めるところにより選挙権を有する者の請求に基づき普通地方公共団体の議会の議

決によりこれを解職することができるものの解職については、関係普通地方公共団

体における選挙権を有する者が、政令の定めるところにより、その属する普通地方

公共団体の長に対し、解職の請求を行い、２の普通地方公共団体の共同設置する場

合においては全ての関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決

があったとき、又は３以上の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはその

半数を超える関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があっ

たときは、当該解職は、成立するものとする。

（共同設置する機関の補助職員等）

第２５２条の１１ 普通地方公共団体が共同設置する委員会又は委員の事務を補助する職

員は、第２５２条の９第４項又は第５項の規定により共同設置する委員会の委員（教

育委員会にあっては、教育長及び委員）又は委員が属するものとみなされる普通地

方 公 共 団 体 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 規 約 で 定 め る 普 通 地 方 公 共 団 体 」 と い う 。） の

長の補助機関である職員をもって充て、普通地方公共団体が共同設置する附属機関

の庶務は、規約で定める普通地方公共団体の執行機関においてこれをつかさどるも

のとする。

２ 普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関に要する経費

は、関係普通地方公共団体がこれを負担し、規約で定める普通地方公共団体の歳入

歳出予算にこれを計上して支出するものとする。

３ 普通地方公共団体が共同設置する委員会が徴収する手数料その他の収入は、規約

で定める普通地方公共団体の収入とする。

４ 普通地方公共団体が共同設置する委員会が行う関係普通地方公共団体の財務に関

す る 事 務 の 執 行 及 び 関 係 普 通 地 方 公 共 団 体 の 経 営 に 係 る 事 業 の 管 理 の 通 常 の 監 査

は、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が毎会計年度少なくとも１回以上期

日を定めてこれを行うものとする。この場合においては、規約で定める普通地方公

共団体の監査委員は、監査の結果に関する報告を他の関係普通地方公共団体の長に

提出し、かつ、これを公表しなければならない。

（共同設置する機関に対する法令の適用）

第 ２ ５ ２ 条 の １ ２ 普 通 地 方 公 共 団 体 が 共 同 設 置 す る 委 員 会 若 し く は 委 員 又 は 附 属 機 関

は、この法律その他これらの機関の権限に属する事務の管理及び執行に関する法令、

条例、規則その他の規程の適用については、この法律に特別の定めがあるものを除
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くほか、それぞれ関係普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関とみな

す。

（議会事務局等の共同設置に関する準用規定）

第２５２条の１３ 第２５２条の８から前条までの規定は、政令で定めるところにより、

第２５２条の７の規定による議会事務局、行政機関、内部組織、委員会事務局、普

通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員、専門委員

又は監査専門委員の共同設置について準用する。

第４款 事務の委託

（事務の委託）

第２５２条の１４ 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事

務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又

は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させることができる。

２ 前項の規定により委託した事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとす

るときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなけれ

ばならない。

３ 第２５２条の２の２第２項及び第３項本文の規定は前２項の規定により普通地方

公共団体の事務を委託し、又は委託した事務を変更し、若しくはその事務の委託を

廃止する場合に、同条第４項の規定は第１項の場合にこれを準用する。

（事務の委託の規約）

第２５２条の１５ 前条の規定により委託する普通地方公共団体の事務（以下本条中「委

託 事 務 」 と い う 。） の 委 託 に 関 す る 規 約 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ き 規 定 を 設 け な

ければならない。

一 委託する普通地方公共団体及び委託を受ける普通地方公共団体

二 委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法

三 委託事務に要する経費の支弁の方法

四 前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項

（事務の委託の効果）

第２５２条の１６ 普通地方公共団体の事務を、他の普通地方公共団体に委託して、当該

他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行さ

せる場合においては、当該事務の管理及び執行に関する法令中委託した普通地方公

共団体又はその執行機関に適用すべき規定は、当該委託された事務の範囲内におい

て、その事務の委託を受けた普通地方公共団体又はその執行機関について適用があ

るものとし、別に規約で定めをするものを除くほか、事務の委託を受けた普通地方

公共団体の当該委託された事務の管理及び執行に関する条例、規則又はその機関の
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定める規程は、委託した普通地方公共団体の条例、規則又はその機関の定める規程

としての効力を有する。

第５款 事務の代替執行

（事務の代替執行）

第２５２条の１６の２ 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体の求めに応じて、協

議により規約を定め、当該他の普通地方公共団体の事務の一部を、当該他の普通地

方公共団体又は当該他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員会若しくは委員

の名において管理し及び執行すること（以下この条及び次条において「事務の代替

執行」という。）ができる。

２ 前項の規定により事務の代替執行をする事務（以下この款において「代替執行事

務 」 と い う 。） を変 更 し 、 又 は 事 務 の 代 替 執 行 を 廃 止 し よ う と す る と き は 、 関 係 普

通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。

３ 第２５２条の２の２第２項及び第３項本文の規定は前２項の規定により事務の代

替執行をし、又は代替執行事務を変更し、若しくは事務の代替執行を廃止する場合

に、同条第４項の規定は第１項の場合に準用する。

（事務の代替執行の規約）

第２５２条の１６の３ 事務の代替執行に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を

設けなければならない。

一 事務の代替執行をする普通地方公共団体及びその相手方となる普通地方公共団

体

二 代替執行事務の範囲並びに代替執行事務の管理及び執行の方法

三 代替執行事務に要する経費の支弁の方法

四 前３号に掲げるもののほか、事務の代替執行に関し必要な事項

（代替執行事務の管理及び執行の効力）

第２５２条の１６の４ 第２５２条の１６の２の規定により普通地方公共団体が他の普通

地方公共団体又は他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員会若しくは委員の

名において管理し及び執行した事務の管理及び執行は、当該他の普通地方公共団体

の長又は同種の委員会若しくは委員が管理し及び執行したものとしての効力を有す

る。

第６款 職員の派遣

（職員の派遣）

第２５２条の１７ 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、法律に特別の定め
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があるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があ

ると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当

該普通地方公共団体の職員の派遣を求めることができる。

２ 前項の規定による求めに応じて派遣される職員は、派遣を受けた普通地方公共団

体の職員の身分をあわせ有することとなるものとし、その給料、手当（退職手当を

除 く 。） 及 び 旅 費 は 、 当 該 職 員 の 派 遣 を 受 け た 普 通 地 方 公 共 団 体 の 負 担 と し 、 退 職

手当及び退職年金又は退職一時金は、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の負

担とする。ただし、当該派遣が長期間にわたることその他の特別の事情があるとき

は、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体及びその求めに応じて当該職員の派

遣をしようとする普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員の協議により、当

該派遣の趣旨に照らして必要な範囲内において、当該職員の派遣を求める普通地方

公 共 団 体 が 当 該 職 員 の 退 職 手 当 の 全 部 又 は 一 部 を 負 担 す る こ と と す る こ と が で き

る。

３ 普通地方公共団体の委員会又は委員が、第１項の規定により職員の派遣を求め、

若しくはその求めに応じて職員を派遣しようとするとき、又は前項ただし書の規定

により退職手当の負担について協議しようとするときは、あらかじめ、当該普通地

方公共団体の長に協議しなければならない。

４ 第２項に規定するもののほか、第１項の規定に基づき派遣された職員の身分取扱

いに関しては、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の職員に関する法令の規定

の適用があるものとする。ただし、当該法令の趣旨に反しない範囲内で政令で特別

の定めをすることができる。

第４節 条例による事務処理の特例

（条例による事務処理の特例）

第２５２条の１７の２ 都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の

定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合におい

ては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執

行するものとする。

２ 前項の条例（同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理する

こととする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の

範 囲 を 定 め る と き は 、 当 該 規 則 を 含 む 。 以 下 本 節 に お い て 同 じ 。） を 制 定 し 又 は 改

廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一

部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。

３ 市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第１項の規定によ

りその権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請するこ

とができる。

４ 前項の規定による要請があったときは、都道府県知事は、速やかに、当該市町村

の長と協議しなければならない。
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（条例による事務処理の特例の効果）

第２５２条の１７の３ 前条第１項の条例の定めるところにより、都道府県知事の権限に

属する事務の一部を市町村が処理する場合においては、当該条例の定めるところに

より市町村が処理することとされた事務について規定する法令、条例又は規則中都

道府県に関する規定は、当該事務の範囲内において、当該市町村に関する規定とし

て当該市町村に適用があるものとする。

２ 前項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により国の行政機

関が市町村に対して行うものとなる助言等、資料の提出の要求等又は是正の要求等

は、都道府県知事を通じて行うことができるものとする。

３ 第１項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により市町村が

国の行政機関と行うものとなる協議は、都道府県知事を通じて行うものとし、当該

法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる許認可等に係る申

請等は、都道府県知事を経由して行うものとする。

（是正の要求等の特則）

第２５２条の１７の４ 都道府県知事は、第２５２条の１７の２第１項の条例の定めると

ころにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理が法令の規定

に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害し

ていると認めるときは、当該市町村に対し、第２４５条の５第２項に規定する各大

臣の指示がない場合であっても、同条第３項の規定により、当該自治事務の処理に

つ い て 違 反 の 是 正 又 は 改 善 の た め 必 要 な 措 置 を 講 ず べ き こ と を 求 め る こ と が で き

る。

２ 第２５２条の１７の２第１項の条例の定めるところにより市町村が処理すること

とされた事務のうち法定受託事務に対する第２４５条の８第１２項において準用す

る同条第１項から第１１項までの規定の適用については、同条第１２項において読

み替えて準用する同条第２項から第４項まで、第６項、第８項及び第１１項中「都

道 府 県 知 事 」 と あ る の は 、「 各 大 臣 」 と す る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 同 条 第 １ ３ 項

の規定は適用しない。

３ 第２５２条の１７の２第１項の条例の定めるところにより市町村が処理すること

とされた事務のうち自治事務の処理について第２４５条の５第３項の規定による是

正 の 要 求 （ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 是 正 の 要 求 を 含 む 。） を 行 っ た 都 道 府 県 知 事 は 、 第

２５２条第１項各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する各大臣の指示が

ない場合であっても、同条第２項の規定により、訴えをもって当該是正の要求を受

けた市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。

４ 第２５２条の１７の２第１項の条例の定めるところにより市町村が処理すること

とされた事務のうち法定受託事務に係る市町村長の処分についての第２５５条の２

第１項の審査請求の裁決に不服がある者は、当該処分に係る事務を規定する法律又

はこれに基づく政令を所管する各大臣に対して再審査請求をすることができる。

５ 市町村長が第２５２条の１７の２第１項の条例の定めるところにより市町村が処
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理することとされた事務のうち法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関

である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受

けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、第２５５条の２

第２項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、再々審査

請求をすることができる。この場合において、再々審査請求は、当該処分に係る再

審査請求若しくは審査請求の裁決又は当該処分を対象として、当該処分に係る事務

を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対してするものとする。

６ 前項の再々審査請求については、行政不服審査法第４章の規定を準用する。

７ 前項において準用する行政不服審査法の規定に基づく処分及びその不作為につい

ては、行政不服審査法第２条及び第３条の規定は、適用しない。

第５節 雑則

（組織及び運営の合理化に係る助言及び勧告並びに資料の提出の要求）

第２５２条の１７の５ 総務大臣又は都道府県知事は、普通地方公共団体の組織及び運営

の合理化に資するため、普通地方公共団体に対し、適切と認める技術的な助言若し

くは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の

組織及び運営の合理化に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めること

ができる。

２ 総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しく

は勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。

３ 普通地方公共団体の長は、第２条第１４項及び第１５項の規定の趣旨を達成する

ため必要があると認めるときは、総務大臣又は都道府県知事に対し、当該普通地方

公共団体の組織及び運営の合理化に関する技術的な助言若しくは勧告又は必要な情

報の提供を求めることができる。

（財務に係る実地検査）

第２５２条の１７の６ 総務大臣は、必要があるときは、都道府県について財務に関係の

ある事務に関し、実地の検査を行うことができる。

２ 都道府県知事は、必要があるときは、市町村について財務に関係のある事務に関

し、実地の検査を行うことができる。

３ 総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による検査に関し、必要な指示を

することができる。

４ 総務大臣は、前項の規定によるほか、緊急を要するときその他特に必要があると

認めるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うこ

とができる。

（市町村に関する調査）

第２５２条の１７の７ 総務大臣は、第２５２条の１７の５第１項及び第２項並びに前条
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第３項及び第４項の規定による権限の行使のためその他市町村の適正な運営を確保

するため必要があるときは、都道府県知事に対し、市町村についてその特に指定す

る事項の調査を行うよう指示をすることができる。

（長の臨時代理者）

第２５２条の１７の８ 第１５２条の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する

者がないときは、都道府県知事については総務大臣、市町村長については都道府県

知事は、普通地方公共団体の長の被選挙権を有する者で当該普通地方公共団体の区

域内に住所を有するもののうちから臨時代理者を選任し、当該普通地方公共団体の

長の職務を行わせることができる。

２ 臨時代理者は、当該普通地方公共団体の長が選挙され、就任する時まで、普通地

方公共団体の長の権限に属するすべての職務を行う。

３ 臨時代理者により選任又は任命された当該普通地方公共団体の職員は、当該普通

地方公共団体の長が選挙され、就任した時は、その職を失う。

（臨時選挙管理委員）

第２５２条の１７の９ 普通地方公共団体の選挙管理委員会が成立しない場合において、

当該普通地方公共団体の議会もまた成立していないときは、都道府県にあっては総

務大臣、市町村にあっては都道府県知事は、臨時選挙管理委員を選任し、選挙管理

委員の職務を行わせることができる。

（臨時選挙管理委員の給与）

第２５２条の１７の１０ 前条の臨時選挙管理委員に対する給与は、当該普通地方公共団

体の選挙管理委員に対する給与の例によりこれを定める。

（在職期間の通算）

第２５２条の１８ 都道府県は、恩給法（大正１２年法律第４８号）第１９条に規定する

公務員（同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。以下本条中「公務員」

と い う 。） で あ っ た 者 、 他 の 都 道 府 県 の 退 職 年 金 及 び 退 職 一 時 金 に 関 す る 条 例 （ 以

下 本 条 中 「 退 職 年 金 条 例 」 と い う 。） の 適 用 を 受 け る 職 員 （ そ の 都 道 府 県 の 退 職 年

金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法（昭和２３年法律第１３５号）

第１条及び第２条に規定する職員を含む。以下本条中「他の都道府県の職員」とい

う 。） で あ っ た 者 又 は 市 町 村 の 退 職 年 金 条 例 の 適 用 を 受 け る 学 校 教 育 法 （ 昭 和 ２ ２

年法律第２６号）第１条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村

の教育事務に従事する職員中政令で定める者（以下本条中「市町村の教育職員」と

い う 。） で あ っ た 者 が 、 当 該 都 道 府 県 の 退 職 年 金 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 （ そ の 都

道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第１条及び第２

条 に 規 定 す る 職 員 を 含 む 。 以 下 本 条 中 「 当 該 都 道 府 県 の 職 員 」 と い う 。） と な っ た

場合においては、政令の定める基準に従い、当該公務員、他の都道府県の職員又は

市町村の教育職員としての在職期間を当該都道府県の退職年金条例の規定による退
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職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算する措置を講じなければな

らない。ただし、市町村の教育職員としての在職期間については、当該市町村の教

育職員に適用される退職年金条例の規定が政令の定める基準に従って定められてい

ないときは、この限りでない。

２ 都道府県は、当該都道府県の職員であった者が公務員、他の都道府県の職員又は

市町村の教育職員となり、その当該都道府県の職員としての在職期間が恩給法の規

定による恩給の基礎となるべき在職期間又は他の都道府県若しくは市町村の退職年

金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算され

る場合における必要な調整措置を、政令の定める基準に従い、講じなければならな

い。

３ 第１項の規定は、公務員であった者、都道府県の職員（都道府県の退職年金条例

の適用を受ける職員（その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職

員 給 与 負 担 法 第 １ 条 及 び 第 ２ 条 に 規 定 す る 職 員 を 含 む 。） を い う 。 以 下 本 項 に お い

て 同 じ 。） で あ っ た 者 又 は 他 の 市 町 村 の 教 育 職 員 で あ っ た 者 が 市 町 村 の 教 育 職 員 と

なった場合における当該市町村について、前項の規定は、市町村の教育職員であっ

た者が公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となった場合における当

該市町村について、これを準用する。

４ 普通地方公共団体は、第１項及び前項の規定の適用がある場合のほか、他の普通

地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員であった者が当該普通地方公共団

体の退職年金条例の適用を受ける職員となった場合においては、当該他の普通地方

公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該普通地方公共

団体の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となる在職期間に

通算する措置を講ずるように努めなければならない。

第２５２条の１８の２ 普通地方公共団体は、国又は他の普通地方公共団体の職員から引

き続いて当該普通地方公共団体の職員となった者に係る退職手当の算定の基礎とな

る勤続期間の計算については、その者の当該国又は他の普通地方公共団体の職員と

しての引き続いた在職期間を当該普通地方公共団体の職員としての引き続いた在職

期間に通算する措置を講ずるように努めなければならない。

第１２章 大都市等に関する特例

第１節 大都市に関する特例

（指定都市の権能）

第２５２条の１９ 政令で指定する人口５０万以上の市（以下「指定都市」という。）は、

次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより

処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定め

るところにより、処理することができる。

一 児童福祉に関する事務
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二 民生委員に関する事務

三 身体障害者の福祉に関する事務

四 生活保護に関する事務

五 行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務

五の２ 社会福祉事業に関する事務

五の３ 知的障害者の福祉に関する事務

六 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務

六の２ 老人福祉に関する事務

七 母子保健に関する事務

七の２ 介護保険に関する事務

八 障害者の自立支援に関する事務

八の２ 生活困窮者の自立支援に関する事務

九 食品衛生に関する事務

九の２ 医療に関する事務

十 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務

十一 結核の予防に関する事務

十一の２ 難病の患者に対する医療等に関する事務

十二 土地区画整理事業に関する事務

十三 屋外広告物の規制に関する事務

２ 指定都市がその事務を処理するに当たって、法律又はこれに基づく政令の定める

ところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他こ

れらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道

府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を

受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところ

により、これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命

令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会の

許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の

処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。

（区の設置）

第２５２条の２０ 指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、そ

の区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を

置くものとする。

２ 区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域並びに区の事務所が分掌す

る事務は、条例でこれを定めなければならない。

３ 区にその事務所の長として区長を置く。

４ 区長又は区の事務所の出張所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関であ

る職員をもって充てる。

５ 区に選挙管理委員会を置く。

６ 第 ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 は 第 ２ 項 の 区 の 事 務 所 又 は そ の 出 張 所 の 位 置 及 び 所 管 区 域
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に、第１７５条第２項の規定は区長又は第４項の区の事務所の出張所の長に、第２

編第７章第３節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会につい

て、これを準用する。

７ 指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことが

できる。この場合において、その区域内に地域自治区が設けられる区には、区地域

協議会を設けないことができる。

８ 第２０２条の５第２項から第５項まで及び第２０２条の６から第２０２条の９ま

での規定は、区地域協議会に準用する。

９ 指定都市は、地域自治区を設けるときは、その区域は、区の区域を分けて定めな

ければならない。

１０ 第７項の規定に基づき、区に区地域協議会を置く指定都市は、第２０２条の４

第１項の規定にかかわらず、その一部の区の区域に地域自治区を設けることができ

る。

１１ 前各項に定めるもののほか、指定都市の区に関し必要な事項は、政令でこれを

定める。

（総合区の設置）

第２５２条の２０の２ 指定都市は、その行政の円滑な運営を確保するため必要があると

認めるときは、前条第１項の規定にかかわらず、市長の権限に属する事務のうち特

定の区の区域内に関するものを第８項の規定により総合区長に執行させるため、条

例で、当該区に代えて総合区を設け、総合区の事務所又は必要があると認めるとき

はその出張所を置くことができる。

２ 総合区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域並びに総合区の事務所

が分掌する事務は、条例でこれを定めなければならない。

３ 総合区にその事務所の長として総合区長を置く。

４ 総合区長は、市長が議会の同意を得てこれを選任する。

５ 総合区長の任期は、４年とする。ただし、市長は、任期中においてもこれを解職

することができる。

６ 総合区の事務所の職員のうち、総合区長があらかじめ指定する者は、総合区長に

事故があるとき又は総合区長が欠けたときは、その職務を代理する。

７ 第１４１条、第１４２条、第１５９条、第１６４条、第１６５条第２項、第１６

６条第１項及び第３項並びに第１７５条第２項の規定は、総合区長について準用す

る。

８ 総合区長は、総合区の区域に係る政策及び企画をつかさどるほか、法律若しくは

これに基づく政令又は条例により総合区長が執行することとされた事務及び市長の

権限に属する事務のうち主として総合区の区域内に関するもので次に掲げるものを

執行し、これらの事務の執行について当該指定都市を代表する。ただし、法律又は

これに基づく政令に特別の定めがある場合は、この限りでない。

一 総合区の区域に住所を有する者の意見を反映させて総合区の区域のまちづくり

を推進する事務（法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行する
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こととされたものを除く。）

二 総合区の区域に住所を有する者相互間の交流を促進するための事務（法律若し

くはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。）

三 社会福祉及び保健衛生に関する事務のうち総合区の区域に住所を有する者に対

して直接提供される役務に関する事務（法律若しくはこれに基づく政令又は条例

により市長が執行することとされたものを除く。）

四 前３号に掲げるもののほか、主として総合区の区域内に関する事務で条例で定

めるもの

９ 総合区長は、総合区の事務所又はその出張所の職員（政令で定めるものを除く。）

を任免する。ただし、指定都市の規則で定める主要な職員を任免する場合において

は、あらかじめ、市長の同意を得なければならない。

１０ 総合区長は、歳入歳出予算のうち総合区長が執行する事務に係る部分に関し必

要があると認めるときは、市長に対し意見を述べることができる。

１１ 総合区に選挙管理委員会を置く。

１２ 第４条第２項の規定は第２項の総合区の事務所又はその出張所の位置及び所管

区域について、第１７５条第２項の規定は総合区の事務所の出張所の長について、

第２編第７章第３節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会に

ついて準用する。

１３ 前条第７項から第１０項までの規定は、総合区について準用する。

１４ 前各項に定めるもののほか、指定都市の総合区に関し必要な事項は、政令でこ

れを定める。

（政令への委任）

第２５２条の２１ 法律又はこれに基づく政令に定めるもののほか、第２５２条の１９第

１項の規定による指定都市の指定があった場合において必要な事項は、政令でこれ

を定める。

（指定都市都道府県調整会議）

第２５２条の２１の２ 指定都市及び当該指定都市を包括する都道府県（以下この条から

第 ２ ５ ２ 条 の ２ １ の ４ ま で に お い て 「 包 括 都 道 府 県 」 と い う 。） は、 指 定 都 市 及 び

包括都道府県の事務の処理について必要な協議を行うため、指定都市都道府県調整

会議を設ける。

２ 指定都市都道府県調整会議は、次に掲げる者をもって構成する。

一 指定都市の市長

二 包括都道府県の知事

３ 指定都市の市長及び包括都道府県の知事は、必要と認めるときは、協議して、指

定都市都道府県調整会議に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

一 指定都市の市長以外の指定都市の執行機関が当該執行機関の委員長（教育委員

会 に あ っ て は 、 教 育 長 ）、 委 員 若 し く は 当 該 執 行 機 関 の 事 務 を 補 助 す る 職 員 又 は

当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者
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二 指定都市の市長がその補助機関である職員のうちから選任した者

三 指定都市の議会が当該指定都市の議会の議員のうちから選挙により選出した者

四 包 括 都 道 府 県 の 知 事 以 外 の 包 括 都 道 府 県 の 執 行 機 関 が 当 該 執 行 機 関 の 委 員 長

（ 教 育 委 員 会 に あ っ て は 、 教 育 長 ）、 委員 若 し く は 当 該 執 行 機 関 の 事 務 を 補 助 す

る職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者

五 包括都道府県の知事がその補助機関である職員のうちから選任した者

六 包括都道府県の議会が当該包括都道府県の議会の議員のうちから選挙により選

出した者

七 学識経験を有する者

４ 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、指定都市の市長又は包括都道府県の

知事以外の執行機関の権限に属する事務の処理について、指定都市都道府県調整会

議における協議を行う場合には、指定都市都道府県調整会議に、当該執行機関が当

該 執 行 機 関 の 委 員 長 （ 教 育 委 員 会 に あ っ て は 、 教 育 長 ）、 委 員 若 し く は 当 該 執 行 機

関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選

任した者を構成員として加えるものとする。

５ 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、第２条第６項又は第１４項の規定の

趣旨を達成するため必要があると認めるときは、指定都市の市長にあっては包括都

道府県の事務に関し当該包括都道府県の知事に対して、包括都道府県の知事にあっ

ては指定都市の事務に関し当該指定都市の市長に対して、指定都市都道府県調整会

議において協議を行うことを求めることができる。

６ 前項の規定による求めを受けた指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、当該

求めに係る協議に応じなければならない。

７ 前各項に定めるもののほか、指定都市都道府県調整会議に関し必要な事項は、指

定都市都道府県調整会議が定める。

（指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告）

第２５２条の２１の３ 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、前条第５項の規定に

よる求めに係る協議を調えるため必要があると認めるときは、総務大臣に対し、文

書で、当該指定都市及び包括都道府県の事務の処理に関し当該協議を調えるため必

要な勧告を行うことを求めることができる。

２ 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、前項の規定による勧告の求め（以下

こ の 条 及 び 次 条 に お い て 「 勧 告 の 求 め 」 と い う 。） を し よ う と す る と き は 、 あ ら か

じめ、当該指定都市又は包括都道府県の議会の議決を経なければならない。

３ 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、勧告の求めをしようとするときは、

指定都市の市長にあっては包括都道府県の知事、包括都道府県の知事にあっては指

定都市の市長に対し、その旨をあらかじめ通知しなければならない。

４ 勧告の求めをした指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、総務大臣の同意を

得て、当該勧告の求めを取り下げることができる。

５ 総務大臣は、勧告の求めがあった場合においては、これを国の関係行政機関の長

に通知するとともに、次条第２項の規定により指定都市都道府県勧告調整委員を任
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命し、当該勧告の求めに係る総務大臣の勧告について意見を求めなければならない。

６ 前項の規定により通知を受けた国の関係行政機関の長は、総務大臣に対し、文書

で、当該勧告の求めについて意見を申し出ることができる。

７ 総務大臣は、前項の意見の申出があったときは、当該意見を指定都市都道府県勧

告調整委員に通知するものとする。

８ 総務大臣は、指定都市都道府県勧告調整委員から意見が述べられたときは、遅滞

なく、指定都市の市長及び包括都道府県の知事に対し、第２条第６項又は第１４項

の規定の趣旨を達成するため必要な勧告をするとともに、当該勧告の内容を国の関

係行政機関の長に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

（指定都市都道府県勧告調整委員）

第２５２条の２１の４ 指定都市都道府県勧告調整委員は、前条第５項の規定による総務

大臣からの意見の求めに応じ、総務大臣に対し、勧告の求めがあった事項に関して

意見を述べる。

２ 指定都市都道府県勧告調整委員は、３人とし、事件ごとに、優れた識見を有する

者のうちから、総務大臣がそれぞれ任命する。

３ 指定都市都道府県勧告調整委員は、非常勤とする。

４ 指定都市都道府県勧告調整委員は、勧告の求めをした指定都市の市長若しくは包

括都道府県の知事が前条第４項の規定により勧告の求めを取り下げたとき又は同条

第５項の規定による総務大臣からの意見の求めに応じ、総務大臣に対し、勧告の求

めがあった事項に関して意見を述べたときは、その職を失う。

５ 総務大臣は、指定都市都道府県勧告調整委員が当該事件に直接利害関係を有する

こととなったときは、当該指定都市都道府県勧告調整委員を罷免しなければならな

い。

６ 第 ２ ５ ０ 条 の ９ 第 ２ 項 、 第 ８ 項 、 第 ９ 項 （ 第 ２ 号 を 除 く 。） 及 び 第 １ ０項 か ら 第

１４項までの規定は、指定都市都道府県勧告調整委員に準用する。この場合におい

て、同条第２項中「３人以上」とあるのは「２人以上」と、同条第９項中「総務大

臣 は 、 両 議 院 の 同 意 を 得 て 」 と あ る の は 「 総 務 大 臣 は 」 と 、「 ３ 人 以 上 」 と あ る の

は 「 ２ 人 以 上 」 と 、「 ２ 人 」 と あ る の は 「 １ 人 」 と 、 同 条 第 １ ０ 項 中 「 ２ 人 」 と あ

るのは「１人」と、同条第１１項中「両議院の同意を得て、その委員を」とあるの

は「その指定都市都道府県勧告調整委員を」と、同条第１２項中「第４項後段及び

第 ８ 項 か ら 前 項 ま で 」 と あ る の は 「 第 ８ 項 、 第 ９ 項 （ 第 ２ 号 を 除 く 。）、 第 １ ０ 項

及び前項並びに第２５２条の２１の４第５項」と読み替えるものとする。

（政令への委任）

第２５２条の２１の５ 前２条に規定するもののほか、第２５２条の２１の３第１項に規

定する総務大臣の勧告に関し必要な事項は、政令で定める。

第２節 中核市に関する特例
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（中核市の権能）

第 ２ ５ ２ 条 の ２ ２ 政 令 で 指 定 す る 人 口 ２ ０ 万以 上 の 市 （ 以 下 「中 核 市 」 と い う 。）は 、

第 ２ ５ ２ 条 の １ ９ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 指 定 都 市 が 処 理 す る こ と が で き る 事 務 の う

ち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに

比して効率的な事務その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の

事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。

２ 中核市がその事務を処理するに当たって、法律又はこれに基づく政令の定めると

ころにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その

他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定

めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又

は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命令を受ける

ものとする。

第２５２条の２３ 削除

（中核市の指定に係る手続）

第２５２条の２４ 総務大臣は、第２５２条の２２第１項の中核市の指定に係る政令の立

案をしようとするときは、関係市からの申出に基づき、これを行うものとする。

２ 前項の規定による申出をしようとするときは、関係市は、あらかじめ、当該市の

議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。

３ 前項の同意については、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。

（政令への委任）

第２５２条の２５ 第２５２条の２１の規定は、第２５２条の２２第１項の規定による中

核市の指定があった場合について準用する。

（指定都市の指定があった場合の取扱い）

第２５２条の２６ 中核市に指定された市について第２５２条の１９第１項の規定による

指定都市の指定があった場合は、当該市に係る第２５２条の２２第１項の規定によ

る中核市の指定は、その効力を失うものとする。

（中核市の指定に係る手続の特例）

第２５２条の２６の２ 第７条第１項又は第３項の規定により中核市に指定された市の区

域の全部を含む区域をもって市を設置する処分について同項の規定により総務大臣

に届出又は申請があった場合は、第２５２条の２４第１項の関係市からの申出があ

ったものとみなす。

第１３章 外部監査契約に基づく監査
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第１節 通則

（外部監査契約）

第２５２条の２７ この法律において「外部監査契約」とは、包括外部監査契約及び個別

外部監査契約をいう。

２ この法律において「包括外部監査契約」とは、第２５２条の３６第１項各号に掲

げる普通地方公共団体及び同条第２項の条例を定めた同条第１項第２号に掲げる市

以外の市又は町村が、第２条第１４項及び第１５項の規定の趣旨を達成するため、

この法律の定めるところにより、次条第１項又は第２項に規定する者の監査を受け

る と と も に 監 査 の 結 果 に 関 す る 報 告 の 提 出 を 受 け る こ と を 内 容 と す る 契 約 で あ っ

て、この法律の定めるところにより、当該監査を行う者と締結するものをいう。

３ この法律において「個別外部監査契約」とは、次の各号に掲げる普通地方公共団

体が、当該各号に掲げる請求又は要求があった場合において、この法律の定めると

ころにより、当該請求又は要求に係る事項について次条第１項又は第２項に規定す

る者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容と

する契約であって、この法律の定めるところにより、当該監査を行う者と締結する

ものをいう。

一 第２５２条の３９第１項に規定する普通地方公共団体 第７５条第１項の請求

二 第２５２条の４０第１項に規定する普通地方公共団体 第９８条第２項の請求

三 第２５２条の４１第１項に規定する普通地方公共団体 第１９９条第６項の要

求

四 第２５２条の４２第１項に規定する普通地方公共団体 第１９９条第７項の要

求

五 第２５２条の４３第１項に規定する普通地方公共団体 第２４２条第１項の請

求

（外部監査契約を締結できる者）

第２５２条の２８ 普通地方公共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団

体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であっ

て、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 弁護士（弁護士となる資格を有する者を含む。）

二 公認会計士（公認会計士となる資格を有する者を含む。）

三 国の行政機関において会計検査に関する行政事務に従事した者又は地方公共団

体において監査若しくは財務に関する行政事務に従事した者であって、監査に関

する実務に精通しているものとして政令で定めるもの

２ 普通地方公共団体は、外部監査契約を円滑に締結し又はその適正な履行を確保す

るため必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の識見を有する者であ

っ て 税 理 士 （ 税 理 士 と な る 資 格 を 有 す る 者 を 含 む 。） で あ る も の と 外 部 監 査 契 約 を

締結することができる。

３ 前２項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当す



- 122/346 -

powered by インターネット六法 .com

る者と外部監査契約を締結してはならない。

一 成年被後見人又は被保佐人

二 禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなってから３年を経過しないもの

三 破産者であって復権を得ない者

四 国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）又は地方公務員法の規定により懲

戒免職の処分を受け、当該処分の日から３年を経過しない者

五 弁 護 士 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 ２ ０ ５ 号 ）、 公 認 会 計 士 法 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １

０３号）又は税理士法（昭和２６年法律第２３７号）の規定による懲戒処分によ

り、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消又は税理士の業務の禁止の処

分を受けた者でこれらの処分を受けた日から３年を経過しないもの（これらの法

律の規定により再び業務を営むことができることとなった者を除く。）

六 懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現

にその処分を受けているもの

七 当該普通地方公共団体の議会の議員

八 当該普通地方公共団体の職員

九 当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものであった者

十 当該普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長、会計管理者又は監査

委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者

十 一 当 該 普 通 地 方 公 共 団 体 に 対 し 請 負 （ 外 部 監 査 契 約 に 基 づ く も の を 除 く 。） を

する者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締

役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人

（特定の事件についての監査の制限）

第２５２条の２９ 包括外部監査人（普通地方公共団体と包括外部監査契約を締結し、か

つ、包括外部監査契約の期間（包括外部監査契約に基づく監査を行い、監査の結果

に 関 す る 報 告 を 提 出 す べ き 期 間 を い う 。 以 下 本 章 に お い て 同 じ 。） 内 に あ る 者 を い

う 。 以 下 本 章 に お い て 同 じ 。） 又 は 個 別 外 部 監 査 人 （ 普 通 地 方 公 共 団 体 と 個 別 外 部

監査契約を締結し、かつ、個別外部監査契約の期間（個別外部監査契約に基づく監

査を行い、監査の結果に関する報告を提出すべき期間をいう。以下本章において同

じ 。） 内 に あ る 者 を い う 。 以 下 本 章 に お い て 同 じ 。） は 、 自 己 若 し く は 父 母 、 祖 父

母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれ

らの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することがで

きない。

（監査の実施に伴う外部監査人と監査委員相互間の配慮）

第２５２条の３０ 外部監査人（包括外部監査人及び個別外部監査人をいう。以下本章に

お い て 同 じ 。） は、 監 査 を 実 施 す る に 当 た っ て は 、 監 査 委 員 に そ の 旨 を 通 知 す る 等

相互の連絡を図るとともに、監査委員の監査の実施に支障を来さないよう配慮しな

ければならない。
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２ 監査委員は、監査を実施するに当たっては、外部監査人の監査の実施に支障を来

さないよう配慮しなければならない。

（監査の実施に伴う外部監査人の義務）

第２５２条の３１ 外部監査人は、外部監査契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をも

って、誠実に監査を行う義務を負う。

２ 外部監査人は、外部監査契約の履行に当たっては、常に公正不偏の態度を保持し、

自らの判断と責任において監査をしなければならない。

３ 外部監査人は、監査の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。外部監

査人でなくなった後であっても、同様とする。

４ 前項の規定に違反した者は、２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。

５ 外部監査人は、監査の事務に関しては、刑法（明治４０年法律第４５号）その他

の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

（外部監査人の監査の事務の補助）

第２５２条の３２ 外部監査人は、監査の事務を他の者に補助させることができる。この

場合においては、外部監査人は、政令の定めるところにより、あらかじめ監査委員

に協議しなければならない。

２ 監査委員は、前項の規定による協議が調った場合には、直ちに当該監査の事務を

補助する者の氏名及び住所並びに当該監査の事務を補助する者が外部監査人の監査

の事務を補助できる期間を告示しなければならない。

３ 第１項の規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。

４ 外部監査人は、監査が適正かつ円滑に行われるよう外部監査人補助者（第２項の

規定により外部監査人の監査の事務を補助する者として告示された者であって、か

つ、外部監査人の監査の事務を補助できる期間内にあるものをいう。以下本条にお

いて同じ。）を監督しなければならない。

５ 外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務を補助したことに関して知り得た

秘密を漏らしてはならない。外部監査人補助者でなくなった後であっても、同様と

する。

６ 前項の規定に違反した者は、２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。

７ 外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務の補助に関しては、刑法その他の

罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

８ 外部監査人は、第２項の規定により告示された者に監査の事務を補助させる必要

がなくなったときは、速やかに、その旨を監査委員に通知しなければならない。

９ 前項の通知があったときは、監査委員は、速やかに、当該通知があった者の氏名

及び住所並びにその者が外部監査人を補助する者でなくなったことを告示しなけれ

ばならない。

１０ 前項の規定による告示があったときは、当該告示された者が外部監査人の監査

の事務を補助できる期間は終了する。
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（外部監査人の監査への協力）

第２５２条の３３ 普通地方公共団体が外部監査人の監査を受けるに当たっては、当該普

通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員は、外部監査人の監査の適正

かつ円滑な遂行に協力するよう努めなければならない。

２ 代表監査委員は、外部監査人の求めに応じ、監査委員の監査の事務に支障のない

範囲内において、監査委員の事務局長、書記その他の職員、監査専門委員又は第１

８ ０ 条 の ３ の 規 定 に よ る 職 員 を 外 部 監 査 人 の 監 査 の 事 務 に 協 力 さ せ る こ と が で き

る。

（議会による説明の要求又は意見の陳述）

第２５２条の３４ 普通地方公共団体の議会は、外部監査人の監査に関し必要があると認

めるときは、外部監査人又は外部監査人であった者の説明を求めることができる。

２ 普通地方公共団体の議会は、外部監査人の監査に関し必要があると認めるときは、

外部監査人に対し意見を述べることができる。

（外部監査契約の解除）

第２５２条の３５ 普通地方公共団体の長は、外部監査人が第２５２条の２８第１項各号

のいずれにも該当しなくなったとき（同条第２項の規定により外部監査契約が締結

さ れ た 場 合 に あ っ て は 、 税 理 士 （ 税 理 士 と な る 資 格 を 有 す る 者 を 含 む 。） で な く な

っ た と き ）、 又 は 同 条 第 ３ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 っ た と き は 、 当 該 外 部

監査人と締結している外部監査契約を解除しなければならない。

２ 普通地方公共団体の長は、外部監査人が心身の故障のため監査の遂行に堪えない

と認めるとき、外部監査人にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又は外部監

査契約に係る義務に違反する行為があると認めるときその他外部監査人と外部監査

契約を締結していることが著しく不適当と認めるときは、外部監査契約を解除する

ことができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、

その意見を付けて議会の同意を得なければならない。

３ 外部監査人が、外部監査契約を解除しようとするときは、普通地方公共団体の長

の同意を得なければならない。この場合においては、当該普通地方公共団体の長は、

あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。

４ 前２項の規定による意見は、監査委員の合議によるものとする。

５ 普通地方公共団体の長は、第１項若しくは第２項の規定により外部監査契約を解

除したとき、又は第３項の規定により外部監査契約を解除されたときは、直ちに、

その旨を告示するとともに、遅滞なく、新たに外部監査契約を締結しなければなら

ない。

６ 外部監査契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。

第２節 包括外部監査契約に基づく監査
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（包括外部監査契約の締結）

第２５２条の３６ 次に掲げる普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、毎

会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しな

ければならない。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、

議会の議決を経なければならない。

一 都道府県

二 政令で定める市

２ 前項第２号に掲げる市以外の市又は町村で、契約に基づく監査を受けることを条

例により定めたものの長は、同項の政令で定めるところにより、条例で定める会計

年度において、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結

しなければならない。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとと

もに、議会の議決を経なければならない。

３ 前２項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

４ 第１項又は第２項の規定により包括外部監査契約を締結する場合には、第１項各

号に掲げる普通地方公共団体及び第２項の条例を定めた第１項第２号に掲げる市以

外 の 市 又 は 町 村 （ 以 下 「 包 括 外 部 監 査 対 象 団 体 」 と い う 。） は 、 連 続 し て ４ 回 、 同

一の者と包括外部監査契約を締結してはならない。

５ 包括外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。

一 包括外部監査契約の期間の始期

二 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法

三 前２号に掲げる事項のほか、包括外部監査契約に基づく監査のために必要な事

項として政令で定めるもの

６ 包括外部監査対象団体の長は、包括外部監査契約を締結したときは、前項第１号

及 び 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 項 そ の 他 政 令 で 定 め る 事 項 を 直 ち に 告 示 し な け れ ば な ら な

い。

７ 包括外部監査契約の期間の終期は、包括外部監査契約に基づく監査を行うべき会

計年度の末日とする。

８ 包括外部監査対象団体は、包括外部監査契約の期間を十分に確保するよう努めな

ければならない。

（包括外部監査人の監査）

第２５２条の３７ 包括外部監査人は、包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行

及び包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理のうち、第２条第１４項及び第

１５項の規定の趣旨を達成するため必要と認める特定の事件について監査するもの

とする。

２ 包括外部監査人は、前項の規定による監査をするに当たっては、当該包括外部監

査対象団体の財務に関する事務の執行及び当該包括外部監査対象団体の経営に係る

事業の管理が第２条第１４項及び第１５項の規定の趣旨にのつとってなされている

かどうかに、特に、意を用いなければならない。

３ 包括外部監査人は、包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に少な
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くとも１回以上第１項の規定による監査をしなければならない。

４ 包括外部監査対象団体は、当該包括外部監査対象団体が第１９９条第７項に規定

する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係

るもの、当該包括外部監査対象団体が出資しているもので同項の政令で定めるもの

の出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、当該包括外部監査対象団体が借

入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当

該保証に係るもの、当該包括外部監査対象団体が受益権を有する信託で同項の政令

で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は当該包

括外部監査対象団体が第２４４条の２第３項の規定に基づき公の施設の管理を行わ

せているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについて、包

括外部監査人が必要があると認めるときは監査することができることを条例により

定めることができる。

５ 包括外部監査人は、包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に、監

査の結果に関する報告を決定し、これを包括外部監査対象団体の議会、長及び監査

委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員

会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提

出しなければならない。

第２５２条の３８ 包括外部監査人は、監査のため必要があると認めるときは、監査委員

と協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係

人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を

聴くことができる。

２ 包括外部監査人は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該包括

外部監査対象団体の組織及び運営の合理化に資するため、監査の結果に関する報告

に添えてその意見を提出することができる。

３ 監査委員は、前条第５項の規定により監査の結果に関する報告の提出があったと

きは、これを公表しなければならない。

４ 監査委員は、包括外部監査人の監査の結果に関し必要があると認めるときは、当

該包括外部監査対象団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員

会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他

法律に基づく委員会又は委員にその意見を提出することができる。

５ 第１項の規定による協議又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議に

よるものとする。

６ 前条第５項の規定による監査の結果に関する報告の提出があった場合において、

当該監査の結果に関する報告の提出を受けた包括外部監査対象団体の議会、長、教

育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委

員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、

又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知す

るものとする。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しな

ければならない。
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第３節 個別外部監査契約に基づく監査

（第７５条の規定による監査の特例）

第２５２条の３９ 第７５条第１項の請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて

契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の

同項の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、同項の請求をする場合に

おいて、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によること

を求めることができる。

２ 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第７５

条第１項の請求（以下本条において「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」

という。）については、第７５条第２項から第４項までの規定は、適用しない。

３ 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求があったときは、監査委員は、直ち

に、政令の定めるところにより、請求の要旨を公表するとともに、当該事務の監査

の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契

約に基づく監査によることについての意見を付けて、その旨を当該普通地方公共団

体の長に通知しなければならない。

４ 前項の規定による通知があったときは、当該普通地方公共団体の長は、当該通知

があった日から２０日以内に議会を招集し、同項の規定による監査委員の意見を付

けて、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に

代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会に付議し、その結

果を監査委員に通知しなければならない。

５ 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個

別 外 部 監 査 契 約 に 基 づ く 監 査 に よ る こ と に つ い て 議 会 の 議 決 を 経 た 場 合 に お い て

は、当該普通地方公共団体の長は、政令の定めるところにより、当該事務の監査の

請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査契約を一の者と

締結しなければならない。

６ 前項の個別外部監査契約を締結する場合においては、当該普通地方公共団体の長

は、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

７ 第３項又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

８ 第５項の個別外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。

一 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項

二 個別外部監査契約の期間

三 個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法

四 前３号に掲げる事項のほか、個別外部監査契約に基づく監査のために必要な事

項として政令で定めるもの

９ 普通地方公共団体の長は、第５項の個別外部監査契約を締結したときは、前項第

１号から第３号までに掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければ

ならない。
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１０ 包括外部監査対象団体の長が、第５項の個別外部監査契約を当該包括外部監査

対象団体の包括外部監査人と締結するときは、第６項の規定は、適用しない。この

場合においては、当該個別外部監査契約は、個別外部監査契約の期間が当該包括外

部監査対象団体が締結している包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間

を超えないものであり、かつ、個別外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の

額の算定方法が当該包括外部監査契約で定める包括外部監査契約を締結した者に支

払うべき費用の額の算定方法に準じたものでなければならない。

１１ 前項の規定により第５項の個別外部監査契約を締結した包括外部監査対象団体

の長は、その旨を議会に報告しなければならない。

１２ 第５項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個

別外部監査契約の期間内に、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事

項につき監査し、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを当該

個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体の議会、長及び監査委員並びに関係

のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、

労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければなら

ない。

１３ 監査委員は、前項の規定により監査の結果に関する報告の提出があったときは、

これを当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る代表者に送付し、か

つ、公表しなければならない。

１４ 前条第１項、第２項及び第４項から第６項までの規定は、事務の監査の請求に

係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用

する。この場合において、同条第２項及び第４項中「包括外部監査対象団体」とあ

るのは「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と、同条第６項中「前条

第５項」とあるのは「次条第１２項」と、「包括外部監査対象団体」とあるのは「個

別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。

１５ 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代え

て個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会がこれを否決したとき

は、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第１項の規定に

より個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第７５条第１項

の請求であったものとみなして、同条第３項及び第４項の規定を適用する。

（第９８条第２項の規定による監査の特例）

第２５２条の４０ 第９８条第２項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契

約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の議

会は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由

を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によるこ

とを求めることができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴か

なければならない。

２ 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第９８

条 第 ２ 項 の 請 求 （ 以 下 本 条 に お い て 「 議 会 か ら の 個 別 外 部 監 査 の 請 求 」 と い う 。）
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については、監査委員は、当該議会からの個別外部監査の請求に係る事項について

の監査及び監査の結果に関する報告は行わない。

３ 議会からの個別外部監査の請求があったときは、監査委員は、直ちにその旨を当

該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。

４ 前条第５項から第１１項までの規定は、前項の規定による通知があった場合につ

いて準用する。この場合において、同条第５項中「事務の監査の請求に係る個別外

部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によ

ることについて議会の議決を経た」とあるのは「次条第３項の規定による通知があ

っ た 」 と 、「 事 務 の 監 査 の 請 求 に 係 る 個 別 外 部 監 査 の 請 求 に 係 る 」 と あ る の は 「 同

条第２項に規定する議会からの個別外部監査の請求に係る」と、同条第７項中「第

３項」とあるのは「次条第１項」と、同条第８項第１号中「事務の監査の請求に係

る個別外部監査の請求」とあるのは「次条第２項に規定する議会からの個別外部監

査の請求」と読み替えるものとする。

５ 前項において準用する前条第５項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別

外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、議会からの個別外部監査の請

求に係る事項につき監査しなければならない。

６ 第１９９条第２項後段、第２５２条の３７第５項及び第２５２条の３８の規定は、

議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査につい

て準用する。この場合において、第２５２条の３７第５項並びに第２５２条の３８

第 ２ 項 、 第 ４ 項 及 び 第 ６ 項 中 「 包 括 外 部 監 査 対 象 団 体 」 と あ る の は 、「 個 別 外 部 監

査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。

（第１９９条第６項の規定による監査の特例）

第２５２条の４１ 第１９９条第６項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代え

て契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体

の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理

由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査による

ことを求めることができる。

２ 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第１９

９ 条 第 ６ 項 の 要 求 （ 以 下 本 条 に お い て 「 長 か ら の 個 別 外 部 監 査 の 要 求 」 と い う 。）

については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該長からの個別外部監査の

要求に係る事項についての監査は行わない。

３ 長からの個別外部監査の要求があったときは、監査委員は、直ちに、監査委員の

監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通

地方公共団体の長に通知しなければならない。

４ 第２５２条の３９第４項から第１１項までの規定は、前項の規定による通知があ

った場合について準用する。この場合において、同条第４項中「前項」とあるのは

「 第 ２ ５ ２ 条 の ４ １ 第 ３ 項 」 と 、「 長 は 、 当 該 通 知 が あ っ た 日 か ら ２ ０ 日 以 内 に 議

会 を 招 集 し 」 と あ る の は 「 長 は 」 と 、「 事務 の 監 査 の 請 求 に 係 る 個 別 外 部 監 査 の 請

求 」 と あ る の は 「 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 長 か ら の 個 別 外 部 監 査 の 要 求 」 と 、「 付 議
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し、その結果を監査委員に通知しなければならない」とあるのは「付議しなければ

ならない」と、同条第５項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求につい

て」とあるのは「第２５２条の４１第２項に規定する長からの個別外部監査の要求

に つ い て 」 と 、「 事務 の 監 査 の 請 求 に 係 る 個 別 外 部 監 査 の 請 求 に 係 る 」 と あ る の は

「同項に規定する長からの個別外部監査の要求に係る」と、同条第７項中「第３項」

とあるのは「第２５２条の４１第３項」と、同条第８項第１号中「事務の監査の請

求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第２５２条の４１第２項に規定する長

からの個別外部監査の要求」と読み替えるものとする。

５ 前項において準用する第２５２条の３９第５項の個別外部監査契約を締結した者

は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、長からの個別外

部監査の要求に係る事項につき監査しなければならない。

６ 第２５２条の３７第５項及び第２５２条の３８の規定は、長からの個別外部監査

の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合に

おいて、第２５２条の３７第５項並びに第２５２条の３８第２項、第４項及び第６

項 中 「 包 括 外 部 監 査 対 象 団 体 」 と あ る の は 、「 個 別 外 部 監 査 契 約 を 締 結 し た 普 通 地

方公共団体」と読み替えるものとする。

（第１９９条第７項の規定による監査の特例）

第２５２条の４２ 普通地方公共団体が第１９９条第７項に規定する財政的援助を与えて

いるものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、普通地方公共団

体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該

出資に係るもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証して

いるものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、普通地方公共団体が受

益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で

当該信託に係るもの又は普通地方公共団体が第２４４条の２第３項の規定に基づき

公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に

係るものについての第１９９条第７項の要求に係る監査について、監査委員の監査

に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公

共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、

その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査

によることを求めることができる。

２ 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第１９

９条第７項の要求（以下本条において「財政的援助を与えているもの等に係る個別

外 部 監 査 の 要 求 」 と い う 。） に つ い て は 、 同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 監 査 委 員 は 、

当該財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項について

の監査は行わない。

３ 財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求があったときは、監査

委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によるこ

とについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。

４ 第２５２条の３９第４項から第１１項までの規定は、前項の規定による通知があ
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った場合について準用する。この場合において、同条第４項中「前項」とあるのは

「 第 ２ ５ ２ 条 の ４ ２ 第 ３ 項 」 と 、「 長 は 、 当 該 通 知 が あ っ た 日 か ら ２ ０ 日 以 内 に 議

会 を 招 集 し 」 と あ る の は 「 長 は 」 と 、「 事務 の 監 査 の 請 求 に 係 る 個 別 外 部 監 査 の 請

求」とあるのは「同条第２項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別

外 部 監 査 の 要 求 」 と 、「 付 議 し 、 そ の 結 果 を 監 査 委 員 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 」

とあるのは「付議しなければならない」と、同条第５項中「事務の監査の請求に係

る個別外部監査の請求について」とあるのは「第２５２条の４２第２項に規定する

財 政 的 援 助 を 与 え て い る も の 等 に 係 る 個 別 外 部 監 査 の 要 求 に つ い て 」 と 、「 事 務 の

監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する財政的

援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る」と、同条第７項中「第

３項」とあるのは「第２５２条の４２第３項」と、同条第８項第１号中「事務の監

査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第２５２条の４２第２項に規定

する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」と読み替えるもの

とする。

５ 前項において準用する第２５２条の３９第５項の個別外部監査契約を締結した者

は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、財政的援助を与

えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項につき監査しなければならな

い。

６ 第２５２条の３７第５項及び第２５２条の３８の規定は、財政的援助を与えてい

るもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査に

ついて準用する。この場合において、第２５２条の３７第５項並びに第２５２条の

３ ８ 第 ２ 項 、 第 ４ 項 及 び 第 ６ 項 中 「 包 括 外 部 監 査 対 象 団 体 」 と あ る の は 、「 個 別 外

部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。

（住民監査請求等の特例）

第２５２条の４３ 第２４２条第１項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて

契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の

住民は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、政令の

定めるところにより、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部

監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

２ 監査委員は、前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求め

られた第２４２条第１項の請求（以下本条において「住民監査請求に係る個別外部

監 査 の 請 求 」 と い う 。） が あ っ た 場 合 に お い て 、 当 該 住 民 監 査 請 求 に 係 る 個 別 外 部

監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によ

ることが相当であると認めるときは、個別外部監査契約に基づく監査によることを

決定し、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があった日から２０日以内に、

その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合において

は、監査委員は、当該通知をした旨を、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請

求に係る請求人に直ちに通知しなければならない。

３ 第２５２条の３９第５項から第１１項までの規定は、前項前段の規定による通知
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があった場合について準用する。この場合において、同条第５項中「事務の監査の

請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約

に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは「第２５２条の４

３ 第 ２ 項 前 段 の 規 定 に よ る 通 知 が あ っ た 」 と 、「 事 務 の 監 査 の 請 求 に 係 る 個 別 外 部

監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査

の請求に係る」と、同条第７項中「第３項」とあるのは「第２５２条の４３第２項

の規定による監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることの

決定」と、同条第８項第１号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」と

あるのは「第２５２条の４３第２項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の

請求」と読み替えるものとする。

４ 前項において準用する第２５２条の３９第５項の個別外部監査契約を締結した者

は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、住民監査請求に

係る個別外部監査の請求に係る事項について監査を行い、かつ、監査の結果に関す

る報告を決定するとともに、これを監査委員に提出しなければならない。

５ 第２項前段の規定による通知があった場合における第２４２条第４項から第６項

まで、第８項及び第９項並びに第２４２条の２の規定の適用については、第２４２

条第４項中「第１項の規定による請求があった場合においては、監査委員は、監査

を行い」とあるのは「第２５２条の４３第４項の規定による監査の結果に関する報

告の提出があった場合においては、監査委員は、当該監査の結果に関する報告に基

づ き 」 と 、「 請 求 人 に 通 知 す る 」 と あ る の は 「 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 住 民 監 査 請 求

に 係 る 個 別 外 部 監 査 の 請 求 に 係 る 請 求 人 （ 以 下 本 条 に お い て 「 請 求 人 」 と い う 。）

に通知する」と、同条第５項中「監査委員の監査」とあるのは「請求に理由がある

か ど う か の 決 定 」 と 、「 第 １ 項 の 規 定 に よ る 請 求 」 と あ る の は 「 第 ２ ５ ２ 条 の ４ ３

第 ２ 項 に 規 定 す る 住 民 監 査 請 求 に 係 る 個 別 外 部 監 査 の 請 求 」 と 、「 ６ ０ 日 」 と あ る

のは「９０日」と、同条第６項中「監査委員は、第４項の」とあるのは「第２５２

条の４３第３項において準用する第２５２条の３９第５項の個別外部監査契約を締

結した者は、第２５２条の４３第４項の」と、同条第８項中「第３項の規定による

勧 告 並 び に 第 ４ 項 」 と あ る の は 「 第 ４ 項 」 と 、「 監 査 及 び 」 と あ る の は 「 請 求 に 理

由があるかどうかの決定及び」と、第２４２条の２第１項中「前条第１項の規定に

よる請求をした場合において、同条第４項の規定による監査委員の監査の結果」と

あるのは「第２５２条の４３第２項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の

請求をした場合において、前条第４項の規定による請求に理由がない旨の決定」と、

「監査若しくは勧告」とあるのは「請求に理由がない旨の決定若しくは勧告」と、

「同条第１項の請求」とあるのは「第２５２条の４３第２項に規定する住民監査請

求に係る個別外部監査の請求」と、同条第２項第１号中「監査委員の監査の結果」

と あ る の は 「 監 査 委 員 の 請 求 に 理 由 が な い 旨 の 決 定 」 と 、「 当 該 監 査 の 結 果 」 と あ

るのは「当該請求に理由がない旨」と、同項第３号中「６０日」とあるのは「９０

日」と、「監査又は」とあるのは「請求に理由がない旨の決定又は」とする。

６ 第２５２条の３８第１項、第２項及び第５項の規定は、住民監査請求に係る個別

外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。こ
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の 場 合 に お い て 、 同 条 第 ２ 項 中 「 包 括 外 部 監 査 対 象 団 体 」 と あ る の は 、「 個 別 外 部

監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。

７ 個別外部監査人は、第５項において読み替えて適用する第２４２条第６項の規定

による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執

行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、

監査委員と協議して、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若し

くは職員又は請求人を立ち会わせることができる。

８ 前項の規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。

９ 住民監査請求に係る個別外部監査の請求があった場合において、監査委員が当該

住民監査請求に係る個別外部監査の請求があった日から２０日以内に、当該普通地

方公共団体の長に第２項前段の規定による通知を行わないときは、当該住民監査請

求に係る個別外部監査の請求は、初めから第１項の規定により個別外部監査契約に

基づく監査によることが求められていない第２４２条第１項の請求であったものと

みなす。この場合においては、監査委員は、同条第４項の規定による通知を行うと

きに、併せて当該普通地方公共団体の長に第２項前段の規定による通知を行わなか

った理由を書面により当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に

通知し、かつ、これを公表しなければならない。

（個別外部監査契約の解除）

第２５２条の４４ 第２５２条の３５第２項、第４項及び第５項の規定は、個別外部監査

人が第２５２条の２９の規定により監査することができなくなったと認められる場

合について準用する。

第４節 雑則

（一部事務組合等に関する特例）

第２５２条の４５ 第２節の規定の適用については、一部事務組合又は広域連合は、第２

５２条の３６第１項第２号に掲げる市以外の市又は町村とみなす。

（政令への委任）

第２５２条の４６ この法律に規定するもののほか、外部監査契約に基づく監査に関し必

要な事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第１４章 補則

第２５３条 都道府県知事の権限に属する市町村に関する事件で数都道府県にわたるもの

があるときは、関係都道府県知事の協議により、その事件を管理すべき都道府県知

事を定めることができる。
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○２ 前項の場合において関係都道府県知事の協議が調わないときは、総務大臣は、そ

の事件を管理すべき都道府県知事を定め、又は都道府県知事に代ってその権限を行

うことができる。

第２５４条 この法律における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ず

る全国的な人口調査の結果による人口による。

第２５５条 この法律に規定するものを除くほか、第６条第１項及び第２項、第６条の２

第１項並びに第７条第１項及び第３項の場合において必要な事項は、政令でこれを

定める。

第２５５条の２ 法定受託事務に係る次の各号に掲げる処分及びその不作為についての審

査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に対

してするものとする。この場合において、不作為についての審査請求は、他の法律

に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に代えて、当該不作為に

係る執行機関に対してすることもできる。

一 都道府県知事その他の都道府県の執行機関の処分 当該処分に係る事務を規定

する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣

二 市町村長その他の市町村の執行機関（教育委員会及び選挙管理委員会を除く。）

の処分 都道府県知事

三 市町村教育委員会の処分 都道府県教育委員会

四 市町村選挙管理委員会の処分 都道府県選挙管理委員会

２ 普通地方公共団体の長その他の執行機関が法定受託事務に係る処分をする権限を

当該執行機関の事務を補助する職員若しくは当該執行機関の管理に属する機関の職

員又は当該執行機関の管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を

受 け た 職 員 又 は 行 政 機 関 の 長 が そ の 委 任 に 基 づ い て し た 処 分 に 係 る 審 査 請 求 に つ

き、当該委任をした執行機関が裁決をしたときは、他の法律に特別の定めがある場

合を除くほか、当該裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。この

場合において、当該再審査請求は、当該委任をした執行機関が自ら当該処分をした

ものとした場合におけるその処分に係る審査請求をすべき者に対してするものとす

る。

第２５５条の３ 普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合においては、過

料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を

与えなければならない。

第２５５条の４ 法律の定めるところにより異議の申出、審査請求、再審査請求又は審査

の申立てをすることができる場合を除くほか、普通地方公共団体の事務についてこ

の法律の規定により普通地方公共団体の機関がした処分により違法に権利を侵害さ

れたとする者は、その処分があった日から２１日以内に、都道府県の機関がした処
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分については総務大臣、市町村の機関がした処分については都道府県知事に審決の

申請をすることができる。

第２５５条の５ 総務大臣又は都道府県知事に対して第１４３条第３項（第１８０条の５

第 ８ 項 及 び 第 １ ８ ４ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 審 査 請 求 又 は こ の

法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請があった場合においては、総務

大臣又は都道府県知事は、第２５１条第２項の規定により自治紛争処理委員を任命

し、その審理を経た上、審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決若

しくは裁定をし、又は審決をするものとする。ただし、行政不服審査法第２４条（第

２ ５ ８ 条 第 １ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に よ り 当 該 審 査 請 求 、 審 査

の申立て又は審決の申請を却下する場合は、この限りでない。

２ 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法第９条、第１７条及び第４

３条の規定は、適用しない。この場合における同法の他の規定の適用についての必

要な技術的読替えは、政令で定める。

３ 第１項に規定する審査の申立て又は審決の申請については、第２５８条第１項に

おいて準用する行政不服審査法第９条の規定は、適用しない。この場合における同

項において準用する行政不服審査法の他の規定の適用についての必要な技術的読替

えは、政令で定める。

４ 前３項に規定するもののほか、第１項の規定による自治紛争処理委員の審理に関

し必要な事項は、政令で定める。

第２５６条 市町村の境界に関する裁定若しくは決定又は市町村の境界の確定、普通地方

公共団体における直接請求の署名簿の署名、直接請求に基づく議会の解散又は議員

若しくは長の解職の投票及び副知事、副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理

委員、監査委員又は公安委員会の委員の解職の議決、議会において行う選挙若しく

は決定又は再議決若しくは再選挙、選挙管理委員会において行う資格の決定その他

この法律に基づく住民の賛否の投票に関する効力は、この法律に定める争訟の提起

期 間 及 び 管 轄 裁 判 所 に 関 す る 規 定 に よ る こ と に よ っ て の み こ れ を 争 う こ と が で き

る。

第２５７条 この法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による審査の

申立てに対する裁決は、その申立てを受理した日から９０日以内にこれをしなけれ

ばならない。

○２ この法律の規定による異議の申出又は審査の申立てに対して決定又は裁決をすべ

き期間内に決定又は裁決がないときは、その申出又は申立てをしりぞける旨の決定

又は裁決があったものとみなすことができる。

第２５８条 この法律又は政令に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定によ

る異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、行政不服審査法第９条か

ら第１４条まで、第１８条第１項ただし書及び第３項、第１９条第１項、第２項、
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第４項及び第５項第３号、第２１条、第２２条第１項から第３項まで及び第５項、

第２３条から第３８条まで、第４０条から第４２条まで、第４４条、第４５条、第

４６条第１項、第４７条、第４８条並びに第５０条から第５３条までの規定を準用

する。

２ 前項において準用する行政不服審査法の規定に基づく処分及びその不作為につい

ては、行政不服審査法第２条及び第３条の規定は、適用しない。

第２５９条 郡の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は郡の区域若しくはその

名称を変更しようとするときは、都道府県知事が、当該都道府県の議会の議決を経

てこれを定め、総務大臣に届け出なければならない。

○２ 郡の区域内において市の設置があったとき、又は郡の区域の境界にわたって市町

村の境界の変更があったときは、郡の区域も、また、自ら変更する。

○３ 郡の区域の境界にわたって町村が設置されたときは、その町村の属すべき郡の区

域は、第１項の例によりこれを定める。

○４ 第１項から第３項までの場合においては、総務大臣は、直ちにその旨を告示する

とともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。第７条第８項

の規定は、第１項又は前項の規定により郡の区域をあらたに画し、若しくはこれを

廃止し、又は郡の区域を変更する場合にこれを準用する。

○５ 第１項乃至第３項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。

第２６０条 市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町

若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若

しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めな

ければならない。

○２ 前項の規定による処分をしたときは、市町村長は、これを告示しなければならな

い。

○３ 第１項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規

定による告示によりその効力を生ずる。

第２６０条の２ 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に

基 づ い て 形 成 さ れ た 団 体 （ 以 下 本 条 に お い て 「 地 縁 に よ る 団 体 」 と い う 。） は 、 地

域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長

の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義

務を負う。

○２ 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、

その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。

一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社

会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活

動を行っていると認められること。

二 その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
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三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、

その相当数の者が現に構成員となっていること。

四 規約を定めていること。

○３ 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。

一 目的

二 名称

三 区域

四 主たる事務所の所在地

五 構成員の資格に関する事項

六 代表者に関する事項

七 会議に関する事項

八 資産に関する事項

○４ 第２項第２号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続してい

る区域の現況によらなければならない。

○５ 市町村長は、地縁による団体が第２項各号に掲げる要件に該当していると認める

ときは、第１項の認可をしなければならない。

○６ 第１項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組

織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。

○ ７ 第 １ 項 の 認 可 を 受 け た 地 縁 に よ る 団 体 （ 以 下 「 認 可 地 縁団 体 」 と い う 。） は、 正

当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。

○８ 認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対

し不当な差別的取扱いをしてはならない。

○９ 認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。

○１０ 市町村長は、第１項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、こ

れを告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とす

る。

○１１ 認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があったときは、

総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。

○１２ 何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第１０項の規定に

より告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合におい

て、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求

めることができる。

○１３ 認可地縁団体は、第１０項の告示があるまでは、認可地縁団体となったこと及

び第１０項の規定に基づいて告示された事項をもって第三者に対抗することができ

ない。

○１４ 市町村長は、認可地縁団体が第２項各号に掲げる要件のいずれかを欠くことと

なったとき、又は不正な手段により第１項の認可を受けたときは、その認可を取り

消すことができる。

○１５ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）第４

条及び第７８条の規定は、認可地縁団体に準用する。
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○１６ 認可地縁団体は、法人税法（昭和４０年法律第３４号）その他法人税に関する

法令の規定の適用については、同法第２条第６号に規定する公益法人等とみなす。

この場合において、同法第３７条の規定を適用する場合には同条第４項中「公益法

人等（」とあるのは「公益法人等（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６

０条の２第７項に規定する認可地縁団体（以下「認可地縁団体」という。）並びに」

と、同法第６６条の規定を適用する場合には同条第１項及び第２項中「普通法人」

と あ る の は 「 普 通 法 人 （ 認 可 地 縁 団 体 を 含 む 。）」 と 、 同 条 第 ３ 項 中 「 公 益 法 人 等

（」とあるのは「公益法人等（認可地縁団体及び」とする。

○１７ 認可地縁団体は、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）その他消費税に関す

る法令の規定の適用については、同法別表第３に掲げる法人とみなす。

第２６０条の３ 認可地縁団体の規約は、総構成員の４分の３以上の同意があるときに限

り、変更することができる。ただし、当該規約に別段の定めがあるときは、この限

りでない。

○２ 前項の規定による規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生

じない。

第２６０条の４ 認可地縁団体は、認可を受ける時及び毎年１月から３月までの間に財産

目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、

特に事業年度を設けるものは、認可を受ける時及び毎事業年度の終了の時に財産目

録を作成しなければならない。

○２ 認可地縁団体は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更

を加えなければならない。

第２６０条の５ 認可地縁団体には、１人の代表者を置かなければならない。

第２６０条の６ 認可地縁団体の代表者は、認可地縁団体のすべての事務について、認可

地縁団体を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決

議に従わなければならない。

第２６０条の７ 認可地縁団体の代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗す

ることができない。

第２６０条の８ 認可地縁団体の代表者は、規約又は総会の決議によって禁止されていな

いときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

第２６０条の９ 認可地縁団体の代表者が欠けた場合において、事務が遅滞することによ

り損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によ

り、仮代表者を選任しなければならない。
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第２６０条の１０ 認可地縁団体と代表者との利益が相反する事項については、代表者は、

代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求

により、特別代理人を選任しなければならない。

第２６０条の１１ 認可地縁団体には、規約又は総会の決議で、１人又は数人の監事を置

くことができる。

第２６０条の１２ 認可地縁団体の監事の職務は、次のとおりとする。

一 財産の状況を監査すること。

二 代表者の業務の執行の状況を監査すること。

三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく

不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。

四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

第２６０条の１３ 認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年１回、構成員の通常総会を

開かなければならない。

第２６０条の１４ 認可地縁団体の代表者は、必要があると認めるときは、いつでも臨時

総会を招集することができる。

○ ２ 総 構 成 員 の ５ 分 の １ 以 上 か ら 会 議 の 目 的 で あ る 事 項 を 示 し て 請 求 が あ っ た と き

は、認可地縁団体の代表者は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総構

成員の５分の１の割合については、規約でこれと異なる割合を定めることができる。

第２６０条の１５ 認可地縁団体の総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも５日前

に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従ってしなければなら

ない。

第２６０条の１６ 認可地縁団体の事務は、規約で代表者その他の役員に委任したものを

除き、すべて総会の決議によって行う。

第２６０条の１７ 認可地縁団体の総会においては、第２６０条の１５の規定によりあら

かじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、規約に別

段の定めがあるときは、この限りでない。

第２６０条の１８ 認可地縁団体の各構成員の表決権は、平等とする。

○２ 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によって表決を

することができる。

○３ 前２項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない。

第２６０条の１９ 認可地縁団体と特定の構成員との関係について議決をする場合には、
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その構成員は、表決権を有しない。

第２６０条の２０ 認可地縁団体は、次に掲げる事由によって解散する。

一 規約で定めた解散事由の発生

二 破産手続開始の決定

三 認可の取消し

四 総会の決議

五 構成員が欠けたこと。

第２６０条の２１ 認可地縁団体は、総構成員の４分の３以上の賛成がなければ、解散の

決議をすることができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りで

ない。

第２６０条の２２ 認可地縁団体がその債務につきその財産をもって完済することができ

なくなった場合には、裁判所は、代表者若しくは債権者の申立てにより又は職権で、

破産手続開始の決定をする。

○２ 前項に規定する場合には、代表者は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければ

ならない。

第２６０条の２３ 解散した認可地縁団体は、清算の目的の範囲内において、その清算の

結了に至るまではなお存続するものとみなす。

第２６０条の２４ 認可地縁団体が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場

合を除き、代表者がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又

は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。

第２６０条の２５ 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたた

め損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求

により又は職権で、清算人を選任することができる。

第２６０条の２６ 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請

求により又は職権で、認可地縁団体の清算人を解任することができる。

第２６０条の２７ 認可地縁団体の清算人の職務は、次のとおりとする。

一 現務の結了

二 債権の取立て及び債務の弁済

三 残余財産の引渡し

○２ 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることがで

きる。
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第２６０条の２８ 認可地縁団体の清算人は、その就職の日から２箇月以内に、少なくと

も３回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨

の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、２箇月を下ること

ができない。

○２ 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥される

べき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥す

ることができない。

○３ 認可地縁団体の清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしな

ければならない。

○４ 第１項の公告は、官報に掲載してする。

第２６０条の２９ 前条第１項の期間の経過後に申出をした債権者は、認可地縁団体の債

務 が 完 済 さ れ た 後 ま だ 権 利 の 帰 属 す べ き 者 に 引 き 渡 さ れ て い な い 財 産 に 対 し て の

み、請求をすることができる。

第２６０条の３０ 清算中に認可地縁団体の財産がその債務を完済するのに足りないこと

が明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を

公告しなければならない。

○２ 清算人は、清算中の認可地縁団体が破産手続開始の決定を受けた場合において、

破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

○３ 前項に規定する場合において、清算中の認可地縁団体が既に債権者に支払い、又

は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り

戻すことができる。

○４ 第１項の規定による公告は、官報に掲載してする。

第２６０条の３１ 解散した認可地縁団体の財産は、規約で指定した者に帰属する。

○２ 規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかっ

たときは、代表者は、市町村長の認可を得て、その認可地縁団体の目的に類似する

目的のために、その財産を処分することができる。ただし、総会の決議を経なけれ

ばならない。

○３ 前２項の規定により処分されない財産は、市町村に帰属する。

第２６０条の３２ 認可地縁団体の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

○２ 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

第２６０条の３３ 認可地縁団体の清算が結了したときは、清算人は、その旨を市町村長

に届け出なければならない。

第２６０条の３４ 認可地縁団体に係る次に掲げる事件は、その主たる事務所の所在地を

管轄する地方裁判所の管轄に属する。



- 142/346 -

powered by インターネット六法 .com

一 仮代表者又は特別代理人の選任に関する事件

二 解散及び清算の監督に関する事件

三 清算人に関する事件

第２６０条の３５ 認可地縁団体の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てるこ

とができない。

第２６０条の３６ 裁判所は、第２６０条の２５の規定により清算人を選任した場合には、

認可地縁団体が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場

合においては、裁判所は、当該清算人（監事を置く認可地縁団体にあっては、当該

清算人及び監事）の陳述を聴かなければならない。

第２６０条の３７ 裁判所は、認可地縁団体の解散及び清算の監督に必要な調査をさせる

ため、検査役を選任することができる。

○２ 前２条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用

する。この場合において、前条中「清算人（監事を置く認可地縁団体にあっては、

当 該 清 算 人 及 び 監 事 ）」 と あ る の は 、「 認 可 地 縁 団 体 及 び 検 査 役 」 と 読 み 替 え る も

のとする。

第２６０条の３８ 認可地縁団体が所有する不動産であって表題部所有者（不動産登記法

（平成１６年法律第１２３号）第２条第１０号に規定する表題部所有者をいう。以

下 こ の 項 に お い て 同 じ 。） 又 は 所 有 権 の 登 記 名 義 人 の 全 て が 当 該 認 可 地 縁 団 体 の 構

成員又はかって当該認可地縁団体の構成員であった者であるもの（当該認可地縁団

体によって、１０年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有されているものに

限 る 。） に つ い て 、 当 該 不 動 産 の 表 題 部 所 有 者 若 し く は 所 有 権 の 登 記 名 義 人 又 は こ

れ ら の 相 続 人 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 登 記 関 係 者 」 と い う 。） の 全 部 又 は 一 部 の 所

在が知れない場合において、当該認可地縁団体が当該認可地縁団体を登記名義人と

する当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をしようとするときは、当該認可地

縁団体は、総務省令で定めるところにより、当該不動産に係る次項の公告を求める

旨を市町村長に申請することができる。この場合において、当該申請を行う認可地

縁団体は、次の各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付しなければならな

い。

一 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。

二 当該認可地縁団体が当該不動産を１０年以上所有の意思をもって平穏かつ公然

と占有していること。

三 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体

の構成員又はかって当該認可地縁団体の構成員であった者であること。

四 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。

○２ 市町村長は、前項の申請を受けた場合において、当該申請を相当と認めるときは、

総務省令で定めるところにより、当該申請を行った認可地縁団体が同項に規定する



- 143/346 -

powered by インターネット六法 .com

不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある当該不動産の

登記関係者又は当該不動産の所有権を有することを疎明する者（次項から第５項ま

で に お い て 「 登 記 関 係 者 等 」 と い う 。） は、 当 該 市 町 村 長 に 対 し 異 議 を 述 べ る べ き

旨を公告するものとする。この場合において、公告の期間は、３月を下ってはなら

ない。

○３ 前項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べなかったとき

は、第１項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて当

該公告に係る登記関係者の承諾があったものとみなす。

○４ 市町村長は、前項の規定により第１項に規定する不動産の所有権の保存又は移転

の登記をすることについて登記関係者の承諾があったものとみなされた場合には、

総務省令で定めるところにより、当該市町村長が第２項の規定による公告をしたこ

と及び登記関係者等が同項の期間内に異議を述べなかったことを証する情報を第１

項の規定により申請を行った認可地縁団体に提供するものとする。

○５ 第２項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、

市町村長は、総務省令で定めるところにより、その旨及びその内容を第１項の規定

により申請を行った認可地縁団体に通知するものとする。

第２６０条の３９ 不動産登記法第７４条第１項の規定にかかわらず、前条第４項に規定

する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報（同法第１８条に規定する申

請 情 報 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。） と 併 せ て 当 該 証 す る 情 報 を 登 記 所 に 提 供 す る

ときは、当該認可地縁団体が当該証する情報に係る前条第１項に規定する不動産の

所有権の保存の登記を申請することができる。

○２ 不動産登記法第６０条の規定にかかわらず、前条第４項に規定する証する情報を

提供された認可地縁団体が申請情報と併せて当該証する情報を登記所に提供すると

きは、当該認可地縁団体のみで当該証する情報に係る同条第１項に規定する不動産

の所有権の移転の登記を申請することができる。

第２６０条の４０ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、認可地縁団体の代表

者又は清算人は、非訟事件手続法（平成２３年法律第５１号）により、５０万円以

下の過料に処する。

一 第２６０条の２２第２項又は第２６０条の３０第１項の規定による破産手続開

始の申立てを怠ったとき。

二 第 ２ ６ ０ 条 の ２ ８ 第 １ 項 又 は 第 ２ ６ ０ 条 の ３ ０ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 公 告 を 怠

り、又は不正の公告をしたとき。

第２６１条 一の普通地方公共団体のみに適用される特別法が国会又は参議院の緊急集会

において議決されたときは、最後に議決した議院の議長（衆議院の議決が国会の議

決となった場合には衆議院議長とし、参議院の緊急集会において議決した場合には

参 議 院 議 長 と す る 。） は 、 当 該 法 律 を 添 え て そ の 旨 を 内 閣 総 理 大 臣 に 通 知 し な け れ

ばならない。
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○２ 前項の規定による通知があったときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律を添え

てその旨を総務大臣に通知し、総務大臣は、その通知を受けた日から５日以内に、

関係普通地方公共団体の長にその旨を通知するとともに、当該法律その他関係書類

を移送しなければならない。

○３ 前項の規定による通知があったときは、関係普通地方公共団体の長は、その日か

ら３１日以後６０日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を

行わしめなければならない。

○４ 前項の投票の結果が判明したときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から

５日以内に関係書類を添えてその結果を総務大臣に報告し、総務大臣は、直ちにそ

の旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。その投票の結果が確定したことを

知ったときも、また、同様とする。

○５ 前項の規定により第３項の投票の結果が確定した旨の報告があったときは、内閣

総理大臣は、直ちに当該法律の公布の手続をとるとともに衆議院議長及び参議院議

長に通知しなければならない。

第２６２条 政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙

に関する規定は、前条第３項の規定による投票にこれを準用する。

○２ 前条第３項の規定による投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体

の選挙又は第７６条第３項の規定による解散の投票若しくは第８０条第３項及び第

８１条第２項の規定による解職の投票と同時にこれを行うことができる。

第２６３条 普通地方公共団体の経営する企業の組織及びこれに従事する職員の身分取扱

並びに財務その他企業の経営に関する特例は、別に法律でこれを定める。

第２６３条の２ 普通地方公共団体は、議会の議決を経て、その利益を代表する全国的な

公益的法人に委託することにより、他の普通地方公共団体と共同して、火災、水災、

震災その他の災害に因る財産の損害に対する相互救済事業を行うことができる。

○２ 前項の公益的法人は、毎年１回以上定期に、その事業の経営状況を関係普通地方

公共団体の長に通知するとともに、これを適当と認める新聞紙に２回以上掲載しな

ければならない。

○３ 第１項の相互救済事業で保険業に該当するものについては、保険業法は、これを

適用しない。

第２６３条の３ 都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長、市長若しくは市の議会の

議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊密にし、並び

に共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場

合においては、当該連合組織の代表者は、その旨を総務大臣に届け出なければなら

ない。

○２ 前項の連合組織で同項の規定による届出をしたものは、地方自治に影響を及ぼす

法律又は政令その他の事項に関し、総務大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、
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又は国会に意見書を提出することができる。

○３ 内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するよう努める

ものとする。

○４ 前項の場合において、当該意見が地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務

付けると認められる国の施策に関するものであるときは、内閣は、これに遅滞なく

回答するものとする。

○５ 各大臣は、その担任する事務に関し地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義

務付けると認められる施策の立案をしようとする場合には、第２項の連合組織が同

項の規定により内閣に対して意見を申し出ることができるよう、当該連合組織に当

該施策の内容となるべき事項を知らせるために適切な措置を講ずるものとする。

第３編 特別地方公共団体

第１章 削除

第２６４条～第２８０条 削除

第２章 特別区

（特別区）

第２８１条 都の区は、これを特別区という。

２ 特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているもの

を除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により

市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理

することとされるものを処理する。

（都と特別区との役割分担の原則）

第２８１条の２ 都は、特別区の存する区域において、特別区を包括する広域の地方公共

団体として、第２条第５項において都道府県が処理するものとされている事務及び

特別区に関する連絡調整に関する事務のほか、同条第３項において市町村が処理す

るものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の

一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが

必要であると認められる事務を処理するものとする。

２ 特別区は、基礎的な地方公共団体として、前項において特別区の存する区域を通

じて都が一体的に処理するものとされているものを除き、一般的に、第２条第３項

において市町村が処理するものとされている事務を処理するものとする。

３ 都及び特別区は、その事務を処理するに当たっては、相互に競合しないようにし

なければならない。
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（特別区の廃置分合又は境界変更）

第２８１条の３ 第７条の規定は、特別区については、適用しない。

第２８１条の４ 市町村の廃置分合又は境界変更を伴わない特別区の廃置分合又は境界変

更は、関係特別区の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直

ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

２ 前項の規定により特別区の廃置分合をしようとするときは、都知事は、あらかじ

め総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

３ 都と道府県との境界にわたる特別区の境界変更は、関係特別区及び関係のある普

通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。

４ 第１項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区が、前項の場合に

おいて財産処分を必要とするときは関係特別区及び関係市町村が協議してこれを定

める。

５ 第１項、第３項及び前項の申請又は協議については、関係特別区及び関係のある

普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

６ 第１項の規定による届出を受理したとき、又は第３項の規定による処分をしたと

きは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の

長に通知しなければならない。

７ 第１項又は第３項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を

生ずる。

８ 都内の市町村の区域の全部又は一部による特別区の設置は、当該市町村の申請に

基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届

け出なければならない。

９ 第２項及び第５項から第７項までの規定は、前項の規定による特別区の設置につ

いて準用する。この場合において、第２項中「前項」とあるのは「第８項」と、「廃

置分合」とあるのは「設置」と、第５項中「第１項、第３項及び前項の申請又は協

議 」 と あ る の は 「 第 ８ 項 の 申 請 」 と 、「 関係 特 別 区 及 び 関 係 の あ る 普 通 地 方 公 共 団

体」とあるのは「当該市町村」と、第６項中「第１項の規定による届出を受理した

とき、又は第３項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第８項の規定による

届出を受理したとき」と、第７項中「第１項又は第３項」とあるのは「次項」と、

「前項」とあるのは「第９項において準用する前項」と読み替えるものとする。

１０ 都内の市町村の廃置分合又は境界変更を伴う特別区の境界変更で市町村の設置

を伴わないものは、関係特別区及び関係市町村の申請に基づき、都知事が都の議会

の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

１１ 第２項及び第４項から第７項までの規定は、前項の規定による特別区の境界変

更について準用する。この場合において、第２項中「前項」とあるのは「第１０項」

と 、「 廃 置 分 合 」 と あ る の は 「 境 界 変 更 」 と 、 第 ４ 項 中 「 第 １ 項 」 と あ る の は 「 第

１ ０ 項 」 と 、「 関係 特 別 区 が 、 前 項 の 場 合 に お い て 財 産 処 分 を 必 要 と す る と き は 関

係特別区」とあるのは「、関係特別区」と、第５項中「第１項、第３項及び前項の

申請又は協議」とあるのは「第１０項の申請又は第１１項において準用する前項の
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協 議 」 と 、「 関 係 の あ る 普 通 地 方 公 共 団 体 」 と あ る の は 「 関 係 市 町 村 」 と 、 第 ６ 項

中「第１項の規定による届出を受理したとき、又は第３項の規定による処分をした

とき」とあるのは「第１０項の規定による届出を受理したとき」と、第７項中「第

１ 項 又 は 第 ３ 項 」 と あ る の は 「 第 １ ０ 項 」 と 、「 前 項 」 と あ る の は 「 第 １ １ 項 に お

いて準用する前項」と読み替えるものとする。

１２ この法律に規定するものを除くほか、第１項、第３項、第８項及び第１０項の

場合において必要な事項は、政令でこれを定める。

第２８１条の５ 第２８３条第１項の規定による特別区についての第９条第７項、第９条

の３第１項、第２項及び第６項並びに第９１条第３項及び第５項の規定の適用につ

いては、第９条第７項中「第７条第１項又は第３項及び第７項」とあるのは「第２

８１条の４第１項若しくは第３項及び第６項又は同条第１０項及び同条第１１項に

おいて準用する同条第６項」と、第９条の３第１項中「第７条第１項」とあるのは

「第２８１条の４第１項及び第１０項」と、同条第２項中「第７条第３項」とある

のは「第２８１条の４第３項」と、同条第６項中「第７条第７項及び第８項」とあ

るのは「第２８１条の４第６項及び第７項」と、第９１条第３項中「第７条第１項

又は第３項」とあるのは「第２８１条の４第１項、第３項、第８項又は第１０項」

と、同条第５項中「第７条第１項又は第３項」とあるのは「第２８１条の４第１項

又は第８項」とする。

（都と特別区及び特別区相互の間の調整）

第２８１条の６ 都知事は、特別区に対し、都と特別区及び特別区相互の間の調整上、特

別区の事務の処理について、その処理の基準を示す等必要な助言又は勧告をするこ

とができる。

（特別区財政調整交付金）

第２８２条 都は、都と特別区及び特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の

行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令の定めるところにより、条例

で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。

２ 前項の特別区財政調整交付金とは、地方税法第５条第２項に掲げる税のうち同法

第７３４条第１項及び第２項第２号の規定により都が課するものの収入額に条例で

定める割合を乗じて得た額で特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することが

できるように都が交付する交付金をいう。

３ 都は、政令の定めるところにより、第１項の特別区財政調整交付金に関する事項

について総務大臣に報告しなければならない。

４ 総務大臣は、必要があると認めるときは、第１項の特別区財政調整交付金に関す

る事項について必要な助言又は勧告をすることができる。

（都区協議会）

第２８２条の２ 都及び特別区の事務の処理について、都と特別区及び特別区相互の間の
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連絡調整を図るため、都及び特別区をもって都区協議会を設ける。

２ 前条第１項又は第２項の規定により条例を制定する場合においては、都知事は、

あらかじめ都区協議会の意見を聴かなければならない。

３ 前２項に定めるもののほか、都区協議会に関し必要な事項は、政令で定める。

（市に関する規定の適用）

第２８３条 この法律又は政令で特別の定めをするものを除くほか、第２編及び第４編中

市に関する規定は、特別区にこれを適用する。

２ 他の法令の市に関する規定中法律又はこれに基づく政令により市が処理すること

とされている事務で第２８１条第２項の規定により特別区が処理することとされて

いるものに関するものは、特別区にこれを適用する。

３ 前項の場合において、都と特別区又は特別区相互の間の調整上他の法令の市に関

する規定をそのまま特別区に適用しがたいときは、政令で特別の定めをすることが

できる。

第３章 地方公共団体の組合

第１節 総則

（組合の種類及び設置）

第２８４条 地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。

２ 普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議

により規約を定め、都道府県の加入するものにあっては総務大臣、その他のものに

あっては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場

合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事

項がなくなったときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。

３ 普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当で

あると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画（以下「広域計画」という。）

を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調

整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、

その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を

得て、広域連合を設けることができる。この場合においては、同項後段の規定を準

用する。

４ 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議し

なければならない。

第２８５条 市町村及び特別区の事務に関し相互に関連するものを共同処理するための市

町村及び特別区の一部事務組合については、市町村又は特別区の共同処理しようと

する事務が他の市町村又は特別区の共同処理しようとする事務と同一の種類のもの

でない場合においても、これを設けることを妨げるものではない。



- 149/346 -

powered by インターネット六法 .com

（設置の勧告等）

第２８５条の２ 公益上必要がある場合においては、都道府県知事は、関係のある市町村

及び特別区に対し、一部事務組合又は広域連合を設けるべきことを勧告することが

できる。

２ 都道府県知事は、第２８４条第３項の許可をしたときは直ちにその旨を公表する

とともに、総務大臣に報告しなければならない。

３ 総務大臣は、第２８４条第３項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとと

もに、国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ち

にその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

第２節 一部事務組合

（組織、事務及び規約の変更）

第２８６条 一部事務組合は、これを組織する地方公共団体（以下この節において「構成

団 体 」 と い う 。） の数 を 増 減 し 若 し く は 共 同 処 理 す る 事 務 を 変 更 し 、 又 は 一 部 事 務

組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、

都道府県の加入するものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府県知

事の許可を受けなければならない。ただし、第２８７条第１項第１号、第４号又は

第７号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、こ

の限りでない。

２ 一部事務組合は、第２８７条第１項第１号、第４号又は第７号に掲げる事項のみ

に係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、構成団体の協議によりこれ

を定め、前項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなけれ

ばならない。

（脱退による組織、事務及び規約の変更の特例）

第２８６条の２ 前条第１項本文の規定にかかわらず、構成団体は、その議会の議決を経

て、脱退する日の２年前までに他の全ての構成団体に書面で予告をすることにより、

一部事務組合から脱退することができる。

２ 前項の予告を受けた構成団体は、当該予告をした構成団体が脱退する時までに、

前条の例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。

こ の 場 合 に お い て 、 同 条 中 「 第 ２ ８ ７ 条 第 １ 項 第 １ 号 」 と あ る の は 、「 第 ２ ８ ７ 条

第１項第１号、第２号」とする。

３ 第１項の予告の撤回は、他の全ての構成団体が議会の議決を経て同意をした場合

に限り、することができる。この場合において、同項の予告をした構成団体が他の

構成団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たっては、あらかじめ、その

議会の議決を経なければならない。

４ 第１項の規定による脱退により一部事務組合の構成団体が１となったときは、当
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該一部事務組合は解散するものとする。この場合において、当該構成団体は、前条

第１項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

（規約等）

第２８７条 一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならな

い。

一 一部事務組合の名称

二 一部事務組合の構成団体

三 一部事務組合の共同処理する事務

四 一部事務組合の事務所の位置

五 一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法

六 一部事務組合の執行機関の組織及び選任の方法

七 一部事務組合の経費の支弁の方法

２ 一部事務組合の議会の議員又は管理者（第２８７条の３第２項の規定により管理

者に代えて理事会を置く第２８５条の一部事務組合にあっては、理事）その他の職

員は、第９２条第２項、第１４１条第２項及び第１９６条第３項（これらの規定を

適 用 し 又 は 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 一 部 事 務 組 合 の 構 成

団体の議会の議員又は長その他の職員と兼ねることができる。

（特例一部事務組合）

第２８７条の２ 一部事務組合（一部事務組合を構成団体とするもの並びに第２８５条に

規定する場合に設けられたもの及び次条第２項の規定により管理者に代えて理事会

を 置 く も の を 除 く 。） は 、 規 約 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 一 部 事 務 組 合 の 議 会 を

構成団体の議会をもって組織することとすることができる。

２ 前項の規定によりその議会を構成団体の議会をもって組織することとした一部事

務 組 合 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 特 例 一 部 事 務 組 合 」 と い う 。） の 管 理 者 は 、 こ の 法

律その他の法令の規定により一部事務組合の管理者が一部事務組合の議会に付議す

ることとされている事件があるときは、構成団体の長を通じて、当該事件に係る議

案を全ての構成団体の議会に提出しなければならない。

３ 前項の規定により同項に規定する事件に係る議案の提出を受けた構成団体の議会

は、当該事件を議決するものとする。

４ 構成団体の議会の議長は、前項の議決があったときは、当該構成団体の長を通じ

て、議決の結果を特例一部事務組合の管理者に送付しなければならない。

５ 特例一部事務組合にあっては、第２項に規定する事件の議会の議決は、当該議会

を組織する構成団体の議会の一致する議決によらなければならない。

６ 特例一部事務組合にあっては、この法律その他の法令の規定により一部事務組合

の執行機関が一部事務組合の議会に報告し、提出し、又は勧告することとされてい

る事項の議会への報告、提出又は勧告は、当該特例一部事務組合の執行機関が構成

団体の長を通じて当該事項を全ての構成団体の議会に報告し、提出し、又は勧告す

ることによって行うものとする。
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７ 前 編 第 ６ 章 第 １ 節 （ 第 ９ ２ 条 の ２ の 規 定 に 限 る 。）、 第 ２ 節 （ 第 １ ０ ０ 条 第 １ ４

項 か ら 第 ２ ０ 項 ま で を 除 く 。） 及 び 第 ７ 節 の 規 定 は 、 特 例 一 部 事 務 組 合 の 議 会 に つ

いて準用する。この場合において、第９２条の２、第９８条、第９９条、第１００

条第１項から第５項まで及び第８項から第１３項まで、第１００条の２並びに第１

２５条中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあるのは「特例一部

事務組合の構成団体の議会」と、第９７条第１項中「法律」とあるのは「規約で定

めるところにより、法律」と、第１２４条中「議員」とあるのは「特例一部事務組

合 の 構 成 団 体 の 議 会 の 議 員 」 と 、「 請 願 書 」 と あ る の は 「 当 該 構 成 団 体 の 議 会 に 請

願書」と読み替えるものとする。

８ 第２９２条の規定によりこの法律中都道府県、市又は町村に関する規定を特例一

部事務組合に準用する場合においては、第１６条第２項中「前項の規定により条例」

とあるのは「第２８７条の２第４項の規定により特例一部事務組合（同条第２項に

規 定 す る 特 例 一 部 事 務 組 合 を い う 。 以 下 同 じ 。） の 全 て の 構 成 団 体 （ 第 ２ ８ ６ 条 第

１ 項 に 規 定 す る 構 成 団 体 を い う 。 以 下 同 じ 。） の 議 会 の 議 長 か ら 条 例 に 関 す る 議 決

の 結 果 」 と 、「 これ を 」 と あ る の は 「 当 該 条 例 を 」 と 、 第 １ ４ ５ 条 中 「 都 道 府 県 知

事」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者」と、「市町村長」

と あ る の は 「 都 道 府 県 の 加 入 し な い 特 例 一 部 事 務 組 合 の 管 理 者 」 と 、「 普 通 地 方 公

共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議

長」と、第１６５条第１項中「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例

一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第１７６条（第３項を除く。）、

第１７７条第１項及び第２項、第１７９条第２項から第４項まで、第１８０条、第

１９９条第１２項、第２４２条第９項、第２４２条の２第１項及び第２項、第２５

２条の２８第３項、第２５２条の３３第１項、第２５２条の３４、第２５２条の４

０ （ 第 ４ 項 を 除 く 。） 並 び に 第 ２ ５ ６ 条 中 「 普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 」 と あ り 、 及

び「議会」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第１７６条第５

項中「都道府県知事にあっては」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組

合 の 管 理 者 に あ っ て は 」 と 、「 市 町 村 長 」 と あ る の は 「 都 道 府 県 の 加 入 し な い 特 例

一部事務組合の管理者」と、第１７９条第１項中「普通地方公共団体の議会」とあ

る の は 「 特 例 一 部 事 務 組 合 の 構 成 団 体 の 議 会 」 と 、「 議 会 の 」 と あ る の は 「 特 例 一

部事務組合の構成団体の議会の」と、「議会を招集する」とあるのは「議決を経る」

と 、「 議 会 に 」 と あ る の は 「 特 例 一 部 事 務 組 合 の 構 成 団 体 の 議 会 に 」 と 、「 を 処 分

する」とあるのは「について第２８７条の２第３項の議決があったものとみなす」

と、第１８０条第１項中「これを専決処分にする」とあるのは「これについて第２

８７条の２第３項の議決があったものとみなす」と、同条第２項中「専決処分をし

たときは」とあるのは「議決があったものとみなしたときは」と、第２１９条第２

項中「前項の規定により予算」とあるのは「第２８７条の２第４項の規定により特

例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長から予算に関する議決の結果」と、

「その要領」とあるのは「当該予算の要領」と、第２５２条の３７第５項中「議会」

とあるのは「全ての構成団体の議会」と、第２５２条の３８第６項中「議会」とあ

るのは「構成団体の議会」と、第２５２条の４０第４項中「議会から」とあるのは
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「特例一部事務組合の構成団体の議会から」と読み替えるものとする。

９ 特例一部事務組合にあっては、前条第１項第６号の規定にかかわらず、この法律

その他の法令の規定による一部事務組合の監査委員の事務は、規約で定める構成団

体の監査委員が行うものとすることができる。

（議決方法の特例及び理事会の設置）

第２８７条の３ 第２８５条の一部事務組合の規約には、その議会の議決すべき事件のう

ち当該一部事務組合を組織する市町村又は特別区の一部に係るものその他特別の必

要があるものの議決の方法について特別の規定を設けることができる。

２ 第２８５条の一部事務組合には、当該一部事務組合の規約で定めるところにより、

管理者に代えて、理事をもって組織する理事会を置くことができる。

３ 前項の理事は、一部事務組合を組織する市町村若しくは特別区の長又は当該市町

村若しくは特別区の長がその議会の同意を得て当該市町村又は特別区の職員のうち

から指名する者をもって充てる。

（議決事件の通知）

第２８７条の４ 一部事務組合の管理者（前条第２項の規定により管理者に代えて理事会

を置く第２８５条の一部事務組合にあっては、理事会。第２９１条第１項及び第２

項 に お い て 同 じ 。） は 、 当 該 一 部 事 務 組 合 の 議 会 の 議 決 す べ き 事 件 の う ち 政 令 で 定

める重要なものについて当該議会の議決を求めようとするときは、あらかじめ、こ

れを当該一部事務組合の構成団体の長に通知しなければならない。当該議決の結果

についても、同様とする。

（解散）

第２８８条 一部事務組合を解散しようとするときは、構成団体の協議により、第２８４

条第２項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。

（財産処分）

第２８９条 第２８６条、第２８６条の２又は前条の場合において、財産処分を必要とす

るときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。

（議会の議決を要する協議）

第２９０条 第２８４条第２項、第２８６条（第２８６条の２第２項の規定によりその例

によることとされる場合（同項の規定による規約の変更が第２８７条第１項第２号

に 掲 げ る 事 項 の み に 係 る も の で あ る 場 合 を 除 く 。） を 含 む 。） 及 び 前 ２ 条 の 協 議 に

ついては、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

（経費分賦に関する異議）

第２９１条 一部事務組合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、一

部事務組合の構成団体は、その告知を受けた日から３０日以内に当該一部事務組合
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の管理者に異議を申し出ることができる。

２ 前項の規定による異議の申出があったときは、一部事務組合の管理者は、その議

会に諮ってこれを決定しなければならない。

３ 一部事務組合の議会は、前項の規定による諮問があった日から２０日以内にその

意見を述べなければならない。

第３節 広域連合

（広域連合による事務の処理等）

第２９１条の２ 国は、その行政機関の長の権限に属する事務のうち広域連合の事務に関

連するものを、別に法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該広域連

合が処理することとすることができる。

２ 都道府県は、その執行機関の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域

連合の事務に関連するものを、条例の定めるところにより、当該広域連合が処理す

ることとすることができる。

３ 第２５２条の１７の２第２項、第２５２条の１７の３及び第２５２条の１７の４

の規定は、前項の規定により広域連合が都道府県の事務を処理する場合について準

用する。

４ 都道府県の加入する広域連合の長（第２９１条の１３において準用する第２８７

条の３第２項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあっては、理事会。

第２９１条の４第４項、第２９１条の５第２項、第２９１条の６第１項及び第２９

１ 条 の ８ 第 ２ 項 を 除 き 、 以 下 同 じ 。） は 、 そ の 議 会 の 議 決 を 経 て 、 国 の 行 政 機 関 の

長に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する国の行政機関の長の権限に属する

事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。

５ 都道府県の加入しない広域連合の長は、その議会の議決を経て、都道府県に対し、

当該広域連合の事務に密接に関連する都道府県の事務の一部を当該広域連合が処理

することとするよう要請することができる。

（組織、事務及び規約の変更）

第２９１条の３ 広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処理す

る事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団

体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあっては総務大臣、その他

のものにあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次条第１

項第６号若しくは第９号に掲げる事項又は前条第１項若しくは第２項の規定により

広 域 連 合 が 新 た に 事 務 を 処 理 す る こ と と さ れ た 場 合 （ 変 更 さ れ た 場 合 を 含 む 。） に

おける当該事務のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、この限りで

ない。

２ 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議し

なければならない。
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３ 広域連合は、次条第１項第６号又は第９号に掲げる事項のみに係る広域連合の規

約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、第１項

本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。

４ 前条第１項又は第２項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされ

た と き （ 変 更 さ れ た と き を 含 む 。） は 、 広 域 連 合 の 長 は 、 直 ち に 次 条 第 １ 項 第 ４ 号

又は第９号に掲げる事項に係る規約につき必要な変更を行い、第１項本文の例によ

り、総務大臣又は都道府県知事に届出をするとともに、その旨を当該広域連合を組

織する地方公共団体の長に通知しなければならない。

５ 都道府県知事は、第１項の許可をしたとき、又は第３項若しくは前項の届出を受

理したときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければなら

ない。

６ 総務大臣は、第１項の許可をしたとき又は第３項若しくは第４項の届出を受理し

たときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、

前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知

しなければならない。

７ 広域連合の長は、広域計画に定める事項に関する事務を総合的かつ計画的に処理

するため必要があると認めるときは、その議会の議決を経て、当該広域連合を組織

する地方公共団体に対し、当該広域連合の規約を変更するよう要請することができ

る。

８ 前項の規定による要請があったときは、広域連合を組織する地方公共団体は、こ

れを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。

（規約等）

第２９１条の４ 広域連合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならな

い。

一 広域連合の名称

二 広域連合を組織する地方公共団体

三 広域連合の区域

四 広域連合の処理する事務

五 広域連合の作成する広域計画の項目

六 広域連合の事務所の位置

七 広域連合の議会の組織及び議員の選挙の方法

八 広域連合の長、選挙管理委員会その他執行機関の組織及び選任の方法

九 広域連合の経費の支弁の方法

２ 前項第３号に掲げる広域連合の区域は、当該広域連合を組織する地方公共団体の

区域を合わせた区域を定めるものとする。ただし、都道府県の加入する広域連合に

ついて、当該広域連合の処理する事務が当該都道府県の区域の一部のみに係るもの

であることその他の特別の事情があるときは、当該都道府県の包括する市町村又は

特別区で当該広域連合を組織しないものの一部又は全部の区域を除いた区域を定め

ることができる。
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３ 広域連合の長は、広域連合の規約が定められ又は変更されたときは、速やかにこ

れを公表しなければならない。

４ 広域連合の議会の議員又は長（第２９１条の１３において準用する第２８７条の

３第２項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあっては、理事。次条第

２項及び第２９１条の６第１項において同じ。）その他の職員は、第９２条第２項、

第１４１条第２項及び第１９６条第３項（これらの規定を適用し又は準用する場合

を 含 む 。） の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 広 域 連 合 を 組 織 す る 地 方 公 共 団 体 の 議 会 の 議

員又は長その他の職員と兼ねることができる。

（議会の議員及び長の選挙）

第２９１条の５ 広域連合の議会の議員は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広

域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人（広域連合を組織する普通

地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の

区 域 内 に 住 所 を 有 す る も の を い う 。 次 項 及 び 次 条 第 ８ 項 に お い て 同 じ 。） が 投 票 に

より又は広域連合を組織する地方公共団体の議会においてこれを選挙する。

２ 広域連合の長は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定

めるところにより、広域連合の選挙人が投票により又は広域連合を組織する地方公

共団体の長が投票によりこれを選挙する。

（直接請求）

第２９１条の６ 前編第５章（第７５条第５項後段、第８０条第４項後段、第８５条及び

第 ８ ６ 条 第 ４ 項 後 段 を 除 く 。） 及 び 第 ２ ５ ２ 条 の ３ ９ （ 第 １ ４ 項 を 除 く 。） の 規 定

は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例（地方税の賦課徴収

並 び に 分 担 金 、 使 用 料 及 び 手 数 料 の 徴 収 に 関 す る も の を 除 く 。） の制 定 若 し く は 改

廃、広域連合の事務の執行に関する監査、広域連合の議会の解散又は広域連合の議

会の議員若しくは長その他広域連合の職員で政令で定めるものの解職の請求につい

て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 章 （ 第 ７ ４ 条 第 １ 項 を 除 く 。） の 規 定 中 「 選 挙

権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、第７４条第１項中「普通地方

公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者（以下この編において「選挙権を

有 す る 者 」 と い う 。）」 と あ る の は 「 広 域 連 合 を 組 織 す る 普 通 地 方 公 共 団 体 又 は 特

別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有す

る も の （ 以 下 「 請 求 権 を 有 す る 者 」 と い う 。）」 と 、 同 条 第 ６ 項 第 １ 号 （ 第 ７ ５ 条

第５項前段、第７６条第４項、第８０条第４項前段、第８１条第２項及び第８６条

第 ４ 項 前 段 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 中 「 に 係 る 」 と あ る の は 「 の 加 入 す る

広 域 連 合 に 係 る 」 と 、「 さ れ た 者 」 と あ る の は 「 さ れ た 者 の う ち 当 該 広 域 連 合 の 区

域内に住所を有するもの」と、第７４条第６項第３号（第７５条第５項前段、第７

６ 条 第 ４ 項 、 第 ８ １ 条 第 ２ 項 及 び 第 ８ ６ 条 第 ４ 項 前 段 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。） 中 「 普 通 地 方 公 共 団 体 （ 当 該 普 通 地 方 公 共 団 体 が 、 都 道 府 県 で あ る 場 合 に は

当 該 都 道 府 県 」 と あ る の は 「 広 域 連 合 （ 当 該 広 域 連 合 」 と 、「（ 以 下 こ の 号 に お い

て 「 指 定 都 市 」 と い う 。） の 区 及 び 総 合 区 を 含 み 、 指 定 都 市 で あ る 場 合 に は 当 該 市
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の区及び総合区」とあるのは「の区及び総合区」と、第８０条第４項前段において

準用する第７４条第６項第３号中「普通地方公共団体（当該普通地方公共団体が、

都道府県である場合には当該都道府県の区域内の」とあるのは「広域連合（当該広

域連合が、広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広

域連合である場合には当該選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と、「を含み、

指 定 都 市 で あ る 場 合 に は 当 該 市 の 区 及 び 総 合 区 」 と あ る の は 「（ 選挙 区 が な い と き

は当該広域連合の区域内の市町村並びに指定都市の区及び総合区）を含み、広域連

合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広

域連合である場合には当該議員を選挙した議会が置かれている地方公共団体の区域

内の市町村並びに指定都市の区及び総合区（当該広域連合の区域内にあるものに限

る 。）」 と 、 第 ２ ５ ２ 条 の ３ ９ 第 １ 項 中 「 選 挙 権 を 有 す る 者 」 と あ る の は 「 請 求 権

を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

２ 前項に定めるもののほか、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議

会 の 議 員 及 び 長 の 選 挙 権 を 有 す る 者 で 当 該 広 域 連 合 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る も の

（ 第 ５ 項 前 段 に お い て 「 請 求 権 を 有 す る 者 」 と い う 。） は 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に

より、その総数の３分の１（その総数が４０万を超え８０万以下の場合にあっては

その４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た

数とを合算して得た数、その総数が８０万を超える場合にあってはその８０万を超

える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３

分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）以上の者の連署をもって、その代表者

から、当該広域連合の長に対し、当該広域連合の規約の変更を要請するよう請求す

ることができる。

３ 前項の規定による請求があったときは、広域連合の長は、直ちに、請求の要旨を

公表するとともに、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該請求に係る

広域連合の規約を変更するよう要請しなければならない。この場合においては、当

該要請をした旨を同項の代表者に通知しなければならない。

４ 前項の規定による要請があったときは、広域連合を組織する地方公共団体は、こ

れを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。

５ 第７４条第５項の規定は請求権を有する者及びその総数の３分の１の数（その総

数が４０万を超え８０万以下の場合にあってはその４０万を超える数に６分の１を

乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が

８０万を超える場合にあってはその８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と

４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数）について、同条第６項の規定は第２項の代表者について、同条第７項から

第９項まで及び第７４条の２から第７４条の４までの規定は第２項の規定による請

求者の署名について、それぞれ準用する。この場合において、第７４条第５項中「第

１項の選挙権を有する者」とあるのは「第２９１条の６第２項に規定する広域連合

を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で

当該広域連合の区域内に住所を有するもの（以下「請求権を有する者」という。）」

と、同条第６項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、同項
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第 １ 号 中 「 に 係 る 」 と あ る の は 「 の 加 入 す る 広 域 連 合 に 係 る 」 と 、「 さ れ た 者 」 と

あるのは「された者のうち当該広域連合の区域内に住所を有するもの」と、同項第

３号中「普通地方公共団体（当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当

該 都 道 府 県 」 と あ る の は 「 広 域 連 合 （ 当 該 広 域 連 合 」 と 、「（ 以 下 こ の 号 に お い て

「 指 定 都 市 」 と い う 。） の 区 及 び 総 合 区 を 含 み 、 指 定 都 市 で あ る 場 合 に は 当 該 市 の

区及び総合区」とあるのは「の区及び総合区」と、同条第８項並びに第７４条の４

第３項及び第４項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み

替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

６ 第２５２条の３８第１項、第２項及び第４項から第６項までの規定は、第１項に

おいて準用する第２５２条の３９第１項の規定により第２５２条の２７第３項に規

定する個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第１項において準用

する第７５条第１項の請求に係る事項についての第２５２条の２９に規定する個別

外部監査人の監査について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、

政令で定める。

７ 政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙

に関する規定は、第１項において準用する第７６条第３項の規定による解散の投票

並びに第８０条第３項及び第８１条第２項の規定による解職の投票について準用す

る。

８ 前項の投票は、政令で定めるところにより、広域連合の選挙人による選挙と同時

にこれを行うことができる。

（広域計画）

第２９１条の７ 広域連合は、当該広域連合が設けられた後、速やかに、その議会の議決

を経て、広域計画を作成しなければならない。

２ 広域計画は、第２９１条の２第１項又は第２項の規定により広域連合が新たに事

務 を 処 理 す る こ と と さ れ た と き （ 変 更 さ れ た と き を 含 む 。） そ の 他 こ れ を 変 更 す る

ことが適当であると認められるときは、変更することができる。

３ 広域連合は、広域計画を変更しようとするときは、その議会の議決を経なければ

ならない。

４ 広域連合及び当該広域連合を組織する地方公共団体は、広域計画に基づいて、そ

の事務を処理するようにしなければならない。

５ 広域連合の長は、当該広域連合を組織する地方公共団体の事務の処理が広域計画

の実施に支障があり又は支障があるおそれがあると認めるときは、当該広域連合の

議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域計画の

実施に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

６ 広域連合の長は、前項の規定による勧告を行ったときは、当該勧告を受けた地方

公共団体に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができ

る。

（協議会）
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第２９１条の８ 広域連合は、広域計画に定める事項を一体的かつ円滑に推進するため、

広域連合の条例で、必要な協議を行うための協議会を置くことができる。

２ 前項の協議会は、広域連合の長（第２９１条の１３において準用する第２８７条

の３第２項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあっては、理事）及び

国の地方行政機関の長、都道府県知事（当該広域連合を組織する地方公共団体であ

る 都 道 府 県 の 知 事 を 除 く 。）、 広 域 連 合 の 区 域 内 の 公 共 的 団 体 等 の 代 表 者 又 は 学 識

経験を有する者のうちから広域連合の長（第２９１条の１３において準用する第２

８７条の３第２項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあっては、理事

会）が任命する者をもって組織する。

３ 前項に定めるもののほか、第１項の協議会の運営に関し必要な事項は、広域連合

の条例で定める。

（広域連合の分賦金）

第２９１条の９ 第２９１条の４第１項第９号に掲げる広域連合の経費の支弁の方法とし

て、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の分賦金に関して定める場合

には、広域連合が作成する広域計画の実施のために必要な連絡調整及び広域計画に

基づく総合的かつ計画的な事務の処理に資するため、当該広域連合を組織する普通

地方公共団体又は特別区の人口、面積、地方税の収入額、財政力その他の客観的な

指標に基づかなければならない。

２ 前項の規定により定められた広域連合の規約に基づく地方公共団体の分賦金につ

いては、当該地方公共団体は、必要な予算上の措置をしなければならない。

（解散）

第２９１条の１０ 広域連合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、

第２８４条第２項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければな

らない。

２ 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議し

なければならない。

３ 都道府県知事は、第１項の許可をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、

総務大臣に報告しなければならない。

４ 総務大臣は、第１項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、これ

を国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにそ

の旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

（議会の議決を要する協議）

第２９１条の１１ 第２８４条第３項、第２９１条の３第１項及び第３項、前条第１項並

びに第２９１条の１３において準用する第２８９条の協議については、関係地方公

共団体の議会の議決を経なければならない。

（経費分賦等に関する異議）
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第２９１条の１２ 広域連合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、

広域連合を組織する地方公共団体は、その告知を受けた日から３０日以内に当該広

域連合の長に異議を申し出ることができる。

２ 第２９１条の３第４項の規定による広域連合の規約の変更のうち第２９１条の４

第１項第９号に掲げる事項に係るものに関し不服があるときは、広域連合を組織す

る地方公共団体は、第２９１条の３第４項の規定による通知を受けた日から３０日

以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。

３ 広域連合の長は、第１項の規定による異議の申出があったときは当該広域連合の

議会に諮ってこれを決定し、前項の規定による異議の申出があったときは当該広域

連合の議会に諮って規約の変更その他必要な措置を執らなければならない。

４ 広域連合の議会は、前項の規定による諮問があった日から２０日以内にその意見

を述べなければならない。

（一部事務組合に関する規定の準用）

第２９１条の１３ 第２８７条の３第２項、第２８７条の４及び第２８９条の規定は、広

域連合について準用する。この場合において、第２８７条の３第２項中「第２８５

条の一部事務組合」とあるのは「広域連合」と、第２８９条中「第２８６条、第２

８６条の２又は前条」とあるのは「第２９１条の３第１項、第３項若しくは第４項

又は第２９１条の１０第１項」と読み替えるものとする。

第４節 雑則

（普通地方公共団体に関する規定の準用）

第２９２条 地方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、都道府県の加入するものにあっては都道府県に関する規定、

市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあっては市に関する規

定、その他のものにあっては町村に関する規定を準用する。

（数都道府県にわたる組合に関する特例）

第２９３条 市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第２８４条第２項

及び第３項、第２８６条第１項本文、第２９１条の３第１項本文並びに第２９１条

の１０第１項の許可並びに第２８５条の２第１項の規定による勧告は、これらの規

定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣が関係都道府県知事の意見

を聴いてこれを行い、市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第

２８６条第２項、第２８８条並びに第２９１条の３第３項及び第４項の届出は、こ

れらの規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て総務大臣にこれをしなければな

らない。

（政令への委任）
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第２９３条の２ この法律に規定するもののほか、地方公共団体の組合の規約に関する事

項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第４章 財産区

第２９４条 法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、市町村及び特別区

の一部で財産を有し若しくは公の施設を設けているもの又は市町村及び特別区の廃

置分合若しくは境界変更の場合におけるこの法律若しくはこれに基く政令の定める

財産処分に関する協議に基き市町村及び特別区の一部が財産を有し若しくは公の施

設 を 設 け る も の と な る も の （ こ れ ら を 財 産 区 と い う 。） が あ る と き は 、 そ の 財 産 又

は公の施設の管理及び処分又は廃止については、この法律中地方公共団体の財産又

は公の施設の管理及び処分又は廃止に関する規定による。

○２ 前項の財産又は公の施設に関し特に要する経費は、財産区の負担とする。

○３ 前２項の場合においては、地方公共団体は、財産区の収入及び支出については会

計を分別しなければならない。

第２９５条 財産区の財産又は公の施設に関し必要があると認めるときは、都道府県知事

は、議会の議決を経て市町村又は特別区の条例を設定し、財産区の議会又は総会を

設けて財産区に関し市町村又は特別区の議会の議決すべき事項を議決させることが

できる。

第２９６条 財産区の議会の議員の定数、任期、選挙権、被選挙権及び選挙人名簿に関す

る事項は、前条の条例中にこれを規定しなければならない。財産区の総会の組織に

関する事項についても、また、同様とする。

○２ 前項に規定するものを除く外、財産区の議会の議員の選挙については、公職選挙

法第２６８条の定めるところによる。

○３ 財産区の議会又は総会に関しては、第２編中町村の議会に関する規定を準用する。

第２９６条の２ 市町村及び特別区は、条例で、財産区に財産区管理会を置くことができ

る。但し、市町村及び特別区の廃置分合又は境界変更の場合において、この法律又

はこれに基く政令の定める財産処分に関する協議により財産区を設けるときは、そ

の協議により当該財産区に財産区管理会を置くことができる。

○２ 財産区管理会は、財産区管理委員７人以内を以てこれを組織する。

○３ 財産区管理委員は、非常勤とし、その任期は、４年とする。

○４ 第２９５条の規定により財産区の議会又は総会を設ける場合においては、財産区

管理会を置くことができない。

第２９６条の３ 市町村長及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の施設の管理及び処

分又は廃止で条例又は前条第１項但書に規定する協議で定める重要なものについて
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は、財産区管理会の同意を得なければならない。

○２ 市町村長及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の施設の管理に関する事務の

全部又は一部を財産区管理会の同意を得て、財産区管理会又は財産区管理委員に委

任することができる。

○３ 財産区管理会は、当該財産区の事務の処理について監査することができる。

第２９６条の４ 前２条に定めるものを除く外、財産区管理委員の選任、財産区管理会の

運営その他財産区管理会に関し必要な事項は、条例でこれを定める。但し、第２９

６条の２第１項但書の規定により財産区管理会を置く場合においては、同項但書に

規定する協議によりこれを定めることができる。

○２ 市町村長及び特別区の区長は、財産区管理会の同意を得て、条例で第２９６条の

２第１項但書に規定する協議の内容を変更することができる。

第２９６条の５ 財産区は、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、

その住民の福祉を増進するとともに、財産区のある市町村又は特別区の一体性をそ

こなわないように努めなければならない。

○２ 財産区のある市町村又は特別区は、財産区と協議して、当該財産区の財産又は公

の施設から生ずる収入の全部又は一部を市町村又は特別区の事務に要する経費の一

部に充てることができる。この場合においては、当該市町村又は特別区は、その充

当した金額の限度において、財産区の住民に対して不均一の課税をし、又は使用料

その他の徴収金について不均一の徴収をすることができる。

○３ 前項前段の協議をしようとするときは、財産区は、予めその議会若しくは総会の

議決を経、又は財産区管理会の同意を得なければならない。

第２９６条の６ 都道府県知事は、必要があると認めるときは、財産区の事務の処理につ

いて、当該財産区のある市町村若しくは特別区の長に報告若しくは資料の提出を求

め、又は監査することができる。

○２ 財産区の事務に関し、市町村若しくは特別区の長若しくは議会、財産区の議会若

しくは総会又は財産区管理会の相互の間に紛争があるときは、都道府県知事は、当

事者の申請に基き又は職権により、これを裁定することができる。

○３ 前項に規定するものを除く外、同項の裁定に関し必要な事項は、政令で定める。

第２９７条 この法律に規定するものを除く外、財産区の事務に関しては、政令でこれを

定める。

第４編 補則

（事務の区分）

第２９８条 都道府県が第３条第６項、第７条第１項及び第２項（第８条第３項の規定に
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よ り そ の 例 に よ る こ と と さ れ る 場 合 を 含 む 。）、 第 ８ 条 の ２ 第 １ 項 、 第 ２ 項 及 び 第

４ 項 、 第 ９ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 （ 同 条 第 １ １ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 並

びに第５項及び第９項（同条第１１項及び第９条の３第６項において準用する場合

を 含 む 。）、 第 ９ 条 の ２ 第 １ 項 及 び 第 ５ 項 並 び に 第 ９ 条 の ３ 第 １ 項 及 び 第 ３ 項 の 規

定により処理することとされている事務、第２４５条の４第１項の規定により処理

することとされている事務（市町村が処理する事務が自治事務又は第２号法定受託

事務である場合においては、同条第２項の規定による各大臣の指示を受けて行うも

のに限る。）、第２４５条の５第３項の規定により処理することとされている事務、

第２４５条の７第２項、第２４５条の８第１２項において準用する同条第１項から

第４項まで及び第８項並びに第２４５条の９第２項の規定により処理することとさ

れ て い る 事 務 （ 市 町 村 が 処 理 す る 第 １ 号 法 定 受 託 事 務 に 係 る も の に 限 る 。）、 第 ２

５２条第２項の規定により処理することとされている事務、同条第３項の規定によ

り処理することとされている事務（市町村が処理する第１号法定受託事務に係るも

の に 限 る 。）、 第 ２ ５ ２ 条 の １ ７ の ３ 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 並 び に 第 ２ ５ ２ 条 の １ ７ の

４ 第 １ 項 及 び 第 ３ 項 （ 第 ２ ９ １ 条 の ２ 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規

定により処理することとされている事務、第２５２条の１７の５第１項の規定によ

り処理することとされている事務（同条第２項の規定による総務大臣の指示を受け

て 行 う も の に 限 る 。）、 第 ２ ５ ２ 条 の １ ７ の ６ 第 ２ 項 及 び 第 ２ ５ ２ 条 の １ ７ の ７ の

規定により処理することとされている事務、第２５５条の２の規定により処理する

こ と と さ れ て い る 事 務 （ 第 １ 号 法 定 受 託 事 務 に 係 る も の に 限 る 。）、 第 ２ ６ １ 条 第

２項から第４項までの規定により処理することとされている事務、第２８４条第２

項の規定により処理することとされている事務（都道府県の加入しない一部事務組

合 に 係 る 許 可 に 係 る も の に 限 る 。）、 同 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 処 理 す る こ と と さ れ

て い る 事 務 （ 都 道 府 県 の 加 入 し な い 広 域 連 合 に 係 る 許 可 に 係 る も の に 限 る 。）、 第

２８６条（第２８６条の２第２項の規定によりその例によることとされる場合を含

む 。） 及 び 第 ２ ８ ６ 条 の ２ 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 処 理 す る こ と と さ れ て い る 事 務 （ 都

道 府 県 の 加 入 し な い 一 部 事 務 組 合 に 係 る 許 可 又 は 届 出 に 係 る も の に 限 る 。）、 第 ２

８８条の規定により処理することとされている事務（都道府県の加入しない一部事

務 組 合 に 係 る 届 出 に 係 る も の に 限 る 。）、 第 ２ ９ １ 条 の ３ 第 １ 項 及 び 第 ３ 項 か ら 第

５項までの規定により処理することとされている事務（都道府県の加入しない広域

連 合 に 係 る 許 可 又 は 届 出 に 係 る も の に 限 る 。）、 第 ２ ９ １ 条 の １ ０ 第 １ 項 の 規 定 に

より処理することとされている事務（都道府県の加入しない広域連合に係る許可に

係 る も の に 限 る 。）、 同 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 処 理 す る こ と と さ れ て い る 事 務 並 び

に第２６２条第１項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関す

る規定により処理することとされている事務は、第１号法定受託事務とする。

２ 都が第２８１条の４第１項、第２項（同条第９項及び第１１項において準用する

場 合 を 含 む 。）、 第 ８ 項 及 び 第 １ ０ 項 の 規 定 に よ り 処 理 す る こ と と さ れ て い る 事 務

は、第１号法定受託事務とする。

３ 市町村が第２６１条第２項から第４項までの規定により処理することとされてい

る事務及び第２６２条第１項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選
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挙に関する規定により処理することとされている事務は、第１号法定受託事務とす

る。

第２９９条 市町村が第７４条の２第１項から第３項まで、第５項、第６項及び第１０項

（第７５条第５項、第７６条第４項、第８０条第４項、第８１条第２項及び第８６

条 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 並び に 第 ７ ４ 条 の ３ 第 ３ 項 （ 第 ７ ５ 条 第

５項、第７６条第４項、第８０条第４項、第８１条第２項及び第８６条第４項にお

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に よ り 処 理 す る こ と と さ れ て い る 事 務 （ 都 道 府

県 に 対 す る 請 求 に 係 る も の に 限 る 。） 並 び に 第 ８ ５ 条 第 １ 項 に お い て 準 用 す る 公 職

選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事

務（第７６条第３項の規定による都道府県の議会の解散の投票並びに第８０条第３

項及び第８１条第２項の規定による都道府県の議会の議員及び長の解職の投票に関

するものに限る。）は、第２号法定受託事務とする。

附則

第１条 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

第２条 東京都制、道府県制、市制及び町村制は、これを廃止する。但し、東京都制第１

８９条乃至第１９１条及び第１９８条の規定は、なお、その効力を有する。

第４条 この法律又は他の法律に特別の定があるものを除く外、都道府県に関する職制に

関しては、当分の間、なお、従前の都庁府県に関する官制の規定を準用する。但し、

政令で特別の規定を設けることができる。

○２ 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、条例で、必要な地に労政事務所を置

くことができる。

第５条 この法律又は他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県知事の補助

機関である職員に関しては、別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律が

定 め ら れ る ま で 従 前 の 都 庁 府 県 の 官 吏 又 は 待 遇 官 吏 に 関 す る 各 相 当 規 定 を 準 用 す

る。ただし、政令で特別の規定を設けることができる。

○２ 都道府県知事の補助機関である職員は、政令の定めるところにより、分限委員会

の承認を得なければ事務の都合により休職を命ぜられることはない。

○３ 前項の分限委員会の名称、組織、権限等は、政令でこれを定める。

第６条 他の法律で定めるもののほか、第２３１条の３第３項に規定する法律で定める使

用料その他の普通地方公共団体の歳入は、次に掲げる普通地方公共団体の歳入とす

る。

一 港湾法（昭和２５年法律第２１８号）の規定により徴収すべき入港料その他の

料金、占用料、土砂採取料、過怠金その他の金銭
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二 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）の規定により土地改良事業の施行に

伴い徴収すべき清算金、仮清算金その他の金銭

三 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第１８条から第２０条まで（第２５条の

１ ８ に お い て 第 １ ８ 条 及 び 第 １ ８ 条 の ２ を 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に よ り

徴収すべき損傷負担金、汚濁原因者負担金、工事負担金及び使用料

四 漁港漁場整備法（昭和２５年法律第１３７号）第３５条、第３９条の２第１０

項又は第３９条の５の規定により徴収すべき漁港の利用の対価、負担金、土砂採

取料、占用料及び過怠金

第７条 都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例（以下本条中「退職年金条例」

と い う 。） の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 （ 都 道 府 県 の 退 職 年 金 条 例 の 適 用 を 受 け る 市

町 村 立 学 校 職 員 給 与 負 担 法 第 １ 条 及 び 第 ２ 条 に 規 定 す る 職 員 を 含 む 。） 中 政 令 で 定

め る 者 （ 以 下 本 条 中 「 都 道 府 県 の 職 員 」 と い う 。） 又 は 市 町 村 の 退 職 年 金 条 例 の 規

定の適用を受ける学校教育法第１条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並

びに市町村の教育事務に従事する職員中政令で定める者（以下本条中「市町村の教

育 職 員 」 と い う 。） で あ っ た 者 が 恩 給 法 第 １ ９ 条 に 規 定 す る 公 務 員 （ 同 法 同 条 に 規

定 す る 公 務 員 と み な さ れ る 者 を 含 む 。 以 下 本 条 中 「 公 務 員 」 と い う 。） と な っ た 場

合において、その者に同法の規定を適用し、又は準用するときは、政令で定めると

ころにより、都道府県又は市町村の退職年金条例の規定により退職年金及び退職一

時 金 の 基 礎 と な る べ き 都 道 府 県 の 職 員 又 は 市 町 村 の 教 育 職 員 と し て の 在 職 年 月 数

は、同法の規定による恩給の基礎となるべき在職年数に通算する。但し、市町村の

教育職員としての在職年月数については、当該市町村の教育職員に適用される退職

年金条例の規定が政令で定める基準に従って定められていないときは、この限りで

ない。なお、恩給法第２条第１項に規定する普通恩給を受ける権利を有する都道府

県の職員又は市町村の教育職員が公務員となった場合においては、その普通恩給の

基礎となった都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数以外の都道

府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数は、恩給法の規定による恩給

の基礎となるべき在職年数に通算しない。

○２ 都道府県の職員又は市町村の教育職員が引き続いて公務員となった場合について

前項の規定を適用するときは、恩給法第２条第１項に規定する一時恩給又は一時扶

助料に関する同法の規定の適用又は準用については、これを勤続とみなす。

○３ 前２項に定めるものの外、恩給の基礎となる在職年の通算に関し必要な事項は、

政令でこれを定める。

第８条 削除

第９条 この法律に定めるものを除くほか、地方公共団体の長の補助機関である職員、選

挙管理委員及び選挙管理委員会の書記並びに監査委員及び監査委員の事務を補助す

る書記の分限、給与、服務、懲戒等に関しては、別に普通地方公共団体の職員に関

して規定する法律が定められるまでの間は、従前の規定に準じて政令でこれを定め
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る。

○２ この法律に定めるものを除くほか、監査専門委員の分限、給与、服務、懲戒等に

関しては、前項の規定を準用する。

第１０条 都道府県は、軍人軍属であった者の身上の取扱に関する事務及び未引揚邦人の

調査に関する事務を処理しなければならない。但し、政令で特例を設けることがで

きる。

○２ 前項の事務の処理に関しては、政令で必要な規定を設けることができる。

○３ 第１項の事務を処理するために要する経費は、国庫の負担とする。

第１１条 従前の東京都制、道府県制、市制若しくは町村制又はこれらの法律に基いて発

する命令によってした手続その他の行為は、これをこの法律又はこれに基いて発す

る命令中の相当する規定によってした手続その他の行為とみなす。

第１３条 他の法令中地方長官、東京都長官、北海道庁長官又は都道府県若しくは東京都

の区の官吏に関する規定は、政令で特別の規定を設ける場合を除くほか、それぞれ

都道府県知事、都知事、道知事又は都道府県若しくは特別区の相当する都道府県知

事若しくは特別区の区長の補助機関である職員に関する規定とみなす。

第１４条 他の法令中都道府県参事会若しくは都道府県参事会員又は市参事会若しくは市

参事会員に関する規定は、この法律による都道府県若しくは市の議会又はこれらの

議会の議員に関する規定とみなす。

第１５条 他の法令中に東京都制、道府県制、府県制、市制又は町村制の規定を掲げてい

る場合において、この法律中これらの規定に相当する規定があるときは、政令で特

別の規定を設ける場合を除く外、各々この法律中のこれらの規定に相当する規定を

指しているものとする。

第１６条 他の法令中の従前の市制第６条の市又は市制第８２条第１項若しくは市制第８

２条第３項の市に関する規定は、指定都市に関する規定とみなす。

第１７条 他の法令中従前郡長の管轄した区域に関する規定は、郡に関する規定とみなす。

但し、政令で特別の規定を設けることができる。

第１８条 他の法令中都議会議員選挙管理委員会、道府県会議員選挙管理委員会、市町村

会議員選挙管理委員会若しくは市町村会議員選挙管理委員会に準ずる選挙管理委員

会に関する規定は、都道府県又は市町村若しくは市町村に準ずるものの選挙管理委

員会に関する規定とみなす。

第１９条 削除
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第２０条 戸籍法の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、これを停止す

る。

○２ 前項の者は、選挙人名簿にこれを登録することができない。

第２０条の２ 地方自治法の一部を改正する法律（昭和３６年法律第２３５号）の施行前

に公有水面の埋立てに関する法令により埋立ての竣功の認可又は通知がなされてい

る埋立地又は干拓地で、その編入すべき市町村について同法の施行の際現に争論が

あり、同法による改正前の第７条第１項後段の規定による処分がなされていないも

のは、これを公有水面とみなして第９条の３第３項の規定を適用することができる。

第２１条 この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。

別表第１ 第１号法定受託事務（第２条関係）

備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の

意義及び字句の意味によるものとする。

法律 事務
砂 防 法 （ 明 治 ３ ０ 年 法 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとさ
律第２９号） れている事務のうち次に掲げるもの

イ 第４条第１項、第５条、第６条第２項、第７条、第８条、
第１１条ノ２第１項、第１５条から第１７条まで、第１８条
第２項、第２２条、第２３条第１項、第２８条から第３０条
まで、第３２条第２項、第３６条及び第３８条の規定により
都道府県が処理することとされている事務
ロ 第６条第２項、第７条及び第２３条第１項の規定により
市町村が処理することとされている事務
二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により都道府県が
第２条により国土交通大臣の指定した土地の管理に関し処理
することとされている事務

運 河 法 （ 大 正 ２ 年 法 律 第２条、第３条第２項、第４条第１項から第４項まで（運河
第１６号） の効用に妨げがあるかどうかについて争いがある場合におけ

る決定に係る部分に限る。）、第５条から第１０条まで、第１
８条及び第１９条ノ３の規定により都道府県が処理すること
とされている事務

公 有 水 面 埋 立 法 （ 大 正 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされて
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１０年法律第５７号） いる事務のうち次に掲げるもの
一 第２条第１項及び第２項（第４２条第３項において準用
する場合を含む。）、第３条第１項から第３項まで（第１３条
ノ ２ 第 ２ 項 及 び 第 ４ ２ 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含
む。）、第１３条、第１３条ノ２第１項（第４２条第３項にお
いて準用する場合を含む。）、第１４条第１項（第４２条第３
項において準用する場合を含む。）、第１６条第１項、第２０
条、第２２条第１項、同条第２項（竣功認可の告示に係る部
分に限る。）、第２５条、第３２条第１項（第３６条において
準用する場合を含む。）、第３２条第２項、第３４条、第３５
条（第３６条において準用する場合を含む。）、第４２条第１
項並びに第４３条の規定により都道府県又は指定都市が処理
することとされている事務
二 第１４条第３項（第４２条第３項において準用する場合
を含む。）の規定により市町村が処理することとされている
事務

軌 道 法 （ 大 正 １ ０ 年 法 第８条第１項、第１０条、第１２条第２項、第１３条、第２
律第７６号） ４条並びに第２６条において読み替えて準用する鉄道事業法

（昭和６１年法律第９２号）第５５条第２項並びに第５６条
第１項及び第２項の規定により都道府県が処理することとさ
れている事務

物 価 統 制 令 （ 昭 和 ２ １ 第３０条第１項の規定により都道府県が処理することとされ
年勅令第１１８号） ている事務
会 計 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 第４８条第１項の規定により都道府県が行うこととされる事
律第３５号） 務
船 員 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 第１０４条第３項の規定により都道府県が処理することとさ
律第１００号） れている事務
災 害 救 助 法 （ 昭 和 ２ ２ 一 第２条、第４条第２項、第７条第１項及び第２項、同条
年法律第１１８号） 第４項において準用する第５条第２項、第７条第５項、第８

条、第９条第１項、同条第２項において準用する第５条第２
項及び第３項、第１０条第１項及び第２項、同条第３項にお
いて準用する第６条第３項、第１１条、第１２条、第１３条
第１項並びに第１４条の規定により都道府県が処理すること
とされている事務
二 第１３条第２項の規定により市町村が処理することとさ
れている事務

農 業 協 同 組 合 法 （ 昭 和 この法律（第９８条第１５項を除く。）の規定により都道府
２２年法律第１３２号）県が処理することとされている事務（第１０条第１項第３号
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の事業を行う組合に係るものに限る。）
最 高 裁 判 所 裁 判 官 国 民 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされて
審 査 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 いる事務
律第１３６号）
職 業 安 定 法 （ 昭 和 ２ ２ 第１１条第１項の規定により市町村が処理することとされて
年法律第１４１号） いる事務
児 童 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ２ 第５６条第１項の規定により都道府県が処理することとされ
年法律第１６４号） ている事務
農 業 保 険 法 （ 昭 和 ２ ２ この法律（第１７１条第１項及び第２２２条第２項を除く。）
年法律第１８５号） の規定により都道府県が処理することとされている事務
国 の 利 害 に 関 係 の あ る この法律の規定により地方公共団体が処理することとされて
訴 訟 に つ い て の 法 務 大 いる事務のうち、第２条第３項（第９条において準用する場
臣 の 権 限 等 に 関 す る 法 合を含む。）に規定する職員に係るもの並びに第６条の２第
律 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １項及び第２項（第９条において準用する場合を含む。）の
１９４号） 規定により処理するもの
戸 籍 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 第１条第１項の事務
律第２２４号）
食 品 衛 生 法 （ 昭 和 ２ ２ 一 第２５条第１項（第６２条第１項及び第３項において準
年法律第２３３号） 用する場合を含む。）、第２６条第１項（第６２条第１項にお

いて準用する場合を含む。）、第２８条第１項（第６２条第１
項及び第３項において準用する場合を含む。以下同じ。）、第
３０条第２項（第５１条に規定する営業（飲食店営業その他
販売の営業であって、政令で定めるものに限る。）の許可に
付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第６２条第１
項及び第３項において準用する場合を含む。以下同じ。）、第
５４条（第６２条第１項及び第３項において準用する場合を
含む。以下同じ。）、第５８条（第６２条第１項において準用
する場合を含む。以下同じ。）及び第５９条第１項（第６２
条第１項において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定
により都道府県が処理することとされている事務
二 第２８条第１項、第３０条第２項、第５４条、第５８条
及び第５９条第１項の規定により保健所を設置する市又は特
別区が処理することとされている事務

予 防 接 種 法 （ 昭 和 ２ ３ 第６条の規定により都道府県が処理することとされている事
年法律第６８号） 務並びに同条第１項及び第３項、第１５条第１項、第１８条

並びに第１９条第１項の規定により市町村が処理することと
されている事務

国 有 財 産 法 （ 昭 和 ２ ３ 第９条第３項の規定により都道府県又は市町村が行うことと
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年法律第７３号） される事務
農 薬 取 締 法 （ 昭 和 ２ ３ 第１３条第１項及び第２項の規定により都道府県が処理する
年法律第８２号） こととされている事務
地 方 財 政 法 （ 昭 和 ２ ３ 一 都道府県が第５条の３第１項の規定により処理すること
年法律第１０９号） とされている事務（都道府県が申出を受けた協議に係るもの

に限る。）、同条第６項の規定により処理することとされてい
る事務（都道府県に対する届出に係るものに限る。）、同条第
７項（第１号に係る部分に限る。）の規定により処理するこ
と と さ れ て い る 事 務 （ 都 道 府 県 の 行 う 同 意 に 係 る も の に 限
る。）、第５条の４第１項、第３項及び第４項の規定により処
理することとされている事務（都道府県の行う許可に係るも
のに限る。）並びに同条第５項の規定により処理することと
されている事務
二 第３３条の５の７第２項の規定により、平成２１年度か
ら平成２８年度までの間、都道府県が処理することとされて
いる事務（都道府県の行う許可に係るものに限る。）
三 第３３条の７第４項の規定により、平成１７年度までの
間、都道府県が処理することとされている事務（都道府県の
行う許可に係るものに限る。）
四 第３３条の８第１項の規定により、平成１８年度から平
成３７年度までの間、都道府県が処理することとされている
事務（都道府県の行う許可に係るものに限る。）

大 麻 取 締 法 （ 昭 和 ２ ３ 第４条第２項、第１４条、第１６条第２項及び第２１条第１
年法律第１２４号） 項の規定により都道府県が処理することとされている事務
船 員 職 業 安 定 法 （ 昭 和 一 第１４条第２項の規定により市町村が処理することとさ
２３年法律第１３０号）れている事務

二 第８９条第８項又は第９２条第１項の規定により読み替
えて適用される船員法第１０４条第３項の規定により都道府
県が処理することとされている事務

教 科 書 の 発 行 に 関 す る 第５条第１項、第６条第２項及び第７条第２項の規定により
臨 時 措 置 法 （ 昭 和 ２ ３ 都道府県が処理することとされている事務並びに同条第１項
年法律第１３２号） の規定により市町村が処理することとされている事務
検 察 審 査 会 法 （ 昭 和 ２ 第１０条から第１２条までの規定により市町村が処理するこ
３年法律第１４７号） ととされている事務
政 治 資 金 規 正 法 （ 昭 和 一 この法律の規定により都道府県が処理することとされて
２３年法律第１９４号）いる事務のうち、次に掲げるもの

イ 第 ６ 条 第 １ 項 （ 同 条 第 ５ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含
む。）、第６条の３、第７条第１項、第７条の２第１項及び第

powered by インターネット六法 .com



- 170/346 -

２項（第１７条第４項において準用する場合を含む。）、第７
条の３第１項、第１２条第１項、第１７条第１項及び第３項、
第１８条第５項、第１９条第２項及び第３項、第１９条の２、
第１９条の１６、第２０条第１項及び第３項、第２０条の２、
第２２条の６第５項（第２２条の６の２第５項において準用
する場合を含む。）並びに第３１条の規定により都道府県が
処理することとされている事務
ロ 第１８条第１項において適用する第６条第１項、第６条
の３、第７条第１項、第７条の２第１項及び第２項（第１８
条第１項において適用する第１７条第４項において準用する
場合を含む。）、第７条の３第１項、第１２条第１項並びに第
１７条第１項及び第３項の規定により都道府県が処理するこ
ととされている事務
ハ 第１８条の２第１項において適用する第６条第１項、第
６条の３、第７条第１項、第７条の３第１項、第１２条第１
項及び第１７条第１項の規定により都道府県が処理すること
とされている事務
二 第２８条第４項において準用する公職選挙法第１１条第
３項の規定により市町村が処理することとされている事務

医 師 法 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 第６条第３項、第７条第５項及び第９項前段、同条第１１項
律第２０１号） 及び第１２項（これらの規定を第７条の２第５項において準

用する場合を含む。）、第７条第６項において準用する行政手
続法第１５条第１項及び第３項（同法第２２条第３項におい
て準用する場合を含む。）、第１６条第４項、第１８条第１項
及び第３項、第１９条第１項、第２０条第６項並びに第２４
条第３項並びに第７条第９項後段において準用する同法第２
２条第３項において準用する同法第１５条第３項の規定によ
り都道府県が処理することとされている事務

歯 科 医 師 法 （ 昭 和 ２ ３ 第６条第３項、第７条第５項及び第９項前段、同条第１１項
年法律第２０２号） 及び第１２項（これらの規定を第７条の２第５項において準

用する場合を含む。）、第７条第６項において準用する行政手
続法第１５条第１項及び第３項（同法第２２条第３項におい
て準用する場合を含む。）、第１６条第４項、第１８条第１項
及び第３項、第１９条第１項、第２０条第６項並びに第２４
条第３項並びに第７条第９項後段において準用する同法第２
２条第３項において準用する同法第１５条第３項の規定によ
り都道府県が処理することとされている事務

保 健 師 助 産 師 看 護 師 法 第１５条第３項及び第７項前段、同条第９項及び第１０項（こ
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（ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 ２ れらの規定を第１５条の２第７項において準用する場合を含
０３号） む。）、第１５条第４項において準用する行政手続法第１５条

第１項及び第３項（同法第２２条第３項において準用する場
合を含む。）、第１６条第４項、第１８条第１項及び第３項、
第１９条第１項、第２０条第６項並びに第２４条第３項並び
に第１５条第７項後段において準用する同法第２２条第３項
において準用する同法第１５条第３項の規定により都道府県
が処理することとされている事務

水 産 業 協 同 組 合 法 （ 昭 この法律（第１２７条第１５項を除く。）の規定により都道
和 ２ ３ 年 法 律 第 ２ ４ ２ 府県が処理することとされている事務（第１１条第１項第４
号） 号の事業を行う漁業協同組合、第８７条第１項第４号の事業

を行う漁業協同組合連合会、第９３条第１項第２号の事業を
行う水産加工業協同組合又は第９７条第１項第２号の事業を
行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。）

建 設 業 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 第４４条の４の規定により都道府県が処理することとされて
法律第１００号） いる事務
測 量 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 第１４条第３項（第３９条において準用する場合を含む。）、
律第１８８号） 第２１条第２項（第２３条第２項及び第３９条において準用

する場合を含む。）、第２４条第２項（第３９条において準用
する場合を含む。）及び第５５条の１２第１項の規定により
都道府県が処理することとされている事務並びに第２１条第
３項（第３９条において、測量計画機関が国である公共測量
に準用する場合を含む。）の規定により市町村（特別区を含
む。）が処理することとされている事務

土 地 改 良 法 （ 昭 和 ２ ４ 第８５条第８項、第８５条の２第１０項、第８５条の３第５
年法律第１９５号） 項及び第１１項並びに第８５条の４第４項の規定により都道

府県が処理することとされている事務（国営土地改良事業に
係るものに限る。）並びに第８９条の規定により都道府県が
処理することとされる事務

漁 業 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 この法律の規定により都道府県が処理することとされている
律第２６７号） 事務のうち、次に掲げるもの

一 第６５条第１項、第２項、第７項及び第８項並びに第６
６条第１項の規定により都道府県が処理することとされてい
る事務
二 第６７条第３項、第４項、第９項及び第１１項、第７２
条、第１３４条第１項及び第２項、同条第４項において準用
する第１１６条第３項において準用する第３９条第６項、第
８項及び第１１項並びに第１３７条の２の規定により都道府

powered by インターネット六法 .com



- 172/346 -

県が処理することとされている事務（第５２条第１項に規定
する指定漁業若しくは第６５条第１項若しくは第２項の規定
に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その
他の処分を要する漁業又は同条第１項若しくは第２項の規定
に基づく規則若しくは第６６条第１項の規定により都道府県
知事の許可その他の処分を要する漁業に関するものに限る。）

私 立 学 校 法 （ 昭 和 ２ ４ 第２６条第２項（第６４条第５項において準用する場合を含
年法律第２７０号） む。）、第３１条第１項（第６４条第５項及び第７項において

準用する場合を含む。）及び第２項（第３２条第２項、第５
０条第３項並びに第６４条第５項及び第７項において準用す
る場合を含む。）、第３２条第１項（第６４条第５項において
準用する場合を含む。）、第３７条第３項（第１号から第３号
まで、第５号及び第６号を除き、第６４条第５項において準
用する場合を含む。）、第４０条の４（第６４条第５項におい
て準用する場合を含む。）、第４０条の５（第６４条第５項に
おいて準用する場合を含む。）、第４５条（第６４条第５項に
おいて準用する場合を含む。）、第５０条第２項（第６４条第
５項において準用する場合を含む。）及び第４項（第６４条
第５項において準用する場合を含む。）、第５０条の７（第６
４条第５項において準用する場合を含む。）、第５０条の１３
第５項（第６４条第５項において準用する場合を含む。）及
び第６項（第６４条第５項において準用する場合を含む。）、
第５０条の１４（第６４条第５項において準用する場合を含
む。）、第５２条第２項（第６４条第５項において準用する場
合を含む。）、第６０条第１項（第６４条第５項において準用
する場合を含む。）、第２項（第６１条第２項及び第６４条第
５項において準用する場合を含む。）、第３項（第６０条第１
１項、第６１条第２項及び第６４条第５項において準用する
場合を含む。）、第９項（第６４条第５項において準用する場
合を含む。）及び第１０項（第６４条第５項において準用す
る場合を含む。）、第６１条第１項（第６４条第５項において
準用する場合を含む。）、第６２条第１項から第３項まで（第
６４条第５項において準用する場合を含む。）並びに第６３
条第１項（第６４条第５項において準用する場合を含む。）
の規定により都道府県が処理することとされている事務

相 続 税 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 第５８条第１項の規定により市町村が処理することとされて
法律第７３号） いる事務
公 職 選 挙 法 （ 昭 和 ２ ５ この法律の規定により地方公共団体が処理することとされて
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年法律第１００号） いる事務のうち、次に掲げるもの
一 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処
理することとされている事務
二 都道府県が第１４３条第１７項の規定により処理するこ
ととされている事務（衆議院議員又は参議院議員の選挙にお
ける公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者（公職
にある者を含む。以下この項において「国の選挙の公職の候
補者等」という。）及び第１９９条の５第１項に規定する後
援団体（以下この項において「後援団体」という。）で当該
国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲
示される第１４３条第１６項第１号に規定する立札及び看板
の類に係る事務に限る。）、第１４７条の規定により処理する
こととされている事務（国の選挙の公職の候補者等及び当該
国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のため
に使用される文書図画に係る事務に限る。）、第１４８条第２
項及び第２０１条の７第２項の規定により処理することとさ
れている事務、第２０１条の１１第２項の規定により処理す
ることとされている事務（第２０１条の６第１項ただし書（第
２０１条の７第２項において準用する場合を含む。）の規定
により開催される政談演説会に係る事務に限る。）、第２０１
条の１１第４項の規定により処理することとされている事務
（第２０１条の７第２項において準用する第２０１条の６第
１項ただし書の規定により掲示されるポスターに係る事務に
限る。）、第２０１条の１１第８項の規定により処理すること
とされている事務（第２０１条の６第１項ただし書（第２０
１条の７第２項において準用する場合を含む。）の規定によ
り掲示される立札及び看板の類に係る事務に限る。）並びに
第２０１条の１１第１１項及び第２０１条の１４第２項の規
定により処理することとされている事務（衆議院議員又は参
議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日ま
での間における事務に限る。）
三 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理
することとされている事務
四 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理す
ることとされている事務
五 市町村が第１４７条の規定により処理することとされて
いる事務（国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公
職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される
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文書図画に係る事務に限る。）並びに第２０１条の１１第１
１項及び第２０１条の１４第２項の規定により処理すること
とされている事務（衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日
の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に
限る。）

精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 一 この法律（第１章から第３章まで、第１９条の２第４項、
者福祉に関する法律（昭 第１９条の７、第１９条の８、第１９条の９第１項、同条第
和 ２ ５ 年 法 律 第 １ ２ ３ ２項（第３３条の８において準用する場合を含む。）、第１９
号） 条の１１、第２９条の７、第３０条第１項及び第３１条、第

３３条の７第１項及び第６項、第６章並びに第５１条の１１
の３第２項を除く。）の規定により都道府県が処理すること
とされている事務
二 この法律（第６章第２節を除く。）の規定により保健所
を設置する市又は特別区が処理することとされている事務（保
健所長に係るものに限る。）
三 第３３条第３項及び第３４条第２項の規定により市町村
が処理することとされている事務

肥 料 取 締 法 （ 昭 和 ２ ５ この法律の規定により都道府県が処理することとされている
年法律第１２７号） 事務のうち、次に掲げるもの

一 第４条第１項及び第２項、第６条第１項、第７条第１項、
第１０条、第１２条第４項、第１３条、第１５条、第１６条
第１項、第２項及び第４項、第１６条の２、第２２条、第２
９条第１項並びに第３０条第１項の規定により都道府県が処
理することとされている事務
二 第２９条第４項、第３０条第４項及び第７項、第３１条
第３項並びに第３３条第１項の規定により都道府県が処理す
ることとされている事務（販売業者に係るものを除く。）
三 第３１条第２項の規定により都道府県が処理することと
されている事務のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 第１９条第２項若しくは同項の規定に基づく命令又は第
２１条の規定の違反に関する処分
ロ その届出に係る販売業者に対する処分（イに掲げるもの
を除く。）
四 第３１条第６項の規定による登録証の返納の受理（前号
イに掲げる処分に係るものを除く。）
五 第３１条第７項の規定による通知（第３号イ及びロに掲
げる処分に係るものを除く。）

生 活 保 護 法 （ 昭 和 ２ ５ 一 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が第１９条
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年法律第１４４号） 第１項から第５項まで、第２４条第１項及び第３項（これら
の規定を同条第９項において準用する場合を含む。）並びに
第８項、第２５条第１項及び第２項、第２６条、第２７条第
１項、第２８条第１項、第２項及び第５項、第２９条、第３
０条から第３７条の２まで（第３０条第２項及び第３３条第
３項を除く。）、第４７条第１項、第４８条第４項、第５３条
第４項（第５４条の２第４項及び第５項並びに第５５条の２
において準用する場合を含む。）、第５５条の４、第５５条の
５、第６１条、第６２条第３項及び第４項、第６３条、第７
６条第１項、第７７条第２項、第７８条の２第１項及び第２
項、第８０条並びに第８１条の規定により処理することとさ
れている事務
二 都道府県が第２３条第１項及び第２項、第２９条第２項、
第４０条第２項、第４１条第２項から第５項まで、第４２条、
第４３条第１項、第４４条第１項、第４５条、第４６条第２
項及び第３項、第４８条第３項、第４９条、第４９条の２第
４項（第４９条の３第４項及び第５４条の２第４項において
準用する場合を含む。）並びに第５４条の２第５項及び第５
５条第２項において準用する第４９条の２第１項、第４９条
の３第１項、第５０条第２項、第５０条の２及び第５１条第
２項（これらの規定を第５４条の２第４項及び第５項並びに
第５５条第２項において準用する場合を含む。）、第５３条第
１項及び第３項（これらの規定を第５４条の２第４項及び第
５項並びに第５５条の２において準用する場合を含む。）、第
５４条第１項（第５４条の２第４項及び第５項並びに第５５
条第２項において準用する場合を含む。）、第５４条の２第１
項、第５５条第１項、第５５条の３、第６５条第１項、第７
４条第２項第２号及び第３号、第７７条第１項、第７８条、
第８３条の２並びに第７４条の２において準用する社会福祉
法第５８条第２項から第４項までの規定により処理すること
とされている事務
三 市町村が第２９条第２項、第４３条第２項、第７７条第
１項及び第７８条並びに第７４条の２において準用する社会
福祉法第５８条第２項から第４項までの規定により処理する
こととされている事務
四 福祉事務所を設置しない町村が第１９条第６項及び第７
項、第２４条第１０項並びに第２５条第３項の規定により処
理することとされている事務
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植 物 防 疫 法 （ 昭 和 ２ ５ 第２１条の規定により都道府県が処理することとされている
年法律第１５１号） 事務
国 会 議 員 の 選 挙 等 の 執 第４条第１５項、第４条の２第３項から第５項まで、第４条
行 経 費 の 基 準 に 関 す る の３第４項から第６項まで、第５条第１６項及び第１３条第
法 律 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 １項ただし書の規定により都道府県が処理することとされて
第１７９号） いる事務
建 築 基 準 法 （ 昭 和 ２ ５ 第１５条第４項、第１６条及び第７７条の６３の規定により
年法律第２０１号） 都道府県が処理することとされている事務並びに第１５条第

１項から第３項までの規定により市町村が処理することとさ
れている事務

建 築 士 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 第１０条の３及び第１５条の７の規定により都道府県が処理
法律第２０２号） することとされている事務
地 方 交 付 税 法 （ 昭 和 ２ 第５条第３項、第１７条第１項、第１７条の３第２項、第１
５年法律第２１１号） ７条の４第１項後段、第１８条第１項後段及び第２項後段の

規定並びに第１９条第７項後段及び第８項後段（これらの規
定を第２０条の２第４項及び附則第１５条第４項において準
用する場合を含む。）の規定により都道府県が処理すること
とされている事務

文 化 財 保 護 法 （ 昭 和 ２ 第１１０条第１項及び第２項、第１１２条第１項並びに第１
５年法律第２１４号） １０条第３項及び第１１２条第４項において準用する第１０

９条第３項及び第４項の規定により都道府県又は指定都市が
処理することとされている事務

港 湾 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 第４条第４項（第９条第２項及び第３３条第２項において準
律第２１８号） 用する場合を含む。以下同じ。）、第５項（第９条第２項、第

３３条第２項及び第５６条第２項において準用する場合を含
む。以下同じ。）、第８項（第９条第２項及び第３３条第２項
において準用する場合を含む。以下同じ。）並びに第１２項
及び第１３項（これらの規定を第３３条第２項において準用
する場合を含む。）、第９条第３項並びに第５６条第１項（水
域を定める事務に係る部分に限る。）の規定により都道府県
が処理することとされている事務（第４条第４項の規定によ
り処理することとされているものについては、同項の規定に
よる都道府県知事の同意に関するものに限り、同条第５項の
規定により処理することとされているものについては、同項
の規定による都道府県知事が行う協議に関するものに限り、
同条第８項の規定により処理することとされているものにつ
いては、同項の規定による都道府県が行う届出に関するもの
を除く。）
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地 方 税 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 この法律の規定により道府県が処理することとされている事
法律第２２６号） 務のうち、第３８８条第１項の規定により同項に規定する固

定資産評価基準の細目を定める事務及び第４１９条第１項に
規定する事務

狂 犬 病 予 防 法 （ 昭 和 ２ 一 第２条第３項、第８条、第９条第２項、第１０条から第
５年法律第２４７号） １３条まで、第１４条第１項、第１５条から第１７条まで、

第１８条第１項、同条第２項において準用する第６条第２項、
第３項、第５項、第７項及び第９項並びに第１８条の２第１
項の規定により都道府県が処理することとされている事務
二 第２条第３項、第８条第１項及び第２項、第９条第２項、
第１０条から第１３条まで、第１４条第１項、第１５条から
第１７条まで、第１８条第１項、同条第２項において準用す
る第６条第２項、第３項、第５項及び第７項から第９項まで
並びに第１８条の２第１項の規定により地域保健法第５条第
１項の規定に基づく政令で定める市又は特別区が処理するこ
ととされている事務
三 第１８条第２項において準用する第６条第７項及び第８
項の規定により市町村（地域保健法第５条第１項の規定に基
づく政令で定める市を除く。）が処理することとされている
事務

毒物及び劇物取締法（昭 第４条第２項（第９条第２項において準用する場合を含む。）、
和 ２ ５ 年 法 律 第 ３ ０ ３ 第７条第３項（製造業者又は輸入業者に係る部分に限る。）、
号） 第１０条第１項（製造業者又は輸入業者に係る部分に限る。）

及び第２１条第１項（製造業者又は輸入業者に係る部分に限
るものとし、同条第４項において準用する場合を含む。）の
規定により都道府県が処理することとされている事務

社 会 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ６ 一 都道府県が第３１条第１項、第４２条第２項、第４５条
年法律第４５号） の６第２項（第４５条の１７第３項において準用する場合を

含む。）、第４５条の９第５項、第４５条の３６第２項及び第
４項、第４６条第１項第６号、第２項及び第３項、第４６条
の６第４項及び第５項、第４７条の５、第５０条第３項、第
５４条の６第２項、第５５条の２第１項、第５５条の３第１
項、第５５条の４、第５６条第１項、第４項から第８項まで
及び第９項（第５８条第４項において準用する場合を含む。）、
第５７条、第５８条第２項、第５９条、第１１４条並びに第
１２１条の規定により処理することとされている事務
二 市が第３１条第１項、第４２条第２項、第４５条の６第
２項（第４５条の１７第３項において準用する場合を含む。）、
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第４５条の９第５項、第４５条の３６第２項及び第４項、第
４６条第１項第６号、第２項及び第３項、第４６条の６第４
項及び第５項、第４７条の５、第５０条第３項、第５４条の
６第２項、第５５条の２第１項、第５５条の３第１項、第５
５条の４、第５６条第１項、第４項から第８項まで及び第９
項（第５８条第４項において準用する場合を含む。）、第５７
条、第５８条第２項、第５９条、第１１４条並びに第１２１
条の規定により処理することとされている事務
三 町村が第５８条第２項及び同条第４項において準用する
第５６条第９項の規定により処理することとされている事務

恩 給 法 の 一 部 を 改 正 す 附則第７項又は第１０項の規定により都道府県知事が行う恩
る 法 律 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 給を受ける権利の裁定に関する事務
律第８７号）
公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 第１３条第１項の規定により都道府県が処理することとされ
事 業 費 国 庫 負 担 法 （ 昭 ている事務
和２６年法律第９７号）
宗 教 法 人 法 （ 昭 和 ２ ６ 第９条、第１４条第１項、第２項（第２８条第２項、第３９
年法律第１２６号） 条第２項及び第４６条第２項において準用する場合を含む。）

及び第４項（第２８条第２項、第３９条第２項及び第４６条
第２項において準用する場合を含む。）、第２５条第４項、第
２６条第４項（第３６条において準用する場合を含む。）、第
２８条第１項、第３９条第１項、第４３条第３項、第４６条
第１項、第４９条第３項、第５１条第５項及び第６項、第７
８条の２第１項及び第２項（第７９条第４項及び第８０条第
５項において準用する場合を含む。）、第７９条第１項から第
３項まで、第８０条第１項から第３項まで及び第６項、第８
１条第１項、第４項及び第５項並びに第８２条の規定により
都道府県が処理することとされている事務

家 畜 伝 染 病 予 防 法 （ 昭 第３章（第２１条第６項及び第７項を除く。）の規定（第６
和 ２ ６ 年 法 律 第 １ ６ ６ ２条第１項において準用する場合を含む。）により地方公共
号） 団体が処理することとされている事務
国 土 調 査 法 （ 昭 和 ２ ６ 第１９条第２項から第４項まで及び第２０条第１項の規定に
年法律第１８０号） より都道府県が処理することとされている事務
道 路 運 送 法 （ 昭 和 ２ ６ 第６９条第１項及び第９５条の４の規定により都道府県が処
年法律第１８３号） 理することとされている事務
道 路 運 送 車 両 法 （ 昭 和 第１１条第１項、第２項、第４項及び第６項並びに第３４条
２６年法律第１８５号）第２項及び第３５条第４項（これらの規定を第７３条第２項

において準用する場合を含む。）の規定により市町村（特別
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区を含む。）が処理することとされている事務
公 営 住 宅 法 （ 昭 和 ２ ６ 第３７条第５項（同条第７項において準用する場合を含む。）、
年法律第１９３号） 第４４条第６項、第４５条第３項及び第４６条第２項の規定

により都道府県が処理することとされている事務
検 疫 法 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 一 第２２条第２項から第５項まで、第２３条第２項から第
律第２０１号） ５項まで（同条第６項においてこれらの規定を準用する場合

を含む。）及び第７項並びに第２６条の３の規定により都道
府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされ
ている事務
二 第２３条第７項の規定により市町村が処理することとさ
れている事務

土 地 収 用 法 （ 昭 和 ２ ６ この法律の規定により地方公共団体が処理することとされて
年法律第２１９号） いる事務のうち、次の各号に掲げるもの（第１７条第１項各

号に掲げる事業又は第２７条第２項若しくは第４項の規定に
より国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに
限る。）
一 都道府県が第１１条第１項及び第４項、第１４条第１項、
第１５条の２第２項及び第３項（第１５条の７第２項におい
て準用する場合を含む。）、第１５条の３から第１５条の５ま
で、第１５条の８から第１５条の１１まで、第１５条の１２
において準用する仲裁法、第２４条第４項及び第５項（第２
６条の２第３項、第３４条の４第３項、第３６条の２第４項
及び第４２条第４項（第４５条第３項及び第４７条の４第２
項において準用する場合を含む。）においてこれらの規定を
準用する場合を含む。）、第２５条第２項、第２８条の３第１
項、第３０条第２項及び第３項（第３０条の２においてこれ
らの規定を準用する場合を含む。）、第３４条の２第２項にお
いて準用する第１９条第１項前段及び第２項、第３４条の３、
第３４条の４第１項、第３６条第５項、第４１条において準
用する第１９条、第４２条第１項、第５項及び第６項（第４
５条第３項及び第４７条の４第２項においてこれらの規定を
準用する場合を含む。）、第４５条第１項、第４５条の２、第
４６条第１項及び第２項、第４７条、第４７条の２第１項、
第４７条の３第５項において準用する第１９条第１項前段、
第４７条の４第１項、第５０条第１項、第２項及び第４項、
第６５条第１項、第６５条の２第７項、第６６条第３項（第
１２０条において準用する場合を含む。）、第８１条第３項、
第８２条第２項から第４項まで及び第６項、第８３条第２項、
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第８３条第３項から第６項まで（第８４条第３項及び第１２
３条第６項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）、
第８４条第２項、第８５条第２項、第８６条第２項、第８９
条第１項、第９０条の３第１項、第９０条の４、第１００条
の２第３項において準用する第９４条第１１項、第１０２条
の２第２項及び第３項、第１０４条の２において準用する第
９４条第１１項、第１１７条において準用する第１９条、第
１１８条第１項及び第５項、第１１９条並びに第１２３条第
１項及び第３項の規定（第１３８条第１項においてこれらの
規定を準用する場合を含む。）により処理することとされて
いる事務
二 市町村が第１２条第２項、第１４条第１項及び第３項、
第２４条第２項、第２６条の２第２項、第３４条の４第２項、
第３６条第４項、第３６条の２第３項、第４２条第２項及び
第３項（第４５条第３項及び第４７条の４第２項においてこ
れらの規定を準用する場合を含む。）、第４５条第２項、第１
０２条の２第１項、第１１８条第２項及び第３項、第１２２
条第１項及び第３項、第１２８条第１項、第１２８条第２項
において準用する第１０２条の２第３項並びに第１２８条第
３項及び第４項の規定（第１３８条第１項においてこれらの
規定を準用する場合を含む。）により処理することとされて
いる事務

森 林 法 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされて
律第２４９号） いる事務のうち、次に掲げるもの

一 第２５条の２、第２６条の２、第２７条第１項、第３３
条の２及び第３９条第１項の規定により都道府県が処理する
こととされている事務（第２５条第１項第１号から第３号ま
でに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関する
ものに限る。）
二 第２７条第２項及び第３項（申請書に意見書を付する事
務に関する部分を除く。）、第３０条並びに第３３条第３項（こ
れらの規定を第３３条の３において準用する場合を含む。）
の規定により都道府県が処理することとされている事務
三 第３０条の２第１項、同条第２項において準用する第３
０条後段、第３２条第２項及び第３項並びに第３３条第６項
において準用する同条第１項及び第３項（これらの規定を第
３３条の３において準用する場合を含む。）の規定により都
道府県が処理することとされている事務（第２５条第１項第
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１号から第３号までに掲げる目的を達成するための指定に係
る保安林に関するものに限る。）
四 第３１条、第３２条第１項（第３３条の３において準用
する場合を含む。）、第３４条から第３４条の３まで、第３８
条及び第３９条の２第１項の規定により都道府県が処理する
こととされている事務（民有林にあっては、第２５条第１項
第１号から第３号までに掲げる目的を達成するための指定に
係る保安林に関するものに限る。）
五 第４４条において準用する第２７条第２項及び第３項（申
請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。）、第３０条、
第３１条、第３２条第１項、第３３条第３項、第３４条から
第３４条の３まで並びに第３９条第１項の規定並びに第４６
条の２第１項の規定により都道府県が処理することとされて
いる事務
六 第１０条の７の２第２項の規定により市町村が処理する
こととされている事務（第２５条第１項第１号から第３号ま
でに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林又は保安
施設地区の区域内の森林に関するものに限る。）

覚 せ い 剤 取 締 法 （ 昭 和 第４条第１項（第３０条の５において準用する場合を含む。）、
２６年法律第２５２号）第５条第２項（第３０条の５において準用する場合を含む。）、

第９条第１項、第１０条第１項及び第２項（覚せい剤製造業
者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第３０条の５
において準用する場合を含む。）、第１１条第１項及び第２項
（覚せい剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規
定を第３０条の５において準用する場合を含む。）、第１２条
第１項（第３０条の５において準用する場合を含む。）、第１
５条第２項、第１７条第５項、第２０条第６項、第２２条第
１項、第２２条の２、第２３条、第２４条第１項及び第２項、
第２９条、第３０条、第３０条の４第１項（覚せい剤原料輸
入業者若しくは覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造
業者に係る部分に限る。）、第３０条の６第３項、第３０条の
１２第１項第１号及び第２号、第３０条の１３、第３０条の
１４、第３０条の１５第１項及び第２項、第３１条、第３２
条第１項及び第２項、第３５条第３項並びに第３６条第１項
の規定により都道府県が処理することとされている事務

出 入 国 管 理 及 び 難 民 認 第１９条の７第１項及び第２項（第１９条の８第２項及び第
定 法 （ 昭 和 ２ ６ 年 政 令 １９条の９第２項において準用する場合を含む。）、第１９条
第３１９号） の８第１項並びに第１９条の９第１項の規定により市町村が
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処理することとされている事務
旅 券 法 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 第３条、第８条第１項から第３項まで、第９条第１項及び第
律第２６７号） ３項、第１０条第４項、第１２条第１項及び第３項、第１７

条第１項から第３項まで並びに第１９条第５項及び第６項の
規定により都道府県が処理することとされている事務

水 産 資 源 保 護 法 （ 昭 和 第４条第１項、第２項、第７項及び第８項並びに第３０条の
２６年法律第３１３号）規定により都道府県が処理することとされている事務
漁 船 損 害 等 補 償 法 （ 昭 この法律の規定により都道府県が処理することとされている
和２７年法律第２８号）事務
戦 傷 病 者 戦 没 者 遺 族 等 第４０条第３項の規定により都道府県が処理することとされ
援 護 法 （ 昭 和 ２ ７ 年 法 ている事務
律第１２７号）
日 本 国 と ア メ リ カ 合 衆 第９条第２項において準用する土地収用法第８１条第３項の
国 と の 間 の 相 互 協 力 及 規定、第１４条の規定により適用される土地収用法第９４条
び 安 全 保 障 条 約 第 ６ 条 第４項において準用する同法第１９条、同法第９４条第５項、
に 基 づ く 施 設 及 び 区 域 同条第６項において準用する同法第５０条第１項、第２項及
並 び に 日 本 国 に お け る び第４項、第６５条第１項、第６５条の２第７項並びに第６
合 衆 国 軍 隊 の 地 位 に 関 ６条第３項並びに同法第９４条第７項、第８項及び第１１項
す る 協 定 の 実 施 に 伴 う の規定、第１６条第２項及び第３項（第１７条第３項におい
土 地 等 の 使 用 等 に 関 す て準用する場合を含む。）並びに第４項（第１７条第３項に
る 特 別 措 置 法 （ 昭 和 ２ おいて準用する場合を含む。）において準用する土地収用法
７年法律第１４０号） 第９４条第１１項の規定、第１９条第１項、第３項及び第５

項、第２０条第１項、第２１条第１項、第２２条並びに第２
３条第６項の規定並びに第２６条において準用する公共用地
の取得に関する特別措置法第２３条第２項、第２４条、第２
５条、第２６条第１項、同条第２項において準用する土地収
用法第８３条第４項から第６項まで、第２９条第２項、第３
４条及び第３７条第２項において準用する同法第９４条第１
１項の規定により都道府県が処理することとされている事務

宅 地 建 物 取 引 業 法 （ 昭 第８条、第１０条、第１４条及び第７８条の３の規定により
和 ２ ７ 年 法 律 第 １ ７ ６ 都道府県が処理することとされている事務（第８条、第１０
号） 条及び第１４条の規定により処理することとされているもの

については、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者
に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及
び消除に関するものに限る。）

道 路 法 （ 昭 和 ２ ７ 年 法 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとさ
律第１８０号） れている事務のうち次に掲げるもの

イ この法律の規定により都道府県、指定市又は第１７条第
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２項の規定により都道府県の同意を得た市（次号において「都
道府県等」という。）が、指定区間外の国道の道路管理者と
して処理することとされている事務（第２４条の２第１項及
び第３項、第３９条第１項（第９１条第２項において準用す
る場合を含む。）、第４７条の２第３項、第４９条、第５４条
第１項、同条第２項において準用する第１９条第２項、第５
４条第３項において準用する第７条第６項、第５４条の２第
１項、同条第２項において準用する第１９条の２第２項、第
５４条の２第３項において準用する第７条第６項、第５５条
第１項、同条第２項において準用する第２０条第３項、第５
５条第３項において準用する第７条第６項、第５８条第１項、
第５９条第１項及び第３項、第６０条、第６１条第１項、第
６９条、第７０条第１項、第３項及び第４項、第７１条第４
項（道路監理員の任命に係る部分に限り、第９１条第２項に
おいて準用する場合を含む。）、第７２条第１項（第９１条第
２項において準用する場合を含む。）、第７２条第２項におい
て準用する第６９条第２項及び第３項並びに第７２条第３項
（これらの規定を第９１条第２項において準用する場合を含
む。）、第７３条第１項から第３項まで（これらの規定を第９
１条第２項において準用する場合を含む。）、第７５条第５項
並びに同条第６項において準用する第６９条第２項及び第３
項（これらの規定を第９１条第２項において準用する場合を
含む。）、第８５条第３項、第９１条第３項並びに同条第４項
において準用する第６９条第２項及び第３項の規定により処
理することとされているものを除く。）及び指定区間外の国
道を構成していた不用物件の管理者として処理することとさ
れている事務（第９５条（第９１条第２項において準用する
場合を含む。）の規定により処理することとされているもの
を除く。）
ロ 第１３条第２項の規定により都道府県又は指定市が処理
することとされる事務（政令で定めるものを除く。）
ハ 第１７条第４項の規定により国道に関して指定市以外の
市町村が処理することとされている事務（政令で定めるもの
を除く。）
ニ 第９４条第５項（第９１条第２項において準用する場合
を含む。）の規定により都道府県が処理することとされてい
る事務
二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、都道府県
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等が指定区間外の国道の道路管理者又は道路管理者となるべ
き者として処理することとされている事務（費用の負担及び
徴収に関するものを除く。）

農 地 法 （ 昭 和 ２ ７ 年 法 この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することと
律第２２９号） されている事務のうち、次の各号及び第６３条第２項各号に

掲げるもの以外のもの
一 第３条第４項の規定により市町村が処理することとされ
ている事務（同項の規定により農業委員会が処理することと
されている事務を除く。）
二 第４条第１項、第２項及び第８項の規定により都道府県
等が処理することとされている事務（同一の事業の目的に供
するため４ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする
行為に係るものを除く。）
三 第４条第３項の規定により市町村が処理することとされ
ている事務（意見を付する事務に限る。）
四 第４条第３項の規定により市町村（指定市町村に限る。）
が処理することとされている事務（申請書を送付する事務（同
一の事業の目的に供するため４ヘクタールを超える農地を農
地以外のものにする行為に係るものを除く。）に限る。）
五 第４条第４項及び第５項（これらの規定を同条第１０項
において準用する場合を含む。）の規定により市町村が処理
することとされている事務
六 第４条第９項の規定により都道府県等が処理することと
されている事務（意見を聴く事務（同一の事業の目的に供す
るため４ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行
為に係るものを除く。）に限る。）
七 第４条第９項の規定により市町村が処理することとされ
ている事務（意見を述べる事務に限る。）
八 第５条第１項及び第４項の規定並びに同条第３項におい
て準用する第４条第２項の規定により都道府県等が処理する
こととされている事務（同一の事業の目的に供するため４ヘ
クタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地につ
いて第３条第１項本文に掲げる権利を取得する行為に係るも
のを除く。）
九 第５条第３項において準用する第４条第３項の規定によ
り市町村が処理することとされている事務（意見を付する事
務に限る。）
十 第５条第３項において準用する第４条第３項の規定によ
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り市町村（指定市町村に限る。）が処理することとされてい
る事務（申請書を送付する事務（同一の事業の目的に供する
ため４ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放
牧地について第３条第１項本文に掲げる権利を取得する行為
に係るものを除く。）に限る。）
十一 第５条第３項において読み替えて準用する第４条第４
項及び第５項の規定並びに第５条第５項において読み替えて
準用する第４条第１０項において読み替えて準用する同条第
４項及び第５項の規定により市町村が処理することとされて
いる事務
十二 第５条第５項において準用する第４条第９項の規定に
より都道府県等が処理することとされている事務（意見を聴
く事務（同一の事業の目的に供するため４ヘクタールを超え
る農地又はその農地と併せて採草放牧地について第３条第１
項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。）に
限る。）
十三 第５条第５項において準用する第４条第９項の規定に
より市町村が処理することとされている事務（意見を述べる
事務に限る。）
十四 第３０条、第３１条、第３２条第１項、同条第２項か
ら第５項まで（これらの規定を第３３条第２項において準用
する場合を含む。）、第３３条第１項、第３４条、第３５条第
１項及び第３項、第３６条並びに第４３条第１項の規定によ
り市町村が処理することとされている事務
十五 第４４条の規定により市町村が処理することとされて
いる事務
十六 第４９条第１項、第３項及び第５項並びに第５０条の
規定により都道府県等が処理することとされている事務（第
２号、第８号及び次号に掲げる事務に係るものに限る。）
十七 第５１条の規定により都道府県等が処理することとさ
れている事務（第２号及び第８号に掲げる事務に係るものに
限る。）
十八 第５１条の２の規定により都道府県又は市町村が処理
することとされている事務
十九 第５２条から第５２条の３までの規定により市町村が
処理することとされている事務

日 本 国 と ア メ リ カ 合 衆 第３条の規定により都道府県が処理することとされている事
国 と の 間 の 相 互 協 力 及 務（同条第２項の規定による申請書に意見を記載した書面を
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び 安 全 保 障 条 約 に 基 づ 添える事務を除く。）
き 日 本 国 に あ る ア メ リ
カ 合 衆 国 の 軍 隊 の 水 面
の 使 用 に 伴 う 漁 船 の 操
業 制 限 等 に 関 す る 法 律
（ 昭 和 ２ ７ 年 法 律 第 ２
４３号）
麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 第２４条第１２項（第１号に係る部分に限る。）、第２９条、
法 （ 昭 和 ２ ８ 年 法 律 第 第３５条、第３６条第１項及び第３項（これらの規定を同条
１４号） 第４項において準用する場合を含む。）、第４６条から第４９

条まで、第５０条の２２、第５０条の２４第２項及び第３項、
第５０条の３３、第５０条の３８第１項及び第２項、第５０
条の３９、第５８条の２から第５８条の５まで、第５８条の
６第１項、第４項、第５項及び第８項、第５８条の８第１項、
同条第２項から第６項まで（これらの規定を第５８条の９第
２項において準用する場合を含む。）、第５８条の１１、第５
８条の１２並びに第５８条の１６の規定により都道府県が処
理することとされている事務

北 海 道 防 寒 住 宅 建 設 等 第５条第３項の規定により道が処理することとされている事
促 進 法 （ 昭 和 ２ ８ 年 法 務
律第６４号）
と 畜 場 法 （ 昭 和 ２ ８ 年 第１７条第１項の規定により都道府県が処理することとされ
法律第１１４号） ている事務
未 帰 還 者 留 守 家 族 等 援 第１１条第２項の規定により都道府県が処理することとされ
護 法 （ 昭 和 ２ ８ 年 法 律 ている事務
第１６１号）
信 用 保 証 協 会 法 （ 昭 和 第５２条第１項の規定により都道府県又は市町村が処理する
２８年法律第１９６号）こととされている事務
労 働 金 庫 法 （ 昭 和 ２ ８ 第９８条の３の規定により都道府県が処理することとされて
年法律第２２７号） いる事務
日 本 国 に 駐 留 す る ア メ 第２条の規定により市町村（特別区を含む。）が処理するこ
リ カ 合 衆 国 軍 隊 等 の 行 ととされている事務（同条第２項の規定による申請書に意見
為 に よ る 特 別 損 失 の 補 を記載した書面を添える事務を除く。）
償 に 関 す る 法 律 （ 昭 和
２８年法律第２４６号）
あ へ ん 法 （ 昭 和 ２ ９ 年 この法律（第１２条第４項及び第４４条第６項を除く。）の
法律第７１号） 規定により都道府県が処理することとされている事務
土 地 区 画 整 理 法 （ 昭 和 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされて
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２９年法律第１１９号）いる事務のうち次に掲げるもの
一 都道府県が第７１条の３第６項及び第７項（これらの規
定を同条第１５項において準用する場合を含む。）並びに第
７６条の規定により処理することとされている事務（都道府
県又は機構等（市のみが設立した地方公社を除く。）が施行
する土地区画整理事業に係るものに限る。）
二 市町村が処理することとされている次に掲げる事務
イ 第５５条第１０項（同条第１３項において準用する場合
を含む。）、第６９条第８項（同条第１０項において準用する
場合を含む。）、第７１条の３第１２項（同条第１５項におい
て準用する場合を含む。）及び第７７条第５項後段（第１３
３条第２項において準用する場合を含む。）に規定する事務
（国土交通大臣、都道府県又は機構等（市のみが設立した地
方公社を除く。）が施行する土地区画整理事業に係るものに
限る。）
ロ 第７２条第６項に規定する事務（都道府県又は機構等（市
のみが設立した地方公社を除く。）が施行する土地区画整理
事業に係るものに限る。）

自 衛 隊 法 （ 昭 和 ２ ９ 年 第１０３条第１項から第４項まで、第６項、第７項及び第１
法律第１６５号） ０項から第１５項まで、第１０３条の２、第１０５条第４項、

第５項（申請書に意見を記載した書面を添える部分を除く。）
及び第６項並びに第１１５条の１０第４項の規定により都道
府県が処理することとされている事務（第１１５条の１０第
４項の規定により処理することとされているもののうち民有
林に係るものにあっては、森林法第２５条第１項第１号から
第３号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林
に関するものに限る。）

補 助 金 等 に 係 る 予 算 の 第２６条第２項の規定により都道府県が行うこととされる事
執 行 の 適 正 化 に 関 す る 務
法 律 （ 昭 和 ３ ０ 年 法 律
第１７９号）
海 岸 法 （ 昭 和 ３ １ 年 法 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとさ
律第１０１号） れている事務のうち次に掲げるもの

イ 第２条第１項及び第２項、第２条の３、第３条第１項、
第２項及び第４項、第４条第１項、第５条第１項から第５項
まで、第７項及び第８項、第１３条、第１４条の５第１項、
第１５条、第１６条第１項、第１７条第１項、第１８条第１
項、第２項、第４項、第５項及び第７項、同条第８項におい
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て準用する第１２条の２第２項及び第３項、第１９条第１項、
第３項及び第４項、第２０条第１項及び第２項、第２１条第
１項から第３項まで、同条第４項において準用する第１２条
の２第２項及び第３項、第２１条の３第１項から第３項まで、
同条第４項において準用する第１２条の２第２項及び第３項、
第２２条第２項、同条第３項において準用する漁業法第３９
条第７項から第１５項まで、第２３条の３第１項、第２項及
び第４項、第２３条の５、第２３条の６、第２４条第１項及
び第２項、第３０条、第３１条第１項、第３２条第３項、第
３３条第１項、第３５条第１項及び第３項並びに第３８条の
規定により都道府県が処理することとされている事務（第５
条第１項から第５項まで、第１４条の５第１項、第１５条、
第１６条第１項、第１８条第１項、第２項、第４項、第５項
及び第７項、同条第８項において準用する第１２条の２第２
項及び第３項、第２０条第１項及び第２項、第２３条の５、
第２３条の６、第３０条、第３１条第１項、第３５条第１項
及び第３項並びに第３８条に規定する事務にあっては、海岸
保全施設に関する工事に係るものに限る。）
ロ 第２条第１項、第２条の３第４項（同条第７項において
準用する場合を含む。）、第５条第２項から第５項まで、第１
３条、第１４条の５第１項、第１５条、第１６条第１項、第
１７条第１項、第１８条第１項、第２項、第４項、第５項及
び第７項、同条第８項において準用する第１２条の２第２項
及び第３項、第１９条第１項、第３項及び第４項、第２０条
第１項及び第２項、第２１条第１項から第３項まで、同条第
４項において準用する第１２条の２第２項及び第３項、第２
１条の３第１項から第３項まで、同条第４項において準用す
る第１２条の２第２項及び第３項、第２２条第２項、同条第
３項において準用する漁業法第３９条第７項から第１５項ま
で、第２３条の３第１項、第２項及び第４項、第２３条の５、
第２３条の６、第２４条第１項及び第２項、第３０条、第３
１条第１項、第３２条第３項、第３３条第１項、第３５条第
１項及び第３項並びに第３８条の規定により市町村が処理す
ることとされている事務（第５条第２項から第５項まで、第
１４条の５第１項、第１５条、第１６条第１項、第１８条第
１項、第２項、第４項、第５項及び第７項、同条第８項にお
いて準用する第１２条の２第２項及び第３項、第２０条第１
項及び第２項、第２３条の５、第２３条の６、第３０条、第
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３１条第１項、第３５条第１項及び第３項並びに第３８条に
規定する事務にあっては、海岸保全施設に関する工事に係る
ものに限る。）
二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、前号に規
定する事務に関して都道府県又は市町村が処理することとさ
れている事務

物 品 管 理 法 （ 昭 和 ３ １ 第１１条第１項の規定により都道府県が行うこととされる事
年法律第１１３号） 務
国 の 債 権 の 管 理 等 に 関 第５条第２項の規定により都道府県が行うこととされる事務
す る 法 律 （ 昭 和 ３ １ 年
法律第１１４号）
売 春 防 止 法 （ 昭 和 ３ １ 第３１条において適用する更生保護法（平成１９年法律第８
年法律第１１８号） ８号）第９８条第２項の規定により市町村が処理することと

されている事務
安 全 な 血 液 製 剤 の 安 定 第１３条第４項（第１４条第３項において準用する場合を含
供 給 の 確 保 等 に 関 す る む。）及び第５項並びに第２３条第１項の規定により都道府
法 律 （ 昭 和 ３ １ 年 法 律 県が処理することとされている事務
第１６０号）
地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 都道府県が第４８条第１項（第５４条の２及び第５４条の３
び運営に関する法律（昭 の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定によ
和 ３ １ 年 法 律 第 １ ６ ２ り処理することとされている事務（市町村が処理する事務が
号） 自治事務又は第２号法定受託事務である場合においては、第

４８条第３項（第５４条の２及び第５４条の３の規定により
読み替えて適用する場合を含む。）に規定する文部科学大臣
の指示を受けて行うものに限る。）、第５３条第２項（第５４
条の２及び第５４条の３の規定により読み替えて適用する場
合を含む。）の規定により処理することとされている事務、
第６０条第５項の規定により処理することとされている事務
（都道府県委員会の意見を聴くことに係るものに限る。）並
びに第５５条第９項（同条第１０項により読み替えて適用す
る場合並びに第６０条第７項において準用する場合及び同条
第９項において読み替えて準用する場合を含む。）において
準用する地方自治法第２５２条の１７の３第２項及び第３項
並びに第２５２条の１７の４第１項及び第３項の規定により
処理することとされている事務

租 税 特 別 措 置 法 （ 昭 和 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされて
３２年法律第２６号） いる事務のうち、次に掲げるもの

一 都道府県が処理することとされている第２８条の４第３
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項第５号イ、第６号及び第７号イ並びに第３１条の２第２項
第１４号ハ及び第１５号ニに規定する認定の事務、第３４条
の２第２項第１２号及び第１４号に規定する指定の事務、第
６２条の３第４項第１４号ハ及び第１５号ニ並びに第６３条
第３項第５号イ、第６号及び第７号イに規定する認定の事務、
第６５条の４第１項第１２号及び第１４号に規定する指定の
事務、第６８条の６９第３項第５号イ、第６号及び第７号イ
に規定する認定の事務並びに第７０条の４第３６項（第７０
条の６第４１項において準用する場合を含む。）、第７０条の
６の４第２０項、第７０条の７第３５項及び第７０条の７の
２第４０項（第７０条の７の４第２０項において準用する場
合を含む。）の通知に関する事務
二 市町村が処理することとされている第２８条の４第３項
第７号イ及びロ並びに第３１条の２第２項第１５号ニに規定
する認定の事務、第３４条の２第２項第１４号の２に規定す
る指定の事務、第６２条の３第４項第１５号ニ並びに第６３
条第３項第７号イ及びロに規定する認定の事務、第６５条の
４第１項第１４号の２に規定する指定の事務、第６８条の６
９第３項第７号イ及びロに規定する認定の事務並びに第７０
条の４第３６項（第７０条の６第４１項において準用する場
合を含む。）、第７０条の４第３７項（第７０条の６第４２項
において準用する場合を含む。）及び第７０条の６の４第２
０項の通知に関する事務

特 定 多 目 的 ダ ム 法 （ 昭 第３２条第１項の規定により都道府県が処理することとされ
和３２年法律第３５号）ている事務
自 然 公 園 法 （ 昭 和 ３ ２ 第２０条第１項、同条第２項において準用する第５条第３項、
年法律第１６１号） 第２１条第１項、同条第２項において準用する第５条第３項、

第２２条第１項、同条第２項において準用する第５条第３項
及び第６７条第２項（利用調整地区に係る部分を除く。）の
規定により都道府県が処理することとされている事務

生 活 衛 生 関 係 営 業 の 運 第５６条の３第５項及び第５７条第３項前段の規定により都
営 の 適 正 化 及 び 振 興 に 道府県が処理することとされている事務
関 す る 法 律 （ 昭 和 ３ ２
年法律第１６４号）
地 す べ り 等 防 止 法 （ 昭 一 第 ７ 条 、 第 ８ 条 （ 第 ４ ５ 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含
和３３年法律第３０号）む。）、第９条、第１１条、第１３条（第４５条において準用

する場合を含む。）、第１４条第１項（第４５条において準用
する場合を含む。）、第１５条第１項（第４５条において準用
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する場合を含む。）、第１６条第１項（第４５条において準用
する場合を含む。）、第１６条第２項（第４５条において準用
する場合を含む。）において準用する第６条第２項、第３項、
第５項及び第６項、第１８条（第４２条第２項において準用
する場合を含む。）、第２０条第２項（第４５条において準用
する場合を含む。）、第２１条第１項及び第２項（第４５条に
おいてこれらの規定を準用する場合を含む。）、第２２条第１
項、第２３条第１項及び第２項、第２４条第１項、第２５条、
第２６条第１項（第４５条において準用する場合を含む。）、
第３０条（第４５条において準用する場合を含む。）、第３１
条（第４５条において準用する場合を含む。）、第３３条（第
４５条において準用する場合を含む。）、第３４条第１項（第
４５条において準用する場合を含む。）、第３５条第３項（第
４５条において準用する場合を含む。）、第３６条第１項（第
４５条において準用する場合を含む。）、第３８条第１項から
第３項まで（第４５条においてこれらの規定を準用する場合
を含む。）、第４１条、第４２条第１項並びに第４８条の規定
により都道府県が処理することとされている事務
二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、地すべり
防止工事の施行その他地すべり防止区域の管理及びぼた山崩
壊防止工事の施行その他ぼた山崩壊防止区域の管理に関して
都道府県が処理することとされている事務

首 都 圏 の 近 郊 整 備 地 帯 第１９条第２項の規定により都県が処理することとされてい
及 び 都 市 開 発 区 域 の 整 る 事 務 （ 都 県 が 施 行 す る 工 業 団 地 造 成 事 業 に 係 る も の に 限
備 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 る。）
３３年法律第９８号）
国 民 健 康 保 険 法 （ 昭 和 第１７条第１項及び第３項（第２７条第３項において準用す
３３年法律第１９２号）る場合を含む。）、第２４条の４、第２４条の５、第２５条第

１項、第２７条第２項及び第４項、第３２条第２項、第３２
条の２第２項、第３２条の７第１項及び第２項（同条第３項
において準用する場合を含む。）、第３２条の１２、第４１条
第１項（第５２条第６項、第５２条の２第３項、第５３条第
３項及び第５４条の３第２項において準用する場合を含む。）
及び第２項（第４５条の２第４項、第５２条第６項、第５２
条の２第３項、第５３条第３項及び第５４条の３第２項にお
いて準用する場合を含む。）、第４５条第３項並びに第４５条
の２第１項及び第５項（これらの規定を第５２条第６項、第
５２条の２第３項、第５３条第３項及び第５４条の３第２項
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において準用する場合を含む。）、第５４条の２の２並びに第
５４条の２の３第１項及び第３項（これらの規定を第５４条
の３第２項において準用する場合を含む。）、第８０条第１項、
第８８条並びに第８９条第１項の規定により都道府県が処理
することとされている事務、第１０６条第１項（第２号に係
る部分に限る。）、第１０７条（第２号に係る部分に限る。）
及び第１０８条の規定により都道府県が処理することとされ
ている事務のうち組合に係るもの並びに第１１４条、附則第
１６条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第
４４条第４項及び第１３４条第２項並びに附則第１９条にお
いて準用する同法第１５２条第１項及び第３項の規定により
都道府県が処理することとされている事務

国 民 年 金 法 （ 昭 和 ３ ４ 第１２条第１項及び第４項（第１０５条第２項において準用
年法律第１４１号） する場合を含む。）並びに第１０５条第１項及び第４項の規

定により市町村が処理することとされている事務
小 売 商 業 調 整 特 別 措 置 第２条、第３条第１項及び第４項（第７条第４項及び第１０
法 （ 昭 和 ３ ４ 年 法 律 第 条第２項において準用する場合を含む。）、第４条第１項、第
１５５号） ６条第２項、第７条第１項及び第３項、第９条第３項、第１

０条第１項、第１２条第１項及び第２項、第１４条、第１４
条の２（第１６条の７後段において読み替えて適用される場
合を含む。）、第１５条から第１６条の２まで、第１６条の３
第１項、第３項、第４項（第１６条の４第２項において準用
する場合を含む。）及び第５項、第１６条の４第１項、第１
６条の５、第１６条の６第１項、第１７条、第１８条第１項、
第１９条第１項及び第２項並びに第２０条の規定により都道
府県が処理することとされている事務

住 宅 地 区 改 良 法 （ 昭 和 第４条第２項及び第５条並びに第２９条第１項において準用
３５年法律第８４号） する公営住宅法第４４条第６項及び第４６条第２項の規定に

より都道府県が処理することとされている事務
医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 一 第２１条、第２３条の２の２１、第２３条の４１、第６
品 質 、 有 効 性 及 び 安 全 ９条第１項、第４項及び第５項、第６９条の２第２項、第７
性 の 確 保 等 に 関 す る 法 ０条第１項及び第２項、第７１条、第７２条第３項、第７２
律 （ 昭 和 ３ ５ 年 法 律 第 条の５、第７６条の６第１項から第５項まで及び第７項、第
１４５号） ７６条の７第１項及び第２項、第７６条の７の２並びに第７

６条の８第１項の規定により都道府県が処理することとされ
ている事務
二 第２１条第１項及び第２項、第６９条第１項及び第４項、
第７０条第１項及び第２項、第７１条、第７２条第３項並び
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に第７２条の５の規定により保健所を設置する市又は特別区
が処理することとされている事務
三 第８３条第１項において読み替えて適用する第２１条、
第２３条の２の２１、第２３条の４１、第６９条第１項、第
４項及び第５項、第６９条の２第２項、第７０条第１項及び
第２項、第７１条、第７２条第３項並びに第７２条の５の規
定により都道府県が処理することとされている事務

薬 剤 師 法 （ 昭 和 ３ ５ 年 第８条第６項及び第１０項前段、同条第１２項及び第１３項
法律第１４６号） （これらの規定を第８条の２第５項において準用する場合を

含む。）、第８条第７項において準用する行政手続法第１５条
第１項及び第３項（同法第２２条第３項において準用する場
合を含む。）、第１６条第４項、第１８条第１項及び第３項、
第１９条第１項、第２０条第６項並びに第２４条第３項、第
８条第１０項後段において準用する同法第２２条第３項にお
いて準用する同法第１５条第３項並びに第９条の規定により
都道府県が処理することとされている事務

農 業 協 同 組 合 合 併 助 成 この法律の規定により都道府県が処理することとされている
法 （ 昭 和 ３ ６ 年 法 律 第 事務のうち、次に掲げるもの
４８号）

一 第２条第１項及び第４条の規定により都道府県が処理す
ることとされている事務（合併する組合のうちに信用事業を
行う組合が含まれている場合に限る。）
二 第６条、第８条及び第９条の規定により都道府県が処理
することとされている事務

公 共 用 地 の 取 得 に 関 す この法律の規定により地方公共団体が処理することとされて
る 特 別 措 置 法 （ 昭 和 ３ いる事務のうち、次の各号に掲げるもの
６年法律第１５０号）

一 都道府県が第８条において準用する土地収用法第２４条
第４項及び第５項並びに同法第２５条第２項、この法律第２
０条第１項、第３項及び第５項、第２１条第１項、第２３条
第２項、第２４条、第２５条、第２６条第１項、第２６条第
２項において準用する土地収用法第８３条第４項から第６項
まで、この法律第２９条第２項、第３０条第１項、第３４条、
第３７条第２項において準用する土地収用法第９４条第１１
項並びにこの法律第３８条の２の規定（第４５条においてこ
れらの規定を準用する場合を含む。）により処理することと
されている事務
二 市町村が第８条において準用する土地収用法第２４条第
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２項及びこの法律第４０条第２項の規定（第４５条において
これらの規定を準用する場合を含む。）により処理すること
とされている事務

社 会 福 祉 施 設 職 員 等 退 第２３条第１項の規定により都道府県が処理することとされ
職 手 当 共 済 法 （ 昭 和 ３ ている事務
６年法律第１５５号）
畜 産 経 営 の 安 定 に 関 す 第１４条第１項及び第２項、第１７条第１項、第１８条第１
る 法 律 （ 昭 和 ３ ６ 年 法 項（第２０条第３項において準用する場合を含む。）、第１９
律第１８３号） 条第２項、第２０条第１項及び第２項並びに第３６条第２項

の規定により都道府県が処理することとされている事務
踏 切 道 改 良 促 進 法 （ 昭 第 ４ 条 第 １ １ 項 （ 同 条 第 １ ３ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含
和 ３ ６ 年 法 律 第 １ ９ ５ む。）の規定により都道府県が処理することとされている事
号） 務
児 童 扶 養 手 当 法 （ 昭 和 この法律（第２８条の２第２項及び第３項を除く。）の規定
３６年法律第２３８号）により都道府県等が処理することとされている事務
共 同 溝 の 整 備 等 に 関 す 第３条第２項及び第３項（都道府県公安委員会の意見を聴く
る 特 別 措 置 法 （ 昭 和 ３ 事務に係る部分に限る。）の規定により指定区間内の一般国
８年法律第８１号） 道の管理を行う都道府県及び指定市が処理することとされて

いる事務
新住宅市街地開発法（昭 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされて
和 ３ ８ 年 法 律 第 １ ３ ４ いる事務のうち次に掲げるもの
号） 一 都道府県が第２７条第２項の規定により処理することと

されている事務（都道府県又は地方住宅供給公社（市のみが
設立したものを除く。）が施行する新住宅市街地開発事業に
係るものに限る。）
二 都道府県が第３２条第１項並びに第３４条第３項及び第
４項の規定により処理することとされている事務（都道府県
又は地方住宅供給公社（市のみが設立したものを除く。）が
施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。）
三 市町村が第３４条第２項の規定により処理することとさ
れている事務（都道府県又は地方住宅供給公社（市のみが設
立したものを除く。）が施行する新住宅市街地開発事業に係
るものに限る。）

不 動 産 の 鑑 定 評 価 に 関 第１２条の２、第１７条第１項、第１８条、第１９条第２項、
す る 法 律 （ 昭 和 ３ ８ 年 第２０条第２項、第２３条第１項（国土交通大臣への経由に
法律第１５２号） 関する事務に係る部分に限る。）、第２６条第２項及び第３項

（国土交通大臣に通知する事務に係る部分に限る。）、第２７
条第３項、第２９条第２項並びに第３１条第１項（国土交通
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大臣から送付を受けた書類の公衆の閲覧に関する事務に係る
部分に限る。）の規定により都道府県が処理することとされ
ている事務

特 別 児 童 扶 養 手 当 等 の この法律（第２２条第２項及び第２５条（第２６条の５にお
支 給 に 関 す る 法 律 （ 昭 いてこれらの規定を準用する場合を含む。）を除く。）の規定
和 ３ ９ 年 法 律 第 １ ３ ４ により都道府県、市又は福祉事務所を管理する町村が処理す
号） ることとされている事務
近 畿 圏 の 近 郊 整 備 区 域 第２６条第２項の規定により府県が処理することとされてい
及 び 都 市 開 発 区 域 の 整 る 事 務 （ 府 県 が 施 行 す る 工 業 団 地 造 成 事 業 に 係 る も の に 限
備 及 び 開 発 に 関 す る 法 る。）
律 （ 昭 和 ３ ９ 年 法 律 第
１４５号）
漁 業 災 害 補 償 法 （ 昭 和 この法律（第７６条並びに第１９６条の８第１項及び第２項
３９年法律第１５８号）を除く。）の規定により都道府県が処理することとされてい

る事務
道 路 法 の 一 部 を 改 正 す 附則第３項の規定により都道府県又は指定市が処理すること
る 法 律 （ 昭 和 ３ ９ 年 法 とされる事務
律第１６３号）
河 川 法 （ 昭 和 ３ ９ 年 法 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとさ
律第１６７号） れている事務のうち次に掲げるもの

イ 第５条第１項から第４項まで及び第６項、第６条第１項
第３号及び第２項から第６項まで、第１０条第１項及び第２
項、同条第３項において読み替えて準用する第９条第３項（都
道府県知事が行う事務に係る部分に限る。）及び第４項、第
１１条、第１２条第１項、第１４条、第１５条、第１５条の
２第１項、第１６条第１項、同条第４項及び第５項（同条第
６項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）、第１６
条の２第１項、同条第３項から第６項まで（同条第７項にお
いてこれらの規定を準用する場合を含む。）、第１６条の３第
１項、第１６条の４第１項、第１７条から第２０条まで、第
２１条第１項、第３項及び第４項、第２２条第１項から第３
項まで及び第６項、同条第４項及び第５項（第２２条の３第
６項、第５７条第３項、第５８条の６第３項、第７６条第２
項及び第８９条第９項においてこれらの規定を準用する場合
を含む。）、第２２条の２、第２２条の３第１項から第３項ま
で及び第５項、第２３条から第２３条の３まで、第２４条、
第２５条、第２６条第１項、第４項及び第５項、第２７条第
１項及び第５項、第２８条から第３０条まで、第３１条第２
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項、第３２条第４項、第３４条第１項、第３６条第２項及び
第４項、第３７条から第３８条まで、第４２条第２項から第
４項まで、第４３条第１項、第４４条第１項、第４７条第１
項、第２項及び第４項、第５２条、第５３条第３項、第５３
条の２第１項及び第３項、第５４条第１項及び第４項、第５
５条第１項、第５６条第１項及び第３項、第５７条第１項及
び第２項、第５８条の２、第５８条の３第１項及び第４項、
第５８条の４第１項、第５８条の５第１項及び第３項、第５
８条の６第１項及び第２項、第５８条の８第１項、第２項及
び第４項、第５８条の１１から第５８条の１３まで、第６６
条、第６７条、第６８条第２項、第７０条第１項、第７０条
の２第１項及び第２項、第７４条第１項から第３項まで及び
第５項、第７５条第１項から第７項まで、第７６条第１項及
び第３項、第７７条第１項（河川監理員を命ずる事務に係る
部分を除く。）、第７８条第１項、第８９条第１項から第３項
まで、第６項及び第８項、第９１条第１項、第９２条、第９
５条並びに第９９条第２項の規定により、２級河川に関して
都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
ロ 第１６条の４第１項の規定により、指定区間内の１級河
川に関して都道府県が処理することとされている事務
ハ 第１６条の４第１項、第３２条第４項及び第３６条第３
項の規定により、指定区間内の１級河川に関して指定都市が
処理することとされている事務
ニ 第１６条の３の規定により、市町村が処理することとさ
れている事務
二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、指定区間
内の１級河川及び２級河川の管理に関して都道府県又は指定
都市が処理することとされている事務

地方住宅供給公社法（昭 第４４条第１項の規定により都道府県又は市が処理すること
和 ４ ０ 年 法 律 第 １ ２ ４ とされている事務
号）
流 通 業 務 市 街 地 の 整 備 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされて
に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ４ いる事務のうち次に掲げるもの
１年法律第１１０号） 一 都道府県が第３０条第２項、第３８条第１項並びに第３

９条第３項及び第４項の規定により処理することとされてい
る事務（都道府県又は機構が施行する流通業務団地造成事業
に係るものに限る。）
二 市町村が第３９条第２項の規定により処理することとさ

powered by インターネット六法 .com



- 197/346 -

れている事務（都道府県又は機構が施行する流通業務団地造
成事業に係るものに限る。）
三 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権
限を有する行政機関（地方公共団体に限る。）が第４６条第
２項の規定により処理することとされている事務（他の法律
により当該権限に属する事務が第１号法定受託事務とされて
いる場合に限る。）

漁 業 協 同 組 合 合 併 促 進 この法律の規定により都道府県が処理することとされている
法 （ 昭 和 ４ ２ 年 法 律 第 事務のうち、次に掲げるもの
７８号） 一 第２条及び第４条の規定により都道府県が処理すること

とされている事務（合併する組合のうちに水産業協同組合法
第１１条第１項第４号の事業を行う組合が含まれている場合
に限る。）
二 第９条、第１１条及び第１２条の規定により都道府県が
処理することとされている事務

公 共 用 飛 行 場 周 辺 に お 第１１条の規定により都道府県が処理することとされている
け る 航 空 機 騒 音 に よ る 事務（意見書を添付する事務を除く。）
障 害 の 防 止 等 に 関 す る
法 律 （ 昭 和 ４ ２ 年 法 律
第１１０号）
大 気 汚 染 防 止 法 （ 昭 和 この法律の規定により都道府県が処理することとされている
４３年法律第９７号） 事務のうち、第５条の２第１項の規定により処理することと

されているもの（指定ばい煙総量削減計画の作成に係るもの
を除く。）並びに同条第２項及び第３項、第１５条第３項、
第１５条の２第３項及び第４項並びに第２２条第１項及び第
２項の規定により処理することとされているもの

騒 音 規 制 法 （ 昭 和 ４ ３ 第１８条の規定により都道府県又は市が処理することとされ
年法律第９８号） ている事務
都 市 計 画 法 （ 昭 和 ４ ３ 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとさ
年法律第１００号） れている事務のうち次に掲げるもの

イ 第２０条第２項（国土交通大臣から送付を受けた図書の
写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第２１条
第２項において準用する場合を含む。ハにおいて同じ。）、第
２２条第２項、第２４条第１項前段及び第５項並びに第６５
条第１項（国土交通大臣が第５９条第１項若しくは第２項の
認可又は同条第３項の承認をした都市計画事業について許可
をする事務に係る部分に限る。ロにおいて同じ。）の規定に
より都道府県が処理することとされている事務
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ロ 第６５条第１項の規定により市が処理することとされて
いる事務
ハ 第２０条第２項及び第６２条第２項（国土交通大臣から
送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部
分に限り、第６３条第２項において準用する場合を含む。）
の規定により市町村が処理することとされている事務
二 第６９条の規定により適用される土地収用法の規定によ
り地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同
法第１３９条の４各号に掲げる事務（この法律第５９条第１
項若しくは第２項の規定による国土交通大臣の認可又は同条
第３項の規定による国土交通大臣の承認を受けた都市計画事
業に関するものに限る。）

都 市 再 開 発 法 （ 昭 和 ４ この法律の規定により地方公共団体が処理することとされて
４年法律第３８号） いる事務のうち次に掲げるもの

一 都道府県が第６１条第１項、第６６条第１項から第８項
まで、第６８条第２項において準用する土地収用法第３６条
第５項並びに第９８条第２項（第９９条の８第５項（第１１
８条の２８第２項において準用する場合を含む。）及び第１
１８条の２７第２項において準用する場合を含む。）及び第
３項の規定により処理することとされている事務（都道府県
又は機構等（市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。）
が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。）
二 市が第６１条第１項（土地の試掘等に係る部分に限る。）、
第６６条第１項から第８項まで並びに第９８条第２項（第１
１８条の２７第２項において準用する場合を含む。）及び第
３項の規定により処理することとされている事務（機構等（市
のみが設立した地方住宅供給公社を除く。）が施行する市街
地再開発事業に係るものに限る。）
三 市町村が第５５条第２項（第５６条において準用する場
合を含む。）、第５８条第３項及び第４項において準用する第
１６条第１項（ただし書を除く。）及び第１９条第４項、第
６１条第１項（土地の試掘等に係る部分を除く。）及び第３
項、第６８条第２項において準用する土地収用法第３６条第
４項、第９８条第１項並びに第９９条第１項及び第３項から
第５項まで（これらの規定を第９９条の８第５項（第１１８
条の２８第２項において準用する場合を含む。）において準
用する場合を含む。）、第９９条第２項において準用する第９
８条第３項並びに第１０６条第６項において準用する第４１
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条第２項の規定により処理することとされている事務（都道
府 県 又 は 機 構 等 （ 市 の み が 設 立 し た 地 方 住 宅 供 給 公 社 を 除
く。）が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。）

地 価 公 示 法 （ 昭 和 ４ ４ 第７条第２項の規定により市町村（特別区を含む。）が処理
年法律第４９号） することとされている事務
地 方 道 路 公 社 法 （ 昭 和 第４０条第１項の規定により都道府県又は市が処理すること
４５年法律第８２号） とされている事務
廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 第１２条第３項及び第４項、第１２条の２第３項及び第４項、
に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ４ 第１２条の３第７項、第１２条の５第９項、第１２条の６、
５年法律第１３７号） 第１２条の７第１項、第２項、第３項（同条第８項において

準用する場合を含む。）、第７項、第９項及び第１０項、第１
４条第１項、第５項（第１４条の２第２項において準用する
場合を含む。）、第６項及び第１０項（第１４条の２第２項に
おいて準用する場合を含む。）、第１４条の２第１項、同条第
３項において読み替えて準用する第７条の２第３項及び第４
項、第１４条の３（第１４条の６において読み替えて準用す
る場合を含む。）、第１４条の３の２第１項（第１４条の６に
おいて読み替えて準用する場合を含む。）及び第２項（第１
４条の６において準用する場合を含む。）、第１４条の４第１
項、第５項（第１４条の５第２項において準用する場合を含
む。）、第６項及び第１０項（第１４条の５第２項において準
用する場合を含む。）、第１４条の５第１項、同条第３項にお
いて読み替えて準用する第７条の２第３項及び第４項、第１
５条第１項、同条第４項から第６項まで（第１５条の２の６
第２項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）、第１
５条の２第１項から第３項まで（第１５条の２の６第２項に
おいてこれらの規定を準用する場合を含む。）及び第５項、
第１５条の２の２第１項、第１５条の２の４において読み替
えて準用する第８条の５第４項、第１５条の２の６第１項、
同条第３項において読み替えて準用する第９条第３項から第
６項まで、第１５条の２の７、第１５条の３、第１５条の３
の２第２項、第１５条の３の３第１項及び第５項、第１５条
の４において読み替えて準用する第９条の５第１項及び第２
項並びに第９条の６、第１５条の４において準用する第９条
の７第２項、第１７条の２第１項、同条第３項において準用
する第１８条第１項、第１９条第１項、第１９条の３（第１
号及び第３号を除く。）及び第１９条の５第１項（第２号か
ら第４号までを除く。）、第１８条第１項（産業廃棄物又は産
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業廃棄物処理施設に係る部分に限る。）、第１９条第１項（産
業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。）、第１
９条の３（第２号に係る部分に限る。）、第１９条の５第１項、
同条第２項において準用する第１９条の４第２項、第１９条
の６第１項、同条第２項において準用する第１９条の４第２
項、第１９条の１０第２項において読み替えて準用する第１
９条の５第１項、第２１条の２（産業廃棄物の処理施設に係
る部分に限る。）、第２３条の３並びに第２３条の４の規定に
より都道府県が行うこととされている事務

水 質 汚 濁 防 止 法 （ 昭 和 第４条の５第１項及び第２項、第１５条第１項及び第２項並
４５年法律第１３８号）びに第１６条第１項の規定により都道府県が処理することと

されている事務
農 用 地 の 土 壌 の 汚 染 防 第１１条の２の規定により都道府県が処理することとされて
止 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 いる事務
和 ４ ５ 年 法 律 第 １ ３ ９
号）
児 童 手 当 法 （ 昭 和 ４ ６ この法律（第２０条から第２２条まで（これらの規定を附則
年法律第７３号） 第２条第３項において準用する場合を含む。）、第２２条の２

及び第２９条（附則第２条第３項において準用する場合を含
む。）を除く。）の規定により市町村が処理することとされて
いる事務（第１７条第１項（附則第２条第３項において準用
する場合を含む。）の規定により読み替えられた第７条第１
項、第８条第１項及び第１４条第１項の規定により都道府県
又は市町村が処理することとされている事務を含む。）

積 立 式 宅 地 建 物 販 売 業 第１２条、第１３条、第１６条及び第５４条の２の規定によ
法 （ 昭 和 ４ ６ 年 法 律 第 り都道府県が処理することとされている事務（第１２条、第
１１１号） １３条及び第１６条の規定により処理することとされている

ものについては、国土交通大臣の許可を受けた積立式宅地建
物販売業者に係る積立式宅地建物販売業者名簿の備付け、登
載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。）

新 都 市 基 盤 整 備 法 （ 昭 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされて
和４７年法律第８６号）いる事務のうち次に掲げるもの

一 都道府県が第５１条第１項の規定により処理することと
されている事務（都道府県が施行する新都市基盤整備事業に
係るものに限る。）
二 市町村が第２５条第１項において準用する土地区画整理
法第５５条第１０項（同条第１３項において準用する場合を
含む。）の規定により処理することとされている事務（都道
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府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。）
三 市町村が第２９条において準用する土地区画整理法第７
２条第６項及び第７７条第５項後段の規定により処理するこ
ととされている事務（都道府県が施行する新都市基盤整備事
業に係るものに限る。）

石 油 パ イ プ ラ イ ン 事 業 第３４条第１項及び第２項の規定により都道府県が処理する
法 （ 昭 和 ４ ７ 年 法 律 第 こととされている事務
１０５号）
防 災 の た め の 集 団 移 転 第３条第４項前段（第６項において準用する場合を含む。）
促 進 事 業 に 係 る 国 の 財 及び第７項の規定により都道府県が処理することとされてい
政 上 の 特 別 措 置 等 に 関 る事務
す る 法 律 （ 昭 和 ４ ７ 年
法律第１３２号）
農 水 産 業 協 同 組 合 貯 金 この法律の規定により都道府県が処理することとされている
保 険 法 （ 昭 和 ４ ８ 年 法 事務
律第５３号）
公 害 健 康 被 害 の 補 償 等 第４条第１項、第２項、第４項及び第６項、第５条第１項、
に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ４ 第７条第２項（第８条第３項及び第８条の２第３項において
８年法律第１１１号） 準用する場合を含む。）、第８条第２項、第８条の２第２項、

第９条、第１１条第２項、第１５条第１項、第１９条第１項、
第２０条、第２１条第２項、第２４条第１項及び第２項、第
２５条第１項、第２８条第１項から第４項まで及び第７項（第
３９条第３項において準用する場合を含み、第２８条第２項
にあっては同条第４項後段において準用する場合を含む。）、
第２９条第１項並びに同条第２項及び第４項（第３５条第２
項及び第４１条第２項において準用する場合を含む。）、第３
５条第１項及び第３項、第３９条第１項、第４０条第１項、
第４１条第１項、第４２条、第４３条、第４６条、第１３６
条から第１３８条まで、第１３９条第１項及び第４項並びに
第１４０条第１項の規定により都道府県又は第４条第３項の
政令で定める市が処理することとされている事務

有 害 物 質 を 含 有 す る 家 第６条及び第７条第１項の規定により都道府県、保健所を設
庭 用 品 の 規 制 に 関 す る 置する市又は特別区が処理することとされている事務
法 律 （ 昭 和 ４ ８ 年 法 律
第１１２号）
伝 統 的 工 芸 品 産 業 の 振 第２条第３項（同条第７項において準用する場合を含む。）、
興 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 第４条第１項、第５条第２項、第７条第１項、第８条第２項、
４９年法律第５７号） 第９条第１項、第１０条第２項、第１１条第１項、第１２条
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第２項、第１３条第１項及び第１４条第２項の規定により都
道府県又は市町村が処理することとされている事務

防 衛 施 設 周 辺 の 生 活 環 第１４条の規定により市町村（特別区を含む。）が処理する
境 の 整 備 等 に 関 す る 法 こととされている事務（同条第２項の規定による申請書に意
律 （ 昭 和 ４ ９ 年 法 律 第 見を記載した書面を添える事務を除く。）
１０１号）
私立学校振興助成法（昭 一 第１２条（第１６条において準用する場合を含む。）、第
和５０年法律第６１号）１２条の２第１項（第１６条において準用する場合を含む。）

及び第２項（第１３条第２項及び第１６条において準用する
場合を含む。）、第１３条第１項（第１６条において準用する
場合を含む。）並びに第１４条第２項及び第３項の規定によ
り都道府県が処理することとされている事務
二 附則第２条第２項又は第２条の２第２項の規定により読
み替えて適用される第１２条、第１２条の２第１項及び第２
項、第１３条第１項並びに第１４条第２項及び第３項の規定
により都道府県が処理することとされている事務

大 都 市 地 域 に お け る 住 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされて
宅 及 び 住 宅 地 の 供 給 の いる事務のうち次に掲げるもの
促 進 に 関 す る 特 別 措 置 一 都府県が第５９条第６項及び第７項（これらの規定を同
法 （ 昭 和 ５ ０ 年 法 律 第 条第１５項において準用する場合を含む。）、第６４条第１項、
６７号） 第６７条第１項、同条第２項において準用する土地区画整理

法第７６条第２項並びに第１０４条第１項及び第２項の規定
により処理することとされている事務（都府県又は機構若し
くは地方公社（市のみが設立したものを除く。）が施行する
住宅街区整備事業に係るものに限る。）
二 市町村が第５７条において準用する土地区画整理法第５
５条第１０項（第５７条において準用する同法第５５条第１
３項において準用する場合を含む。）、第５９条第１２項（同
条第１５項において準用する場合を含む。）、第６４条第１項
及び第３項並びに第７１条において準用する同法第７７条第
５項後段（第１０１条において準用する同法第１３３条第２
項において準用する場合を含む。）の規定により処理するこ
ととされている事務（都府県又は機構若しくは地方公社（市
のみが設立したものを除く。）が施行する住宅街区整備事業
に係るものに限る。）

中 小 企 業 の 事 業 活 動 の 第５条第２項及び第６条第２項の規定により都道府県が処理
機 会 の 確 保 の た め の 大 することとされている事務
企 業 者 の 事 業 活 動 の 調
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整 に 関 す る 法 律 （ 昭 和
５２年法律第７４号）
犯 罪 被 害 者 等 給 付 金 の 第１１条第１項、第１２条第１項及び第１３条の規定により
支 給 等 に よ る 犯 罪 被 害 都道府県が処理することとされている事務
者 等 の 支 援 に 関 す る 法
律 （ 昭 和 ５ ５ 年 法 律 第
３６号）
農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 第５条第１項、第３項及び第５項から第７項まで、第６条第
法 （ 昭 和 ５ ５ 年 法 律 第 ５項、第８条第１項及び第４項（第９条第２項において準用
６５号） する場合を含む。）、第９条第１項並びに第１０条並びに第１

１条の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推
進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１３条及び
第３０条第１項の規定により都道府県が処理することとされ
ている事務

高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 第４４条第４項（第１２４条及び附則第１０条において準用
関 す る 法 律 （ 昭 和 ５ ７ する場合を含む。）、第６１条第１項及び第２項、第６６条第
年法律第８０号） １項（第７４条第１０項、第７５条第７項、第７６条第６項

及び第８２条第２項において準用する場合を含む。）及び第
２項（第７２条第２項、第７４条第１０項、第７５条第７項、
第７６条第６項及び第８２条第２項において準用する場合を
含む。）、第７０条第２項並びに第７２条第１項及び第３項（こ
れらの規定を第７４条第１０項、第７５条第７項、第７６条
第６項及び第８２条第２項において準用する場合を含む。）、
第８０条並びに第８１条第１項及び第３項（これらの規定を
第８２条第２項において準用する場合を含む。）、第１３３条
第２項、第１３４条第２項（附則第１０条において準用する
場合を含む。）、第１５２条第１項及び第３項（これらの規定
を附則第１１条第２項において準用する場合を含む。）並び
に第１２７条の規定において準用する国民健康保険法第８８
条及び第８９条第１項の規定により都道府県が処理すること
とされている事務

電 気 通 信 事 業 法 （ 昭 和 第１３０条第２項及び第３項（これらの規定を第１３８条第
５９年法律第８６号） ４項において準用する場合を含む。）の規定により市町村が

処理することとされている事務
国 民 年 金 法 等 の 一 部 を 附則第９７条第１項の規定により都道府県、市（特別区を含
改 正 す る 法 律 （ 昭 和 ６ む。）及び福祉事務所を管理する町村が処理することとされ
０年法律第３４号） ている第７条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支

給に関する法律による福祉手当の支給に関する事務
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大 都 市 地 域 に お け る 優 第３条第５項（第７条第２項において準用する場合を含む。）
良 宅 地 開 発 の 促 進 に 関 の規定により都府県が処理することとされている事務
す る 緊 急 措 置 法 （ 昭 和
６３年法律第４７号）
肉 用 子 牛 生 産 安 定 等 特 第７条第１項、第２項及び第４項（第９条第２項において準
別 措 置 法 （ 昭 和 ６ ３ 年 用する場合を含む。）、第８条第１項、第９条第１項並びに第
法律第９８号） １７条第１項の規定により都道府県が処理することとされて

いる事務
特 定 農 地 貸 付 け に 関 す 第３条第１項及び第３項の規定により市町村が処理すること
る 農 地 法 等 の 特 例 に 関 とされている事務
す る 法 律 （ 平 成 元 年 法
律第５８号）
食 鳥 処 理 の 事 業 の 規 制 第３７条第１項及び第３８条第１項の規定により都道府県が
及 び 食 鳥 検 査 に 関 す る 処理することとされている事務
法 律 （ 平 成 ２ 年 法 律 第
７０号）
地 価 税 法 （ 平 成 ３ 年 法 第６条第２項第２号の規定により都道府県が処理することと
律第６９号） されている確認に関する事務
日 本 国 と の 平 和 条 約 に 第４条第３項及び第４項、第６条第１項、第７条第２項、第
基 づ き 日 本 の 国 籍 を 離 １０条第１項から第３項まで、第１１条第１項、同条第２項
脱 し た 者 等 の 出 入 国 管 及び第３項（これらの規定を第１２条第３項、第１３条第２
理 に 関 す る 特 例 法 （ 平 項及び第１４条第４項において準用する場合を含む。）、第１
成３年法律第７１号） ２条第１項及び第２項、第１３条第１項、第１４条第１項及

び第３項並びに第１６条第３項の規定により市町村が処理す
ることとされている事務

計 量 法 （ 平 成 ４ 年 法 律 一 第４０条第２項（第４２条第３項、第４５条第２項及び
第５１号） 第１００条において準用する場合を含む。）、第９１条第２項

及び第３項並びに第１２７条第２項から第４項までの規定に
より都道府県が処理することとされている事務（同条第２項
から第４項までに規定するものにあっては、政令で定めるも
のに限る。）
二 第１２７条第２項から第４項までの規定により特定市町
村が処理することとされている事務（政令で定めるものに限
る。）

産 業 廃 棄 物 の 処 理 に 係 第４条第３項の規定により都道府県が行うこととされている
る 特 定 施 設 の 整 備 の 促 事務
進 に 関 す る 法 律 （ 平 成
４年法律第６２号）
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地 方 拠 点 都 市 地 域 の 整 第４７条第２項の規定により読み替えて適用される地方住宅
備 及 び 産 業 業 務 施 設 の 供給公社法第４４条第１項の規定により市町村が処理するこ
再 配 置 の 促 進 に 関 す る ととされている事務
法 律 （ 平 成 ４ 年 法 律 第
７６号）
協 同 組 織 金 融 機 関 の 優 この法律（第４５条の２第３項を除く。）の規定により都道
先出資に関する法律（平 府県が処理することとされている事務
成５年法律第４４号）
特 定 農 山 村 地 域 に お け 第８条第６項の規定により都道府県が処理することとされて
る 農 林 業 等 の 活 性 化 の いる事務
た め の 基 盤 整 備 の 促 進
に 関 す る 法 律 （ 平 成 ５
年法律第７２号）
環 境 基 本 法 （ 平 成 ５ 年 第１６条第２項の規定により都道府県又は市が処理すること
法律第９１号） とされている事務（政令で定めるものを除く。）
政 党 助 成 法 （ 平 成 ６ 年 第１８条第３項（第２９条第３項（第２７条第７項において
法律第５号） 適用する場合を含む。）において準用し、及び第２７条第７

項において適用する場合を含む。）、第２０条第２項及び第３
０条第２項（これらの規定を第２７条第７項において適用す
る場合を含む。）、第３２条第３項及び第５項並びに第３７条
の規定により都道府県が処理することとされている事務

特 定 水 道 利 水 障 害 の 防 第２４条の規定により都道府県が処理することとされている
止 の た め の 水 道 水 源 水 事務
域 の 水 質 の 保 全 に 関 す
る 特 別 措 置 法 （ 平 成 ６
年法律第９号）
中 国 残 留 邦 人 等 の 円 滑 第１４条第４項（第１５条第３項において準用する場合を含
な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 む。）においてその例によるものとされた生活保護法別表第
住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 ３の下欄に掲げる規定によりそれぞれ同表の上欄に掲げる地
人 等 及 び 特 定 配 偶 者 の 方公共団体が処理することとされている事務
自 立 の 支 援 に 関 す る 法
律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 ３
０号）
不 動 産 特 定 共 同 事 業 法 第１２条及び第１３条（これらの規定を第５８条第５項及び
（ 平 成 ６ 年 法 律 第 ７ ７ 第６０条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）並
号） びに第４９条（第５８条第６項の規定により読み替えて適用

する場合を含む。）の規定により都道府県が処理することと
されている事務（第１２条及び第１３条の規定により処理す
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ることとされているものについては主務大臣の許可を受けた
不動産特定共同事業者に係る不動産特定共同事業者名簿の備
付け、登載及び閲覧に、第４９条の規定により処理すること
とされているものについては主務大臣の登録を受けた小規模
不動産特定共同事業者に係る同条に規定する書類の閲覧に関
するものに限る。）

原 子 爆 弾 被 爆 者 に 対 す この法律（第３章第５節、第６章及び第４８条を除く。）の
る援護に関する法律（平 規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理すること
成６年法律第１１７号）とされている事務
旅 券 法 の 一 部 を 改 正 す 附則第５条の規定によりなおその効力を有することとされる
る 法 律 （ 平 成 ７ 年 法 律 改正前の旅券法第９条第１項ただし書及び第１２条第１項の
第２３号） 規定により都道府県が処理することとされている事務
海 洋 生 物 資 源 の 保 存 及 この法律（第３条第５項（同条第９項において準用する場合
び管理に関する法律（平 を含む。）及び第６条を除く。）の規定により都道府県が処理
成８年法律第７７号） することとされている事務
密 集 市 街 地 に お け る 防 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされて
災 街 区 の 整 備 の 促 進 に いる事務のうち、次に掲げるもの
関 す る 法 律 （ 平 成 ９ 年 一 都道府県が第１９２条第１項、第１９７条第１項から第
法律第４９号） ８項まで、第１９９条第２項において準用する土地収用法第

３６条第５項並びに第２３３条第２項（第２４１条第５項に
おいて準用する場合を含む。）及び第３項の規定により処理
することとされている事務（都道府県又は都市再生機構等（市
のみが設立した地方住宅供給公社を除く。）が施行する防災
街区整備事業に係るものに限る。）
二 市 が 第 １ ９ ２ 条 第 １ 項 （ 土 地 の 試 掘 等 に 係 る 部 分 に 限
る。）、第１９７条第１項から第８項まで並びに第２３３条第
２項及び第３項の規定により処理することとされている事務
（都道府県又は都市再生機構等（市のみが設立した地方住宅
供給公社を除く。）が施行する防災街区整備事業に係るもの
に限る。）
三 市町村が第１８３条第２項（第１８４条において準用す
る場合を含む。）、第１８８条第３項及び第４項において準用
する第１４０条第２項及び第１４３条第４項、第１９２条第
１項（土地の試掘等に係る部分を除く。）及び第３項、第１
９９条第２項において準用する土地収用法第３６条第４項、
第２３３条第１項並びに第２３４条第１項及び第３項から第
５項まで（これらの規定を第２４１条第５項において準用す
る場合を含む。）、第２３４条第２項において準用する第２３
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３条第３項並びに第２５０条第６項において準用する第１６
０条第２項の規定により処理することとされている事務（都
道府県又は都市再生機構等（市のみが設立した地方住宅供給
公社を除く。）が施行する防災街区整備事業に係るものに限
る。）

環 境 影 響 評 価 法 （ 平 成 一 第４条第１項第１号若しくは第５号又は第２２条第１項
９年法律第８１号） 第１号、第２号若しくは第６号に定める者（地方公共団体の

機関に限る。以下「第４条第１項第１号等に定める者」とい
う。）が、この法律の規定により行うこととされている事務
（当該第４条第１項第１号等に定める者が行う免許等若しく
は第２条第２項第２号ホに規定する免許、特許、許可、認可、
承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届
出に係る事務が第１号法定受託事務である場合に限る。）
二 第４条第１項第２号又は第２２条第１項第３号に定める
者（都道府県の機関に限る。）が、この法律の規定により行
うこととされている事務

介 護 保 険 法 （ 平 成 ９ 年 第１５６条第４項、第１７２条第１項及び第３項並びに第１
法律第１２３号） ９７条第４項の規定により都道府県が処理することとされて

いる事務
感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 第３章（第１２条第４項、同条第５項において準用する同条
症 の 患 者 に 対 す る 医 療 第２項及び第３項、第１４条、第１４条の２、第１６条並び
に 関 す る 法 律 （ 平 成 １ に第１６条の２を除く。）、第４章（第１８条第５項及び第６
０年法律第１１４号） 項、第１９条第２項及び第７項並びに第２０条第６項及び第

８ 項 （ 第 ２ ６ 条 に お い て こ れ ら の 規 定 を 準 用 す る 場 合 を 含
む。）、第２４条並びに第２４条の２（第２６条及び第４９条
の２において準用する場合を含む。）を除く。）、第２６条の
３、第２６条の４、第３２条、第３３条、第３８条第２項（第
１種感染症指定医療機関に係る部分に限る。）及び第５項、
同条第８項及び第９項（第１種感染症指定医療機関に係る部
分に限る。）、第４４条の３第１項から第３項まで、第４４条
の５、第８章（第４６条第５項及び第７項、第５０条第１０
項、同条第１２項において準用する第３６条第５項において
準用する同条第１項及び第２項、第５０条の２第４項におい
て準用する第４４条の３第４項及び第５項並びに第５１条第
４項において準用する同条第１項を除く。）並びに第１０章
の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処
理することとされている事務

地 方 特 例 交 付 金 等 の 地 第６条及び第７条第２項後段の規定により都道府県が処理す
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方 財 政 の 特 別 措 置 に 関 ることとされている事務
す る 法 律 （ 平 成 １ １ 年
法律第１７号）
持 続 的 養 殖 生 産 確 保 法 第７条の２、第８条第１項及び第２項（第９条の２第２項に
（ 平 成 １ １ 年 法 律 第 ５ おいて準用する場合を含む。）、第９条第１項から第３項まで、
１号） 第９条の２第１項並びに第９条の３の規定により都道府県が

処理することとされている事務
地 方 分 権 の 推 進 を 図 る 一 第９３条の規定による改正後の民法第８３条ノ３第１項
た め の 関 係 法 律 の 整 備 及び第９４条の規定による改正後の民法施行法第２３条第４
等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 項前段の各規定により都道府県が処理することとされる事務
１１年法律第８７号） （この法律の施行の日（以下この項において「施行日」とい

う。）から起算して２年間に限る。）
二 附則第１８条第１項の規定により、施行日から起算して
２年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都
道府県が処理することとされている事務
三 附則第１６１条第１項の規定により上級行政庁とみなさ
れる行政庁（地方公共団体の機関に限る。）が行政不服審査
法の規定により処理することとされる事務
四 附則第１８４条第１項の規定により、施行日から起算し
て２年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、
都道府県が行うこととされる事務

ダ イ オ キ シ ン 類 対 策 特 この法律の規定により都道府県が処理することとされている
別 措 置 法 （ 平 成 １ １ 年 事務のうち、第１０条第１項の規定により処理することとさ
法律第１０５号） れているもの（総量削減計画の作成に係るものを除く。）並

びに同条第２項及び第３項並びに第２６条の規定により処理
することとされているもの

特 定 化 学 物 質 の 環 境 へ 第５条第３項前段の規定により都道府県が処理することとさ
の 排 出 量 の 把 握 等 及 び れている事務
管 理 の 改 善 の 促 進 に 関
す る 法 律 （ 平 成 １ １ 年
法律第８６号）
大 深 度 地 下 の 公 共 的 使 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされて
用 に 関 す る 特 別 措 置 法 いる事務のうち、次に掲げるもの（第１１条第１項の事業に
（ 平 成 １ ２ 年 法 律 第 ８ 関するものに限る。）
７号） 一 都道府県が第９条において準用する土地収用法第１１条

第１項及び第４項並びに第１４条第１項、第２０条において
準用する同法第２４条第４項及び第５項並びに第２５条第２
項、第２２条第３項及び第３０条第６項において準用する同
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法第２４条第４項及び第５項、第２３条第１項、第３６条第
１項並びに同条第２項において準用する第３５条第３項の規
定により処理することとされている事務
二 市町村が第９条において準用する土地収用法第１２条第
２項並びに第１４条第１項及び第３項、第２０条において準
用する同法第２４条第２項、第２２条第２項、第３０条第５
項並びに第３５条第１項から第３項まで、第５項及び第６項
の規定により処理することとされている事務

農 水 産 業 協 同 組 合 の 再 この法律の規定により都道府県が処理することとされている
生 手 続 の 特 例 等 に 関 す 事務
る 法 律 （ 平 成 １ ２ 年 法
律第９５号）
高 齢 者 の 居 住 の 安 定 確 第２１条第２項及び第５１条第２項において準用する公営住
保 に 関 す る 法 律 （ 平 成 宅法第４５条第３項の規定により都道府県が処理することと
１３年法律第２６号） されている事務
ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 第１２条第１項（第１５条において読み替えて準用する場合
棄 物 の 適 正 な 処 理 の 推 を含む。）及び第２項（第１５条において準用する場合を含
進 に 関 す る 特 別 措 置 法 む。）並びに第２４条及び第２５条第１項（これらの規定を
（ 平 成 １ ３ 年 法 律 第 ６ 第１９条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定
５号） により都道府県が行うこととされている事務
農 業 協 同 組 合 法 等 の 一 附則第３条第１項の規定により都道府県が処理することとさ
部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 れている事務
成１３年法律第９４号）
都市再生特別措置法（平 第５８条の規定により国道に関して市町村が処理することと
成１４年法律第２２号）されている事務（費用の負担及び徴収に関するものを除く。）
水 産 業 協 同 組 合 法 等 の 附則第４条第１項の規定により都道府県が処理することとさ
一部を改正する法律（平 れている事務
成１４年法律第７５号）
使 用 済 自 動 車 の 再 資 源 この法律の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特
化 等 に 関 す る 法 律 （ 平 別区（以下この項において「都道府県等」という。）が処理
成１４年法律第８７号）することとされている事務のうち、次に掲げるもの

一 第６０条第１項、第６１条第１項、第６２条、第６３条
第１項、第６４条（第７２条において準用する場合を含む。）、
第 ６ ６ 条 （ 第 ７ ２ 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 場 合 を 含
む。）、第６７条第１項、第６８条第１項、第６９条（第７０
条第２項において準用する場合を含む。）、第７０条第１項、
第７１条第１項、第８８条第４項から第６項まで、第９０条
第１項及び第３項、第１２５条並びに第１２６条の規定によ
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り都道府県等が処理することとされている事務
二 第１３０条第１項及び第２項並びに第１３１条第１項の
規定により都道府県等が処理することとされている事務（第
３章第３節及び第４節並びに第５章の規定の施行に関するも
のに限る。）

健 康 増 進 法 （ 平 成 １ ４ 第１０条第３項、第１１条第１項、第２６条第２項及び第２
年法律第１０３号） ７条第１項（第２９条第２項において準用する場合を含む。）

の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処
理することとされている事務

独 立 行 政 法 人 水 資 源 機 第２４条第２項並びに第２８条第１項から第３項まで及び第
構 法 （ 平 成 １ ４ 年 法 律 ５項の規定により都道府県が処理することとされている事務
第１８２号）
特 定 都 市 河 川 浸 水 被 害 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされて
対 策 法 （ 平 成 １ ５ 年 法 いる事務のうち次に掲げるもの
律第７７号） 一 第３条第３項（同条第５項（同条第１１項において準用

する場合を含む。）において準用する場合に限る。）、同条第
４項から第７項まで、第９項及び第１０項（同条第１１項に
おいてこれらの規定を準用する場合を含む。）、第４条第１項、
同条第３項から第８項まで（同条第９項においてこれらの規
定を準用する場合を含む。）並びに第３４条第１項から第３
項まで、第５項、第６項及び第８項から第１０項まで（第３
４条第１項から第３項まで、第５項、第６項及び第８項から
第１０項までに規定する事務にあっては、特定都市河川流域
の指定に係るものに限る。）の規定により都道府県が処理す
ることとされている事務
二 第４条第１項及び同条第３項から第８項まで（同条第９
項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定に
より市町村が処理することとされている事務

裁 判 員 の 参 加 す る 刑 事 第２１条第１項及び第２項、第２２条並びに第２３条第４項
裁 判 に 関 す る 法 律 （ 平 （これらの規定を第２４条第２項において準用する場合を含
成１６年法律第６３号）む。）の規定により市町村が処理することとされている事務
武 力 攻 撃 事 態 等 に お け この法律の規定により地方公共団体が処理することとされて
る 国 民 の 保 護 の た め の いる事務（都道府県警察が処理することとされているものを
措 置 に 関 す る 法 律 （ 平 除く。）
成 １ ６ 年 法 律 第 １ １ ２
号）
特 定 障 害 者 に 対 す る 特 第６条第３項及び第２７条第３項の規定により市町村が処理
別 障 害 給 付 金 の 支 給 に することとされている事務
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関 す る 法 律 （ 平 成 １ ６
年法律第１６６号）
高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 第３２条の規定により国道に関して市町村が処理することと
動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に されている事務（費用の負担及び徴収に関するものを除く。）
関 す る 法 律 （ 平 成 １ ８
年法律第９１号）
道 州 制 特 別 区 域 に お け 第１２条第１項及び第２項の規定により読み替えて適用する
る 広 域 行 政 の 推 進 に 関 生活保護法の規定により特定広域団体が処理することとされ
す る 法 律 （ 平 成 １ ８ 年 ている特定事務等
法律第１１６号）
犯 罪 に よ る 収 益 の 移 転 この法律の規定により都道府県が処理することとされている
防 止 に 関 す る 法 律 （ 平 事務のうち次に掲げる者に係るもの
成１９年法律第２２号）一 農業協同組合法第１０条第１項第３号の事業を行う農業

協同組合及び農業協同組合連合会
二 水産業協同組合法第１１条第１項第４号の事業を行う漁
業協同組合
三 水産業協同組合法第８７条第１項第４号の事業を行う漁
業協同組合連合会
四 水産業協同組合法第９３条第１項第２号の事業を行う水
産加工業協同組合
五 水産業協同組合法第９７条第１項第２号の事業を行う水
産加工業協同組合連合会

農 山 漁 村 の 活 性 化 の た 第７条第６項の規定により都道府県が処理することとされて
め の 定 住 等 及 び 地 域 間 いる事務
交 流 の 促 進 に 関 す る 法
律 （ 平 成 １ ９ 年 法 律 第
４８号）
日 本 国 憲 法 の 改 正 手 続 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされて
に 関 す る 法 律 （ 平 成 １ いる事務
９年法律第５１号）
更 生 保 護 法 （ 平 成 １ ９ 第９８条第２項の規定により市町村が処理することとされて
年法律第８８号） いる事務
中 国 残 留 邦 人 等 の 円 滑 附則第４条第２項において準用する中国残留邦人等の円滑な
な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶
帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 者の自立の支援に関する法律第１４条第４項においてその例
関 す る 法 律 の 一 部 を 改 によるものとされた生活保護法別表第３の下欄に掲げる規定
正 す る 法 律 （ 平 成 １ ９ によりそれぞれ同表の上欄に掲げる地方公共団体が処理する
年法律第１２７号） こととされている事務
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犯 罪 利 用 預 金 口 座 等 に この法律の規定により都道府県が処理することとされている
係 る 資 金 に よ る 被 害 回 事務
復 分 配 金 の 支 払 等 に 関
す る 法 律 （ 平 成 １ ９ 年
法律第１３３号）
地 方 法 人 特 別 税 等 に 関 第３章の規定により都道府県が処理することとされている事
す る 暫 定 措 置 法 （ 平 成 務
２０年法律第２５号）
オ ウ ム 真 理 教 犯 罪 被 害 第７条第１項及び第８条の規定により都道府県が処理するこ
者 等 を 救 済 す る た め の ととされている事務
給 付 金 の 支 給 に 関 す る
法 律 （ 平 成 ２ ０ 年 法 律
第８０号）
障 害 の あ る 児 童 及 び 生 第１６条第２項の規定により都道府県が処理することとされ
徒 の た め の 教 科 用 特 定 ている事務及び同条第１項の規定により市町村が処理するこ
図 書 等 の 普 及 の 促 進 等 ととされている事務
に 関 す る 法 律 （ 平 成 ２
０年法律第８１号）
ハ ン セ ン 病 問 題 の 解 決 第１９条第１項及び第２１条第１項の規定により都道府県が
の促進に関する法律（平 処理することとされている事務
成２０年法律第８２号）
消 費 者 安 全 法 （ 平 成 ２ 第４７条第２項の規定により地方公共団体が処理することと
１年法律第５０号） されている事務
出 入 国 管 理 及 び 難 民 認 附則第１７条第１項、同条第２項及び附則第１８条第２項に
定 法 及 び 日 本 国 と の 平 おいて準用する出入国管理及び難民認定法第１９条の７第２
和 条 約 に 基 づ き 日 本 の 項、附則第１８条第１項、第２７条第１項及び第５項、第２
国 籍 を 離 脱 し た 者 等 の ８条第３項及び第４項、第２９条第１項及び第３項並びに第
出 入 国 管 理 に 関 す る 特 ３０条第１項、同条第２項及び附則第３１条第２項において
例 法 の 一 部 を 改 正 す る 準用する日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した
等 の 法 律 （ 平 成 ２ １ 年 者等の出入国管理に関する特例法第１０条第３項並びに附則
法律第７９号） 第３１条第１項及び第３３条の規定により市町村が処理する

こととされている事務
中 小 企 業 者 等 に 対 す る この法律（第１４条第３項を除く。）の規定により都道府県
金 融 の 円 滑 化 を 図 る た が処理することとされている事務
め の 臨 時 措 置 に 関 す る
法 律 （ 平 成 ２ １ 年 法 律
第９６号）
高 等 学 校 等 就 学 支 援 金 第４条（第１４条第３項の規定により読み替えて適用する場
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の支給に関する法律（平 合を含む。）、第６条第１項、第８条第１項（第１４条第３項
成２２年法律第１８号）の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第１１条第

１項、第１７条及び第１８条第１項の規定により都道府県が
処理することとされている事務

平 成 ２ ２ 年 度 等 に お け この法律（第２３条及び第３０条を除く。）の規定により市
る 子 ど も 手 当 の 支 給 に 町村が処理することとされている事務（第１６条第１項の規
関 す る 法 律 （ 平 成 ２ ２ 定により読み替えられた第６条第１項、第７条第１項及び第
年法律第１９号） １３条第１項の規定により都道府県又は市町村が処理するこ

ととされている事務を含む。）
廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 附則第６条第１項及び第３項の規定により都道府県が行うこ
に 関 す る 法 律 の 一 部 を ととされている事務
改 正 す る 法 律 （ 平 成 ２
２年法律第３４号）
口 蹄 疫 対 策 特 別 措 置 法 第５条第１項及び第２項の規定により都道府県が処理するこ
（ 平 成 ２ ２ 年 法 律 第 ４ ととされている事務
４号）
東 日 本 大 震 災 に よ る 被 第７条第２項及び第４項の規定により県が処理することとさ
害 を 受 け た 公 共 土 木 施 れている事務（同項の規定により県が処理することとされて
設 の 災 害 復 旧 事 業 等 に いるものにあっては、政令で定めるものに限る。）
係 る 工 事 の 国 等 に よ る
代 行 に 関 す る 法 律 （ 平
成２３年法律第３３号）
東 日 本 大 震 災 の 被 災 者 第３条第１項において準用する旅券法第８条第１項から第３
に 係 る 一 般 旅 券 の 発 給 項までの規定により都道府県が処理することとされている事
の特例に関する法律（平 務
成２３年法律第６４号）
平 成 ２ ３ 年 度 に お け る この法律（第２４条から第２７条まで及び第３４条を除く。）
子 ど も 手 当 の 支 給 等 に の規定により市町村が処理することとされている事務（第１
関 す る 特 別 措 置 法 （ 平 ６条第１項の規定により読み替えられた第６条第１項、第７
成 ２ ３ 年 法 律 第 １ ０ ７ 条第１項及び第１３条第１項の規定により都道府県又は市町
号） 村が処理することとされている事務を含む。）
平 成 ２ ３ 年 ３ 月 １ １ 日 第３４条第１項から第４項まで、第３５条第１項（第５号に
に 発 生 し た 東 北 地 方 太 係る部分に限る。）、第２項及び第３項（同条第１項第５号に
平 洋 沖 地 震 に 伴 う 原 子 係る部分に限る。）、第３６条第１項、第４項（第３７条第２
力 発 電 所 の 事 故 に よ り 項において準用する場合を含む。）及び第５項（第３７条第
放 出 さ れ た 放 射 性 物 質 ２項において準用する場合を含む。）、第３７条第１項、第３
に よ る 環 境 の 汚 染 へ の ８条第２項（第３５条第１項第５号に係る土壌等の除染等の
対 処 に 関 す る 特 別 措 置 措置に係る部分に限る。）、第４項（第３５条第１項第５号に
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法 （ 平 成 ２ ３ 年 法 律 第 係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。）、第７項（第
１１０号） ３５条第１項第５号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分

に限る。）及び第８項、第３９条第１項から第４項まで（第
３５条第１項第５号に掲げる土地における除去土壌等の保管
に係る部分に限る。）及び第５項、第４９条第５項、第５０
条第５項並びに第５１条第３項、第４項及び第５項の規定に
より都道府県又は市町村が処理することとされている事務

新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされて
対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成 いる事務（都道府県警察が処理することとされているものを
２４年法律第３１号） 除く。）
大 規 模 災 害 か ら の 復 興 第４８条第２項及び第４項の規定により都道府県が処理する
に 関 す る 法 律 （ 平 成 ２ こととされている事務（同項の規定により都道府県が処理す
５年法律第５５号） ることとされているものにあっては、政令で定めるものに限

る。）
農 地 中 間 管 理 事 業 の 推 第３条第１項、第４項及び第５項、第４条、第５条、第８条
進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 第１項及び第５項、第１３条、第１４条第１項及び第３項、
２５年法律第１０１号）第１５条、第１８条第１項、第３項及び第５項、第２０条、

第２１条第２項、第２８条並びに第３０条第１項及び第２項
の規定により都道府県が処理することとされている事務

農 林 漁 業 の 健 全 な 発 展 この法律の規定により都道府県又は指定市町村が処理するこ
と 調 和 の と れ た 再 生 可 ととされている事務のうち、次に掲げるもの
能 エ ネ ル ギ ー 電 気 の 発 一 第７条第４項第１号及び第１１項第１号（これらの規定
電 の 促 進 に 関 す る 法 律 を第８条第４項において準用する場合を含む。）の規定によ
（ 平 成 ２ ５ 年 法 律 第 ８ り都道府県が処理することとされている事務（同一の事業の
１号） 目的に供するため４ヘクタールを超える農地を農地以外のも

のにする行為又は同一の事業の目的に供するため４ヘクター
ルを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地につい
て農地法第３条第１項本文に規定する権利を取得する行為に
係る設備整備計画に係るものに限る。）
二 第７条第４項第４号（第８条第４項において準用する場
合を含む。）の規定により都道府県が処理することとされて
いる事務（民有林にあっては、森林法第２５条第１項第１号
から第３号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保
安 林 に お い て 行 う 行 為 に 係 る 設 備 整 備 計 画 に 係 る も の に 限
る。）
三 第７条第９項第１号（第８条第４項において準用する場
合を含む。）の規定により都道府県が処理することとされて
いる事務
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四 第７条第１５項（第８条第４項において準用する場合を
含む。）において読み替えて準用する第７条第９項第１号（第
８条第４項において準用する場合を含む。）の規定により指
定市町村が処理することとされている事務
五 第７条第１５項（第８条第４項において準用する場合を
含む。）において読み替えて準用する第７条第１１項第１号
（第８条第４項において準用する場合を含む。）の規定によ
り指定市町村が処理することとされている事務（同一の事業
の目的に供するため４ヘクタールを超える農地を農地以外の
ものにする行為又は同一の事業の目的に供するため４ヘクタ
ールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地につ
いて農地法第３条第１項本文に規定する権利を取得する行為
に係る設備整備計画に係るものに限る。）

行 政 手 続 に お け る 特 定 第７条第１項及び第２項、第８条第１項（附則第３条第４項
の 個 人 を 識 別 す る た め において準用する場合を含む。）、第１７条第１項及び第３項
の 番 号 の 利 用 等 に 関 す （同条第４項において準用する場合を含む。）並びに附則第
る 法 律 （ 平 成 ２ ５ 年 法 ３条第１項から第３項までの規定により市町村が処理するこ
律第２７号） ととされている事務
が ん 登 録 等 の 推 進 に 関 第６条（第３項及び第４項を除く。）、第７条、第８条第１項、
す る 法 律 （ 平 成 ２ ５ 年 第１０条第２項（第１３条第２項において準用する場合を含
法律第１１１号） む。）及び第１１条の規定により都道府県又は市町村が処理

することとされている事務
国 外 犯 罪 被 害 弔 慰 金 等 第１０条、第１１条第１項及び第１３条の規定により都道府
の支給に関する法律（平 県が処理することとされている事務
成２８年法律第７３号）
民 間 公 益 活 動 を 促 進 す この法律の規定により都道府県が処理することとされている
る た め の 休 眠 預 金 等 に 事務
係 る 資 金 の 活 用 に 関 す
る 法 律 （ 平 成 ２ ８ 年 法
律第１０１号）

別表第２ 第２号法定受託事務（第２条関係）

備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の

意義及び字句の意味によるものとする。

法律 事務
測 量 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第３９条において準用する第２１条第３項の規定により市
第１８８号） 町村が処理することとされている事務（測量計画機関が都
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道府県である公共測量に係るものに限る。）
漁 業 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 この法律の規定により市町村が処理することとされている
第２６７号） 事務のうち、次に掲げるもの

一 海区漁業調整委員会の委員の選挙又は解職の投票に関
し、市町村が処理することとされている事務
二 海区漁業調整委員会選挙人名簿に関し、市町村が処理
することとされている事務

公 職 選 挙 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされ
法律第１００号） ている事務のうち、次に掲げるもの

一 都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が
処理することとされている事務
二 市町村が第１４７条の規定により処理することとされ
ている事務（都道府県の議会の議員又は長の選挙における
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者（公職に
ある者を含む。以下この項において「都道府県の選挙の公
職の候補者等」という。）及び当該都道府県の選挙の公職の
候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文
書図画に係る事務に限る。）並びに第２０１条の１１第１１
項及び第２０１条の１４第２項の規定により処理すること
とされている事務（都道府県の議会の議員又は長の選挙の
期日の告示の日から選挙の当日までの間における事務に限
る。）

建 築 基 準 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 第７０条第４項（第７４条第２項（第７６条の３第６項に
法律第２０１号） おいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。）及

び第７６条の３第４項において準用する場合を含む。）、第
７１条（第７４条第２項及び第７６条の３第４項において
準用する場合を含む。）、第７２条（同条第２項の規定によ
り建築協定書に意見を付する事務に係る部分を除き、第７
４条第２項及び第７６条の３第４項において準用する場合
を含む。）及び第７３条第３項（第７４条第２項、第７５条
の２第４項及び第７６条の３第４項において準用する場合
を含む。）の規定により市町村（建築主事を置かない市町村
に限る。）が処理することとされている事務

土 地 収 用 法 （ 昭 和 ２ ６ 年 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされ
法律第２１９号） ている事務のうち、市町村が第１２条第２項、第１４条第

１項及び第３項、第２４条第２項、第２６条の２第２項、
第３４条の４第２項、第３６条第４項、第３６条の２第３
項、第４２条第２項及び第３項（第４５条第３項及び第４
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７条の４第２項においてこれらの規定を準用する場合を含
む。）、第４５条第２項、第１０２条の２第１項、第１１８
条第２項及び第３項、第１２２条第１項及び第３項、第１
２８条第１項、第１２８条第２項において準用する第１０
２条の２第３項並びに第１２８条第３項及び第４項の規定
（第１３８条第１項においてこれらの規定を準用する場合
を含む。）により処理することとされている事務（第１７条
第２項に規定する事業（第２７条第２項又は第４項の規定
により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。）に
関するものに限る。）

森 林 法 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第１０条の７の２第２項の規定により市町村が処理するこ
第２４９号） ととされている事務（第２５条第１項第４号から第１１号

までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関
するものに限る。）

農 地 法 （ 昭 和 ２ ７ 年 法 律 この法律の規定により市町村が処理することとされている
第２２９号） 事務のうち、次に掲げるもの

一 第４条第１項第７号の規定により市町村（指定市町村
を除く。）が処理することとされている事務（同一の事業の
目的に供するため４ヘクタールを超える農地を農地以外の
ものにする行為に係るものを除く。）
二 第４条第３項の規定により市町村（指定市町村を除く。）
が処理することとされている事務（申請書を送付する事務
（同一の事業の目的に供するため４ヘクタールを超える農
地を 農地以 外のも のにする行 為に係 るもの を除く。）に限
る。）
三 第５条第１項第６号の規定により市町村（指定市町村
を除く。）が処理することとされている事務（同一の事業の
目的に供するため４ヘクタールを超える農地又はその農地
と併せて採草放牧地について第３条第１項本文に掲げる権
利を取得する行為に係るものを除く。）
四 第５条第３項において準用する第４条第３項の規定に
より市町村（指定市町村を除く。）が処理することとされて
いる事務（申請書を送付する事務（同一の事業の目的に供
するため４ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて
採草放牧地について第３条第１項本文に掲げる権利を取得
する行為に係るものを除く。）に限る。）

土 地 区 画 整 理 法 （ 昭 和 ２ この法律の規定により市町村が処理することとされている
９年法律第１１９号） 事務のうち次に掲げるもの
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一 第４条第１項後段、第９条第４項（第１０条第３項に
おいて準用する場合を含む。）、第１０条第１項後段、第１
１条第５項及び第７項、第１３条第１項後段、第１４条第
１項後段（同条第２項において準用する場合を含む。）及び
第３項後段、第１９条第２項及び第３項（これらの規定を
第３９条第２項及び第５１条の７第２項（第５１条の１０
第２項において準用する場合を含む。）において準用する場
合を含む。）、第２０条第１項（第３９条第２項において準
用する場合を含む。）、第２１条第６項（第３９条第２項に
おいて準用する場合を含む。）、第２９条第１項、第３９条
第１項後段、第４１条第３項（第７８条第４項及び第１１
０条第７項において準用する場合を含む。）、第４５条第２
項後段、第５１条の２第１項後段（第５１条の１１第２項
において準用する場合を含む。）、第５１条の８第１項（第
５１条の１０第２項において準用する場合を含む。）、第５
１条の９第４項（第５１条の１０第２項において準用する
場合を含む。）、第５１条の１０第１項後段、第５１条の１
３第１項後段、第７２条第１項後段、第７７条第７項後段、
第８６条第２項並びに第９７条第１項後段に規定する事務
二 第５５条第１０項（同条第１３項において準用する場
合を含む。）及び第７１条の３第１２項（同条第１５項にお
いて準用する場合を含む。）に規定する事務（市町村又は市
のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係
るものに限る。）
三 第７２条第６項及び第７７条第５項後段（第１３３条
第２項において準用する場合を含む。）に規定する事務（個
人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立
した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限
る。）

首 都 圏 の 近 郊 整 備 地 帯 及 第２６条第２項の規定により市町村が処理することとされ
び 都 市 開 発 区 域 の 整 備 に ている事務（都県が造成した造成工場敷地に係るものに限
関 す る 法 律 （ 昭 和 ３ ３ 年 る。）
法律第９８号）
新 住 宅 市 街 地 開 発 法 （ 昭 第３４条第２項の規定により市町村が処理することとされ
和３８年法律第１３４号）ている事務（地方公共団体（都道府県を除く。）、地方住宅

供給公社（市のみが設立したものに限る。）又は第４５条第
１項の規定による施行者が施行する新住宅市街地開発事業
に係るものに限る。）
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近 畿 圏 の 近 郊 整 備 区 域 及 第３５条第２項の規定により市町村が処理することとされ
び 都 市 開 発 区 域 の 整 備 及 ている事務（府県が造成した造成工場敷地に係るものに限
び 開 発 に 関 す る 法 律 （ 昭 る。）
和３９年法律第１４５号）
流 通 業 務 市 街 地 の 整 備 に この法律の規定により市町村が処理することとされている
関 す る 法 律 （ 昭 和 ４ １ 年 事務のうち次に掲げるもの
法律第１１０号） 一 第３９条第２項に規定する事務（都道府県以外の地方

公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限
る。）
二 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする
権限を有する市町村が第４６条第２項の規定により処理す
ることとされている事務（他の法律により当該権限に属す
る事務が第２号法定受託事務とされている場合に限る。）

都 市 計 画 法 （ 昭 和 ４ ３ 年 一 第２０条第２項（都道府県から送付を受けた図書の写
法律第１００号） しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第２１条

第２項において準用する場合を含む。）及び第６２条第２項
（都道府県知事から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧
に供する事務に係る部分に限り、第６３条第２項において
準用する場合を含む。）の規定により市町村が処理すること
とされている事務
二 第６９条の規定により適用される土地収用法の規定に
より地方公共団体が処理することとされている事務のうち、
同法第１３９条の３第２号に掲げる事務（この法律第５９
条第１項又は第４項の規定による都道府県知事の認可を受
けた都市計画事業に関するものに限る。）

都 市 再 開 発 法 （ 昭 和 ４ ４ この法律の規定により市町村が処理することとされている
年法律第３８号） 事務のうち次に掲げるもの

一 第７条の９第２項（第７条の１６第２項、第７条の２
０第２項、第１１条第４項、第３８条第２項、第４５条第
５項、第５０条の２第２項、第５０条の９第２項、第５０
条の１２第２項及び第５０条の１５第２項において準用す
る場合を含む。）、第７条の１５第３項（第７条の１６第２
項において準用する場合を含む。）、第７条の１７第５項及
び第７項、第１５条第２項（第３８条第２項において準用
する場合を含む。）及び第５０条の５第２項（第５０条の９
第２項において準用する場合を含む。）において準用する第
７条の３第２項及び第３項、第１６条第１項（第３８条第
２項、第５０条の６及び第５０条の９第２項において準用

powered by インターネット六法 .com



- 220/346 -

する場合を含む。）、第１９条第４項（第３８条第２項にお
いて準用する場合を含む。）、第２８条第１項、第４１条第
２項（第５０条の１１第２項（第１０６条第７項（第１１
８条の２４第２項において準用する場合を含む。）において
準用する場合を含む。）及び第１０６条第６項において準用
する場合を含む。）、第５０条の８第３項（第５０条の９第
２項において準用する場合を含む。）、第１１４条（第１１
８条の３０第２項において準用する場合を含む。）、第１１
５条（第１１８条の３０第２項において準用する場合を含
む。）、第１１７条第１項及び第３項（これらの規定を第１
１８条の３０第２項において準用する場合を含む。）並びに
第１２４条第１項に規定する事務
二 第５５条第２項（第５６条において準用する場合を含
む。）、第５８条第３項及び第４項において準用する第１６
条第１項（ただし書を除く。）及び第１９条第４項並びに第
１１８条の２８第２項において準用する第９９条の８第５
項において準用する第９８条第１項並びに第９９条第１項
及び第３項から第５項までに規定する事務（市町村又は市
のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発
事業に係るものに限る。）
三 第６１条第１項（土地の試掘等に係る部分を除く。）及
び第３項、第６８条第２項において準用する土地収用法第
３６条第４項、第９８条第１項並びに第９９条第１項及び
第３項から第５項まで（これらの規定を第９９条の８第５
項において準用する場合を含む。）並びに第９９条第２項に
おいて準用する第９８条第３項に規定する事務（個人施行
者、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方
住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限
る。）

公 有 地 の 拡 大 の 推 進 に 関 第４条第１項及び第５条第１項の規定により町村が処理す
す る 法 律 （ 昭 和 ４ ７ 年 法 ることとされている事務
律第６６号）
新 都 市 基 盤 整 備 法 （ 昭 和 この法律の規定により市町村が処理することとされている
４７年法律第８６号） 事務のうち次に掲げるもの

一 第２５条第１項において準用する土地区画整理法第５
５条第１０項（同条第１３項において準用する場合を含む。）
の規定により処理することとされている事務（市町村が施
行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。）
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二 第２９条において準用する土地区画整理法第７２条第
６項及び第７７条第５項後段の規定により処理することと
されている事務（市町村が施行する新都市基盤整備事業に
係るものに限る。）

国 土 利 用 計 画 法 （ 昭 和 ４ 第１５条第１項、第２３条第１項、第２７条の４第１項（第
９年法律第９２号） ２７条の７第１項において準用する場合を含む。）及び第２

９条第１項の規定により市町村が処理することとされてい
る事務

大 都 市 地 域 に お け る 住 宅 この法律の規定により市町村が処理することとされている
及 び 住 宅 地 の 供 給 の 促 進 事務のうち次に掲げるもの
に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 昭 一 第３３条第２項（第３７条第２項において準用する場
和５０年法律第６７号） 合を含む。）、第３６条において準用する土地区画整理法第

９条第４項（第３６条において準用する同法第１０条第３
項において準用する場合を含む。）、同法第１０条第１項後
段、同法第１１条第５項及び第７項並びに同法第１３条第
１項後段、第５０条第４項において準用する同法第４１条
第３項（第７１条において準用する同法第７８条第４項及
び第８３条において準用する同法第１１０条第７項におい
て準用する場合を含む。）、第５１条において準用する同法
第１９条第２項及び第３項、同法第２０条第１項並びに同
法第２１条第６項（これらの規定を第５１条において準用
する同法第３９条第２項において準用する場合を含む。）、
同法第２９条第１項、同法第３９条第１項後段並びに同法
第４５条第２項後段、第６３条第１項、第７１条において
準用する同法第７７条第７項後段、第７２条第２項におい
て準用する同法第８６条第２項、第８１条第２項において
準用する同法第９７条第１項後段並びに第９５条第１項に
規定する事務
二 第５７条において準用する土地区画整理法第５５条第
１０項（第５７条において準用する同法第５５条第１３項
において準用する場合を含む。）及び第５９条第１２項（同
条第１５項において準用する場合を含む。）に規定する事務
（市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街
区整備事業に係るものに限る。）
三 第６４条第１項（土地の試掘等に係る部分を除く。）及
び第３項並びに第７１条において準用する土地区画整理法
第７７条第５項後段（第１０１条において準用する同法第
１３３条第２項において準用する場合を含む。）に規定する
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事務（個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地
方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。）

農 住 組 合 法 （ 昭 和 ５ ５ 年 第９０条の２第１項の規定により市町村が処理することと
法律第８６号） されている事務
浄 化 槽 法 （ 昭 和 ５ ８ 年 法 第５条第１項の規定により保健所を設置する市又は特別区
律第４３号） が処理することとされている事務（都道府県知事に対する

届出の経由に係るものに限る。）
密 集 市 街 地 に お け る 防 災 この法律の規定により市町村が処理することとされている
街 区 の 整 備 の 促 進 に 関 す 事務のうち、次に掲げるもの
る 法 律 （ 平 成 ９ 年 法 律 第 一 第１２２条第２項（第１２９条第２項、第１３２条第
４９号） ２項、第１３６条第４項、第１５７条第２項、第１６３条

第５項、第１６５条第２項、第１７２条第２項、第１７５
条第２項及び第１７８条第２項において準用する場合を含
む。）、第１２８条第３項（第１２９条第２項において準用
する場合を含む。）、第１３０条において準用する都市再開
発法第７条の１７第５項及び第７項、第１３９条第２項及
び第３項（これらの規定を第１５７条第２項及び第１６８
条第２項（第１７２条第２項において準用する場合を含む。）
において準用する場合を含む。）、第１４０条第２項（第１
５７条第２項、第１６９条及び第１７２条第２項において
準用する場合を含む。）、第１４３条第４項（第１５７条第
２項において準用する場合を含む。）、第１４８条第３項に
おいて準用する都市再開発法第２８条第１項、第１６０条
第２項（第１７４条第２項（第２５０条第７項において準
用する場合を含む。）及び第２５０条第６項において準用す
る場合を含む。）、第１７１条第３項（第１７２条第２項及
び第１７５条第２項において準用する場合を含む。）、第２
５９条、第２６０条、第２６１条第１項及び第３項並びに
第２６８条第１項に規定する事務
二 第１８３条第２項（第１８４条において準用する場合
を含む。）並びに第１８８条第３項及び第４項において準用
する第１４０条第２項及び第１４３条第４項に規定する事
務（市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行
する防災街区整備事業に係るものに限る。）
三 第１９２条第１項（土地の試掘等に係る部分を除く。）
及び第３項、第１９９条第２項において準用する土地収用
法第３６条第４項、第２３３条第１項並びに第２３４条第
１項及び第３項から第５項まで（これらの規定を第２４１
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条第５項において準用する場合を含む。）並びに第２３４条
第２項において準用する第２３３条第３項に規定する事務
（個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は市のみが
設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に
係るものに限る。）

環 境 影 響 評 価 法 （ 平 成 ９ 第４条第１項第１号若しくは第５号又は第２２条第１項第
年法律第８１号） １号、第２号若しくは第６号に定める者（地方公共団体の

機関に限る。以下「第４条第１項第１号等に定める者」と
いう。）が、この法律の規定により行うこととされている事
務（当該第４条第１項第１号等に定める者が行う免許等若
しくは第２条第２項第２号ホに規定する免許、特許、許可、
認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規
定する届出に係る事務が第２号法定受託事務である場合に
限る。）

大 深 度 地 下 の 公 共 的 使 用 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされ
に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 平 ている事務のうち、市町村が第９条において準用する土地
成１２年法律第８７号） 収用法第１２条第２項並びに第１４条第１項及び第３項、

第２０条において準用する同法第２４条第２項、第２２条
第２項、第３０条第５項並びに第３５条第１項から第３項
まで、第５項及び第６項の規定により処理することとされ
ている事務（第１１条第２項の事業に関するものに限る。）

地 方 公 共 団 体 の 議 会 の 議 この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用
員 及 び 長 の 選 挙 に 係 る 電 する公職選挙法の規定により、都道府県の議会の議員又は
磁 的 記 録 式 投 票 機 を 用 い 長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
て 行 う 投 票 方 法 等 の 特 例
に 関 す る 法 律 （ 平 成 １ ３
年法律第１４７号）
マ ン シ ョ ン の 建 替 え 等 の 第９条第７項（第３４条第２項、第４５条第４項、第５０
円 滑 化 に 関 す る 法 律 （ 平 条 第 ２ 項 及 び 第 ５ ４ 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含
成１４年法律第７８号） む。）、第１１条第１項（第３４条第２項において準用する

場合を含む。）、第１４条第３項（第３４条第２項において
準用する場合を含む。）、第２５条第１項、第３８条第５項、
第４９条第３項（第５０条第２項において準用する場合を
含む。）、第５１条第４項及び第６項並びに第９７条第１項
の規定により町村が処理することとされている事務

附則 （昭和２２年１２月１２日法律第１６９号） 抄
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第１条 この法律は、昭和２３年１月１日から、これを施行する。但し、第２６条及び第

２７条の改正規定並びに附則第４条は昭和２２年１２月２０日から、全国選挙管理

委員会に関する規定は公布の日から、これを施行する。

第６条 この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。

附則 （昭和２２年１２月１７日法律第１９６号） 抄

第１条 この法律の施行の期日は、その成立の日から９０日を超えない期間内において、

各規定について、政令で、これを定める。

附則 （昭和２３年３月３１日法律第１４号）

この法律は、公布の日から、これを施行する。

附則 （昭和２３年５月１日法律第３２号）

この法律は、公布の日から、これを施行する。

附則 （昭和２３年６月３日法律第５２号）

この法律は、公布の日から、これを施行し、海上保安庁法施行の日（昭和２３年５月１

日）から、これを適用する。

附則 （昭和２３年７月１５日法律第１７０号） 抄

第６９条 この法律は、公布の日からこれを施行する。但し、第９４条の規定は、昭和２

３年１１月１日から、これを施行する。

附則 （昭和２３年７月２０日法律第１７９号） 抄

第１条 この法律は、昭和２３年８月１日から、これを施行する。

○２ この法律施行の際現に地方公共団体の議会の議員と当該地方公共団体以外の地方

公共団体の長、副知事若しくは助役又は出納長若しくは副出納長若しくは収入役若

しくは副収入役その他の有給の職員を兼ねるものについては、これらの職を兼ねて

いる間に限り、地方自治法第９２条第２項及び第１４１条第２項の改正規定（これ

ら の 規 定 を 適 用 又 は 準 用 す る 規 定 を 含 む 。） は こ れ を 適 用 し な い 。 こ の 法 律 施 行 の

際現に同法第５５条第２項及び第６５条第１１項の規定の適用又は準用を受ける得

票者についても、また、同様とする。

第３条 法律又は政令に特別の定がある場合を除く外、この法律施行の際現になされてい

る地方公共団体の財産又は営造物の使用の許可で改正後の地方自治法第２１３条第
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２項の規定に基く条例により定められた独占的な使用の許可に該当するものは、こ

の法律施行の日から１０年以内に、夫々改正後の同条の規定による手続を経て必要

な同意を得なければ、この法律施行の日から１０年を経過したときは、将来に向っ

てその効力を失う。但し、造林を目的とする土地の使用の許可は、この法律施行の

際現にその土地の上に生育している造林に係る立木がその時までに森林法（昭和２

６年法律第２４９号）第７条第４項第４号の適正伐期齢級以上の齢級に達していな

い場合においては、その立木が生育している土地の区域については、その達する時

まで（その以前にその主伐が完了したときはその時まで）は、その効力を失わない。

第５条 この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

附則 （昭和２３年７月２０日法律第１８０号）

この法律は、昭和２３年９月１日から、これを施行する。

附則 （昭和２３年１２月１日法律第２１６号）

１ この法律は、公布の日から、これを施行する。

２ 第３条の地方自治法第１８３条第１項の改正規定は、この法律が施行される日の前日

までに選任された地方公共団体の選挙管理委員については、その選任の日に遡ってこれ

を適用する。但し、この法律が施行される日までにすでにその後任者の選任に関する手

続が開始されたものについては、この限りでない。

附則 （昭和２３年１２月２９日法律第２８０号）

この法律は、昭和２４年１月１日から施行する。

附則 （昭和２４年５月３１日法律第１６１号）

この法律は、昭和２４年６月１日から施行する。

附則 （昭和２４年６月１０日法律第２０７号） 抄

１ この法律は、公布の日から施行する。

附則 （昭和２５年４月１５日法律第１０１号）

この法律は、公職選挙法施行の日から施行する。

附則 （昭和２５年５月２日法律第１３３号） 抄

１ この法律は、電波法施行の日から施行する。

附則 （昭和２５年５月４日法律第１４３号） 抄

１ この法律は、昭和２５年５月１５日から施行する。但し、附則第６項の規定は、昭和

２５年４月３０日から適用する。

４ この法律施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律（昭和２３年法律第１７９号）
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附則第２条第２項の規定に基きその手続を開始している請求については、改正後の同条

の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

５ 前項の規定は、この法律施行の際現に、地方自治法の一部を改正する法律（昭和２３

年法律第１７９号）附則第２条第２項の規定に基く請求に係る市町村の廃置分合又は境

界変更で改正前の同条第５項の規定により当該都道府県の議会の議決において出席議員

の過半数の同意が得られなかったもの又は同条第２項の規定に基きその手続を開始して

いる請求に係る市町村の廃置分合又は境界変更について、改正後の同条の規定に基くあ

らたな請求をすることを妨げるものと解してはならない。

７ 改正後の地方自治法第２５５条の２（地方自治法の一部を改正する法律（昭和２３年

法 律 第 １ ７ ９ 号 ） 附 則 第 ２ 条 第 １ ０ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を含 む 。） に 規 定す る 争 訟

で、この法律施行の際現に裁判所にかかっているものは、同条の規定にかかわらず、な

お、従前の例によるものとする。

８ この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

附則 （昭和２５年５月３０日法律第２１０号） 抄

１ この法律は、公布の日から施行する。

附則 （昭和２６年５月２８日法律第１６０号）

この法律は、昭和２６年６月１日から施行する。

附則 （昭和２６年６月７日法律第２０３号）

１ この法律は、公布の日から施行する。

２ 改正後の地方自治法第９２条第２項の規定（同法第２９２条及び第２９６条第３項に

お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 及 び 第 １ ４ １ 条 第 ２ 項 の 規 定 （同 法 第 １ ６ ６ 条第 ２ 項 、

第 １ ６ ８ 条 第 ６ 項 、 第 ２ ９ ２ 条 及 び 第 ２ ９ ６ 条 第 ３ 項 に おい て 準 用 す る 場合 を 含 む 。）

施行の際現に地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長と常勤の職員とを兼ねて

いる者については、これらの規定は、その現に兼ねている職に限り適用しない。この法

律施行の際現に公職選挙法第９５条第２項又は第１１８条第２項の規定の適用を受ける

得票者についても、また、同様とする。

附則 （昭和２６年６月７日法律第２０８号）

この法律は、昭和２７年３月１日から施行する。

附則 （昭和２７年７月３１日法律第２５１号） 抄

１ この法律は、公社法の施行の日から施行する。

附則 （昭和２７年７月３１日法律第２６２号） 抄

１ この法律は、自治庁設置法（昭和２７年法律第２６１号）施行の日から施行する。

４ この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長が

した処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の
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申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がし

た処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。

５ この法律施行の際現に効力を有する地方財政委員会規則又は全国選挙管理委員会規則

は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもって規定すべき事項を規定するものにつ

いては政令としての、総理府令をもって規定すべき事項を規定するものについては総理

府令としての効力を有するものとする。

附則 （昭和２７年７月３１日法律第２６５号） 抄

１ この法律は、昭和２７年８月１日から施行する。

附則 （昭和２７年７月３１日法律第２７８号） 抄

１ この法律は、昭和２７年８月１日から施行する。

附則 （昭和２７年７月３１日法律第２８０号） 抄

１ この法律は、郵政省設置法の一部を改正する法律（昭和２７年法律第２７９号）の施

行の日から施行する。

附則 （昭和２７年７月３１日法律第２８９号） 抄

１ この法律の施行期日は、公布の日から起算して６箇月をこえない範囲内で、政令で定

める。

附則 （昭和２７年８月１日法律第２９２号） 抄

（施行期日）

１ この法律の施行期日は、この法律公布の日から起算して６月をこえない範囲内で政令

で定める。

附則 （昭和２７年８月１５日法律第３０６号） 抄

１ この法律は、公布の日から起算して３月をこえない期間内において政令で定める日か

ら施行する。

４ この法律施行の際改正前の地方自治法第７条第１項若しくは第２項の規定により既に

なされている市町村の境界の変更に関する処分、改正前の地方自治法第８条第３項の規

定により既になされている町村を市とし、若しくは市を町村とする処分若しくは村を町

とし、若しくは町を村とする処分又はこれらの処分の効力については、改正後の地方自

治法第７条第２項及び第７項並びに第８条第３項の規定にかかわらず、なお、従前の例

による。

５ 改正前の地方自治法第９条の規定に基き提起されている訴訟又は事件で、この法律施

行の際現に裁判所に係属しているものについては、改正後の地方自治法第９条、第９条

の２及び第２５５条の２の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

１１ この法律施行の際地方自治法第２５９条第１項又は第３項の規定により既になされ

ている郡の区域をあらたに画し、若しくは廃止し、又は郡の区域を変更する処分の効力
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については、改正後の地方自治法第２５９条第４項の規定にかかわらず、なお、従前の

例による。

１６ 前５項に規定するものを除く外、改正後の地方自治法の特別区に関する規定の施行

に関し必要な経過措置は、政令で定める。

２０ この法律の施行のため必要な事項は、政令で定める。

附則 （昭和２７年８月１６日法律第３０８号） 抄

１ この法律は、昭和２７年９月１日から施行する。

附則 （昭和２７年１２月２９日法律第３５０号） 抄

１ この法律は、昭和２８年４月１日から施行する。

附則 （昭和２８年７月１７日法律第６４号） 抄

１ この法律は、公布の日から施行する。

附則 （昭和２８年８月１日法律第１６１号） 抄

１ この法律は、昭和２８年８月１日から施行する。

附則 （昭和２８年８月１５日法律第２１２号） 抄

１ この法律は、公布の日から施行する。

附則 （昭和２９年５月１９日法律第１１５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行し、昭和２９年５月１日から適用する。

附則 （昭和２９年６月９日法律第１６４号） 抄

１ この法律は、公布の日から起算して１月をこえない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。

附則 （昭和２９年６月１５日法律第１８５号） 抄

１ この法律は、昭和２９年７月２０日から施行する。

附則 （昭和２９年６月２２日法律第１９３号） 抄

（施行期日）

１ この法律中第２５２条の２、財産区及び地方自治法附則第６条に係る改正規定並びに

附則第３項の規定は公布の日から、第８条第１項第１号の改正規定及び附則第２項の規

定は公布の日から起算して３月をこえない範囲内において政令で定める日から、別表第

６第３号の改正規定中市警察部長に係る部分は、警察法（昭和２９年法律第１６２号）

施行の日から１年を経過した日から、その他の部分は警察法施行の日から施行する。

（市の設置等に関する経過措置）
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２ 地方自治法第７条第１項の規定による関係市町村の区域の全部若しくは一部をもって

市を設置する処分又は同法第８条第３項の規定による町村を市とする処分については、

左の各号の一に該当する場合に限り、改正後の同法第８条第１項第１号の規定にかかわ

らず、なお、従前の例による。

一 第８条第１項第１号の改正規定の施行の際現に都道府県知事に対して当該処分の申

請がなされている場合

二 第８条第１項第１号の改正規定の施行の際現に定められている地方自治法第８条の

２第１項の規定による都道府県の区域内のすべての市町村を通ずる市町村の廃置分合

又は境界変更に関する都道府県知事の計画に基いて昭和４１年３月３１日までに当該

処分の申請がなされた場合

（警察法の施行に伴う経過措置）

４ 警察法施行後１年間は、地方自治法中公安委員会、警察の職員その他都道府県警察に

関する規定の適用については、同法第１５５条第２項の規定により指定する市をもって

１の県とみなす。この場合においては、これらの市を包括する府県は、これらの市の区

域を除いた区域をもってその区域とみなす。

附則 （昭和２９年１２月１５日法律第２２３号） 抄

１ この法律は、公布の日から施行する。

附則 （昭和３０年１月２８日法律第３号） 抄

１ この法律は、第２２回国会の召集の日から施行する。

附則 （昭和３０年１月２８日法律第４号） 抄

１ この法律は、昭和３０年３月１日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、

同日前に総選挙の公示がなされたときは、第２条の規定は当該総選挙の公示の日から、

第４条及び附則第５項の規定は当該総選挙から施行する。

２ 昭和３０年３月１日現在既に公職選挙法の一部を改正する法律（昭和２９年法律第２

０ ７ 号 ） に よ る 改 正 前 の 公 職 選 挙 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 １ ０ ０号 ）（ 以 下 「 改正 前 の 公

職 選 挙 法 」 と い う 。） 又 は 従 前 の 地 方 自 治 法 、 漁 業 法 、 農 業 委員 会 等 に 関 す る法 律 若 し

くは町村合併促進法の規定によりその期日を告示してある選挙又は投票に関しては、な

お従前の例による。

３ 改正前の公職選挙法又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若し

くは町村合併促進法の規定により行われた選挙又は投票に関してした行為及び附則第１

項本文又は同法但書に規定するこの法律の施行の前にした行為に対する罰則の適用につ

いては、なお従前の例による。

４ 改正前の公職選挙法又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若し

くは町村合併促進法の規定により行われた選挙又は投票に関する異議の申立、訴願及び

訴訟については、なお従前の例による。

附則 （昭和３０年８月１０日法律第１５４号） 抄
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１ この法律は、公布の日から施行する。

附則 （昭和３０年８月２０日法律第１７１号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して３０日を経過した日から施行する。

附則 （昭和３１年４月１４日法律第７１号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から施行する。

附則 （昭和３１年６月１２日法律第１４７号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して３月をこえない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、第２０４条第１項の次に１項を加える改正規定中薪炭手当に係る

部分は、国家公務員に対して薪炭手当を支給することを定める法律が施行される日から

施行する。

（法律の廃止）

２ ５大都市行政監督に関する法律（大正１１年法律第１号）は、廃止する。

（契約の方法に関する経過措置）

８ この法律の施行後新法第２４３条第１項ただし書の規定による条例が制定施行される

までの間は、同条同項に規定する契約の方法については、なお、従前の例による。

（指定都市への事務引継に伴う経過措置）

１０ 前項に規定する事務に従事している都道府県の職員で政令で定める基準によりもっ

ぱら指定都市の区域内に係る同項の事務に従事していると認められるものは、同項の規

定による事務の引継とともに、都道府県において正式任用されていた者にあっては、引

き続き指定都市の相当の職員に正式任用され、都道府県において条件附採用期間中であ

った者にあっては、引き続き条件附で指定都市の相当の職員となるものとする。この場

合において、その者の指定都市における条件附採用の期間には、その者の都道府県にお

ける条件附採用の期間を通算するものとする。

１１ 前項の規定により指定都市の職員となる者が受けるべき給料の額が、指定都市の職

員となる際その者が従前都道府県において受けていた給料の額に達しないこととなる場

合においては、その調整のため、指定都市は、政令で定める基準に従い条例で定めると

ころにより、手当を支給するものとする。

１２ 附則第１０項の規定により指定都市の職員となる者は、政令で定めるところにより、

その選択によって、都道府県の退職手当を受け、又は受けないことができるものとし、

指定都市は、都道府県の退職手当を受けない者について、その者が都道府県の職員とし

て在職した期間を当該指定都市の職員としての在職期間に通算する措置を講ずるものと

する。

１３ 恩給法の一部を改正する法律（昭和２２年法律第７７号）附則第１０条の規定の適

用又は準用を受ける者が附則第１０項の規定により指定都市の職員となった場合におい
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ては、その職員が新法第２５２条の１９第１項各号に掲げる事務に従事する間に限り、

これに恩給法の一部を改正する法律（昭和２２年法律第７７号）附則第１０条の規定を

準用する。この場合においては、同条第３項中「俸給を給する都道府県」とあるのは「俸

給を給する地方自治法第２５２条の１９第１項の指定都市を包括する都道府県」と、同

条第４項中「都道府県」とあるのは「地方自治法第２５２条の１９第１項の指定都市」

と 、「 国 庫 」 と あ る の は 「 国 庫 又 は 地 方 自 治 法 第 ２ ５ ２ 条 の １９ 第 １ 項 の 指 定都 市 を 包

括 す る 都 道 府 県 」 と 、「 歳 入 徴 収 官 」 と あ る の は 「 歳 入 徴 収 官又 は 地 方 自 治 法第 ２ ５ ２

条の１９第１項の指定都市を包括する都道府県の出納長」と読み替えるものとする。

１４ 前項の規定に該当する場合を除くほか、都道府県の職員が附則第１０項の規定によ

り引き続いて指定都市の職員となった場合（その者が引き続いて都道府県の職員となり、

更 に 引 き 続 い て 指 定 都 市 の 職 員 と な っ た 場 合 を 含 む 。） に お ける そ の 者 の 退 職年 金 又 は

退職一時金の支給に関するその者の在職期間については、都道府県及び指定都市は、相

互にその者の在職期間を通算する措置を講ずるものとする。

１５ 前６項に規定するもののほか、新法第２５２条の１９第１項に掲げる事務の指定都

市又は指定都市の市長若しくは指定都市の委員会その他の機関への引継に伴う必要な経

過措置は、政令で定める。

（争訟に関する経過措置）

１６ この法律の施行の際現に旧法の規定により提起されている地方公共団体又はその機

関の行為に係る争訟については、なお、従前の例による。

（政令への委任）

１７ 前各項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定め

る。

附則 （昭和３１年６月３０日法律第１６３号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、昭和３１年１０月１日から施行する。ただし、第１条中地方自治法第２

０条、第１２１条及び附則第６条の改正規定、第２条、第４条中教育公務員特例法第１

６条、第１７条及び第２１条の４の改正規定、第５条中文部省設置法第５条第１項第１

９号の次に２号を加える改正規定中第１９号の３に係る部分及び第８条の改正規定、第

７条、第１５条、第１６条及び第１７条中教育職員免許法の一部を改正する法律の施行

に伴う関係法律の整理に関する法律附則第３項及び第４項の改正規定（附則第５項の改

正 規 定 中 教 育 長 又 は 指 導 主 事 に 係 る 部 分 を 含 む 。） 並 び に 附 則第 ６ 項 か ら 第 ９項 ま で の

規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）附則

第１条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の日から施行する。

（選挙期日が告示されている場合の教育委員会の委員の選挙の経過措置）

７ こ の 法 律 （ 附 則 第 １ 項 た だ し 書 に 係 る 部 分に 限 る 。 以 下 同 じ 。）の 施 行 の 際、 す で に

選挙の期日の告示されている教育委員会の委員の選挙については、改正後の公職選挙法

の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

（助役が兼ねている教育長の経過措置）

９ この法律の施行の際、現に改正前の地方自治法附則第６条の規定によって教育長を兼
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ねている助役は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律附則第１条に規定する教育

委員会の設置関係規定の施行の際現に在任する教育長とみなして、同法附則第１０条の

規定を適用する。

附則 （昭和３２年５月２７日法律第１３１号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、昭和３２年８月１日から施行する。

附則 （昭和３２年５月３１日法律第１４５号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から施行し、昭和３２年４月１日から適用する。

附則 （昭和３２年６月１日法律第１５４号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から施行し、附則第４０項及び附則第４１項の規定を除くほか

昭和３２年４月１日から適用する。

附則 （昭和３２年６月３日法律第１６３号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して３箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施

行する。

附則 （昭和３３年４月５日法律第５３号）

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から施行する。

（市の人口要件の特例）

２ 地方自治法第７条第１項の規定による関係市町村の区域の全部若しくは一部をもって

市を設置する処分又は同法第８条第３項の規定による町村を市とする処分については、

昭和３３年９月３０日までにその申請がなされ、かつ、その申請の際当該市となるべき

普通地方公共団体の人口が３万以上であるものに限り、同法第８条第１項第１号の規定

にかかわらず、市となるべき普通地方公共団体の人口に関する要件は、３万以上とする。

ただし、地方自治法の一部を改正する法律（昭和２９年法律第１９３号）附則第２項の

規定によることを妨げるものではない。

３ 前項の人口は、地方自治法第２５４条並びに第２５５条及びこれに基く政令の定める

ところによる。

附則 （昭和３３年４月２２日法律第７５号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、昭和３３年６月１日から施行する。ただし、衆議院議員の選挙に関する

ものについては、改正後の公職選挙法第１９９条の４の規定は次の総選挙の公示の日か
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ら、その他の規定は次の総選挙から施行する。

附則 （昭和３３年４月２３日法律第７６号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して３箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施

行する。

附則 （昭和３３年４月２４日法律第７８号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、昭和３３年８月１日から施行する。

附則 （昭和３３年４月２５日法律第８７号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から施行し、昭和３３年４月１日から適用する。

附則 （昭和３４年３月１１日法律第１２号）

この法律は、公布の日から起算して３月をこえない範囲内で政令で定める日から施行す

る。

附則 （昭和３４年４月１日法律第８７号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から施行する。

附則 （昭和３５年３月３１日法律第４２号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、昭和３５年４月１日から施行する。

附則 （昭和３５年４月２６日法律第５７号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して３箇月をこえない範囲内において政令で定める日

から施行する。

附則 （昭和３５年６月９日法律第９３号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から施行し、別表第１から別表第７までの改正規定及び附則第

２項から附則第４項までの規定は、昭和３５年４月１日から適用する。

附則 （昭和３５年６月３０日法律第１１３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、昭和３５年７月１日から施行する。
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（経過規定）

第３条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内

閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可そ

の他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に

基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ず

る処分とみなす。

２ この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内

閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他こ

れらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれ

の法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他

これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

第４条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。

附則 （昭和３５年１２月２２日法律第１５０号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から施行し、昭和３５年１０月１日から適用する。ただし、第

１ 条 中 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 法 律 （ 以 下 「 法 」 と い う 。） 第５ 条 、 第 ９条 及 び 第

９条の２の改正規定並びに同法第１０条の２の次に１条を加える改正規定並びに附則第

１２項及び附則第１３項の規定は、昭和３６年４月１日から施行する。

附則 （昭和３６年６月１６日法律第１４１号） 抄

（施行期日）

１ この法律中第４条第４項及び第１８条の規定、第２３条の規定（地方公共団体に係る

部 分 に 限 る 。） 並 び に 附 則 第 ７ 項 の 規 定 は 昭 和 ３ ７ 年 ４ 月 １ 日か ら 、 そ の 他 の規 定 は 公

布の日から起算して３箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 （昭和３６年１１月２０日法律第２３５号） 抄

１ この法律は、公布の日から施行する。

２ この法律の施行の際現に改正前の地方自治法第２９３条において準用する同法第２５

３条第１項の規定による協議により管理すべき都道府県知事が定められている市町村及

び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る処分については、改正後の地方自治法

第２９３条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則 （昭和３７年５月８日法律第１０９号） 抄

１ この法律は、災害対策基本法の施行の日から施行する。

附則 （昭和３７年５月１５日法律第１３２号） 抄



- 235/346 -

powered by インターネット六法 .com

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して１０月をこえない範囲内において、各規定につき、

政令で定める日から施行する。

附則 （昭和３７年５月１５日法律第１３３号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から施行する。

（法人の経営状況の報告に関する経過措置）

５ 新法第２４４条第４項の規定は、この法律の施行の日以後に始まる事業年度から適用

する。

附則 （昭和３７年５月１６日法律第１４０号） 抄

１ この法律は、昭和３７年１０月１日から施行する。

２ この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律

の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生

じた効力を妨げない。

３ この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することがで

きない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

４ この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄と

する旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

５ この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している

処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この

法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間

より短い場合に限る。

６ この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正

により出訴期間が定められることとなったものについての出訴期間は、この法律の施行

の日から起算する。

７ この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該

法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、

なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもって、当該訴

訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

８ 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第１８条後段及び第２１条第２項から第５

項までの規定を準用する。

附則 （昭和３７年９月８日法律第１５３号） 抄

１ この法律は、昭和３７年１２月１日から施行する。

附則 （昭和３７年９月１５日法律第１６１号） 抄

１ この法律は、昭和３７年１０月１日から施行する。

２ この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律
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の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為

その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改

正前の規定によって生じた効力を妨げない。

３ この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て

（ 以 下 「 訴 願 等 」 と い う 。） に つ い て は 、 こ の 法 律 の 施 行 後 も、 な お 従 前 の 例に よ る 。

この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分（以下「裁決等」という。）

又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさ

らに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

４ 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをす

ることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政

不服審査法による不服申立てとみなす。

５ 第３項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不

服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

６ この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願

等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものに

ついて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行

の日から起算する。

８ この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

９ 前８項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定め

る。

１０ この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（昭和３

７年法律第１４０号）に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法

律は、この法律によってまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の

整理等に関する法律によって改正されるものとする。

附則 （昭和３８年３月３０日法律第５４号） 抄

１ この法律は、昭和３８年４月１日から施行する。

附則 （昭和３８年６月８日法律第９９号） 抄

（施行期日及び適用区分）

第 １ 条 こ の 法 律 中 目 次 の 改 正 規 定 （ 第 ３ 編 第 ４ 章 の 次 に １ 章 を 加 え る 部 分 に 限 る 。）、

第１条の２の改正規定、第２条第３項第８号の改正規定、第２６３条の２の次に１

条を加える改正規定、第３編第４章の次に１章を加える改正規定、附則第２０条の

２の次に１条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第１５条から附則第

１ ８ 条 ま で 、 附 則 第 ２ ４ 条 （ 地 方 開 発 事 業 団 に 関 す る 部 分 に 限 る 。）、 附 則 第 ２ ５

条 （ 地 方 開 発 事 業 団 に 関 す る 部 分 に 限 る 。） 及 び 附 則 第 ３ ５ 条 の 規 定 （ 以 下 「 財 務

以 外 の 改 正 規 定 等 」 と い う 。） は 公 布 の 日 か ら 、 普 通 地 方 公 共 団 体 に 係 る 会 計 の 区

分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入

歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関す
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る改正規定並びに附則第４条、附則第５条第１項、第２項及び第４項、附則第６条

第 １ 項 並 び に 附 則 第 ８ 条 の 規 定 （ 以 下 「 予 算 関 係 の 改 正 規 定 」 と い う 。） は 昭 和 ３

９年１月１日から、その他の改正規定並びに附則第２条、附則第３条、附則第５条

第３項、附則第６条第２項及び第３項、附則第７条、附則第９条から附則第１４条

まで、附則第１９条から附則第２３条まで、附則第２４条（地方開発事業団に関す

る部 分を 除く 。）、附 則第２ ５条（ 地方 開発事 業団 に関す る部分 を除 く。）並び に附

則第２６条から附則第３４条までの規定は同年４月１日から施行する。ただし、改

正 後 の 地 方 自 治 法 （ 以 下 「 新 法 」 と い う 。） の 規 定 中 普 通 地 方 公 共 団 体 に 係 る 会 計

の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、

歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金並

びに決算に係る部分（債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、地方債及

び一時借入金に関する部分については、当該部分が地方開発事業団に準用される場

合を含む。）は、昭和３９年度の予算及び決算から適用する。

（監査の請求に関する経過措置）

第 ２ 条 こ の 法 律 （ 財 務 以 外 の 改 正 規 定 等 及び 予 算 関 係 の 改正 規 定 を 除 く 。以 下 同 じ 。）

の 施 行 前 に 改 正 前 の 地 方 自 治 法 （ 以 下 「 旧 法 」 と い う 。） 第 ７ ５ 条 第 ４ 項 の 規 定 に

より市町村長に対してした監査の請求については、新法第７５条の規定にかかわら

ず、なお従前の例による。

（収入に関する経過措置）

第６条 昭和３８年度分以前の地方債については、新法第２３０条の規定にかかわらず、

なお従前の例による。

２ この法律の施行前に旧法第２１８条の規定により賦課又は徴収した夫役現品につ

いては、なお従前の例による。

（一時借入金に関する経過措置）

第８条 昭和３８年度分の１時の借入れについては、新法第２３５条の３の規定にかかわ

らず、なお従前の例による。

（時効に関する経過措置）

第９条 この法律の施行の際既に進行を開始している地方公共団体の徴収金及び支払金の

時効については、新法第２３６条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（財産に関する経過措置）

第１０条 この法律の施行の際現に使用させている新法第２３８条第３項に規定する行政

財産については、新法第２３８条の４第３項の規定による許可により使用させてい

るものとみなす。

２ 新法第２３８条の５第２項から第５項までの規定は、この法律の施行の際現に貸

し付け、又は貸付け以外の方法により使用させている新法第２３８条第３項に規定
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する普通財産についても適用する。

（住民による監査請求及び訴訟に関する経過措置）

第１１条 新法第２４２条及び第２４２条の２の規定は、次項に定める場合を除き、この

法律の施行前にされた公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若

しくは履行又は債務その他の義務の負担及びこの法律の施行前から引き続いている

怠る事実についても適用する。この場合において、新法第２４２条第２項の期間は、

この法律の施行の日から起算する。

２ この法律の施行前に旧法第２４３条の２第１項の規定によりした請求又はこの法

律の施行の際現に係属している同条第４項の裁判については、新法第２４２条及び

第２４２条の２の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（職員の賠償責任に関する経過措置）

第１２条 この法律の施行前の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、

新法第２４３条の２の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（公の施設に関する経過措置）

第１３条 新法第９６条第１項第８号及び第２４４条の２第２項の規定は、この法律の施

行前に旧法第２１３条第２項に規定する使用の許可を受けた営造物を、この法律の

施行後引き続き当該許可を受けた期間中使用する場合においては、適用しない。

（不服申立てに関する経過措置）

第１４条 この法律の施行前に旧法第２１５条、第２２３条又は第２２４条の規定により

提起された審査請求、異議申立て又は再審査請求については、なお従前の例による。

附則 （昭和３８年７月１１日法律第１３３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１箇月をこえない範囲内において政令で定め

る日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）

第４９条の規定は、この法律の施行の日から起算して３箇月を経過した日後にその

期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。

附則 （昭和３９年７月１日法律第１２９号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。

附則 （昭和３９年７月２日法律第１３３号） 抄

１ この法律は、公布の日から施行する。

附則 （昭和３９年７月６日法律第１５２号） 抄
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（施行期日）

第 １ 条 こ の 法 律 は 、 昭 和 ３ ９ 年 １ ０ 月 １ 日 （以 下 「 施 行 日 」 とい う 。） か ら 施行 す る 。

附則 （昭和３９年７月１１日法律第１６９号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、昭和４０年４月１日から施行する。ただし、第１条のうち、地方自治法

第２０４条第２項の改正規定は、公布の日から施行し昭和３９年４月１日から適用し、

同法第２６０条の改正規定は、公布の日から施行し、同法第２８１条第２項第１５号の

改正規定中この法律公布の際現に都が処理している事務に係る部分の規定は、別に法律

で定める日から施行する。

（旧東京都制の効力）

２ 地方自治法附則第２条ただし書によりなお効力を有する旧東京都制第１８９条から第

１９１条まで及び第１９８条の規定は、改正後の地方自治法第２８１条第２項第１３号

から第２０号までに掲げる事務及び第２８１条の３第２項に規定する特別区の区長の権

限に属する事務に関しては、その適用はないものとする。

（経過規定）

５ 前３項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

附則 （昭和４０年３月２９日法律第６号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。

附則 （昭和４０年４月１５日法律第４７号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して３月を経過した日から施行する。

附則 （昭和４０年６月２９日法律第１３８号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して３月をこえない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から起算して１年をこえない

範囲内において政令で定める日から施行する。

一及び二 略

三 附則第５項及び附則第７項から第１０項までの規定

附則 （昭和４０年８月１８日法律第１４１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６箇月をこえない範囲内において政令で定め

る日から施行する。

附則 （昭和４１年６月１日法律第７７号） 抄
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（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して８月をこえない範囲内において政令で定める

日から施行する。

（地方自治法の一部改正に伴う経過措置）

第９条 この法律の施行の際前条の規定による改正前の地方自治法第７４条の規定によっ

てされている請求については、なお従前の例による。

附則 （昭和４２年７月１０日法律第５３号） 抄

（施行期日等）

１ この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第２章第４節に係る

改正規定及び附則第４項から第６項までの規定は、昭和４２年１０月１日から施行する。

附則 （昭和４２年７月２５日法律第８１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月をこえない範囲内において政令で定める

日（以下「施行日」という。）から施行する。

附則 （昭和４２年１２月２２日法律第１４１号） 抄

（施行期日等）

１ この法律は、公布の日から施行する。

２ 第１条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（同法第２条、第１９

条 の ３ （ 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 基 準 日 が １ ２ 月 １ 日 で あ る 期 末 手 当 に 関 す る 部 分 を 除

く 。） 及 び 第 １ ９ 条 の ４ （ 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 基 準 日 が １ ２月 １ 日 で あ る 勤勉 手 当 に

関 す る 部 分 を 除 く 。） を 除 く 。 以 下 「 改 正 後 の 法 」 と い う 。） の 規 定 、 第 ２ 条 の 規 定 に

よる改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（以下「改正後の

昭 和 ３ ２ 年 改 正 法 」 と い う 。） 附 則 第 １ ６ 項 、 第 ２ ３ 項 、 第 ２４ 項 、 第 ２ ８ 項及 び 第 ４

０項の規定並びに附則第７項から第１３項まで及び第１６項の規定、附則第１８項の規

定による改正後の国家公務員災害補償法（昭和２６年法律第１９１号）の規定、附則第

１９項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法（昭和２８年法律第１８２号）の

規定並びに附則第２０項の規定による改正後の地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

の規定は、昭和４２年８月１日から適用する。

附則 （昭和４３年５月２日法律第３９号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、昭和４３年６月１日から施行する。

（地方自治法の一部改正に伴う経過措置）

第５条 施行日から２０日を経過する日までの間にされている地方自治法第７４条の規定

による請求については、なお従前の例による。
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附則 （昭和４４年３月２５日法律第２号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から施行する。

附則 （昭和４４年５月１６日法律第３０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、昭和４４年７月２０日から施行する。

（地方自治法の一部改正に伴う経過措置）

第８条 新法第２２条の規定に基づいて当該選挙管理委員会がこの法律の施行後最初に選

挙人名簿の登録を行なう日の前日までに地方自治法第７４条の規定によってされた

請求については、なお従前の例による。

附則 （昭和４４年６月３日法律第３８号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。

（地方自治法等の一部改正に伴う経過措置）

第２２条 附則第４条第１項に規定する市街地改造事業並びに同条第２項に規定する防災

建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この法律の

附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の

例による。

一 地方自治法

２ 前項の場合において、この法律の施行後の不動産の取得について附則第１０条の

規定による改正前の地方税法第７３条の１４第７項の規定を適用するときは、同項

中「その者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に

所有していた不動産の固定資産課税台帳に登録された価格（当該不動産の価格が固

定資産課税台帳に登録されていない場合にあっては、政令で定めるところにより、

道府県知事が第３８８条第１項の固定資産評価基準によって決定した価格）に相当

す る 額 を 」 と あ る の は 、「 当 該 建 築 施 設 の 部 分 の 価 格 に 同 法 第 ４ ６ 条 （ 防 災 建 築 街

区 造 成 法 第 ５ ５ 条 第 １ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に よ り 確 定 し た 当

該建築施設の部分の価額に対するその者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事

業を施行する土地の区域内に有していた土地、借地権又は建築物の対償の額の割合

を乗じて得た額を当該建築施設の部分の」とする。

附則 （昭和４５年３月１２日法律第１号）

この法律は、公布の日から施行する。

附則 （昭和４５年３月２８日法律第８号） 抄
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（施行期日）

第１条 この法律は、昭和４５年５月１日から施行する。

附則 （昭和４５年５月２７日法律第１０５号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して１０月をこえない範囲内において政令で定める日

から施行する。

附則 （昭和４５年６月１日法律第１０９号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して１年をこえない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。

附則 （昭和４５年１２月１７日法律第１１９号） 抄

（施行期日等）

１ この法律は、公布の日から施行する。

２ 第 １ 条 の 規 定 （ 前 項 た だ し 書 に 係 る 改 正 規定 を 除 く 。） に よる 改 正 後 の 一 般職 の 職 員

の給与に関する法律の規定、附則第１３項の規定による改正後の国家公務員災害補償法

（昭和２６年法律第１９１号）の規定、附則第１５項の規定による改正後の大学の運営

に関する臨時措置法（昭和４４年法律第７０号）の規定、附則第１６項の規定による改

正後の地方自治法（昭和２２年法律第６７号。第２０４条第２項中調整手当に係る部分、

附 則 第 ６ 条 の ２ 及 び 附 則 第 ６ 条 の ４ を 除 く 。） の 規 定 、 附 則 第１ ７ 項 の 規 定 によ る 改 正

後の地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号。第２条第３項中調整手当に係

る 部 分 を 除 く 。） の 規 定 、 附 則 第 １ ９ 項 の 規 定 に よ る 改 正 後 の市 町 村 立 学 校 職員 給 与 負

担 法 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ３ ５ 号 。 第 １ 条 中 調 整 手 当 に 係 る 部分 を 除 く 。） の規 定 及 び

附則第２０項の規定による改正後のへき地教育振興法（昭和２９年法律第１４３号）の

規定は、昭和４５年５月１日から適用する。

附則 （昭和４５年１２月２５日法律第１４１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月をこえない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （昭和４７年６月２６日法律第１０６号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の漁港法第２０条第２項の

規定は、昭和４７年度分の予算に係る国の負担金（昭和４７年度に繰り越された昭和４

６年度の予算に係る国の負担金を除く。）から適用する。

附則 （昭和４８年１０月５日法律第１１１号） 抄
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（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年をこえない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （昭和４９年６月１日法律第７１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第２８１条、第２８１条の３、第

２８２条第２項、第２８２条の２第２項及び第２８３条第２項の改正規定、附則第

１７条から第１９条までに係る改正規定並びに附則第２条、附則第７条から第１１

条まで及び附則第１３条から第２４条までの規定（以下「特別区に関する改正規定」

という。）は、昭和５０年４月１日から施行する。

（旧東京都制の効力）

第２条 地方自治法附則第２条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる

旧東京都制（昭和１８年法律第８９号）第１９１条の規定は、法律又はこれに基づ

く政令により市に属する事務で改正後の地方自治法第２８１条第２項の規定により

特別区が処理することとされているもの並びに同法第２８１条の３第１項の規定に

より特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その

適用はないものとする。

（職員の引継ぎ）

第５条 特別区に関する改正規定の施行の日の前日において現に都又は都知事若しくは都

の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で特別区に関

する改正規定の施行の日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の

区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行するこ

ととなるものに専ら従事していると認められる都の職員は、同日において、都にお

いて正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用

され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該

特別区の相当の職員となるものとする。この場合において、その者の当該特別区に

おける条件付採用期間には、その者の都における条件付採用期間を通算するものと

する。

２ 前項に規定する都の職員でその引継ぎについて同項の規定によりがたいものをい

ずれの特別区が引き継ぐかについては、都知事と各特別区の区長とが協議して定め

るものとする。

３ 第１項の規定は、特別区に関する改正規定の施行の日の前日において現に特別区

に配属されている都の職員に準用する。

（政令への委任）

第６条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定

める。
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附則 （昭和５０年３月３１日法律第９号） 抄

（施行期日等）

１ この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関

す る 法 律 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ）、 市 町 村 立学 校 職 員 給 与 負担 法 （ 昭

和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ３ ５ 号 ）、 国 家 公 務 員 災 害 補 償 法 （ 昭 和 ２ ６年 法 律 第 １ ９ １号 ） 及 び

地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）の規定は、昭和５０年１月１日か

ら適用する。

附則 （昭和５０年７月１１日法律第５９号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を経過した日から施行する。

附則 （昭和５０年７月１５日法律第６３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

（適用区分）

第２条

２ この法律による改正後の地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１２８条及び

第１４４条の規定は、施行日以後その選挙の期日を告示された選挙において選挙さ

れた地方公共団体の議会の議員及び長について適用し、施行日の前日までにその選

挙の期日を告示された選挙において選挙された地方公共団体の議会の議員及び長に

ついては、なお従前の例による。

附則 （昭和５０年７月１５日法律第６４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、昭和５１年１月１日から施行する。

附則 （昭和５２年５月２７日法律第４６号）

この法律は、公布の日から施行する。

附則 （昭和５２年１２月２１日法律第８８号） 抄

（施行期日等）

１ この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律（以下

「 改 正 後 の 法 」 と い う 。） の 規 定 （ 第 １ ９ 条 の ２ の 規 定 及 び 附則 第 ７ 項 か ら 第１ １ 項 ま

で の 規 定 を 除 く 。） は昭 和 ５ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 、 改 正 後 の 法 附則 第 ７ 項 か ら 第１ １ 項 ま

での規定並びに改正後の地方自治法（昭和２２年法律第６７号）及び市町村立学校職員

給与負担法（昭和２３年法律第１３５号）の規定は昭和５１年４月１日から適用する。
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附則 （昭和５５年３月３１日法律第１３号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。

附則 （昭和５５年５月６日法律第４０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附則 （昭和５５年１１月１９日法律第８５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、昭和５６年４月１日から施行する。

附則 （昭和５６年６月１１日法律第７９号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、昭和５７年４月１日から施行する。

附則 （昭和５７年７月１６日法律第６６号）

この法律は、昭和５７年１０月１日から施行する。

附則 （昭和５７年８月２４日法律第８１号） 抄

（施行期日等）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。

附則 （昭和５８年１２月１０日法律第８３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞ

れ当該各号に定める日から施行する。

一から三まで 略

四 第３６条中電気事業法第５４条の改正規定、第３８条の規定（電気工事士法第

８ 条 の 改 正 規 定 を 除 く 。） 並 び に 附 則 第 ８ 条 第 ３ 項 及 び 第 ２ ２ 条 の 規 定 昭 和 ５

９年１２月１日

（その他の処分、申請等に係る経過措置）

第１４条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条

及 び 第 １ ６ 条 に お い て 同 じ 。） の 施 行 前 に 改 正 前 の そ れ ぞ れ の 法 律 の 規 定 に よ り さ

れ た 許 可 等 の 処 分 そ の 他 の 行 為 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 処 分 等 の 行 為 」 と い う 。）

又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可

等 の 申 請 そ の 他 の 行 為 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 申 請 等 の 行 為 」 と い う 。） で 、 こ の
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法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることと

なるものは、附則第２条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに

基 づ く 命 令 を 含 む 。） の 経 過 措 置 に 関 す る 規 定 に 定 め る も の を 除 き 、 こ の 法 律 の 施

行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれ

の法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

附則 （昭和５９年５月８日法律第２５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、昭和５９年７月１日から施行する。

附則 （昭和５９年６月３０日法律第５１号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、昭和５９年７月１日から施行する。

附則 （昭和５９年８月１０日法律第６７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

（経過措置）

第１０条 この法律による改正後の運輸省設置法第４３条第１項の地方運輸局の陸運支局

及び陸運支局の自動車検査登録事務所並びにこの法律による改正後の沖縄開発庁設

置法第１０条第１項の沖縄総合事務局の事務所及び事務所の支所（地方運輸局の陸

運支局において所掌することとされている事務を分掌するものに限る。）であって、

この法律の施行の際この法律による改正前の地方自治法の一部を改正する法律附則

第 ３ 項 の 事 務 所 （ 次 条 に お い て 「 陸 運 事 務 所 」 と い う 。） の 位 置 と 同 一 の 位 置 に 設

けられるものについては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５６条第６

項の規定は、適用しない。

附則 （昭和５９年１２月２５日法律第８７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、昭和６０年４月１日から施行する。

（政令への委任）

第２８条 附則第２条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事

項は、政令で定める。

附則 （昭和６０年７月１２日法律第９０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞ
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れ当該各号に定める日から施行する。

一から四まで 略

五 第３条、第７条及び第１１条の規定、第２４条の規定（民生委員法第１９条の

改 正 規 定 を 除 く 。 附 則 第 ７ 条 に お い て 同 じ 。）、 第 ２ ５ 条 の 規 定 （ 社 会 福 祉 事 業

法 第 １ ７ 条 及 び 第 ２ １ 条 の 改 正 規 定 を 除 く 。 附 則 第 ７ 条 に お い て 同 じ 。）、 第 ２

８条の規定（児童福祉法第３５条、第５６条の２、第５８条及び第５８条の２の

改 正 規 定 を 除 く 。） 並 び に 附 則 第 ７ 条 、 第 １ ２ 条 か ら 第 １ ４ 条 ま で 及 び 第 １ ７ 条

の規定 公布の日から起算して６月を経過した日

附則 （昭和６０年１２月２７日法律第１０８号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、昭和６１年４月１日から施行する。

（その他の経過措置の政令への委任）

第１２５条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、

政令で定める。

（地方自治法の一部改正に伴う経過措置）

第１３４条 施行日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法附則第７条の２の規定

に基づく条例の規定による給付を受けていた者については、同条の規定は、なおそ

の効力を有する。

附則 （昭和６１年５月３０日法律第７５号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から施行する。

附則 （昭和６１年１２月４日法律第９３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、昭和６２年４月１日から施行する。

（政令への委任）

第４２条 附則第２条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事

項は、政令で定める。

附則 （昭和６１年１２月２６日法律第１０９号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞ

れ当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

三 第８条の規定並びに附則第３条の規定、附則第１０条の規定（厚生省設置法第
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６ 条 第 ５ ６ 号 の 改 正 規 定 を 除 く 。） 及 び 附 則 第 １ ４ 条 の 規 定 昭 和 ６ ２ 年 １ ０ 月

１日

附則 （昭和６３年１２月１３日法律第９４号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。

（経過措置）

２ 改 正 後 の 地 方 自 治 法 第 ４ 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 条 例 が 制 定 施 行 さ れ る ま で の 間

は、地方公共団体の休日は、この法律の施行の際現に休日とされている日によるものと

する。

附則 （平成元年１２月１３日法律第７３号） 抄

（施行期日等）

１ この法律は、公布の日から施行する。ただし、第５条第１項の改正規定、第１２条の

次に１条を加える改正規定及び第１９条の６第１項の改正規定並びに附則第９項から第

１２項までの規定は、平成２年４月１日から施行する。

附則 （平成元年１２月１９日法律第８０号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。

附則 （平成２年６月２９日法律第５８号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成３年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

三 第 ２ 条 の 規 定 （ 前 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。）、 第 ４ 条 及 び 第 ６ 条 の 規 定 、 第 ９

条中社会福祉事業法第１３条、第１７条及び第２０条の改正規定並びに第１０条

の規定並びに附則第７条、第１１条及び第２３条の規定、附則第２４条中地方税

法第２３条及び第２９２条の改正規定並びに附則第２８条、第３１条、第３２条

及び第３６条の規定 平成５年４月１日

附則 （平成３年４月２日法律第２４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第１４６条の改正規定、第１５１

条の次に１条を加える改正規定及び附則第３条から第５条までの規定は、公布の日

から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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（経過措置）

第２条 この法律の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改

正後の地方自治法第１９６条第１項の規定により選任された監査委員とみなす。

２ 改正後の地方自治法第１９６条第２項及び第５項の規定は、この法律の施行の際

現 に 在 職 す る 監 査 委 員 （ 議 員 の う ち か ら 選 任 さ れ た 監 査 委 員 を 除 く 。） の う ち こ の

法律の施行の日以後最初に任期が満了する監査委員の当該任期が満了するまでの間

においては、当該監査委員が選任されている地方公共団体については、適用しない。

（政令への委任）

第１３条 附則第２条及び第１０条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経

過措置その他の事項は、政令で定める。

附則 （平成３年４月１７日法律第３１号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して２０日を経過した日から施行する。

（条例の罰則に関する経過措置）

２ 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による

改正後の刑法第１５条及び第１７条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から１年

を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則

を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。

附則 （平成３年５月２１日法律第７９号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。

（地方自治法の一部改正に伴う経過措置）

第４条 第２３条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の地方自治法（以下この

条 に お い て 「 旧 法 」 と い う 。） 第 ２ ８ ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り さ れ て い る 旧 法 第 ２

８７条第１項第１号、第４号又は第７号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規

約の変更についての許可の申請は、第２３条の規定による改正後の地方自治法（以

下 こ の 条 に お い て 「 新 法 」 と い う 。） 第 ２ ８ ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り さ れ た 届 出 と

みなす。

２ 第２３条の規定の施行の際現に旧法第２９８条第２項の規定によりされている旧

法第２９９条第１号、第３号又は第７号に掲げる事項のみに係る地方開発事業団の

規約の変更についての認可の申請は、新法第２９８条第３項の規定によりされた届

出とみなす。

（その他の処分、申請等に係る経過措置）

第６条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及

び 次 条 に お い て 同 じ 。） の 施 行 前 に 改 正 前 の そ れ ぞ れ の 法 律 の 規 定 に よ り さ れ た 許
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可 等 の 処 分 そ の 他 の 行 為 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 処 分 等 の 行 為 」 と い う 。） 又 は こ

の法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申

請 そ の 他 の 行 為 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 申 請 等 の 行 為 」 と い う 。） で こ の 法 律 の 施

行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるもの

は、附則第２条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命

令 を 含 む 。） の 経 過 措 置 に 関 す る 規 定 に 定 め る も の を 除 き 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 以

後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の

相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

附則 （平成３年１０月４日法律第９０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成３年１２月２４日法律第１０２号） 抄

（施行期日等）

１ この法律は、公布の日から施行する。ただし、第５条第１項の改正規定、第１１条第

４項を削る改正規定、第１３条の４第６項並びに第１９条の２第１項及び第２項の改正

規定、第１９条の７を第１９条の８とする改正規定、第１９条の６の改正規定、同条を

第１９条の７とし、第１９条の５を第１９条の６とし、第１９条の４を第１９条の５と

し、第１９条の３を第１９条の４とする改正規定、第１９条の２の次に１条を加える改

正 規 定 並 び に 第 ２ ３ 条 第 ７ 項 の 改 正 規 定 並 び に 附 則 第 １ ２ 項 か ら 第 ２ ０ 項 ま で の 規 定

は、平成４年１月１日から施行する。

附則 （平成３年１２月２４日法律第１１０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成４年４月１日から施行する。

附則 （平成４年３月３１日法律第７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成４年４月１日から施行する。ただし、第１条中健康保険法第１

条の次に１条を加える改正規定、同法第３条ノ２第２項の改正規定、同法第２４条

ノ ２ を 削 る 改 正 規 定 並 び に 同 法 第 ６ ９ 条 の １ １ 、 第 ７ １ 条 ノ ４ 第 ５ 項 （「 社 会 保 険

審議会」を「審議会」に改める部分に限る。）及び第７９条ノ３第２項の改正規定、

第２条の規定（船員保険法第４条第１項及び第３２条第２項の改正規定を除く。）、

第３条の規定並びに第４条の規定並びに附則第１７条から第１９条までの規定は公

布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める日から、第１条中

健康保険法第３条第１項の改正規定、第２条中船員保険法第４条第１項の改正規定

並びに次条及び附則第７条の規定は同年１０月１日から施行する。
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（その他の経過措置の政令への委任）

第２０条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政

令で定める。

附則 （平成４年４月２日法律第２９号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。

（経過措置）

２ 地方公共団体が改正後の地方自治法第４条の２第１項の規定により地方公共団体の休

日を定める場合において、同条第２項第１号の土曜日については、同号の規定にかかわ

らず、当分の間、毎月の第２土曜日又は第４土曜日を定めることができる。

３ この法律の施行の際現に地方公共団体が改正前の地方自治法第４条の２第１項の規定

により地方公共団体の休日として毎月の第２土曜日又は第４土曜日を定めている場合に

は、当該土曜日は、前項の規定により定められたものとみなす。

附則 （平成４年４月２４日法律第３１号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。

附則 （平成４年５月６日法律第３９号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成４年１０月１日から施行する。

附則 （平成４年５月２０日法律第５１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内において政令で定

める日から施行する。

附則 （平成４年６月１日法律第６６号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１０月を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。

附則 （平成４年６月３日法律第６７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成５年４月１日から施行する。

附則 （平成４年６月３日法律第６８号） 抄
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（施行期日）

第１条 この法律は、平成４年７月１日から施行する。

附則 （平成５年５月２１日法律第５１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成５年５月２６日法律第５３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成５年６月１６日法律第７０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

（政令への委任）

第１２条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政

令で定める。

附則 （平成５年６月１８日法律第７３号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から施行する。

附則 （平成５年６月１８日法律第７４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 １ 条 中 精 神 保 健 法 の 目 次 の 改 正 規 定 （「 第 ５ 章 医 療

及 び 保 護 （ 第 ２ ０ 条 − 第 ５ １ 条 ）」 を 「 第 ８ 章 雑 則 （ 第 ５ １ 条 の １ ２ ）」 に 改 め

る 部 分 に 限 る 。） 及び 第 ５ 章 の 次 に ２ 章 を 加 え る 改 正 規 定 （ 第 ８ 章 に 係 る 部 分 に 限

る 。） 並 び に 附 則 第 ６ 条 中 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ５ ２ 条 の １

９第１項第１１号の次に１号を加える改正規定は、平成８年４月１日から施行する。

附則 （平成５年１１月１９日法律第９２号）

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第６条中地方自治法別表第７第１号の表

の改正規定、第１０条中大気汚染防止法第５条の３第２項の改正規定、第１２条中公害防

止事業費事業者負担法第２０条の改正規定、第１４条の規定、第１５条中水質汚濁防止法

第２１条の改正規定並びに第１６条中農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第３条第３
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項及び第５条第５項の改正規定は、環境基本法附則ただし書に規定する日から施行する。

附則 （平成５年１２月３日法律第９４号） 抄

（施行期日）

１ こ の 法 律 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だし 、 目 次 の 改 正 規定 （「心 身 障 害者 対 策 協

議 会 」 を 「 障 害 者 施 策 推 進 協 議 会 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。）、 第 ７ 条 の 次 に １ 条 を 加 え

る改正規定、第４章の章名の改正規定、第２７条の前の見出し並びに同条第１項及び第

２項の改正規定、第２８条第２項及び第４項の改正規定、第３０条の改正規定並びに次

項から附則第４項までの規定は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において

政令で定める日から施行する。

附則 （平成６年２月２日法律第１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６０日を経過した日から施行する。

附則 （平成６年２月４日法律第２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律（平成６年

法律第１０４号）の公布の日から起算して１月を経過した日から施行する。

附則 （平成６年２月４日法律第４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律（平成６年法律第２号）の施行の

日の属する年の翌年の１月１日から施行する。

附則 （平成６年３月１１日法律第１２号）

この法律は、公布の日から施行する。

附則 （平成６年６月２９日法律第４８号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において、各規定につき、

政令で定める日から施行する。ただし、第１５条第２項、第７４条、第７４条の４、第

７５条第５項、第７６条第４項、第８０条第４項、第８１条第２項、第８６条第４項、

第１００条第３項、第１５９条第２項、第２２８条第３項、第２４２条の２及び第２４

４条の２第７項の改正規定並びに別表第１から別表第７までの改正規定（別表第２第１

号（十一）の改正規定、同号（十二）の次に次のように加える改正規定（中核市に係る

部 分 に 限 る 。）、 別 表 第 ４ 第 １ 号 （ 一 の ４ ） 中 「 指 定 都 市 」 の 下 に 「 及 び 中 核 市 」 を 加

え 、 同 号 中 （ 一 の ４ ） を （ 一 の ５ ） と し 、（ 一 の ３ ） を （ 一 の ４ ） と し 、（ 一 の ２ ） の

次 に 次 の よ う に 加 え る 改 正 規 定 （「指 定 都 市 」 の 下 に 「 及 び 中核 市 」 を 加 え る部 分 に 限

る。）、同号（十七）の改正規定、同号（十九の３）の改正規定（「指定都市」の下に「及
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び中核市」を加える部分に限る。）、同号（十九の７）、（十九の９）、（十九の１１）、（二

十一の２）及び（二十三）の改正規定、同号（二十三）の次に次のように加える改正規

定 、 同 表 第 ３ 号 （ 四 ） の 改 正 規 定 並 び に 別 表 第 ７ 第 ２ 号 の 表 の改 正 規 定 を 除 く 。）並 び

に次項から附則第４項までの規定は、公布の日から起算して２０日を経過した日から施

行する。

（直接請求に関する経過措置）

２ 改正後の地方自治法第７４条第６項及び第７項の規定は、前項ただし書に規定する規

定の施行の際現にその手続が開始されている直接請求については、適用しない。

（政令への委任）

３ 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 （平成６年６月２９日法律第５６号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成６年１０月１日から施行する。

（その他の経過措置の政令への委任）

第６７条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政

令で定める。

附則 （平成６年７月１日法律第８４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。

（その他の経過措置の政令への委任）

第１５条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令

で定める。

附則 （平成６年７月１８日法律第８７号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。

附則 （平成６年１１月１１日法律第９７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。

附則 （平成６年１１月２５日法律第１０４号）

この法律中、第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は公布の日から起算して１月

を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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附則 （平成６年１２月１６日法律第１１７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成７年７月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

附則 （平成７年３月３１日法律第５２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成７年４月１日から施行する。

附則 （平成７年４月１９日法律第６６号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成７年４月１９日法律第６８号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。

附則 （平成７年４月２１日法律第７１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成８年４月１日から施行する。

附則 （平成７年５月１９日法律第９３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成７年７月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

附則 （平成７年５月１９日法律第９４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成７年７月１日から施行する。

附則 （平成７年５月２４日法律第１０１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を経過した日から施行する。

附則 （平成７年６月７日法律第１０６号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、保険業法（平成７年法律第１０５号）の施行の日から施行する。

（政令への委任）

第７条 附則第２条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過
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措置は、政令で定める。

附則 （平成７年１２月２０日法律第１３５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。

附則 （平成８年３月３１日法律第１４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成９年４月１日から施行する。

附則 （平成８年３月３１日法律第２３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して９月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成８年３月３１日法律第２８号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成８年４月１日から施行する。

附則 （平成８年５月２４日法律第４６号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成８年５月２４日法律第４８号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。

附則 （平成８年５月３１日法律第５５号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内で政令で定める日から施行

する。

附則 （平成８年６月２６日法律第１０５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して３月を経過した日から施行する。

附則 （平成８年６月２６日法律第１０７号） 抄

（施行期日）
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第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。

一 第 ７ 条 の 規 定 （ 社 会 福 祉 事 業 法 第 １ ６ 条 の 改 正 規 定 を 除 く 。）、 第 ９ 条 中 社 会

福祉・医療事業団法第２８条の改正規定並びに附則第３条及び第７条の規定 平

成９年４月１日

（政令への委任）

第１４条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政

令で定める。

附則 （平成９年３月３１日法律第１８号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成９年５月１４日法律第５２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成９年６月４日法律第６７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。

一 第７５条第４項、第１９５条第２項、第１９６条第２項、第１９９条、第２０

０条第２項、第４項及び第５項、第２３３条第４項、第２４１条第６項、第２４

２ 条 第 ６ 項 並 び に 第 ２ ４ ３ 条 の ２ 第 ５ 項 の 改 正 規 定 並 び に 次 条 第 １ 項 及 び 第 ２

項、附則第３条並びに第４条の規定 平成１０年４月１日

二 目次の改正規定、第２編中第１３章を第１４章とし、第１２章の次に１章を加

える改正規定及び第２９１条の６の改正規定並びに次条第３項の規定 公布の日

から起算して１年６月を超えない範囲内において政令で定める日

（経過措置）

第 ２ 条 改 正 後 の 地 方 自 治 法 （ 以 下 「 新 法 」 とい う 。） 第 １ ９ ６条 第 ２ 項 の 規 定に か か わ

らず、前条第１号に掲げる規定の施行の際現に在職する監査委員（議員のうちから

選 任 さ れ た 監 査 委 員 を 除 く 。） は 、 そ の 任 期 が 満 了 す る ま で の 間 は 、 在 職 す る こ と

ができる。

２ 新法第１９９条第１２項の規定は、前条第１号に掲げる規定の施行の日以後に提

出される監査の結果に関する報告について適用する。

３ 新法第２５２条の３６第１項の規定の適用については、前条第２号に掲げる規定
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の施行の日から平成１１年３月３１日までの間に限り、新法第２５２条の３６第１

項 中 「 速 や か に 、 一 の 者 と 締 結 し な け れ ば な ら な い 」 と あ る の は 、「 １ の 者 と 締 結

することができる」とする。

４ 新法第２５２条の３６第１項の規定による包括外部監査契約の締結については、

普通地方公共団体の長は、前条第２号に掲げる規定の施行前においても監査委員の

意見を聴くとともに、議会の議決を経ることができる。

５ 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定

める。

附則 （平成９年６月１１日法律第７４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１０年４月１日から施行する。

附則 （平成９年６月１８日法律第９２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１１年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 第 １ 条 （ 次 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 を 除 く 。）、 第 ３ 条 （ 次 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 を

除 く 。）、 第５ 条、 第６条 、第７ 条（ 次号に 掲げ る改正 規定を 除く 。） 並びに 附則

第３条、第６条、第７条、第１０条及び第１４条（次号に掲げる改正規定を除く。）

の規定 公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日

附則 （平成９年１２月１０日法律第１１２号） 抄

（施行期日等）

１ この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。

一 第 １ 条 中 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 法 律 （ 以 下 「 給 与 法 」 と い う 。） 第 ５ 条

第 １項 の 改正 規定 （「同じ 。）」の下 に「、 ハワ イ観測 所勤 務手当 」を加 える 部分

を 除 く 。）、 給 与 法 第 １ ９ 条 の ２ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 改 正 規 定 、 給 与 法 第 １ ９ 条

の ４ 第 ２ 項 の 改 正 規 定 （「 １ ０ ０ 分 の ５ ０ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の ５ ５ 」 に 改 め る 部 分

を 除 く 。）、 給 与 法 第 １ ９ 条 の ７ 第 ２ 項 及 び 第 １ ９ 条 の １ ０ の 改 正 規 定 、 同 条 を

給与法第１９条の１１とする改正規定、給与法第１９条の９第１項の改正規定、

同条を給与法第１９条の１０とし、給与法第１９条の８を給与法第１９条の９と

し、給与法第１９条の７の次に１条を加える改正規定並びに給与法第２３条第２

項、第３項、第５項、第７項及び第８項の改正規定並びに附則第３項、第１０項、

第１３項、第１４項及び第１６項から第２０項までの規定 平成１０年１月１日

附則 （平成１０年３月３１日法律第２９号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１０年４月１日から施行する。
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附則 （平成１０年３月３１日法律第３２号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から施行する。

附則 （平成１０年５月６日法律第４７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１０年５月８日法律第５４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１２年４月１日から施行する。ただし、第１条中地方自治法別

表第１から別表第４までの改正規定（別表第１中第８号の２を削り、第８号の３を

第８号の２とし、第８号の４及び第９号の３を削り、第９号の４を第９号の３とし、

第９号の５を第９号の４とする改正規定、同表第２０号の５の改正規定、別表第２

第 ２ 号 （ 十 の ３ ） の 改 正 規 定 並 び に 別 表 第 ３ 第 ２ 号 の 改 正 規 定 を 除 く 。） 並 び に 附

則第７条及び第９条の規定は、公布の日から施行する。

（旧東京都制の効力）

第２条 地方自治法附則第２条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる

旧東京都制（昭和１８年法律第８９号）第１９１条の規定は、法律又はこれに基づ

く政令により市に属する事務で第１条の規定による改正後の地方自治法第２８１条

第２項の規定により特別区が処理することとされているもの並びに同法第２８１条

の７第１項の規定により特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事

務に関しては、その適用はないものとする。

（都が施行日前に行った届出に係る一般廃棄物処理施設についての廃棄物の処理及び清掃

に関する法律の適用に関する事項の政令への委任）

第６条 都が施行日前に行った第１７条の規定による改正前の地方自治法の一部を改正す

る法律附則第２４条の規定により読み替えて適用される第１４条の規定による改正

前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２３条の３の規定により読み替えて適用

される同法第９条の３第１項の規定による届出に係る同法第８条第１項に規定する

一般廃棄物処理施設を都が施行日以後において引き続き保有している場合及び施行

日以後に特別区に譲渡した場合についての第１４条の規定による改正後の廃棄物の

処理及び清掃に関する法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（職員の引継ぎに関する事項の政令への委任）

第７条 施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理

し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令に
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より特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は

管理し、及び執行することとなるものに従事している都の職員の特別区への引継ぎ

に関して必要な事項は、政令で定める。

（罰則に関する経過措置）

第８条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることと

される場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。

（政令への委任）

第９条 附則第２条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過

措置は、政令で定める。

附則 （平成１０年５月８日法律第５５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１０年６月１２日法律第１００号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、第１条の規定は公布の日から、第２条並びに次条から附

則第６条まで、第８条から第１１条まで、第１２条、第１４条及び第１５条の規定

は公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。

附則 （平成１０年６月１２日法律第１０１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１１年４月１日から施行する。

附則 （平成１０年９月２８日法律第１１０号）

この法律は、平成１１年４月１日から施行する。

附則 （平成１０年１０月２日法律第１１４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１１年４月１日から施行する。

附則 （平成１０年１０月１９日法律第１３５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第５条並びに附則第４
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条から第６条まで、第９条、第１４条及び第１８条の規定は、平成１１年３月１日

から施行する。

附則 （平成１０年１２月１８日法律第１４８号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１１年３月３１日法律第１５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１１年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 目次の改正規定、第４１１条第１項後段を削る改正規定、第４１５条及び第４

１９条第３項の改正規定、第４２２条の２の次に１条を加える改正規定、第３章

第２節中第６款を第７款とし、第４２３条の前に款名を付する改正規定、第４２

３条及び第４２４条の改正規定、第４２４条の２を削る改正規定、第４２８条か

ら第４３３条まで、第４３５条及び第４３６条の改正規定、附則第３条の２の改

正規定、同条を附則第３条の２の２とし、附則第３条の次に１条を加える改正規

定並びに附則第１２条第２項の改正規定並びに次条、附則第９条、第１６条及び

第１８条の規定 平成１２年１月１日

附則 （平成１１年３月３１日法律第２０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第１２条から第４９条までの

規定は、公布の日から起算して９月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。

附則 （平成１１年６月４日法律第６５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、第２条から第４条までの規定並びに附則第４条及び第１

１条の規定は、平成１４年４月１日から施行する。

附則 （平成１１年６月１６日法律第７６号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第１７条から第７２条までの

規定は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。

附則 （平成１１年７月１３日法律第８６号） 抄
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（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して９月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一から三まで 略

四 第２３条及び附則第４条の規定 平成１２年４月１日又は前号に定める日のい

ずれか遅い日

附則 （平成１１年７月１６日法律第８７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１２年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 第１条中地方自治法第２５０条の次に５条、節名並びに２款及び款名を加える

改正規定（同法第２５０条の９第１項に係る部分（両議院の同意を得ることに係

る 部分 に 限る 。）に限 る。）、 第４０ 条中自 然公 園法附 則第 ９項及 び第１ ０項 の改

正 規 定 （ 同 法 附 則 第 １ ０ 項 に 係 る 部 分 に 限 る 。）、 第 ２ ４ ４ 条 の 規 定 （ 農 業 改 良

助長法第１４条の３の改正規定に係る部分を除く。）並びに第４７２条の規定（市

町村の合併の特例に関する法律第６条、第８条及び第１７条の改正規定に係る部

分 を 除 く 。） 並 び に 附 則 第 ７ 条 、 第 １ ０ 条 、 第 １ ２ 条 、 第 ５ ９ 条 た だ し 書 、 第 ６

０条第４項及び第５項、第７３条、第７７条、第１５７条第４項から第６項まで、

第１６０条、第１６３条、第１６４条並びに第２０２条の規定 公布の日

二 第２００条の規定並びに附則第１６８条中地方自治法別表第１国民年金法（昭

和３４年法律第１４１号）の項の改正規定、第１７１条、第２０５条、第２０６

条及び第２１５条の規定 平成１４年４月１日

三 第 ２ ０ ６ 条 の 規 定 及 び 附 則 第 １ ６ ８ 条 中 地 方 自 治 法 別 表 第 １ 児 童 扶 養 手 当 法

（昭和３６年法律第２３８号）の項の改正規定 平成１４年８月１日

四 第１条中地方自治法第９０条、第９１条、第２８１条の５及び第２８１条の６

の改正規定、第４６０条の規定（公職選挙法第１１１条第３項の改正規定に係る

部 分 に 限 る 。）、 第 ４ ７ ２ 条 の 規 定 （ 市 町 村 の 合 併 の 特 例 に 関 す る 法 律 第 ６ 条 の

改 正 規 定 及 び 同 法 第 １ ７ 条 の 改 正 規 定 （「 第 １ １ 条 」 の 下 に 「 及 び 第 １ １ 条 の ２

第 ２ 項 」 を 加 え る 部 分 を 除 く 。） に 係 る 部 分 に 限 る 。） 並 び に 附 則 第 ４ 条 第 １ 項

及び第２項並びに第１５７条第１項及び第２項の規定 平成１５年１月１日

五 第１条中地方自治法別表第１の改正規定（外国人登録法の一部を改正する法律

（ 平 成 １ １ 年 法 律 第 １ ３ ４ 号 ） の 項 に 係 る 部 分 に 限 る 。） 及 び 第 １ ０ ６ 条 の 規 定

平成１２年４月１日又は外国人登録法の一部を改正する法律（平成１１年法律

第１３４号）の施行の日のいずれか遅い日

六 附則第２４３条の規定 公布の日から起算して１年を超えない範囲内において

政令で定める日

（地方自治法の一部改正に伴う経過措置）
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第２条 この法律の施行の際現に第１条の規定による改正前の地方自治法（以下「旧地方

自 治 法 」 と い う 。） 第 ３ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り さ れ て い る 都 道 府 県 知 事 の 許 可 の 申

請 は 、 第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 地 方 自 治 法 （ 以 下 「 新 地 方 自 治 法 」 と い う 。）

第３条第４項の規定によりされた都道府県知事への協議の申出とみなす。

第 ３ 条 こ の 法 律 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」と い う 。） 前 に 旧地 方 自 治 法 第 ７５ 条 第 １

項に規定する普通地方公共団体の長及び教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会

若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条

例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務の執行に関する同項の

監査の請求については、なお従前の例による。

第 ４ 条 地 方 公 共 団 体 （ 次 項 に 規 定 す る も の を除 く 。） の 議 会 の議 員 の 定 数 に つい て は 、

平成１５年１月１日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前

の例による。

２ 平成１５年１月１日前に新たに設置される市町村であって同日以後に当該市町村

の設置による議会の議員の一般選挙の期日が告示されるものの議会の議員の定数に

ついては、当該一般選挙の告示の日後初めてその期日を告示される一般選挙までの

間、なお従前の例による。

３ 新地方自治法第９１条第７項の規定による平成１５年１月１日以後に新たに設置

される市町村の議会の議員の定数の決定については、同項に規定する設置関係市町

村は、同日前においても同項の協議を行い、又は同項の議会の議決を経て、新たに

設置される市町村の議会の議員の定数を定め、同条第８項の告示をすることができ

る。

第５条 施行日前に旧地方自治法第９８条第１項に規定する普通地方公共団体の長、教育

委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働

委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執

行したその権限に属する事務に関する同項の検査については、なお従前の例による。

２ 施行日前に旧地方自治法第９８条第２項に規定する普通地方公共団体の長、教育

委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働

委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権

限に属する事務に関する同項の監査の求め及び報告の請求については、なお従前の

例による。

３ 施行日前に旧地方自治法第９９条第１項に規定する普通地方公共団体の長、教育

委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働

委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執

行したその権限に属する事務に関する同項に規定する説明の求め及び意見の陳述に

ついては、なお従前の例による。

第６条 施行日前に旧地方自治法第１９９条第２項及び第６項に規定する普通地方公共団
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体の長又は委員会若しくは委員が執行したその権限に属する事務の執行に関するこ

れらの規定による監査（同項に規定する監査にあっては、当該普通地方公共団体の

長からの要求に基づくものに限る。）については、なお従前の例による。

第７条 施行日後最初に任命される国地方係争処理委員会の委員の任命について、国会の

閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、新地方

自治法第２５０条の９第３項及び第４項の規定を準用する。

第８条 新地方自治法第２５０条の１３第１項及び第４項から第７項まで、第２５０条の

１４第１項、第２項及び第５項、第２５０条の１５から第２５０条の１９まで並び

に第２５１条の５の規定は、施行日以後に行われる国の関与（新地方自治法第２５

０条の７第２項に規定する国の関与をいう。）について、適用する。

２ 新 地 方 自 治 法 第 ２ ５ １ 条 の ３ 第 １ 項 及 び 第 ４ 項 （ 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 を 除く 。） の

規定、同条第５項において準用する第２５０条の１３第４項から第７項まで、第２

５０条の１４第１項、第２項及び第５項並びに第２５０条の１５から第２５０条の

１７までの規定並びに第２５１条の３第８項から第１５項まで及び第２５２条の規

定は、施行日以後に行われる都道府県の関与（新地方自治法第２５１条第１項に規

定する都道府県の関与をいう。）について、適用する。

第９条 この法律の施行の際現に旧地方自治法第２５１条第２項の規定による自治紛争調

停委員の職にある者は、新地方自治法第２５１条第２項の規定により自治紛争処理

委員に任命されたものとみなす。

第１０条 新地方自治法第２５２条の１７の２第１項の条例（同条第２項の規則を含む。

以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） の 制 定 に 関 し 必 要 な 手 続 そ の 他 の 行 為 は 、 施 行 日 前 に

おいても行うことができる。

２ 平成１１年４月１日において旧地方自治法第１５３条第２項の規定により市町村

長に委任されている都道府県知事の権限に属する事務について、新地方自治法第２

５２条の１７の２第１項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き市町村

の長が管理し及び執行することとする場合においては、当該条例の制定については、

同条第２項の協議を要しないものとする。

３ 平成１１年４月１日において地方自治法等の一部を改正する法律（平成１０年法

律第５４号）第１条の規定による改正前の地方自治法第２８１条の３第３項の規定

により特別区の区長に委任されている都知事の権限に属する事務について、新地方

自治法第２５２条の１７の２第１項の条例の定めるところにより、施行日以後引き

続き特別区の長が管理し及び執行することとする場合においては、当該条例の制定

については、同条第２項の協議を要しないものとする。

第１１条 旧地方自治法第２５６条の規定により不服申立てに対する決定を経た後でなけ

れば取消しの訴えを提起できないこととされる処分であって、不服申立てを提起し
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ないで施行日前にこれを提起すべき期間を経過したものの取消しの訴えの提起につ

いては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第１２条 新地方自治法第２９１条の２第２項の条例（同条第３項において準用する新地

方 自 治 法 第 ２ ５ ２ 条 の １ ７ の ２ 第 ２ 項 の 規 則 を 含 む 。 次 項 に お い て 同 じ 。） の 制 定

に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

２ 平成１１年４月１日において旧地方自治法第２９１条の２第２項の規定により広

域連合の長その他の執行機関に委任されている都道府県知事又は都道府県の委員会

若しくは委員の権限に属する事務について、新地方自治法第２９１条の２第２項の

条例の定めるところにより、施行日以後引き続き広域連合が処理することとする場

合においては、当該条例の制定については、同条第３項において準用する新地方自

治法第２５２条の１７の２第２項の協議を要しないものとする。

第１３条 施行日前に旧地方自治法第２９６条の５第２項の規定によりされた認可又はこ

の法律の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新地方

自治法第２９６条の５第２項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

第１４条 施行日前に旧地方自治法第２９６条の５第５項の規定によりされた許可又はこ

の法律の施行の際現に同項の規定によりされている許可の申請は、それぞれ新地方

自治法第２９６条の５第５項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

第１５条 新地方自治法附則第２条ただし書の規定によりなおその効力を有することとさ

れる旧東京都制（昭和１８年法律第８９号）第１９１条の規定は、法律又はこれに

基づく政令により市が処理することとされている事務で新地方自治法第２８１条第

２項の規定により特別区が処理することとされているものに関しては、その適用は

ないものとする。

（国等の事務）

第１５９条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の

施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又

は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第１６１条において

「 国 等 の 事 務 」 と い う 。） は 、 こ の 法 律 の 施 行 後 は 、 地 方 公 共 団 体 が 法 律 又 は こ れ

に基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

（処分、申請等に関する経過措置）

第１６０条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この

条 及 び 附 則 第 １ ６ ３ 条 に お い て 同 じ 。） の施 行 前 に 改 正 前 の そ れ ぞ れ の 法 律 の 規 定

によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」と

い う 。） 又 は こ の 法 律 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の そ れ ぞ れ の 法 律 の 規 定 に よ り さ れ て

い る 許 可 等 の 申 請 そ の 他 の 行 為 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 申 請 等 の 行 為 」 と い う 。）
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で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異な

ることとなるものは、附則第２条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律

（ こ れ に 基 づ く 命 令 を 含 む 。） の 経 過 措 置 に 関 す る 規 定 に 定 め る も の を 除 き 、 こ の

法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後の

それぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

２ この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の

機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律

の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づ

く政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規

定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続

をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この

法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

（不服申立てに関する経過措置）

第１６１条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以

下 こ の 条 に お い て 「 処 分 庁 」 と い う 。） に施 行 日 前 に 行 政 不 服 審 査 法 に 規 定 す る 上

級 行 政 庁 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 上 級 行 政 庁 」 と い う 。） が あ っ た も の に つ い て の

同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き

上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合に

おいて、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の

上級行政庁であった行政庁とする。

２ 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であ

るときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、

新地方自治法第２条第９項第１号に規定する第１号法定受託事務とする。

（手数料に関する経過措置）

第１６２条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命

令 を 含 む 。） の 規 定 に よ り 納 付 す べ き で あ っ た 手 数 料 に つ い て は 、 こ の 法 律 及 び こ

れに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

（罰則に関する経過措置）

第１６３条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例

による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第１６４条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰

則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（検討）

第 ２ ５ ０ 条 新 地 方 自 治 法 第 ２ 条 第 ９ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 第 １ 号 法 定 受 託 事 務 に つ い て
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は、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第

１に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を

推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第２５１条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、

国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経

済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの

とする。

附則 （平成１１年７月１６日法律第１０２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成１１年法律第８８号）の施行の

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一 略

二 附則第１０条第１項及び第５項、第１４条第３項、第２３条、第２８条並びに

第３０条の規定 公布の日

（地方自治法の一部改正に伴う経過措置）

第１５条 この法律の施行の際現に従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員である者

は、この法律の施行の日に、第３３条の規定による改正後の地方自治法（以下この

条 に お い て 「 新 地 方 自 治 法 」 と い う 。） 第２ ５ ０ 条 の ９ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 総 務

省の国地方係争処理委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合におい

て、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第５項の規定にかかわらず、

同日における従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員としての任期の残任期間

と同一の期間とする。

２ この法律の施行の際現に従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員長である者

は、この法律の施行の日に、新地方自治法第２５０条の１０第１項の規定により、

総務省の国地方係争処理委員会の委員長として定められたものとみなす。

（別に定める経過措置）

第３０条 第２条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる

経過措置は、別に法律で定める。

附則 （平成１１年７月１６日法律第１０５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一 第２６条第２項、第３４条第２項、第３７条及び第４２条並びに附則第５条の
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規定 平成１２年４月１日

附則 （平成１１年７月２２日法律第１０７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１３年４月１日から施行する。

附則 （平成１１年８月１３日法律第１２２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して２０日を経過した日から施行する。

附則 （平成１１年１２月８日法律第１５１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１２年４月１日から施行する。

（経過措置）

第３条 民法の一部を改正する法律（平成１１年法律第１４９号）附則第３条第３項の規

定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律

による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例によ

る。

一から二十五まで 略

附則 （平成１１年１２月２２日法律第１６０号） 抄

（施行期日）

第 １ 条 こ の 法 律 （ 第 ２ 条 及 び 第 ３ 条 を 除 く 。） は、 平 成 １ ３ 年１ 月 ６ 日 か ら 施行 す る 。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第９９５条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を

改 正 す る 法 律 附 則 の 改 正 規 定 に 係 る 部 分 に 限 る 。）、 第 １ ３ ０ ５ 条 、 第 １ ３ ０ ６

条、第１３２４条第２項、第１３２６条第２項及び第１３４４条の規定 公布の

日

二 第３章（第３条を除く。）及び次条の規定 平成１２年７月１日

附則 （平成１１年１２月２２日法律第１８０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１３年１月６日から施行する。ただし、附則第８条及び第９条

の規定は、同日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。

附則 （平成１１年１２月２２日法律第１８６号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１３年１月６日から施行する。ただし、第１０条第２項及び附
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則第８条から第１４条までの規定は、同日から起算して６月を超えない範囲内にお

いて政令で定める日から施行する。

附則 （平成１１年１２月２２日法律第２２２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して２月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一 略

二 第５条の規定並びに附則第８条、第１２条、第１３条及び第３３条の規定、附

則第３５条中中央省庁等改革関係法施行法（平成１１年法律第１６０号）第９０

５条の改正規定並びに附則第３７条の規定 公布の日から起算して３月を超えな

い範囲内において政令で定める日

附則 （平成１２年３月３１日法律第１３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１２年４月１日から施行する。

附則 （平成１２年４月７日法律第３９号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、第２条並びに次条並びに附則第４条、第５条、第７条、

第９条、第１０条、第１２条、第１４条、第１６条、第１７条、第１９条及び第２

１条の規定は、平成１３年１月６日から施行する。

附則 （平成１２年４月２６日法律第５１号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１２年４月２８日法律第５３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１２年５月１９日法律第７１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。

附則 （平成１２年５月１９日法律第７３号） 抄
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（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１２年５月１９日法律第７８号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１３年４月１日から施行する。

附則 （平成１２年５月２６日法律第８４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１２年６月１日から施行する。

附則 （平成１２年５月２６日法律第８５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１３年４月１日から施行する。

附則 （平成１２年５月２６日法律第８６号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１４年３月３１日までの間において政令で定める日から施行す

る。

附則 （平成１２年５月２６日法律第８７号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。

附則 （平成１２年５月３１日法律第８９号）

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第１００条第１１項の次に２項を加える

改正規定は、平成１３年４月１日から施行する。

附則 （平成１２年５月３１日法律第９３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１３年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第１条、第２条、第４条及び第５条並びに附則第２条、第３条、第４条第２項、

第１３条、第１８条、第１９条、第２３条及び第２４条の規定 公布の日から起

算して、１月を超えない範囲内において政令で定める日

三 略

四 附則第１０条第１項、第１４条及び第２２条の規定（中央省庁等改革関係法施
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行法第５３条の改正規定を除く。） 平成１３年１月６日

（罰則の適用に関する経過措置）

第２３条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前

の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の

適用については、それぞれなお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第２４条 附則第２条から第１２条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に

際し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 （平成１２年５月３１日法律第９５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１３年４月１日から施行する。

附則 （平成１２年６月２日法律第１０５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１２年１０月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第２条、第４条及び附則第９条の規定 平成１３年４月１日

附則 （平成１２年６月７日法律第１１１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞ

れ当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第 ２ 条 （ 社 会 福 祉 法 第 ２ 条 第 ３ 項 第 ５ 号 の 改 正 規 定 を 除 く 。）、 第 ５ 条 、 第 ７

条及び第１０条の規定並びに第１３条中生活保護法第８４条の３の改正規定（「収

容 さ れ て い る 」 を 「 入 所 し て い る 」 に 改 め る 部 分 を 除 く 。） 並 び に 附 則 第 １ １ 条

から第１４条まで、第１７条から第１９条まで、第２２条、第３２条及び第３５

条 の 規 定 、 附 則 第 ３ ９ 条 中 国 有 財 産 特 別 措 置 法 第 ２ 条 第 ２ 項 第 １ 号 の 改 正 規 定

（「 社 会 福 祉 事 業 法 」 を 「 社 会 福 祉 法 」 に 改 め る 部 分 を 除 く 。） 及 び 同 項 第 ５ 号

を同項第７号とし、同項第４号を同項第６号とし、同項第３号を同項第５号とし、

同項第２号の次に２号を加える改正規定、附則第４０条の規定、附則第４１条中

老 人 福 祉 法 （ 昭 和 ３ ８ 年 法 律 第 １ ３ ３ 号 ） 第 ２ ５ 条 の 改 正 規 定 （「 社 会 福 祉 事 業

法 第 ５ ６ 条 第 ２ 項 」 を 「 社 会 福 祉 法 第 ５ ８ 条 第 ２ 項 」 に 改 め る 部 分 を 除 く 。） 並

びに附則第５２条（介護保険法施行法（平成９年法律第１２４号）第５６条の改

正規定を除く。）の規定 平成１５年４月１日
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附則 （平成１２年１２月６日法律第１４０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１３年１月１日から施行する。

（その他の経過措置の政令への委任）

第２９条 附則第４条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な

経過措置は、政令で定める。

附則 （平成１２年１２月６日法律第１４３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１３年３月３０日法律第５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１３年４月１日から施行する。

附則 （平成１３年３月３０日法律第７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１３年４月１日から施行する。

附則 （平成１３年４月６日法律第２６号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して４月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１３年４月１３日法律第３０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１３年７月１日から施行する。

附則 （平成１３年４月１８日法律第３３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。

附則 （平成１３年６月８日法律第４１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１４年４月１日から施行する。

附則 （平成１３年６月２７日法律第７３号） 抄

（施行期日）



- 273/346 -

powered by インターネット六法 .com

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一及び二 略

三 第 ２ 条 の 規 定 （ 前 号 に 掲 げ る 規 定 を 除 く 。） 並 び に 次 条 及 び 附 則 第 ５ 条 の 規 定

公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内において政令で定める日

附則 （平成１３年６月２７日法律第７５号） 抄

（施行期日等）

第 １ 条 こ の 法 律 は 、 平 成 １ ４ 年 ４ 月 １ 日 （ 以下 「 施 行 日 」 と いう 。） か ら 施 行し 、 施 行

日以後に発行される短期社債等について適用する。

（罰則の適用に関する経過措置）

第７条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされ

る場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第８条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令

で定める。

（検討）

第９条 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、この法律の施行状況、

社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要が

あると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則 （平成１３年６月２９日法律第８２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１３年６月２９日法律第９０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一 略

二 第１条中漁業法目次の改正規定、同法第６条第３項、第３７条第２項、第６６

条から第７１条まで、第８２条、第８３条及び第１０９条の改正規定、同法第６
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章第４節の節名を削る改正規定、同法第１０９条の次に節名を付する改正規定、

同法第１１０条の改正規定、同法第１１１条から第１１４条までを削る改正規定、

同法第１１０条の３第１項の改正規定、同条を同法第１１３条とする改正規定、

同法第６章第４節中同条の次に１条を加える改正規定、同法第１１０条の２の改

正規定、同条を同法第１１２条とする改正規定、同法第１１０条の次に１条を加

える改正規定並びに同法第１１６条から第１１８条まで、第１３７条の３第１項

第２号及び第１３９条の改正規定並びに附則第３条、第５条及び第８条の規定

平成１３年１０月１日

附則 （平成１３年６月２９日法律第９２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１４年４月１日から施行する。

附則 （平成１３年６月２９日法律第９４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１４年１月１日から施行する。

附則 （平成１３年７月１１日法律第１０３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１３年１１月２８日法律第１２６号） 抄

（施行期日等）

１ この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律の

規定、次項の規定による改正後の地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規定及

び附則第３項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法（昭和２３年法律

第１３５号）の規定は、平成１３年４月１日から適用する。

附則 （平成１３年１２月７日法律第１４７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１３年１２月１２日法律第１５３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１４年３月３０日法律第４号） 抄
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（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一 第１条中地方自治法別表第１及び別表第２の改正規定並びに附則第１２条の規

定 公布の日

二 第１条中地方自治法第１００条、第１１８条第１項及び第２５２条の２３第２

号の改正規定 平成１４年４月１日

（直接請求に関する経過措置）

第 ２ 条 こ の 法 律 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」と い う 。） 前 の 直近 の 公 職 選 挙 法第 ２ ２ 条

の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている

者の総数が４０万を超える普通地方公共団体の選挙管理委員会は、その超える数に

６ 分 の １ を 乗 じ て 得 た 数 と ４ ０ 万 に ３ 分 の １ を 乗 じ て 得 た 数 と を 合 算 し て 得 た 数

を、この法律の施行後直ちに告示しなければならない。

（住民監査請求に関する経過措置）

第３条 第１条の規定による改正後の地方自治法第２４２条及び第２５２条の４３の規定

は、施行日以後に行われる同法第２４２条第１項の請求について適用し、施行日の

前日までに行われた第１条の規定による改正前の地方自治法第２４２条の規定によ

る同条第１項の請求については、なお従前の例による。

（住民訴訟に関する経過措置）

第４条 第１条の規定による改正後の地方自治法第２４２条の２、第２４２条の３及び第

２４３条の２の規定は、施行日以後に提起される同法第２４２条の２第１項の訴訟

について適用し、施行日の前日までに提起された第１条の規定による改正前の地方

自治法第２４２条の２の規定による同条第１項の訴訟については、なお従前の例に

よる。

（職員の賠償責任に関する経過措置）

第５条 施行日前の事実に基づき第１条の規定による改正後の地方自治法第２４３条の２

第３項の規定により地方公共団体の職員の賠償責任に係る賠償を命ずることができ

る期間については、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第１２条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則

に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

附則 （平成１４年３月３１日法律第１１号） 抄

（施行期日）
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第１条 この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１４年３月３１日法律第１５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１４年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一から五まで 略

六 次に掲げる規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律（平成１４年法

律第７８号）の施行の日

イ 第１条中租税特別措置法第３１条の２の改正規定（同条第２項第３号及び第

４ 号 に 係 る 部 分 を 除 く 。）、 同 法 第 ３ ３ 条 の ３ に ３ 項 を 加 え る 改 正 規 定 、 同 法

第３ ３条の６の改正規定、同法第３４条の２の改正規定（同条第２項第２号に

係 る 部 分 及 び 同 項 第 １ ３ 号 に 係 る 部 分 を 除 く 。）、 同 法 第 ３ ４ 条 の ３ 第 ２ 項 第

１号及び第２号の改正規定、同項第３号の改正規定、同法第６５条の改正規定、

同 法 第 ６ ５ 条 の ２ の 改 正 規 定 （ 同 条 第 ３ 項 に 係 る 部 分 を 除 く 。）、 同 法 第 ６ ５

条の ４の改正規定（同条第１項第２号に係る部分及び同項第１３号に係る部分

を 除 く 。）、 同 法 第 ６ ５ 条 の ５ の 改 正 規 定 、 同 法 第 ６ ５ 条 の ７ 第 １ ５ 項 第 １ 号

イの 改正規定、同法第６５条の９の改正規定、同法第７５条の改正規定並びに

同法 第９７条の改正規定並びに附則第２６条第１項及び第４項並びに第４９条

の規定

附則 （平成１４年４月２４日法律第２９号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１４年４月２６日法律第３２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して９月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１４年５月２９日法律第４５号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１４年５月２９日法律第４８号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める
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日から施行する。

附則 （平成１４年６月１２日法律第６５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１５年１月６日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第３条並びに附則第３条、第５８条から第７８条まで及び第８２条の規定 こ

の 法 律 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。） か ら 起 算 し て ５ 年 を 超 え な い 範 囲

内において政令で定める日

（地方自治法の一部改正に伴う経過措置）

第６２条 附則第３条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の

規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の地方自治法第２４０

条第４項第３号の規定は、なおその効力を有する。

（罰則の適用に関する経過措置）

第８４条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条に

お い て 同 じ 。） の施 行 前 に し た 行 為 及 び こ の 附 則 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る

こととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につい

ては、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第８５条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政

令で定める。

附則 （平成１４年６月１９日法律第７５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１５年１月１日から施行する。

附則 （平成１４年６月１９日法律第７８号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１４年７月３日法律第７９号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１４年８月１日から施行する。

附則 （平成１４年７月１２日法律第８７号） 抄
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（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

（罰則に関する経過措置）

第２２条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定については、当該規定）の施行前にし

た行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（政令への委任）

第２３条 附則第２条から第１２条まで、第１６条、第１９条及び前条に定めるもののほ

か、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 （平成１４年７月３１日法律第９６号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して３年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一 第 １ 条 及 び 第 ３ 条 の 規 定 （ 第 ３ 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 を 除 く 。） 並 び に 附 則 第 ３

条、第４条、第６条、第７条及び第２８条から第２９条の２までの規定 公布の

日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日

二 附則第２条第２項、第５条、第１７条、第２７条及び第３０条から第３２条ま

での規定 公布の日

（処分等の効力）

第３０条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定については、当該規定）の施行前に改

正 前 の そ れ ぞ れ の 法 律 （ こ れ に 基 づ く 命 令 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） の

規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規

定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の

それぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

（罰則に関する経過措置）

第３１条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定については、当該規定）の施行前にし

た行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこ

の法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（政令への委任）

第３２条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政

令で定める。

附則 （平成１４年７月３１日法律第９８号） 抄
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（施行期日）

第１条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

一 第 １ 章 第 １ 節 （ 別 表 第 １ か ら 別 表 第 ４ ま で を 含 む 。） 並 び に 附 則 第 ２ ８ 条 第 ２

項、第３３条第２項及び第３項並びに第３９条の規定 公布の日

（罰則に関する経過措置）

第３８条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとさ

れる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけ

る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第３９条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過

措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

附則 （平成１４年７月３１日法律第１００号）

（施行期日）

第１条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９

号）の施行の日から施行する。

（罰則に関する経過措置）

第２条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。

（その他の経過措置の政令への委任）

第３条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定め

る。

附則 （平成１４年８月２日法律第１０２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１４年１０月１日から施行する。

附則 （平成１４年８月２日法律第１０３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して９月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１４年１１月２２日法律第１０６号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日であるときは、
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その日）から施行する。

附則 （平成１４年１２月１１日法律第１４０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１４年１２月１３日法律第１５２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成１４

年法律第１５１号）の施行の日から施行する。

（罰則に関する経過措置）

第４条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。

（その他の経過措置の政令への委任）

第５条 前３条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定

める。

附則 （平成１４年１２月１８日法律第１８２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。

一 附則第６条から第１３条まで及び第１５条から第２６条までの規定 平成１５

年１０月１日

附則 （平成１５年３月３１日法律第８号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１５年４月１日から施行する。

附則 （平成１５年５月１６日法律第４３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第１８条から第２７条まで及

び第２９条から第３６条までの規定は、平成１６年４月１日から施行する。

附則 （平成１５年５月３０日法律第５３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。
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附則 （平成１５年５月３０日法律第５５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一及び二 略

三 第 ２ 条 （ 次 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 を 除 く 。）、 第 ６ 条 （ 次 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 を

除 く 。）、 第８ 条（ 次号に 掲げる 改正 規定を 除く 。） 及び第 １０条 並びに 附則 第２

条から第５条まで、第８条、第１６条から第１８条まで、第２１条から第２６条

まで、第３１条、第３３条及び第３５条の規定 公布の日から起算して９月を超

えない範囲内において政令で定める日

附則 （平成１５年６月１１日法律第７３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、第２条の規定並びに附則第６条中地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）別表第１薬事法（昭和３５年法律第１４５号）の項の改正規定、

附則第７条、第９条及び第１０条の規定並びに附則第１１条中食品安全基本法（平

成１５年法律第４８号）第２４条第１項第８号の改正規定及び同法附則第４条の改

正規定は薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律（平成１

４年法律第９６号）附則第１条第１号に定める日又はこの法律の施行の日のいずれ

か遅い日から、第４条の規定は公布の日から起算して１年を経過した日から施行す

る。

附則 （平成１５年６月１１日法律第７７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１５年６月１３日法律第８０号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から施行する。

附則 （平成１５年６月１３日法律第８１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

（経過措置）
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第２条 この法律の施行の際現に改正前の地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づ

き管理を委託している公の施設については、この法律の施行の日から起算して３年

を経過する日（その日前に改正後の地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づ

き当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日）までの間は、な

お従前の例による。

附則 （平成１５年６月１８日法律第９１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１６年４月１日から施行する。

附則 （平成１５年６月１８日法律第９３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１５年１２月１日から施行する。

附則 （平成１５年６月２０日法律第１００号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１６年７月１日から施行する。

（地方自治法の一部改正に伴う経過措置）

第２６条 この法律の施行前に都市公団が造成した首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区

域の整備に関する法律（昭和３３年法律第９８号）第２条第７項の造成工場敷地に

ついて同法第２６条第２項の規定により市町村が処理することとされている事務及

びこの法律の施行前に都市公団が造成した近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域

の整備及び開発に関する法律（昭和３９年法律第１４５号）第２条第６項の造成工

場敷地について同法第３５条第２項の規定により市町村が処理することとされてい

る事務については、それぞれ、前条の規定による改正前の地方自治法別表第１首都

圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律（昭和３３年法律第９８号）

の項及び同表近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律

（昭和３９年法律第１４５号）の項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力

を有する。

２ 機構が附則第１２条第１項の規定により施行する新住宅市街地開発法（昭和３８

年法律第１３４号）第２条第１項の新住宅市街地開発事業に対する前条の規定によ

る改正後の地方自治法別表第１新住宅市街地開発法（昭和３８年法律第１３４号）

の項第２号及び第３号の規定の適用については、これらの規定中「都道府県又は」

とあるのは、「都道府県、独立行政法人都市再生機構又は」とする。

附則 （平成１５年６月２０日法律第１０１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。
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附則 （平成１５年７月２４日法律第１２５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して９月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日

から施行する。

一及び二 略

三 第２条の規定、第３条中会社法第１１条第２項の改正規定並びに附則第６条か

ら附則第１５条まで、附則第２１条から附則第３１条まで、附則第３４条から附

則第４１条まで及び附則第４４条から附則第４８条までの規定 公布の日から起

算して１年を超えない範囲内において政令で定める日

附則 （平成１５年８月１日法律第１３８号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して９月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１５年１０月１６日法律第１４５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して２０日を経過した日から施行する。

附則 （平成１６年３月３１日法律第１０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１６年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 第２条並びに附則第２条から第４条まで及び第６条の規定 公布の日から起算

して３月を超えない範囲内において政令で定める日

附則 （平成１６年３月３１日法律第１４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１６年４月１日から施行する。

附則 （平成１６年４月２８日法律第４０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１６年５月１２日法律第４２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。
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附則 （平成１６年５月２６日法律第５３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１７年４月１日から施行する。

附則 （平成１６年５月２６日法律第５７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、第６条第２項の改正規定、同条の次に１条を加える改正

規定、第７条、第７条の２第３項、第８条第３項、第９条第７項及び第９条の３第

６項の改正規定、第９０条に５項を加える改正規定、第９１条第７項、第２５２条

の２６の２、第２５２条の２６の７、第２５５条、第２５９条第４項及び第２８１

条の５の改正規定並びに次条から附則第８条までの規定は、平成１７年４月１日か

ら施行する。

附則 （平成１６年５月２８日法律第６１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１７年４月１日から施行する。

附則 （平成１６年５月２８日法律第６３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して５年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一 略

二 第２０条から第２３条まで、第２５条、第１００条、第１０１条、第１０４条、

第１０５条及び附則第６条の規定 公布の日から起算して４年６月を超えない範

囲内において政令で定める日

附則 （平成１６年６月２日法律第６６号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１７年４月１日から施行する。ただし、第２条、第４条、次条

並びに附則第６条から第１２条まで、第１４条から第１６条まで、第１８条、第２

０条から第２３条まで、第２５条及び第２６条の規定は、平成１８年２月１日から

施行する。

（罰則に関する経過措置）

第２８条 この法律（附則第１条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下こ

の 条 に お い て 同 じ 。） の 施 行 前 に し た 行 為 並 び に こ の 附 則 の 規 定 に よ り な お そ の 効

力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることと
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される場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。

（政令への委任）

第２９条 附則第２条から第１３条まで、第１６条、第１９条、第２０条、第２２条、第

２６条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政

令で定める。

附則 （平成１６年６月２日法律第６７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一 略

二 第４条並びに附則第５条及び第６条の規定 公布の日

附則 （平成１６年６月２日法律第７１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日（以下「施行日」という。）から施行する。

附則 （平成１６年６月２日法律第７６号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、破産法（平成１６年法律第７５号。次条第８項並びに附則第３条第

８項、第５条第８項、第１６項及び第２１項、第８条第３項並びに第１３条におい

て「新破産法」という。）の施行の日から施行する。

（政令への委任）

第１４条 附則第２条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な

経過措置は、政令で定める。

附則 （平成１６年６月９日法律第８４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１６年６月９日法律第８５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。
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附則 （平成１６年６月９日法律第８８号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して５年を超えない範囲内において政令で定める

日（以下「施行日」という。）から施行する。

附則 （平成１６年６月１８日法律第１１２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１６年１１月１７日法律第１４０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１７年１月１日から施行する。

附則 （平成１６年１２月１日法律第１４７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１６年１２月１０日法律第１６４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して２０日を経過した日から施行する。

附則 （平成１６年１２月１０日法律第１６６号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１７年４月１日から施行する。

附則 （平成１７年３月３１日法律第２１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１７年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一から十九まで 略

二 十 第 ５ 条 中 租 税 特 別 措 置 法 第 １ ４ 条 の ２ 第 １ 項 の 改 正 規 定 （「 次 項 第 ３ 号 」 を

「 次 項 第 ２ 号 又 は 第 ３ 号 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。）、 同 条 第 ２ 項 の 改 正 規 定 （ 同

項 第 ２ 号 を 削 る 部 分 及 び 同 項 第 ５ 号 に 係 る 部 分 を 除 く 。）、 同 法 第 ３ １ 条 の ２ の

改正規定（同条第２項第１３号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地

等の譲渡」を加える部分並びに同項第１０号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令

で 定 め る 土 地 等 の 譲 渡 」 を 加 え る 部 分 及 び 同 号 ロ に 係 る 部 分 を 除 く 。）、 同 法 第

４ ７ 条 の ２ 第 １ 項 の 改 正 規 定 （「第 ３ 項 第 ３ 号 」 を 「 第 ３ 項 第 ２ 号 又 は 第 ３ 号 」
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に 改 め る 部 分 に 限 る 。）、 同 条 第 ３ 項 の 改 正 規 定 （ 同 項 第 ２ 号 を 削 る 部 分 及 び 同

項 第５ 号 に係 る部 分を 除く 。）、同法 第６８ 条の ３５第 １項の 改正 規定（「第 ３項

第 ３ 号 」 を 「 第 ３ 項 第 ２ 号 又 は 第 ３ 号 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。）、 同 条 第 ３ 項 の

改正規定（同項第２号を削る部分を除く。）、同法第８３条の２（見出しを含む。）

の改正規定及び同法第９７条の表の改正規定（同表の都道府県の項中「第３１条

の２第２項第１３号ハ及び第１４号ニ」を「第３１条の２第２項第１４号ハ及び

第１５号ニ」に改める部分及び「第６２条の３第４項第１３号ハ及び第１４号ニ」

を「第６２条の３第４項第１４号ハ及び第１５号ニ」に改める部分並びに同表の

市町村の項中「第３１条の２第２項第１４号ニ、第６２条の３第４項第１４号ニ」

を「第３１条の２第２項第１５号ニ、第６２条の３第４項第１５号ニ」に改める

部 分 に 限 る 。） 並 び に 附 則 第 １ ８ 条 第 １ ３ 項 、 第 ２ １ 条 第 １ 項 、 第 ３ ３ 条 第 ２ ０

項、第４７条第２０項及び第６５条（別表第１租税特別措置法（昭和３２年法律

第２６号）の項第１号中「第３１条の２第２項第１３号ハ及び第１４号ニ」を「第

３１条の２第２項第１４号ハ及び第１５号ニ」に改める部分及び「第６２条の３

第４項第１３号ハ及び第１４号ニ」を「第６２条の３第４項第１４号ハ及び第１

５号ニ」に改める部分並びに同項第２号中「第３１条の２第２項第１４号ニ、第

６２条の３第４項第１４号ニ」を「第３１条の２第２項第１５号ニ、第６２条の

３ 第 ４ 項 第 １ ５ 号 ニ 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。） の 規 定 民 間 事 業 者 の 能 力 を 活 用

した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律

（平成１７年法律第３４号）附則第１条ただし書に規定する日

（その他の経過措置の政令への委任）

第８９条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政

令で定める。

附則 （平成１７年４月１日法律第２５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１７年４月１日から施行する。

附則 （平成１７年４月２７日法律第３４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１７年４月２７日法律第３６号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１７年５月１８日法律第４２号） 抄
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（施行期日）

第１条 この法律は、平成１７年１０月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第１条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条の２第１項の改正規定（「並

びに第２４条」を「、第２４条の２第２項並びに附則第２条第２項」に改める部

分 に 限 る 。）、 同 法 第 ８ 条 第 １ 項 の 改 正 規 定 、 同 法 第 ２ ４ 条 を 削 り 、 同 法 第 ２ ４

条の２を同法第２４条とし、同条の次に１条を加える改正規定及び同法第２４条

の ４の 改 正規 定（「、 保健所 を設 置する 市又は 特別 区」を 削る 部分に 限る 。）、第

３ 条 の 規 定 並 び に 次 条 並 び に 附 則 第 ８ 条 （「 、 保 健 所 を 設 置 す る 市 又 は 特 別 区 」

を削る部分に限る。）、第１２条及び第１３条の規定 平成１８年４月１日

附則 （平成１７年６月１０日法律第５３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１７年６月１０日法律第５５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年３月を超えない範囲内において政令で定

める日から施行する。

附則 （平成１７年６月２９日法律第７７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 第１条、第５条、第８条、第１１条、第１３条及び第１５条並びに附則第４条、

第１５条、第２２条、第２３条第２項、第３２条、第３９条及び第５６条の規定

公布の日

（罰則に関する経過措置）

第５５条 この法律の施行前にした行為及び附則第９条の規定によりなお従前の例による

こととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につい

ては、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第５６条 附則第３条から第２７条まで、第３６条及び第３７条に定めるもののほか、こ

の 法 律 の 施 行 に 関 し 必 要 な 経 過 措 置 （ 罰 則 に 関 す る 経 過 措 置 を 含 む 。） は 、 政 令 で

定める。
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附則 （平成１７年７月２６日法律第８７号） 抄

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附則 （平成１７年７月２９日法律第８９号） 抄

（施行期日等）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日（以下「施行日」という。）から施行する。

附則 （平成１７年１０月２１日法律第１０２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第６２条中租税特

別措置法第８４条の５の見出しの改正規定及び同条に１項を加える改正規定、第１

２４条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に

関する法律附則第１条第２号の改正規定及び同法附則第８５条を同法附則第８６条

とし、同法附則第８２条から第８４条までを１条ずつ繰り下げ、同法附則第８１条

の次に１条を加える改正規定並びに附則第３０条、第３１条、第３４条、第６０条

第１２項、第６６条第１項、第６７条及び第９３条第２項の規定は、郵政民営化法

附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則 （平成１７年１１月２日法律第１０４号） 抄

１ この法律は、平成１８年１月１日から施行する。

附則 （平成１７年１１月２日法律第１０５号） 抄

１ この法律は、公布の日から起算して１月を経過した日から施行する。

附則 （平成１７年１１月７日法律第１１３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日であるとき

は、その日）から施行する。ただし、第２条、第３条、第５条及び第７条並びに附

則第６条から第１５条まで及び第１７条から第３２条までの規定は、平成１８年４

月１日から施行する。

（地方自治法の一部改正に伴う経過措置）

第１９条 前条の規定による改正後の地方自治法（以下この項において「新地方自治法」

と い う 。） 第 ２ ０ ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 普 通 地 方 公 共 団 体 は 、 切 替 日 の

前日に前条の規定による改正前の地方自治法第２０４条第２項の規定に基づく調整

手 当 を 支 給 す る 条 例 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 調 整 手 当 条 例 」 と い う 。） を 施 行 し て

いる場合で、当該普通地方公共団体が切替日の直近において新たに設置されたこと

その他のやむを得ない事情により切替日までに新地方自治法第２０４条第２項の規
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定に基づく地域手当を支給する条例を制定することができないときは、切替日から

起算して６月を経過する日までの間に限り、当該調整手当条例で定めるところによ

り、調整手当を支給することができる。

附則 （平成１７年１１月７日法律第１２３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第２４条、第４４条、第１０１条、第１０３条、第１１６条から第１１８

条まで及び第１２２条の規定 公布の日

二 第５条第１項（居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生

活 援 助 に 係 る 部 分 を 除 く 。）、 第 ３ 項 、 第 ５ 項 、 第 ６ 項 、 第 ９ 項 か ら 第 １ ５ 項 ま

で、第１７項及び第１９項から第２２項まで、第２章第１節（サービス利用計画

作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、

基 準 該 当 療 養 介 護 医 療 費 及 び 補 装 具 費 の 支 給 に 係 る 部 分 に 限 る 。）、 第 ２ ８ 条 第

１項（第２号、第４号、第５号及び第８号から第１０号までに係る部分に限る。）

及び第２項（第１号から第３号までに係る部分に限る。）、第３２条、第３４条、

第 ３ ５ 条 、 第 ３ ６ 条 第 ４ 項 （ 第 ３ ７ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）、

第３８条から第４０条まで、第４１条（指定障害者支援施設及び指定相談支援事

業 者 の 指 定 に 係 る 部 分 に 限 る 。）、 第 ４ ２ 条 （ 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 の 設 置 者 及

び 指 定 相 談 支 援 事 業 者 に 係 る 部 分 に 限 る 。）、 第 ４ ４ 条 、 第 ４ ５ 条 、 第 ４ ６ 条 第

１ 項 （ 指 定 相 談 支 援 事 業 者 に 係 る 部 分 に 限 る 。） 及 び 第 ２ 項 、 第 ４ ７ 条 、 第 ４ ８

条第３項及び第４項、第４９条第２項及び第３項並びに同条第４項から第７項ま

で （ 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 の 設 置 者 及 び 指 定 相 談 支 援 事 業 者 に 係 る 部 分 に 限

る 。）、 第 ５ ０ 条 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 、 第 ５ １ 条 （ 指 定 障 害 者 支 援 施 設 及 び 指 定 相

談 支 援 事 業 者 に 係 る 部 分 に 限 る 。）、 第 ７ ０ 条 か ら 第 ７ ２ 条 ま で 、 第 ７ ３ 条 、 第

７４条第２項及び第７５条（療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分

に 限 る 。）、 第 ２ 章 第 ４ 節 、 第 ３ 章 、 第 ４ 章 （ 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 に 係 る 部 分

を 除 く 。）、 第 ５ 章 、 第 ９ ２ 条 第 １ 号 （ サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 、 特 定 障 害 者 特

別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。）、第２号（療

養 介 護 医 療 費 及 び 基 準 該 当 療 養 介 護 医 療 費 の 支 給 に 係 る 部 分 に 限 る 。）、 第 ３ 号

及び第４号、第９３条第２号、第９４条第１項第２号（第９２条第３号に係る部

分 に 限 る 。） 及 び 第 ２ 項 、 第 ９ ５ 条 第 １ 項 第 ２ 号 （ 第 ９ ２ 条 第 ２ 号 に 係 る 部 分 を

除 く 。） 及 び 第 ２ 項 第 ２ 号 、 第 ９ ６ 条 、 第 １ １ ０ 条 （ サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 、

特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当

療 養 介 護 医 療 費 及 び 補 装 具 費 の 支 給 に 係 る 部 分 に 限 る 。）、 第 １ １ １ 条 及 び 第 １

１２条（第４８条第１項の規定を同条第３項及び第４項において準用する場合に

係 る 部 分 に 限 る 。） 並 び に 第 １ １ ４ 条 並 び に 第 １ １ ５ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 （ サ ー

ビス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養

介 護 医 療 費 、 基 準 該 当 療 養 介 護 医 療 費 及 び 補 装 具 費 の 支 給 に 係 る 部 分 に 限 る 。）
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並びに附則第１８条から第２３条まで、第２６条、第３０条から第３３条まで、

第３５条、第３９条から第４３条まで、第４６条、第４８条から第５０条まで、

第５２条、第５６条から第６０条まで、第６２条、第６５条、第６８条から第７

０条まで、第７２条から第７７条まで、第７９条、第８１条、第８３条、第８５

条から第９０条まで、第９２条、第９３条、第９５条、第９６条、第９８条から

第１００条まで、第１０５条、第１０８条、第１１０条、第１１２条、第１１３

条及び第１１５条の規定 平成１８年１０月１日

（罰則の適用に関する経過措置）

第１２１条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例による

こととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につい

ては、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第１２２条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、

政令で定める。

附則 （平成１８年３月３１日法律第８号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 第１条中地方交付税法第６条の改正規定、同法附則第３条の２を削る改正規定

及び同法附則第７条の次に１条を加える改正規定、第２条中交付税及び譲与税配

付金特別会計法第４条の改正規定、同法附則第４条の２及び第４条の３を削る改

正規定並びに同法附則第７条の２の改正規定並びに第６条及び第８条の規定並び

に附則第２条第２項、第３条第２項、第８条及び第１０条の規定 平成１９年４

月１日

附則 （平成１８年３月３１日法律第１０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１８年４月１日から施行する。

（罰則に関する経過措置）

第２１１条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条

に お い て 同 じ 。） の施 行 前 に し た 行 為 及 び こ の 附 則 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ

ることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につ

いては、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第２１２条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、
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政令で定める。

附則 （平成１８年３月３１日法律第１９号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して９月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１８年３月３１日法律第２０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１８年４月１日から施行する。

附則 （平成１８年５月１９日法律第４０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１０月を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施

行する。

一 略

二 第２条中道路運送車両法第１１条及び第２８条の３の改正規定、同法第６１条

第 ２ 項 第 ２ 号 の 改 正 規 定 （「 及 び 二 輪 の 小 型 自 動 車 」 を 加 え る 部 分 に 限 る 。） 及

び同法第１０５条の２の改正規定並びに附則第１１条及び第１５条の規定 公布

の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日

附則 （平成１８年５月３１日法律第４６号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内において政令で定

める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から

施行する。

一 略

二 第１条中都市計画法第１２条第４項及び第２１条の２第２項の改正規定、第２

条中建築基準法第６０条の２第３項及び第１０１条第２項の改正規定、第４条、

第５条、第７条中都市再生特別措置法第３７条第１項第２号の改正規定並びに第

８条並びに附則第６条、第７条及び第９条から第１１条までの規定 公布の日か

ら起算して３月を超えない範囲内において政令で定める日

（罰則に関する経過措置）

第１０条 この法律（附則第１条第２号及び第３号に掲げる規定については、当該規定。

以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） の 施 行 前 に し た 行 為 及 び こ の 附 則 の 規 定 に よ り な お 従

前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則

の適用については、なお従前の例による。
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（政令への委任）

第１１条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政

令で定める。

附則 （平成１８年６月２日法律第５０号） 抄

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附則 （平成１８年６月７日法律第５３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 第１９５条第２項、第１９６条第１項及び第２項、第１９９条の３第１項及び

第４項、第２５２条の１７、第２５２条の２２第１項並びに第２５２条の２３の

改正規定並びに附則第４条、第６条、第８条から第１０条まで及び第５０条の規

定 公布の日

二 第９６条第１項の改正規定、第１００条の次に１条を加える改正規定並びに第

１０１条、第１０２条第４項及び第５項、第１０９条、第１０９条の２、第１１

０条、第１２１条、第１２３条、第１３０条第３項、第１３８条、第１７９条第

１項、第２０７条、第２２５条、第２３１条の２、第２３４条第３項及び第５項、

第２３７条第３項、第２３８条第１項、第２３８条の２第２項、第２３８条の４、

第２３８条の５、第２６３条の３並びに第３１４条第１項の改正規定並びに附則

第２２条及び第３２条の規定、附則第３７条中地方公営企業法（昭和２７年法律

第２９２号）第３３条第３項の改正規定、附則第４７条中旧市町村の合併の特例

に関する法律（昭和４０年法律第６号）附則第２条第６項の規定によりなおその

効力を有するものとされる同法第５条の２９の改正規定並びに附則第５１条中市

町村の合併の特例等に関する法律（平成１６年法律第５９号）第４７条の改正規

定 公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日

（助役に関する経過措置）

第２条 この法律の施行の際現に助役である者は、この法律の施行の日（以下「施行日」

と い う 。） に 、 こ の 法 律 に よ る 改 正 後 の 地 方 自 治 法 （ 以 下 「 新 法 」 と い う 。） 第 １

６２条の規定により、副市町村長として選任されたものとみなす。この場合におい

て、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第１６３条の規定にかかわ

らず、施行日におけるこの法律による改正前の地方自治法（以下「旧法」という。）

第１６２条の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とす

る。

（出納長及び収入役に関する経過措置）

第３条 この法律の施行の際現に在職する出納長及び収入役は、その任期中に限り、なお

従前の例により在職するものとする。
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２ 前項の場合においては、新法第１６８条、第１７０条及び第１７１条の規定は適

用せず、旧法第１３条、第８６条、第８８条、第１６８条から第１７１条まで、第

２３２条の４、第２３２条の６、第２３３条、第２４３条の２、第２５２条の２８

及び第２５６条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第１６

８条第５項中「事務吏員」とあり、並びに旧法第１７０条第５項及び第６項中「吏

員」とあるのは「普通地方公共団体の長の補助機関である職員」と、旧法第１６９

条第１項中「助役」とあるのは「副市町村長」と、旧法第１７１条第２項中「出納

員は吏員のうちから、その他の会計職員は吏員その他の職員」とあるのは「出納員

その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員」とする。

第４条 この法律の公布の日から施行日の前日までの間に、出納長若しくは収入役の任期

が満了する場合又は出納長若しくは収入役が欠けた場合においては、地方自治法第

１６８条第７項において準用する同法第１６２条の規定にかかわらず、普通地方公

共団体の長は、出納長又は収入役を選任しないことができる。この場合においては、

副出納長若しくは副収入役又は同法第１７０条第５項に規定する吏員が出納長又は

収入役の職務を代理するものとする。

（事務の引継ぎに関する経過措置）

第５条 出納長及び収入役（前条後段の規定により出納長又は収入役の職務を代理する副

出 納 長 若 し く は 副 収 入 役 又 は 吏 員 を 含 む 。） か ら 会 計 管 理 者 へ の 事 務 の 引 継 ぎ に 関

する事項は、政令で定める。

２ 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、１０万円

以下の過料を科する規定を設けることができる。

（監査委員の定数を定める条例に関する経過措置）

第６条 附則第１条第１号に掲げる規定の施行の際、現に旧法第１９５条第２項の規定に

基づいて制定されている監査委員の定数を３人と定める条例は、新法第１９５条第

２項ただし書の規定に基づいて制定されたものとみなす。

（賠償責任に関する経過措置）

第７条 この法律の施行前の事実並びに附則第３条第１項の規定によりなお従前の例によ

ることとされる場合及び同条第２項の規定によりなおその効力を有することとされ

る場合におけるこの法律の施行後の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任に

ついては、なお従前の例による。

（各大臣が講ずる措置に関する経過措置）

第８条 各大臣（地方自治法第２４５条の４第１項に規定する各大臣をいう。以下この条

に お い て 同 じ 。） は、 そ の 担 任 す る 事 務 に 関 し 新 法 第 ２ ６ ３ 条 の ３ 第 ５ 項 に 規 定 す

る 施 策 （ 次 項 に お い て 「 施 策 」 と い う 。） の立 案 を し よ う と す る と き は 、 第 ２ ６ ３

条の３の改正規定の施行前においても、新法第２６３条の３第５項の規定の例によ
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ることができる。この場合において、同項の規定の例により講じた措置は、同項の

規定の適用については、各大臣が同項の規定により講じたものとみなす。

２ 前項の規定の適用がある場合を除き、各大臣が第２６３条の３の改正規定の施行

の日から３０日以内に立案をする施策については、新法第２６３条の３第５項の規

定は、適用しない。

（罰則に関する経過措置）

第９条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。

（その他の経過措置の政令への委任）

第１０条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則

に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

附則 （平成１８年６月１４日法律第６６号） 抄

この法律は、平成１８年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

附則 （平成１８年６月１４日法律第６９号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して３年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一から三まで 略

四 第２条並びに附則第２２条、第２３条、第２６条及び第３０条の規定 公布の

日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日

附則 （平成１８年６月２１日法律第８３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１８年１０月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 第１０条並びに附則第４条、第３３条から第３６条まで、第５２条第１項及び

第２項、第１０５条、第１２４条並びに第１３１条から第１３３条までの規定

公布の日

二及び三 略

四 第３条、第７条、第１３条、第１６条、第１９条及び第２４条並びに附則第２

条第２項、第３７条から第３９条まで、第４１条、第４２条、第４４条、第５７

条、第６６条、第７５条、第７６条、第７８条、第７９条、第８１条、第８４条、

第８５条、第８７条、第８９条、第９３条から第９５条まで、第９７条から第１

００条まで、第１０３条、第１０９条、第１１４条、第１１７条、第１２０条、

第１２３条、第１２６条、第１２８条及び第１３０条の規定 平成２０年４月１
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日

（罰則に関する経過措置）

第１３１条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。）

の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合

及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法

律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第１項の規定によりなおその効

力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰

則の適用については、なお従前の例による。

（処分、手続等に関する経過措置）

第１３２条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以

下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） の 規 定 に よ っ て し た 処 分 、 手 続 そ の 他 の 行 為 で あ っ て 、

改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定め

があるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみな

す。

２ この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をし

なければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものに

ついては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、

改 正 後 の そ れ ぞ れ の 法 律 中 の 相 当 の 規 定 に よ り 手 続 が さ れ て い な い も の と み な し

て、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

（その他の経過措置の政令への委任）

第１３３条 附則第３条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要

な経過措置は、政令で定める。

附則 （平成１８年６月２１日法律第８４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第１６条の規定、附則第３１条の規定及び附則第３２条の規定 公布の日

二 略

三 第３条の規定、第７条の規定、第８条の規定中薬事法第７条第１項の改正規定、

第 ９ 条 の 規 定 （ 薬 剤 師 法 第 ２ ２ 条 の 改 正 規 定 を 除 く 。）、 第 １ １ 条 の 規 定 、 附 則

第１４条第３項及び第４項の規定、附則第１８条の規定中地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）別表第１保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）

の項及び同表薬剤師法（昭和３５年法律第１４６号）の項の改正規定並びに附則

第３０条の規定 平成２０年４月１日

（罰則の適用に関する経過措置）
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第３１条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定については、当該各規定）の施行前に

した行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけ

るこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することと

される場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第３２条 附則第３条から第１６条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に

伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則 （平成１８年６月２１日法律第９１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１８年１２月８日法律第１０６号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、第１条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律目次の改正規定（「第２６条」を「第２６条の２」に改める部分及び「第

７章 新感染症（第４５条 − 第５３条）」を「／第７章 新感染症（第４５条 − 第

５３条）／第７章の２ 結核（第５３条の２ − 第５３条の１５）／」に改める部分

に 限 る 。）、 同 法 第 ６ 条 第 ２ 項 か ら 第 ６ 項 ま で の 改 正 規 定 （ 同 条 第 ３ 項 第 ２ 号 に 係

る 部 分 に 限 る 。） 及び 同 条 第 １ １ 項 の 改 正 規 定 、 同 条 に ８ 項 を 加 え る 改 正 規 定 （ 同

条 第 １ ５ 項 、 第 ２ １ 項 第 ２ 号 及 び 第 ２ ２ 項 第 １ ０ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。）、 同 法 第

１０条第６項を削る改正規定、同法第１８条から第２０条まで、第２３条及び第２

４条の改正規定、同条の次に１条を加える改正規定、同法第２６条の改正規定、同

条の次に１条を加える改正規定、同法第３７条の次に１条を加える改正規定、同法

第３８条から第４４条まで及び第４６条の改正規定、同法第４９条の次に１条を加

える改正規定、同法第７章の次に１章を加える改正規定、同法第５７条及び第５８

条の改正規定、同条の次に２条を加える改正規定、同法第５９条から第６２条まで

及び第６４条の改正規定、同条の次に１条を加える改正規定並びに同法第６５条、

第 ６ ５ 条 の ２ （ 第 ３ 章 に 係 る 部 分 を 除 く 。） 及 び 第 ６ ７ 条 第 ２ 項 の 改 正 規 定 、 第 ２

条の規定並びに次条から附則第７条まで、附則第１３条（地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）別表第１感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（ 平 成 １ ０ 年 法 律 第 １ １ ４ 号 ） の 項 の 改 正 規 定 中 第 ３ 章 に 係 る 部 分 を 除 く 。） 及 び

附則第１４条から第２３条までの規定は、平成１９年４月１日から施行する。

（罰則の適用に関する経過措置）

第２４条 この法律（附則第１条ただし書に規定する規定については、当該規定）の施行
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前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合にお

ける同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用について

は、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第２５条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政

令で定める。

附則 （平成１８年１２月２０日法律第１１４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１８年１２月２０日法律第１１６号） 抄

（施行期日等）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１８年１２月２２日法律第１１８号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１９年３月３０日法律第６号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一から十三まで 略

十四 第１２条中租税特別措置法第３１条の２の改正規定（同条第４項に係る部分

を 除 く 。）、 同 法 第 ３ ４ 条 の ２ の 改 正 規 定 （ 同 条 第 ２ 項 第 ８ 号 に 係 る 部 分 、 同 項

第２４号を同項第２５号とし、同項第２０号から第２３号までを１号ずつ繰り下

げる部分、同項第１９号を同項第２０号とし、同項第１８号を同項第１９号とし、

同項第１３号から第１７号までを１号ずつ繰り下げる部分、同項第１２号を同項

第１３号とし、同項第１１号を同項第１２号とし、同項第１０号の次に１号を加

え る 部 分 及 び 同 条 第 ３ 項 に 係 る 部 分 に 限 る 。）、 同 法 第 ３ ４ 条 の ３ 第 ２ 項 の 改 正

規 定 、 同 法 第 ３ ７ 条 第 １ 項 の 改 正 規 定 （「 平 成 １ ８ 年 １ ２ 月 ３ １ 日 」 を 「 平 成 ２

０年１２月３１日」に改める部分及び「交換によるもの」の下に「、所有権移転

外 リ ー ス 取 引 に よ る も の 」 を 加 え る 部 分 を 除 く 。）、 同 条 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 並 び

に 同 法 第 ３ ７ 条 の ４ の 改 正 規 定 （「第 １ ５ 号 」 を 「 第 １ ６ 号 」 に 改 め る 部 分 に 限
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る。）、同法第３７条の５の改正規定（同条第２項の表第３７条第４項の項中「第

１ ５ 号 」 を 「 第 １ ６ 号 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。）、 同 法 第 ６ ２ 条 の ３ 第 ４ 項 の 改

正規定、同条第５項の改正規定、同条第７項の改正規定、同条第８項の改正規定

（「 第 ４ 項 第 １ １ 号 か ら 第 １ ６ 号 ま で 」 を 「 第 ４ 項 第 １ ２ 号 か ら 第 １ ７ 号 ま で 」

に 改 め る 部 分 に 限 る 。）、 同 法 第 ６ ５ 条 の ４ の 改 正 規 定 （ 同 条 第 １ 項 第 ８ 号 に 係

る部分、同項第２４号を同項第２５号とし、同項第２０号から第２３号までを１

号ずつ繰り下げる部分、同項第１９号を同項第２０号とし、同項第１８号を同項

第１９号とし、同項第１１号から第１７号までを１号ずつ繰り下げ、同項第１０

号 の 次 に １ 号 を 加 え る 部 分 並 び に 同 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 に 係 る 部 分 に 限 る 。）、

同 法 第 ６ ５ 条 の ５ 第 １ 項 の 改 正 規 定 、 同 法 第 ６ ５ 条 の ７ 第 １ 項 の 改 正 規 定 （「平

成１８年１２月３１日」を「平成２０年１２月３１日」に改める部分を除く。）、

同 条 第 ４ 項 、 第 ９ 項 及 び 第 １ ２ 項 の 改 正 規 定 、 同 条 第 １ ５ 項 第 ２ 号 の 改 正 規 定

（「 第１ ６号 」を 「第 １７号 」に 改める 部分に 限る 。）、同 法第６ ５条の ８の 改正

規定（同条第１項中「平成１８年１２月３１日」を「平成２０年１２月３１日」

に 改め る 部分 を除 く 。）、同法第 ６５ 条の９ の改 正規定 （「第１６ 号」を 「第 １７

号 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。）、 同 法 第 ６ ８ 条 の ６ ８ 第 ７ 項 の 改 正 規 定 、 同 条 第 ８

項 の 改 正 規 定 （「 同 条 第 ４ 項 第 １ １ 号 か ら 第 １ ６ 号 ま で 」 を 「 同 条 第 ４ 項 第 １ ２

号 か ら 第 １ ７ 号 ま で 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。）、 同 法 第 ６ ８ 条 の ７ ５ 第 ２ 項 及 び

第３項の改正規定、同法第６８条の７６第１項の改正規定、同法第６８条の７８

第 １ 項 の 改 正 規 定 （「 平 成 １ ８ 年 １ ２ 月 ３ １ 日 」 を 「 平 成 ２ ０ 年 １ ２ 月 ３ １ 日 」

に 改 め る 部 分 を 除 く 。）、 同 条 第 ４ 項 、 第 ９ 項 及 び 第 １ ２ 項 の 改 正 規 定 、 同 条 第

１ ５項 第 ２号 の改 正規定 （「第１６ 号」を 「第 １７号 」に 改める 部分に 限る 。）、

同法第６８条の７９の改正規定（同条第１項中「平成１８年１２月３１日」を「平

成 ２ ０ 年 １ ２ 月 ３ １ 日 」 に 改 め る 部 分 を 除 く 。）、 同 法 第 ６ ８ 条 の ８ ０ の 改 正 規

定 （「 第 １ ６ 号 」 を 「 第 １ ７ 号 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。） 並 び に 同 法 第 ９ ７ 条 の

表の改正規定並びに附則第７４条第１項、第６項及び第１２項、第９７条第４項

及び第６項、第１２０条第４項及び第６項並びに第１３８条の規定 都市再生特

別措置法等の一部を改正する法律（平成１９年法律第１９号）の施行の日

（罰則に関する経過措置）

第１５７条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条

に お い て 同 じ 。） の施 行 前 に し た 行 為 及 び こ の 附 則 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ

ることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につ

いては、なお従前の例による。

附則 （平成１９年３月３１日法律第１１号） 抄

１ この法律は、公布の日から施行する。

附則 （平成１９年３月３１日法律第１９号） 抄

（施行期日）
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第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１９年３月３１日法律第２２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 第 ２ 条 第 ２ 項 （ 第 ２ ２ 号 及 び 第 ２ ４ 号 を 除 く 。）、 第 ４ 条 か ら 第 １ ０ 条 ま で 及

び第１３条から第２８条までの規定並びに次条、附則第５条から第７条まで、附

則第９条から第１２条まで及び附則第１４条から第１８条までの規定、附則第１

９条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律（平成１８年法律第６６号）第１８９条及び第１９０条の改正規定並びに

同法第１９６条の改正規定（株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債

等の振替に関する法律等の一部を改正する法律（平成１６年法律第８８号）附則

第 １ ２ ７ 条 の 改 正 規 定 を 削 る 部 分 に 限 る 。）、 附 則 第 ２ ０ 条 の 規 定 、 附 則 第 ２ ３

条中金融庁設置法（平成１０年法律第１３０号）第８条の改正規定及び同法第２

０条第１項の改正規定並びに附則第２７条の規定 公布の日から起算して１年を

超えない範囲内において政令で定める日

（処分、手続等に関する経過措置）

第２４条 この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処

分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれ

ぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを

除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に

よってしたものとみなす。

（罰則に関する経過措置）

第２５条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にし

た行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（政令への委任）

第２６条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則

に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

附則 （平成１９年３月３１日法律第２６号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１９年４月１日から施行する。

附則 （平成１９年５月１６日法律第４７号） 抄

（施行期日）
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第１条 この法律は、平成２０年４月１日から施行する。

附則 （平成１９年５月１６日法律第４８号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１９年５月１８日法律第５１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して３年を経過した日から施行する。

附則 （平成１９年５月２３日法律第５５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１９年５月３０日法律第６０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。

附則 （平成１９年６月１日法律第７４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２０年１０月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第３条から第２２条まで、第２５条から第３０条まで、第１０１条及び第

１０２条の規定 公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定

める日

（地方自治法の一部改正に伴う経過措置）

第４２条 施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての地方自治法の規定の

適用については、当該短期商工債を同法第２３８条第２項に規定する短期社債等と

みなす。

（処分等に関する経過措置）

第１００条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以

下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） の 規 定 に よ っ て し た 処 分 、 手 続 そ の 他 の 行 為 で あ っ て 、

改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定め

があるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみな

す。
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（罰則の適用に関する経過措置）

第１０１条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条

に お い て 同 じ 。） の施 行 前 に し た 行 為 並 び に こ の 附 則 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に

よることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされ

る場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお

従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第１０２条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政

令で定める。

附則 （平成１９年６月６日法律第７７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１９年６月１５日法律第８８号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成１９年６月２７日法律第９７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２０年４月１日から施行する。

附則 （平成１９年６月２７日法律第１０２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内において政令で定

める日から施行する。

附則 （平成１９年７月６日法律第１０８号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２０年１２月３１日までの間において政令で定める日から施行

する。

附則 （平成１９年７月６日法律第１１０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２０年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 第１条、第６条、第１３条、第１６条及び第１９条並びに附則第２３条、第２
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５条、第２７条及び第２８条の規定 公布の日

（罰則に関する経過措置）

第２７条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条におい

て 同 じ 。） の 施 行 前 に し た 行 為 に 対 す る 罰 則 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ

る。

（その他の経過措置の政令への委任）

第２８条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政

令で定める。

附則 （平成１９年１２月５日法律第１２７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２０年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一から三まで 略

四 第１７条の次に１条を加える改正規定及び第１３条の次に３条を加える改正規

定 （ 第 １ ４ 条 に 係 る 部 分 に 限 る 。） 並 び に 次 条 か ら 附 則 第 ４ 条 ま で 及 び 附 則 第 ６

条の規定 平成２０年４月１日

附則 （平成１９年１２月２１日法律第１３３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を経過した日から施行する。

附則 （平成１９年１２月２８日法律第１３５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２０年１月１日から施行する。

附則 （平成２０年３月３１日法律第９号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２０年４月１日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税

法等の一部を改正する法律（平成２０年法律第２３号）の公布の日から施行する。

附則 （平成２０年４月１８日法律第１５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２０年７月１日から施行する。

附則 （平成２０年４月３０日法律第２２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２０年４月１日から施行する。
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附則 （平成２０年４月３０日法律第２３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２０年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一から四まで 略

五 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法

律第４８号）の施行の日（平成２０年１２月１日）

イ 略

ロ 第２条中法人税法第２条第９号の次に１号を加える改正規定、同法第４条の

改正 規定、同法第９条に１項を加える改正規定、同法第１０条の改正規定、同

法 第 １ ０ 条 の ２ の 改 正 規 定 、 同 法 第 １ ３ 条 第 ２ 項 第 １ 号 の 改 正 規 定 （「 内 国 法

人 で あ る 」 を 削 る 部 分 に 限 る 。）、 同 項 第 ２ 号 の 改 正 規 定 、 同 法 第 ３ ７ 条 第 ３

項第 ２号の改正規定、同条第４項の改正規定（同項中「、公益法人等」の下に

「（ 別 表 第 ２ に 掲 げ る 一 般 社 団 法 人 及 び 一 般 財 団 法 人 を 除 く 。 以 下 こ の 項 及 び

次 項 に お い て 同 じ 。）」 を 加 え る 部 分 及 び 同 項 た だ し 書 中 「 内 国 法 人 で あ る 」

を 削 る 部 分 に 限 る 。）、 同 条 第 ５ 項 の 改 正 規 定 、 同 法 第 ３ ８ 条 第 ２ 項 第 １ 号 の

改正 規定、同法第６６条の改正規定、同法第１４３条の改正規定、同法第１５

０ 条 第 ２ 項 の 改 正 規 定 （「 で あ る 公 益 法 人 等 又 は 人 格 の な い 社 団 等 」 を 「（ 人

格 の な い 社 団 等 に 限 る 。）」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。）、 同 法 別 表 第 １ の 改 正 規 定

（同表第１号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。）、

同法 別表第２の改正規定（同表第１号の表貸金業協会の項の前に次のように加

える 部分（医療法人（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第４２条の２第１

項（社会医療法人）に規定する社会医療法人に限る。）の項に係る部分に限る。）

及び 同表農業協同組合連合会（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３１条

（公 的医療機関の定義）に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を

設置 するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたも

の に 限 る 。） の 項 中 「（ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 ２ ０ ５ 号 ）」 を 削 る 部 分 を 除 く 。） 及

び法 人税法別表第３の改正規定並びに附則第１０条、第１１条、第１５条及び

第２ １条の規定、附則第９３条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及

び地 方税法の特例等に関する法律第４条第２項、第４項及び第６項の改正規定

並び に附則第９７条、第１０４条、第１０５条、第１０７条、第１０８条及び

第１１１条の規定

（罰則に関する経過措置）

第１１９条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条

に お い て 同 じ 。） の施 行 前 に し た 行 為 及 び こ の 附 則 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ

ることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につ

いては、なお従前の例による。
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（この法律の公布の日が平成２０年４月１日後となる場合における経過措置）

第１１９条の２ この法律の公布の日が平成２０年４月１日後となる場合におけるこの法

律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項（この附則の規定

の 読 替 え を 含 む 。） そ の 他 の こ の 法 律 の 円 滑 な 施 行 に 関 し 必 要 な 経 過 措 置 は 、 政 令

で定める。

（その他の経過措置の政令への委任）

第１２０条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、

政令で定める。

附則 （平成２０年４月３０日法律第２５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２０年１０月１日から施行する。

附則 （平成２０年５月２日法律第３０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１０日を経過した日から施行する。

附則 （平成２０年６月１１日法律第６０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２０年９月１日から施行する。

附則 （平成２０年６月１８日法律第６９号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成２０年６月１８日法律第８０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を経過した日から施行する。

附則 （平成２０年６月１８日法律第８１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行し、平成２１年度において使用される検定教科用図書等及び教科用特定

図書等から適用する。

附則 （平成２０年６月１８日法律第８２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２１年４月１日から施行する。
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（厚生労働省令への委任）

第１０条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、厚生

労働省令で定める。

附則 （平成２１年３月３１日法律第１０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２１年４月１日から施行する。

附則 （平成２１年３月３１日法律第１３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一から四まで 略

五 第５条中租税特別措置法第３３条の４第３項第１号の改正規定、同法第３４条

第２項第３号の改正規定、同法第３４条の２第２項第２５号の改正規定、同法第

３４条の３第２項の改正規定、同法第３７条第１項の表の第１３号の改正規定、

同 法 第 ６ １ 条 の ２ 第 １ 項 の 改 正 規 定 （「 第２ 条 第 ７ 項 」 を 「 第 ２ 条 第 ３ 項 」 に 改

め る 部 分 に 限 る 。）、 同 法 第 ６ ５ 条 の ２ 第 ３ 項 第 １ 号 の 改 正 規 定 、 同 法 第 ６ ５ 条

の３第１項第３号の改正規定、同法第６５条の４第１項第２５号の改正規定、同

法 第 ６ ５ 条 の ５ 第 １ 項 の 改 正 規 定 （「 第６ ６ 条 」 を 「 第 ６ ６ 条 の ２ 」 に 改 め る 部

分 を 除 く 。）、 同 法 第 ６ ５ 条 の ７ 第 １ 項 の 表 の 第 １ ４ 号 の 改 正 規 定 、 同 法 第 ６ ７

条 の ３ 第 １ 項 の 改 正 規 定 、 同 法 第 ６ ８ 条 の ６ ４ 第 １ 項 の 改 正 規 定 （「 第 ２ 条 第 ７

項 」 を 「 第 ２ 条 第 ３ 項 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。）、 同 法 第 ６ ８ 条 の ７ ３ 第 ３ 項 第

１号の改正規定、同法第６８条の７６第１項の改正規定（「第２条第７項」を「第

２ 条 第 ３ 項 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。）、 同 法 第 ６ ８ 条 の ７ ８ 第 １ 項 の 表 の 第 １ ４

号の改正規定、同法第６８条の１０１第１項の改正規定、同法第７０条の４の改

正規定、同法第７０条の５の改正規定、同法第７０条の６の改正規定、同法第７

０条の６の次に２条を加える改正規定、同法第７０条の７第１項の改正規定、同

条 第 ３ 項 の 改 正 規 定 （「 同 条 第 ３ ５ 項 第 １ 号 」 を 「 同 条 第 ３ ９ 項 第 １ 号 」 に 改 め

る 部分 に 限る 。）、 同法第 ７６条 第１ 項の改 正規 定（「１０ ００分 の１０ （平 成２

１ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で に 買 入 れ を し た 当 該 農 用 地 の 所 有 権 の 移 転 の 登 記 に あ っ て

は 、１ ０ ００ 分の ８ ）」を「 １０ ００分 の８」 に改 める部 分を 除く 。）、同条 第２

項 の 改 正 規 定 （「 平 成 ２ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 」 を 「 平 成 ２ ３ 年 ３ 月 ３ １ 日 」 に 改 め る

部 分 を 除 く 。）、 同 項 を 同 条 第 ３ 項 と し 、 同 条 第 １ 項 の 次 に １ 項 を 加 え る 改 正 規

定 、 同 法 第 ７ ７ 条 （ 見 出 し を 含 む 。） の 改 正 規 定 （「 平 成 ２ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 」 を

「 平 成 ２ ３ 年 ３ 月 ３ １ 日 」 に 改 め る 部 分 を 除 く 。）、 同 条 に １ 項 を 加 え る 改 正 規

定、同法第９３条第２項第２号の改正規定及び同法第９８条の表の改正規定（同

表の都道府県の項中「第７０条の４第３０項（第７０条の６第３６項」を「第７

０条の４第３５項（第７０条の６第４０項」に改める部分及び同表の市町村の項
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中「第７０条の４第３０項（第７０条の６第３６項」を「第７０条の４第３５項

（第７０条の６第４０項」に、「第７０条の４第３１項（第７０条の６第３７項」

を 「 第 ７ ０ 条 の ４ 第 ３ ６ 項 （ 第 ７ ０ 条 の ６ 第 ４ １ 項 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。） 並

びに附則第２９条第２項、第３項、第７項及び第８項、第４３条第１項、第２項

及び第６項から第８項まで、第５８条第１項、第２項及び第６項から第８項まで、

第６６条、第６７条第１項、第６９条第１項並びに第９１条（別表第１租税特別

措置法（昭和３２年法律第２６号）の項第１号中「第７０条の４第３０項（第７

０条の６第３６項」を「第７０条の４第３５項（第７０条の６第４０項」に改め

る部分及び同項第２号中「第７０条の４第３０項（第７０条の６第３６項」を「第

７ ０ 条 の ４ 第 ３ ５ 項 （ 第 ７ ０ 条 の ６ 第 ４ ０ 項 」 に 、「 第 ７ ０ 条 の ４ 第 ３ １ 項 （ 第

７０条の６第３７項」を「第７０条の４第３６項（第７０条の６第４１項」に改

め る 部 分 に 限 る 。） の 規 定 農 地 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 ２ １ 年 法 律 第

５７号）の施行の日

（罰則に関する経過措置）

第１０１条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条

に お い て 同 じ 。） の施 行 前 に し た 行 為 及 び こ の 附 則 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ

ることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につ

いては、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第１０２条 この法律の公布の日が附則第１条本文に規定する日後となる場合におけるこ

の法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項（この附則の

規 定 の 読 替 え を 含 む 。） そ の 他 の こ の 法 律 の 円 滑 な 施 行 に 関 し 必 要 な 経 過 措 置 は 、

政令で定める。

第１０３条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、

政令で定める。

附則 （平成２１年５月２９日法律第４１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。

（地方自治法の一部改正等に伴う経過措置）

第４条 前条第１号の規定による改正後の地方自治法第２０４条第２項の規定にかかわら

ず、普通地方公共団体は、この法律の施行の日（以下この項において「施行日」と

い う 。） の 前 日 に 同 号 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 地 方 自 治 法 第 ２ ０ ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に

基づく期末特別手当を支給する旨を定めた条例を施行している場合には、施行日か

ら起算して３月を経過する日までの間に限り、当該条例で定めるところにより、当

該期末特別手当を支給することができる。
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附則 （平成２１年６月３日法律第４７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成２１年６月５日法律第５０号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法（平成２１年法律第４８号）の施行の

日から施行する。

附則 （平成２１年６月２４日法律第５７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一 附則第４３条の規定 公布の日

（政令への委任）

第４３条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令

で定める。

附則 （平成２１年７月１５日法律第７９号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して３年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一から三まで 略

四 附 則 第 １ ３ 条 （ 第 ６ 項 を 除 く 。）、 第 １ ４ 条 、 第 ２ ７ 条 （ 第 ５ 項 を 除 く 。）、 第

３ ５ 条 （ 附 則 第 ２ ７ 条 第 １ 項 に 係 る 部 分 に 限 る 。） 及 び 第 ４ ２ 条 の 規 定 公 布 の

日から起算して２年６月を超えない範囲内において政令で定める日

附則 （平成２１年１２月３日法律第９６号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成２２年３月３１日法律第５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２２年４月１日から施行する。
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附則 （平成２２年３月３１日法律第１８号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、平成２２年４月１日から施行する。

附則 （平成２２年３月３１日法律第１９号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２２年４月１日から施行する。ただし、附則第２０条の規定は、

公布の日から施行する。

（政令への委任）

第２０条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政

令で定める。

附則 （平成２２年５月１９日法律第３４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成２２年５月１９日法律第３５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。

（政令への委任）

第２２条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政

令で定める。

附則 （平成２２年６月４日法律第４４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。

附則 （平成２２年１２月１０日法律第７１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２４年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

三 第２条の規定（障害者自立支援法目次の改正規定、同法第１条の改正規定、同

法第２条第１項第１号の改正規定、同法第３条の改正規定、同法第４条第１項の

改正規定、同法第２章第２節第３款中第３１条の次に１条を加える改正規定、同

法第４２条第１項の改正規定、同法第７７条第１項第１号の改正規定並びに同法
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第 ７ ７ 条 第 ３ 項 及 び 第 ７ ８ 条 第 ２ 項 の 改 正 規 定 を 除 く 。）、 第 ４ 条 の 規 定 （ 児 童

福 祉 法 第 ２ ４ 条 の １ １ 第 １ 項 の 改 正 規 定 を 除 く 。） 及 び 第 ６ 条 の 規 定 並 び に 附 則

第４条から第１０条まで、第１９条から第２１条まで、第３５条（第１号に係る

部 分 に 限 る 。）、 第 ４ ０ 条 、 第 ４ ２ 条 、 第 ４ ３ 条 、 第 ４ ６ 条 、 第 ４ ８ 条 、 第 ５ ０

条、第５３条、第５７条、第６０条、第６２条、第６４条、第６７条、第７０条

及び第７３条の規定 平成２４年４月１日までの間において政令で定める日

附則 （平成２３年３月３１日法律第６号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２３年４月１日から施行する。

附則 （平成２３年３月３１日法律第１４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２３年４月１日（この法律の公布の日が同月１日後となる場合

には、公布の日）から施行する。

附則 （平成２３年４月４日法律第１６号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一 目次の改正規定（「第１２条の４」を「第１２条の７」に、「第３５条」を「第

３５条の２」に改める部分及び「第６２条の５」を「第６２条の６」に改める部

分 に 限 る 。）、 第 ３ 条 の ２ の 改 正 規 定 、 第 ２ 章 に １ 条 を 加 え る 改 正 規 定 、 第 ２ １

条に２項を加える改正規定、第３章に１条を加える改正規定、第５２条の２を第

５２条の３とし、第５２条の次に１条を加える改正規定、第５３条の改正規定、

第 ６ ０ 条 の 次 に ２ 条 を 加 え る 改 正 規 定 （ 第 ６ ０ 条 の ３ に 係 る 部 分 に 限 る 。）、 第

６２条の２の改正規定、第６２条の３の改正規定、第５章中第６２条の５を第６

２条の６とする改正規定、第６２条の４の改正規定及び同条を第６２条の５とし、

第６２条の３の次に１条を加える改正規定並びに附則第９条第４項、第１２条（地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）別表第一家畜伝染病予防法（昭和２６年法

律第１６６号）の項の改正規定に限る。）及び第２０条の規定 公布の日

（政令への委任）

第２０条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令

で定める。

附則 （平成２３年４月２２日法律第２０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２４年４月１日から施行する。
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附則 （平成２３年４月２８日法律第３２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成２３年４月２９日法律第３３号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から施行する。

附則 （平成２３年５月２日法律第３５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、第９６条第２項の改正規定は、公布の日から起算して１

年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（適用区分）

第２条 この法律による改正後の地方自治法（以下「新法」という。）第７４条第６項（新

法第７５条第５項、第７６条第４項、第８０条第４項、第８１条第２項及び第８６

条 第 ４ 項 （ こ れ ら の 規 定 を 新 法 第 ２ ９ １ 条 の ６ 第 １ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。） 並 び に 第 ２ ９ １ 条 の ６ 第 １ 項 及 び 第 ５ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の

規定は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の地方自治法（以下この条

に お い て 「 旧 法 」 と い う 。） 第 ７ ４ 条 第 １ 項 、 第 ７ ５ 条 第 １ 項 、 第 ７ ６ 条 第 １ 項 、

第８０条第１項、第８１条第１項及び第８６条第１項（これらの規定を旧法第２９

１ 条 の ６ 第 １ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 並 び に 第 ２ ９ １ 条 の ６ 第 ２ 項 の 代

表者である者については、適用しない。

（地方開発事業団等に係る経過措置）

第３条 この法律の施行の際現に設けられている全部事務組合、役場事務組合及び地方開

発事業団については、なお従前の例による。

（罰則に関する経過措置）

第４条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。

（政令への委任）

第５条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に

関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

附則 （平成２３年５月２日法律第３７号） 抄
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（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。

一 第７条、第２２条、第２５条、第２７条、第２８条、第３０条、第３１条、第

３ ３ 条 （ 次 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 を 除 く 。）、 第 ３ ７ 条 及 び 第 ３ ８ 条 の 規 定 並 び に

附則第８条、第１０条、第１１条、第１３条、第１９条、第２５条、第３３条及

び第４１条の規定 公布の日から起算して３月を経過した日

附則 （平成２３年５月２日法律第４０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。

（調整規定）

第１３条 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図

るための関係法律の整備に関する法律（平成２３年法律第３７号）の施行の日前で

ある場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて

障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための

関係法律の整備に関する法律附則第１条第３号の改正規定中「第７３条」とあるの

は「第７４条」と、同法附則に３条を加える改正規定中「第７３条」とあるのは「第

７４条」と、「第７４条」とあるのは「第７５条」と、「第７５条」とあるのは「第

７６条」とする。

附則 （平成２３年５月２５日法律第５３号）

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附則 （平成２３年６月８日法律第６４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。

附則 （平成２３年６月２２日法律第７０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２４年４月１日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日

から、附則第１７条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を

図るための関係法律の整備に関する法律（平成２３年法律第１０５号）の公布の日

又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附則 （平成２３年６月２２日法律第７２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２４年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。
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一 第２条（老人福祉法目次の改正規定、同法第４章の２を削る改正規定、同法第

４ 章 の ３ を 第 ４ 章 の ２ と す る 改 正 規 定 及 び 同 法 第 ４ ０ 条 第 １ 号 の 改 正 規 定 （「第

２ ８条 の １２ 第１ 項若 しくは 」を削 る部 分に限 る 。）に限 る 。）、第４条 、第 ６条

及び第７条の規定並びに附則第９条、第１１条、第１５条、第２２条、第４１条、

第４７条（東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律

（平成２３年法律第４０号）附則第１条ただし書の改正規定及び同条各号を削る

改 正 規 定 並 び に 同 法 附 則 第 １ ４ 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。） 及 び 第 ５ ０ 条 か ら 第 ５ ２

条までの規定 公布の日

（検討）

第２条 政府は、この法律の施行後５年を目途として、この法律の規定による改正後の規

定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づ

いて所要の措置を講ずるものとする。

（罰則に関する経過措置）

第５１条 この法律（附則第１条第１号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前に

した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（政令への委任）

第５２条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に

関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

附則 （平成２３年６月２４日法律第７４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して２０日を経過した日から施行する。

附則 （平成２３年６月３０日法律第８２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。

一から十まで 略

十一 第１７条中租税特別措置法第３４条の２第２項の改正規定（同項第１４号の

次 に１ 号 を加 える 部分 に限る 。）、同 法第４ １条 の１９ 第１項 の改 正規定 （「第２

９条の２第１項本文」の下に「又は第２９条の３第１項本文」を加える部分を除

く 。）、 同 法 第 ４ ２ 条 の １ ０ の 次 に ２ 条 を 加 え る 改 正 規 定 （ 第 ４ ２ 条 の １ １ に 係

る 部 分 に 限 る 。）、 同 法 第 ３ 章 第 ３ 節 の ３ の 次 に ２ 節 を 加 え る 改 正 規 定 （ 第 ３ 節

の ５ に 係 る 部 分 を 除 く 。）、 同 法 第 ６ ５ 条 の ４ 第 １ 項 の 改 正 規 定 （ 同 項 第 １ ４ 号

の 次 に １ 号 を 加 え る 部 分 に 限 る 。）、 同 法 第 ６ ８ 条 の １ ４ の 次 に ２ 条 を 加 え る 改

正 規 定 （ 第 ６ ８ 条 の １ ５ に 係 る 部 分 に 限 る 。）、 同 章 第 １ ４ 節 の 次 に ２ 節 を 加 え

る 改 正 規 定 （ 第 １ ４ 節 の ３ に 係 る 部 分 を 除 く 。） 及 び 同 法 第 ９ ８ 条 の 表 の 改 正 規
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定 （ 同 表 の 市 町 村 の 項 に 係 る 部 分 に 限 る 。） 並 び に 附 則 第 ３ ５ 条 第 ２ 項 、 第 ４ ５

条、第５２条、第５４条、第５６条第２項、第６６条、第６９条、第７２条第２

項、第８４条（第１５条第１項の改正規定（「第４２条の１０第５項」の下に「、

第 ４ ２ 条 の １ １ 第 ５ 項 」 を 加 え る 部 分 に 限 る 。） 及 び 第 ２ ３ 条 第 １ 項 の 改 正 規 定

（「 第 ６ ８ 条 の １ ４ 第 ５ 項 」 の 下 に 「 、 第 ６ ８ 条 の １ ５ 第 ５ 項 」 を 加 え る 部 分 に

限 る 。） に 限 る 。） 及 び 第 ８ ８ 条 （ 別 表 第 １ 租 税 特 別 措 置 法 （ 昭 和 ３ ２ 年 法 律 第

２ ６ 号 ） の 項 第 ２ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。） の 規 定 総 合 特 別 区 域 法 （ 平 成 ２ ３ 年

法律第８１号）の施行の日

（罰則に関する経過措置）

第９２条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条に

お い て 同 じ 。） の施 行 前 に し た 行 為 及 び こ の 附 則 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る

こととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につい

ては、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第９３条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政

令で定める。

附則 （平成２３年７月２２日法律第８５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第１条中予防接種法第６条に２項

を加える改正規定、同法第７条の改正規定、同条の次に１条を加える改正規定並び

に同法第８条、第９条、第２２条第２項、第２４条及び第２５条の改正規定、第２

条中新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法第５

条第２項を削る改正規定及び同法附則第２条第２項の改正規定並びに附則第３条及

び第４条の規定は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定

める日から施行する。

（政令への委任）

第７条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で

定める。

附則 （平成２３年８月３０日法律第１０５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。

一 第 １ ０ 条 （ 構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 １ ８ 条 の 改 正 規 定 を 除 く 。）、 第 １ ２ 条 、 第

１４条（地方自治法別表第１公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）の項及び

道 路 法 （ 昭 和 ２ ７ 年 法 律 第 １ ８ ０ 号 ） の 項 の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 １ ６ 条 （ 地
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方 公 共 団 体 の 財 政 の 健 全 化 に 関 す る 法 律 第 ２ 条 及 び 第 １ ３ 条 の 改 正 規 定 を 除

く 。）、 第 ５ ９ 条 、 第 ６ ５ 条 （ 農 地 法 第 ５ ７ 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 ７ ６ 条 、

第７９条（特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に

関 す る 法 律 第 １ ４ 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 ９ ８ 条 （ 公 営 住 宅 法 第 ６ 条 、 第 ７

条及び附則第２項の改正規定を除く。）、第９９条（道路法第１７条、第１８条、

第２４条、第２７条、第４８条の４から第４８条の７まで及び第９７条の改正規

定 に 限 る 。）、 第 １ ０ ２ 条 （ 道 路 整 備 特 別 措 置 法 第 ３ 条 、 第 ４ 条 、 第 ８ 条 、 第 １

０ 条 、 第 １ ２ 条 、 第 １ ４ 条 及 び 第 １ ７ 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 １ ０ ４ 条 、 第

１ １ ０ 条 （ 共 同 溝 の 整 備 等 に 関 す る 特 別 措 置 法 第 ２ ６ 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。）、

第 １ １ ４ 条 、 第 １ ２ １ 条 （ 都 市 再 開 発 法 第 １ ３ ３ 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 １

２ ５ 条 （ 公 有 地 の 拡 大 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 ９ 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 １ ３

１条（大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第１

０ ０ 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 １ ３ ３ 条 、 第 １ ４ １ 条 、 第 １ ４ ７ 条 （ 電 線 共 同

溝 の 整 備 等 に 関 す る 特 別 措 置 法 第 ２ ７ 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 １ ４ ９ 条 （ 密

集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第１３条、第２７７条、第

２９１条、第２９３条から第２９５条まで及び第２９８条の改正規定に限る。）、

第１５３条、第１５５条（都市再生特別措置法第４６条、第４６条の２及び第５

１ 条 第 １ 項 の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 １ ５ ６ 条 （ マ ン シ ョ ン の 建 替 え の 円 滑 化 等

に 関 す る 法 律 第 １ ０ ２ 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 １ ５ ９ 条 、 第 １ ６ ０ 条 （ 地 域

における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第６条

第２項及び第３項の改正規定、同条第５項の改正規定（「第２項第２号イ」を「第

２ 項 第 １ 号 イ 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。） 並び に 同 条 第 ６ 項 及 び 第 ７ 項 の 改 正 規 定

に 限 る 。）、 第 １ ６ ２ 条 （ 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法

律第２５条の改正規定（同条第７項中「ときは」を「場合において、次条第１項

の 協 議 会 が 組 織 さ れ て い な い と き は 」 に 改 め 、「 次 条 第 １ 項 の 協 議 会 が 組 織 さ れ

ている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合に

は 」 を 削 る 部 分 を 除 く 。） 並 び に 同 法 第 ３ ２ 条 、 第 ３ ９ 条 及 び 第 ５ ４ 条 の 改 正 規

定 に 限 る 。）、 第 １ ６ ３ 条 、 第 １ ６ ６ 条 、 第 １ ６ ７ 条 、 第 １ ７ １ 条 （ 廃 棄 物 の 処

理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 第 ５ 条 の ５ 第 ２ 項 第 ５ 号 の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 １ ７

５条及び第１８６条（ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特

別 措 置 法 第 ７ 条 第 ２ 項 第 ３ 号 の 改 正 規 定 に 限 る 。） の 規 定 並 び に 附 則 第 ３ ３ 条 、

第５０条、第７２条第４項、第７３条、第８７条（地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第５８７条の２及び附則第１１条の改正規定に限る。）、第９１条（租

税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条、第３４条の３第２項第５号

及 び 第 ６ ４ 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 ９ ２ 条 （ 高 速 自 動 車 国 道 法 （ 昭 和 ３ ２ 年

法 律 第 ７ ９ 号 ） 第 ２ ５ 条 の 改 正 規 定 を 除 く 。）、 第 ９ ３ 条 、 第 ９ ５ 条 、 第 １ １ １

条、第１１３条、第１１５条及び第１１８条の規定 公布の日から起算して３月

を経過した日

二 第 ２ 条 、 第 １ ０ 条 （ 構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 １ ８ 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 １

４条（地方自治法第２５２条の１９、第２６０条並びに別表第１騒音規制法（昭
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和４３年法律第９８号）の項、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）の項、

都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）の項、環境基本法（平成５年法律第９

１号）の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成９

年法律第４９号）の項並びに別表第２都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）

の項、公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）の項、大都

市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和５０年法

律第６７号）の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平

成９年法律第４９号）の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律（平

成１４年法律第７８号）の項の改正規定に限る。）、第１７条から第１９条まで、

第２２条（児童福祉法第２１条の５の６、第２１条の５の１５、第２１条の５の

２３、第２４条の９、第２４条の１７、第２４条の２８及び第２４条の３６の改

正 規 定 に 限 る 。）、 第 ２ ３ 条 か ら 第 ２ ７ 条 ま で 、 第 ２ ９ 条 か ら 第 ３ ３ 条 ま で 、 第

３ ４ 条 （ 社 会 福 祉 法 第 ６ ２ 条 、 第 ６ ５ 条 及 び 第 ７ １ 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第

３５条、第３７条、第３８条（水道法第４６条、第４８条の２、第５０条及び第

５ ０ 条 の ２ の 改 正 規 定 を 除 く 。）、 第 ３ ９ 条 、 第 ４ ３ 条 （ 職 業 能 力 開 発 促 進 法 第

１ ９ 条 、 第 ２ ３ 条 、 第 ２ ８ 条 及 び 第 ３ ０ 条 の ２ の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 ５ １ 条

（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第６４条の改正規定

に 限 る 。）、 第 ５ ４ 条 （ 障 害 者 自 立 支 援 法 第 ８ ８ 条 及 び 第 ８ ９ 条 の 改 正 規 定 を 除

く 。）、 第 ６ ５ 条 （ 農 地 法 第 ３ 条 第 １ 項 第 ９ 号 、 第 ４ 条 、 第 ５ 条 及 び 第 ５ ７ 条 の

改 正 規 定 を 除 く 。）、 第 ８ ７ 条 か ら 第 ９ ２ 条 ま で 、 第 ９ ９ 条 （ 道 路 法 第 ２ ４ 条 の

３ 及 び 第 ４ ８ 条 の ３ の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 １ ０ １ 条 （ 土 地 区 画 整 理 法 第 ７ ６

条 の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 １ ０ ２ 条 （ 道 路 整 備 特 別 措 置 法 第 １ ８ 条 か ら 第 ２ １

条 ま で 、 第 ２ ７ 条 、 第 ４ ９ 条 及 び 第 ５ ０ 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 １ ０ ３ 条 、

第 １ ０ ５ 条 （ 駐 車 場 法 第 ４ 条 の 改 正 規 定 を 除 く 。）、 第 １ ０ ７ 条 、 第 １ ０ ８ 条 、

第１１５条（首都圏近郊緑地保全法第１５条及び第１７条の改正規定に限る。）、

第 １ １ ６ 条 （ 流 通 業 務 市 街 地 の 整 備 に 関 す る 法 律 第 ３ 条 の ２ の 改 正 規 定 を 除

く 。）、 第 １ １ ８ 条 （ 近 畿 圏 の 保 全 区 域 の 整 備 に 関 す る 法 律 第 １ ６ 条 及 び 第 １ ８

条 の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 １ ２ ０ 条 （ 都 市 計 画 法 第 ６ 条 の ２ 、 第 ７ 条 の ２ 、 第

８条、第１０条の２から第１２条の２まで、第１２条の４、第１２条の５、第１

２条の１０、第１４条、第２０条、第２３条、第３３条及び第５８条の２の改正

規 定 を 除 く 。）、 第 １ ２ １ 条 （ 都 市 再 開 発 法 第 ７ 条 の ４ か ら 第 ７ 条 の ７ ま で 、 第

６０条から第６２条まで、第６６条、第９８条、第９９条の８、第１３９条の３、

第 １ ４ １ 条 の ２ 及 び 第 １ ４ ２ 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 １ ２ ５ 条 （ 公 有 地 の 拡

大 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 ９ 条 の 改 正 規 定 を 除 く 。）、 第 １ ２ ８ 条 （ 都 市 緑 地 法 第

２ ０ 条 及 び 第 ３ ９ 条 の 改 正 規 定 を 除 く 。）、 第 １ ３ １ 条 （ 大 都 市 地 域 に お け る 住

宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第７条、第２６条、第６４条、第

６ ７ 条 、 第 １ ０ ４ 条 及 び 第 １ ０ ９ 条 の ２ の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 １ ４ ２ 条 （ 地

方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第１８条及

び第２１条から第２３条までの改正規定に限る。）、第１４５条、第１４６条（被

災 市 街 地 復 興 特 別 措 置 法 第 ５ 条 及 び 第 ７ 条 第 ３ 項 の 改 正 規 定 を 除 く 。）、 第 １ ４
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９条（密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第２０条、第２１

条、第１９１条、第１９２条、第１９７条、第２３３条、第２４１条、第２８３

条 、 第 ３ １ １ 条 及 び 第 ３ １ ８ 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 １ ５ ５ 条 （ 都 市 再 生 特

別 措 置 法 第 ５ １ 条 第 ４ 項 の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 １ ５ ６ 条 （ マ ン シ ョ ン の 建 替

え の 円 滑 化 等 に 関 す る 法 律 第 １ ０ ２ 条 の 改 正 規 定 を 除 く 。）、 第 １ ５ ７ 条 、 第 １

５ ８ 条 （ 景 観 法 第 ５ ７ 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 １ ６ ０ 条 （ 地 域 に お け る 多 様

な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第６条第５項の改正

規 定 （「 第 ２ 項 第 ２ 号 イ 」 を 「 第 ２ 項 第 １ 号 イ 」 に 改 め る 部 分 を 除 く 。） 並 び に

同 法 第 １ １ 条 及 び 第 １ ３ 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 １ ６ ２ 条 （ 高 齢 者 、 障 害 者

等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１０条、第１２条、第１３条、第３６

条 第 ２ 項 及 び 第 ５ ６ 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 １ ６ ５ 条 （ 地 域 に お け る 歴 史 的

風 致 の 維 持 及 び 向 上 に 関 す る 法 律 第 ２ ４ 条 及 び 第 ２ ９ 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。）、

第１６９条、第１７１条（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２１条の改正規

定 に 限 る 。）、 第 １ ７ ４ 条 、 第 １ ７ ８ 条 、 第 １ ８ ２ 条 （ 環 境 基 本 法 第 １ ６ 条 及 び

第 ４ ０ 条 の ２ の 改 正 規 定 に 限 る 。） 及 び 第 １ ８ ７ 条 （ 鳥 獣 の 保 護 及 び 狩 猟 の 適 正

化 に 関 す る 法 律 第 １ ５ 条 の 改 正 規 定 、 同 法 第 ２ ８ 条 第 ９ 項 の 改 正 規 定 （「 第 ４ 条

第 ３ 項 」 を 「 第 ４ 条 第 ４ 項 」 に 改 め る 部 分 を 除 く 。）、 同 法 第 ２ ９ 条 第 ４ 項 の 改

正 規 定 （「 第 ４ 条 第 ３ 項 」 を 「 第 ４ 条 第 ４ 項 」 に 改 め る 部 分 を 除 く 。） 並 び に 同

法 第 ３ ４ 条 及 び 第 ３ ５ 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。） の 規 定 並 び に 附 則 第 １ ３ 条 、 第 １

５条から第２４条まで、第２５条第１項、第２６条、第２７条第１項から第３項

まで、第３０条から第３２条まで、第３８条、第４４条、第４６条第１項及び第

４項、第４７条から第４９条まで、第５１条から第５３条まで、第５５条、第５

８条、第５９条、第６１条から第６９条まで、第７１条、第７２条第１項から第

３項まで、第７４条から第７６条まで、第７８条、第８０条第１項及び第３項、

第８３条、第８７条（地方税法第５８７条の２及び附則第１１条の改正規定を除

く 。）、 第 ８ ９ 条 、 第 ９ ０ 条 、 第 ９ ２ 条 （ 高 速 自 動 車 国 道 法 第 ２ ５ 条 の 改 正 規 定

に 限 る 。）、 第 １ ０ １ 条 、 第 １ ０ ２ 条 、 第 １ ０ ５ 条 か ら 第 １ ０ ７ 条 ま で 、 第 １ １

２条、第１１７条（地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全の

ための活動の促進等に関する法律（平成２２年法律第７２号）第４条第８項の改

正 規 定 に 限 る 。）、 第 １ １ ９ 条 、 第 １ ２ １ 条 の ２ 並 び に 第 １ ２ ３ 条 第 ２ 項 の 規 定

平成２４年４月１日

三 第１４条（地方自治法別表第１社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）の項及

び薬事法（昭和３５年法律第１４５号）の項の改正規定に限る。）、第２２条（児

童 福 祉 法 第 ２ １ 条 の １ ０ の ２ の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 ３ ４ 条 （ 社 会 福 祉 法 第 ３

０条及び第５６条並びに別表の改正規定に限る。）、第３８条（水道法第４６条、

第 ４ ８ 条 の ２ 、 第 ５ ０ 条 及 び 第 ５ ０ 条 の ２ の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 ４ ０ 条 及 び

第４２条の規定並びに附則第２５条第２項及び第３項、第２７条第４項及び第５

項、第２８条、第２９条並びに第８８条の規定 平成２５年４月１日

四及び五 略

六 第１４条（地方自治法別表第１地方財政法（昭和２３年法律第１０９号）の項
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の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 １ ５ 条 及 び 第 １ ６ 条 （ 地 方 公 共 団 体 の 財 政 の 健 全 化 に

関する法律第２条及び第１３条の改正規定に限る。）の規定並びに附則第１４条、

第８５条、第８６条、第９４条、第９９条（公害の防止に関する事業に係る国の

財政上の特別措置に関する法律（昭和４６年法律第７０号）附則第１条第２項た

だ し 書 の 改 正 規 定 （「 許 可 を 得 た も の 」 の 下 に 「（ 発 行 に つ い て 地 方 財 政 法 第 ５

条の３第６項の規定による届出がされたもののうち同条第１項の規定による協議

を 受 け た な ら ば 同 意 を す る こ と と な る と 認 め ら れ る も の を 含 む 。）」 を 加 え る 部

分 に 限 る 。） に 限 る 。） 及 び 第 １ ２ ３ 条 第 １ 項 の 規 定 公 布 の 日 か ら 起 算 し て １

年を超えない範囲内において政令で定める日

（地方自治法の一部改正に伴う経過措置）

第１３条 第１４条の規定（地方自治法第２６０条の改正規定に限る。以下この条におい

て 同 じ 。） の 施 行 前 に 第 １ ４ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 地 方 自 治 法 第 ２ ６ ０ 条 第 １ 項

の規定による届出が行われた同項の規定による処分については、なお従前の例によ

る。

（罰則に関する経過措置）

第８１条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条に

お い て 同 じ 。） の施 行 前 に し た 行 為 及 び こ の 附 則 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る

こととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につい

ては、なお従前の例による。

（政令への委任）

第８２条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則

に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

附則 （平成２３年８月３０日法律第１０７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２３年１０月１日から施行する。ただし、附則第２４条の規定

は、公布の日から施行する。

（政令への委任）

第２４条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政

令で定める。

附則 （平成２３年８月３０日法律第１１０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。

附則 （平成２３年１２月１４日法律第１２２号） 抄



- 319/346 -

powered by インターネット六法 .com

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して２月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一 附則第６条、第８条、第９条及び第１３条の規定 公布の日

附則 （平成２４年３月３１日法律第１６号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２４年４月１日から施行する。

（罰則の適用に関する経過措置）

第７９条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条に

お い て 同 じ 。） の施 行 前 に し た 行 為 及 び こ の 附 則 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る

こととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につい

ては、なお従前の例による。

（政令への委任）

第８０条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政

令で定める。

附則 （平成２４年３月３１日法律第１８号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２４年４月１日から施行する。

附則 （平成２４年３月３１日法律第２４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２４年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第３８条の規定 公布の日

（罰則に関する経過措置）

第３７条 施行日前にした行為及び附則第５条の規定によりなお従前の例によることとさ

れる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前

の例による。

（政令への委任）

第３８条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政

令で定める。

附則 （平成２４年５月１１日法律第３１号） 抄
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（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成２４年８月２２日法律第６７号） 抄

この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第２５条及び第７３条の規定 公布の日

附則 （平成２４年９月５日法律第７２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第７６条、第８０条、第８１条、

第８６条、第１００条第１４項及び第１５項の改正規定、同項の次に１項を加える

改正規定、第１０９条の改正規定、第１０９条の２を削る改正規定、第１１０条、

第１１１条、第１２７条第１項、第２０７条及び第２５０条の２第１項の改正規定、

第２編第１１章第２節第５款中第２５２条を第２５１条の６とし、同条の次に２条

を加える改正規定、同章第３節第１款中第２５２条の６の次に１条を加える改正規

定、第２５２条の７の次に１条を加える改正規定、第２５２条の８、第２５２条の

１７の４、第２５５条の５及び第２８６条の改正規定、同条の次に１条を加える改

正規定、第２８７条及び第２８７条の３の改正規定、同条を第２８７条の４とし、

第２８７条の２を第２８７条の３とし、第２８７条の次に１条を加える改正規定、

第２８８条から第２９０条まで、第２９１条第１項、第２９１条の２第４項、第２

９１条の４第４項、第２９１条の６、第２９１条の８第２項、第２９１条の１３及

び第２９８条第１項の改正規定並びに別表第１地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律（昭和３１年法律第１６２号）の項の改正規定並びに附則第３条、第６条、

第８条及び第１０条から第１４条までの規定、附則第１５条中市町村の合併の特例

に関する法律（平成１６年法律第５９号）第１４条第４項第２号の改正規定並びに

附則第１６条の規定は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令

で定める日から施行する。

（経過措置）

第 ２ 条 こ の 法 律 に よ る 改 正 前 の 地 方 自 治 法 （以 下 「 旧 法 」 と いう 。） 第 １ ６ 条第 １ 項 の

規 定 に よ り こ の 法 律 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。） 前 に 条 例 の 送 付 を 受 け

た 場 合 に お け る こ の 法 律 に よ る 改 正 後 の 地 方 自 治 法 （ 以 下 「 新 法 」 と い う 。） 第 １

６条第２項の規定の適用については、施行日を同項の条例の送付を受けた日とみな

す。

第 ３ 条 附 則 第 １ 条 た だ し 書 に 規 定 す る 規 定の 施 行 の 日 （ 以下 「 一 部 施 行 日」 と い う 。）

前の直近の公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条の規定による選挙人

名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者の総数が８０万を
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超える普通地方公共団体の選挙管理委員会は、その８０万を超える数に８分の１を

乗じて得た数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た

数とを合算して得た数を、附則第１条ただし書に規定する規定の施行後直ちに告示

しなければならない。

第４条 新法第１７６条第１項から第３項まで及び第１７７条の規定は、施行日以後にさ

れる普通地方公共団体の議会の議決について適用し、施行日前にされた普通地方公

共団体の議会の議決については、なお従前の例による。

第５条 施行日から一部施行日の前日までの間における旧法第２０７条の規定の適用につ

いては、同条中「第１０９条第６項（第１０９条の２第５項及び第１１０条第５項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）」 と あ る の は 「 第 １ ０ ９ 条 第 ６ 項 （ 第 １ ０ ９ 条 の

２ 第 ５ 項 及 び 第 １ １ ０ 条 第 ５ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 及び 第 １ １ ５ 条 の

２ 第 ２ 項 」 と 、「 第１ ０ ９ 条 第 ５ 項 （ 第 １ ０ ９ 条 の ２ 第 ５ 項 及 び 第 １ １ ０ 条 第 ５ 項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）」 と あ る の は 「 第 １ ０ ９ 条 第 ５ 項 （ 第 １ ０ ９ 条 の

２ 第 ５ 項 及 び 第 １ １ ０ 条 第 ５ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 及び 第 １ １ ５ 条 の

２第１項」とする。

第６条 新法第２５１条の７の規定は、一部施行日以後に行われる新法第２４５条の５第

１項若しくは第４項の規定による是正の要求又は新法第２４５条の７第１項若しく

は第４項の規定による指示に係る普通地方公共団体の不作為（新法第２５１条の７

第１項に規定する不作為をいう。次項において同じ。）について適用する。

２ 新法第２５２条の規定は、一部施行日以後に行われる新法第２４５条の５第３項

の規定による是正の要求（新法第２５２条の１７の４第１項の規定による是正の要

求 を 含 む 。） 又 は 新 法 第 ２ ４ ５ 条 の ７ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 指 示 に 係 る 市 町 村 の 不 作

為について適用する。

（政令への委任）

第７条 附則第２条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過

措置は、政令で定める。

附則 （平成２４年９月５日法律第７７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２４年１０月１日から施行する。

附則 （平成２４年１１月２６日法律第１０２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため

の消費税法の一部を改正する等の法律（平成２４年法律第６８号）附則第１条第２

号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該



- 322/346 -

powered by インターネット六法 .com

各号に定める日から施行する。

一 次条並びに附則第３条及び第２３条の規定 公布の日

（政令への委任）

第２３条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政

令で定める。

附則 （平成２５年３月３０日法律第３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

三 第 ２ 条 （ 次 号 及 び 第 ５ 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 を 除 く 。） 並 び に 附 則 第 ５ 条 第 １ 項

から第４項まで、第１７条、第１８条、第２０条及び第２２条の規定 平成２８

年１月１日

附則 （平成２５年３月３０日法律第８号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２５年４月１日から施行する。

附則 （平成２５年４月１０日法律第９号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から施行する。

附則 （平成２５年５月３１日法律第２１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１月を経過した日から施行する。

（罰則に関する経過措置）

第７条 この法律の施行前にした行為及び附則第２条の規定によりなお従前の例によるこ

ととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用について

は、なお従前の例による。

附則 （平成２５年５月３１日法律第２８号） 抄

この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

一 第３３条から第４２条まで、第４４条（内閣府設置法第４条第３項第４１号の次に

１号を加える改正規定に限る。）及び第５０条の規定 公布の日

附則 （平成２５年６月１２日法律第３５号） 抄
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（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１月を超えない範囲内において政令で定める

日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 ２ 条 （ 河 川 法 目 次 の 改 正 規 定 （「第 １ ５ 条 」 を 「 第 １

５ 条 の ２ 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。）、 同 法 第 １ ５ 条 の 改 正 規 定 、 同 法 第 ２ 章 第 １ 節

中同条の次に１条を加える改正規定、同法第２３条の改正規定、同条の次に３条を

加 え る 改 正 規 定 、 同 法 第 ３ ２ 条 の 改 正 規 定 、 同 法 第 ３ ３ 条 （ 見 出 し を 含 む 。） の 改

正規定、同法第３４条から第３６条まで及び第３８条の改正規定、同法第４１条（見

出しを含む。）の改正規定、同法第７５条の改正規定（同条第２項第３号中「洪水」

の 下 に 「 、 津 波 」 を 加 え る 部 分 を 除 く 。）、 同 法 第 ７ ６ 条 か ら 第 ７ ９ 条 ま で 及 び 第

８ ７ 条 の 改 正 規 定 、 同 法 第 ８ ８ 条 （ 見 出 し を 含 む 。） の 改 正 規 定 、 同 法 第 ９ ０ 条 及

び第９５条の改正規定、同法第１００条の３第１項第１号の改正規定（「第１５条」

の下に「、第１５条の２第１項」を加える部分及び「第２５条まで」を「第２３条

の ３ ま で 、 第 ２ ４ 条 、 第 ２ ５ 条 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。） 並 び に 同 法 第 １ ０ ２ 条 及

び 第 １ ０ ５ 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。） 並 び に 附 則 第 ３ 条 、 第 ７ 条 （ 地 方 自 治 法 （ 昭 和

２２年法律第６７号）別表第１河川法（昭和３９年法律第１６７号）の項第１号イ

の改正規定中「第１５条」の下に「、第１５条の２第１項」を加える部分及び「第

２５条まで」を「第２３条の３まで、第２４条、第２５条」に改める部分に限る。）、

第８条、第９条及び第１１条から第１４条までの規定は、公布の日から起算して６

月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 （平成２５年６月１４日法律第４４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。

（罰則に関する経過措置）

第１０条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にし

た行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（政令への委任）

第１１条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則

に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

附則 （平成２５年６月１９日法律第４７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２６年４月１日から施行する。

附則 （平成２５年６月２１日法律第５３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。
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一及び二 略

三 附則第９条の規定 この法律の公布の日又は水防法及び河川法の一部を改正す

る法律（平成２５年法律第３５号）の公布の日のいずれか遅い日

附則 （平成２５年６月２１日法律第５４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。

一 第 ２ 条 （ 災 害 対 策 基 本 法 目 次 の 改 正 規 定 （「 第 ３ 款 被 災 者 の 運 送 （ 第 ８ ６ 条

の １ ４ ）」 を 「 ／ 第 ３ 款 被 災 者 の 運 送 （ 第 ８ ６ 条 の １ ４ ） ／ 第 ４ 款 安 否 情 報

の提供等（第８６条の１５）／」に、「第８６条の１５ − 第８６条の１７」を「第

８ ６ 条 の １ ６ − 第 ８ ６ 条 の １ ８ 」 に 改 め 、「 第 ９ ０ 条 の ２ 」 の 下 に 「 − 第 ９ ０ 条

の ４ 」 を 加 え る 部 分 に 限 る 。）、 同 法 第 ７ １ 条 第 １ 項 の 改 正 規 定 、 同 法 第 ５ 章 第

６節中第８６条の１７を第８６条の１８とし、第８６条の１６を第８６条の１７

とし、第８６条の１５を第８６条の１６とする改正規定、同法第５章第５節に１

款を加える改正規定及び同法第７章中第９０条の２の次に２条を加える改正規定

に 限 る 。）、 第 ３ 条 、 第 ５ 条 及 び 第 ６ 条 の 規 定 並 び に 附 則 第 ４ 条 、 第 ６ 条 、 第 ９

条、第１０条、第１１条（大規模地震対策特別措置法（昭和５３年法律第７３号）

第２７条第３項の改正規定に限る。）、第１３条（原子力災害対策特別措置法（平

成１１年法律第１５６号）第２８条第１項の表第８６条第１項及び第２項の項の

次に次のように加える改正規定、同表第９０条の２第１項及び第２項の項の改正

規定、同法第２８条第２項の表第８６条の１５第１項及び第２項の項の改正規定、

同表第８６条の１６の項の改正規定及び同表第８６条の１７第１項及び第２項の

項 の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 １ ５ 条 （ 武 力 攻 撃 事 態 等 に お け る 国 民 の 保 護 の た め

の措置に関する法律（平成１６年法律第１１２号）第８６条の改正規定に限る。）

及び第１６条の規定 公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令

で定める日

（政令への委任）

第２２条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令

で定める。

附則 （平成２５年６月２１日法律第５５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第３章、第５３条から第５６条ま

で及び第５章並びに附則第５条から第１１条までの規定は、公布の日から起算して

２月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 （平成２５年６月２１日法律第５６号） 抄

（施行期日）
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第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成２５年６月２１日法律第６０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成２５年６月２８日法律第６９号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成２５年６月２８日法律第７０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次条及び附則第１８条の規定については、公布の日から

施行する。

（罰則の適用に関する経過措置）

第１７条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に

よる。

（政令への委任）

第１８条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政

令で定める。

附則 （平成２５年１１月２２日法律第８１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成２５年１１月２７日法律第８４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、附則第６４条、第６６条及び第１０２条の規定は、公布

の日から施行する。

（処分等の効力）

第１００条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以
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下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） の 規 定 に よ っ て し た 処 分 、 手 続 そ の 他 の 行 為 で あ っ て 、

改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定め

があるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみな

す。

（罰則に関する経過措置）

第１０１条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例による

こととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につい

ては、なお従前の例による。

（政令への委任）

第１０２条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰

則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

附則 （平成２５年１２月４日法律第９０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２６年４月１日から施行する。

附則 （平成２５年１２月１３日法律第１０１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一 附則第８条の規定 公布の日

（政令への委任）

第８条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 （平成２５年１２月１３日法律第１０２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して９月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成２５年１２月１３日法律第１０３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一 略

二 附則第１７条の規定 薬事法等の一部を改正する法律（平成２５年法律第８４
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号）の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附則 （平成２５年１２月１３日法律第１０４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２６年７月１日から施行する。

附則 （平成２５年１２月１３日法律第１０５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、附則第３条及び第１１

条の規定は、公布の日から施行する。

（政令への委任）

第１１条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政

令で定める。

附則 （平成２５年１２月１３日法律第１０６号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２６年１０月１日から施行する。

附則 （平成２５年１２月１３日法律第１１１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して３年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、附則第３条及び第８条の規定は、公布の日から施行する。

（政令への委任）

第８条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で

定める。

附則 （平成２６年３月３１日法律第５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２６年４月１日から施行する。

附則 （平成２６年３月３１日法律第１０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２６年４月１日から施行する。

（罰則の適用に関する経過措置）

第１６４条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条

に お い て 同 じ 。） の施 行 前 に し た 行 為 及 び こ の 附 則 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ

ることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につ
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いては、なお従前の例による。

（政令への委任）

第１６５条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、

政令で定める。

附則 （平成２６年４月２日法律第１５号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から施行する。

附則 （平成２６年４月１８日法律第２２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において、政令で定め

る日から施行する。

附則 （平成２６年４月２３日法律第２８号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 第１条中次世代育成支援対策推進法附則第２条第１項の改正規定並びに附則第

４条第１項及び第２項、第１４条並びに第１９条の規定 公布の日

二 第２条並びに附則第３条、第７条から第１０条まで、第１２条及び第１５条か

ら第１８条までの規定 平成２６年１０月１日

（政令への委任）

第１９条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政

令で定める。

附則 （平成２６年５月１４日法律第３４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成２６年５月３０日法律第４２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一 目 次 の 改 正 規 定 （ 次 号 に 掲 げ る 部 分 を 除 く 。）、 第 ２ ５ １ 条 及 び 第 ２ 編 第 １ １

章第２節第４款の款名の改正規定、第２５１条の３の次に１条を加える改正規定、
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第２５１条の４の改正規定、第２編第１１章第３節第４款を同節第６款とする改

正規定、第２５２条の１４及び第２５２条の１６の改正規定、第２編第１１章第

３節第３款を同節第４款とし、同款の次に１款を加える改正規定、第２５２条の

７第３項及び第２５２条の７の２の改正規定、第２編第１１章第３節第２款を同

節第３款とする改正規定、第２５２条の２を第２５２条の２の２とする改正規定、

第２５２条の６及び第２５２条の６の２の改正規定並びに第２編第１１章第３節

第１款を同節第２款とし、同款の前に１款を加える改正規定並びに附則第４条、

第９条、第１４条、第２２条、第５６条及び第７０条（市町村の合併の特例に関

する法律（平成１６年法律第５９号）第３条第１項、第４条第２項及び第５条第

６ 項 の 改 正 規 定 に 限 る 。） の 規 定 公 布 の 日 か ら 起 算 し て ６ 月 を 超 え な い 範 囲 内

において政令で定める日

二 目 次 の 改 正 規 定 （「 ／ 第 ２ 節 中 核 市 に 関 す る 特 例 ／ 第 ３ 節 特 例 市 に 関 す る

特 例 ／ 」 を 「 第 ２ 節 中 核 市 に 関 す る 特 例 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。）、 第 ２ ５ ２

条の２２第１項の改正規定、第２編第１２章第３節を削る改正規定、第２６０条

の３８を第２６０条の４０とする改正規定及び第２６０条の３７の次に２条を加

える改正規定並びに次条、附則第３条、第３３条、第３４条、第４０条、第４１

条、第４５条から第４８条まで、第５１条、第５２条、第５４条、第５５条、第

５８条、第５９条、第６３条、第６４条、第６８条、第６９条及び第７１条から

第７５条までの規定 平成２７年４月１日

三 附則第７８条の規定 この法律の公布の日又は行政不服審査法の施行に伴う関

係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第６９号）の公布の日のいずれか

遅い日

（施行時特例市の事務に関する法令の立案に当たっての配慮）

第２条 政府は、前条第２号に掲げる規定の施行の際現にこの法律による改正前の地方自

治法第２５２条の２６の３第１項の特例市である市（地方自治法第２５２条の１９

第 １ 項 の 指 定 都 市 又 は 同 法 第 ２ ５ ２ 条 の ２ ２ 第 １ 項 の 中 核 市 に 指 定 さ れ た 市 を 除

く 。 以 下 「 施 行 時 特 例 市 」 と い う 。） が 処 理 す る 事 務 に 関 す る 法 令 の 立 案 に 当 た っ

ては、同号に掲げる規定の施行の際施行時特例市が処理することとされている事務

を都道府県が処理することとすることがないよう配慮しなければならない。

（中核市の指定の特例）

第３条 施行時特例市については、附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日から起算し

て５年を経過する日までの間は、この法律による改正後の地方自治法第２５２条の

２２第１項の規定にかかわらず、人口２０万未満であっても、同項の中核市として

指定することができる。

（政令への委任）

第４条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に

関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
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附則 （平成２６年５月３０日法律第５０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２７年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第３条、第７条（子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関

係法律の整備等に関する法律（平成２４年法律第６７号）第６５条の改正規定に

限る。）、第８条、第１２条及び第１３条の規定 公布の日

二 第４０条及び附則第４条の規定 平成３０年４月１日

（政令への委任）

第１３条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令

で定める。

附則 （平成２６年６月４日法律第５１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２７年４月１日から施行する。

附則 （平成２６年６月１１日法律第６１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して２月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、第１４条の次に４条を加える改正規定、第２０条（同条

の 前 の 見 出 し を 含 む 。） 及 び 第 ２ １ 条 の 改 正 規 定 、 同 条 の 次 に ２ 条 を 加 え る 改 正 規

定並びに第４０条の４の改正規定（同条第１項第１号中「第１３条」の下に「、第

１ ４ 条 の ５ 第 １ 項 」 を 、「 同 条 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 第 １ ２ 条 の ２ 第 ２ 項 及 び 第

３項」の下に「、第２１条の３第１項から第３項まで、同条第４項において準用す

る 第 １ ２ 条 の ２ 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 」 を 、「（ 第 ５ 条 第 １ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 」 の 下 に

「、第１４条の５第１項」を加える部分及び同項第２号中「第１３条」の下に「、

第 １ ４ 条 の ５ 第 １ 項 」 を 、「 同 条 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 第 １ ２ 条 の ２ 第 ２ 項 及 び

第３項」の下に「、第２１条の３第１項から第３項まで、同条第４項において準用

す る 第 １ ２ 条 の ２ 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 」 を 、「（ 第 ５ 条 第 ２ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 」 の 下

に 「 、 第 １ ４ 条 の ５ 第 １ 項 」 を 加 え る 部 分 に 限 る 。） 並 び に 附 則 第 ４ 条 （ 地 方 自 治

法（昭和２２年法律第６７号）別表第１海岸法（昭和３１年法律第１０１号）の項

第 １ 号 イ の 改 正 規 定 中 「 第 １ ３ 条 」 の 下 に 「 、 第 １ ４ 条 の ５ 第 １ 項 」 を 、「 同 条 第

４項において準用する第１２条の２第２項及び第３項」の下に「、第２１条の３第

１項から第３項まで、同条第４項において準用する第１２条の２第２項及び第３項」

を 、「（ 第 ５ 条 第 １ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 」 の 下 に 「 、 第 １ ４ 条 の ５ 第 １ 項 」 を 加 え る

部分及び同号ロの改正規定中「第１３条」の下に「、第１４条の５第１項」を、「同

条第４項において準用する第１２条の２第２項及び第３項」の下に「、第２１条の
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３第１項から第３項まで、同条第４項において準用する第１２条の２第２項及び第

３ 項 」 を 、「（ 第 ５ 条 第 ２ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 」 の 下 に 「 、 第 １ ４ 条 の ５ 第 １ 項 」 を

加 え る 部 分 に 限 る 。） の 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 起 算 し て ６ 月 を 超 え な い 範 囲 内 に お

いて政令で定める日から施行する。

附則 （平成２６年６月１３日法律第６７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成２６年法律第６６

号 。 以 下 「 通 則 法 改 正 法 」 と い う 。） の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号

に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第１４条第２項、第１８条及び第３０条の規定 公布の日

（処分等の効力）

第２８条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命

令 を 含 む 。） の 規 定 に よ っ て し た 又 は す べ き 処 分 、 手 続 そ の 他 の 行 為 で あ っ て こ の

法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条におい

て 「 新 法 令 」 と い う 。） に 相 当 の 規 定 が あ る も の は 、 法 律 （ こ れ に 基 づ く 政 令 を 含

む 。） に 別 段 の 定 め の あ る も の を 除 き 、 新 法 令 の 相 当 の 規 定 に よ っ て し た 又 は す べ

き処分、手続その他の行為とみなす。

（罰則に関する経過措置）

第２９条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有する

こととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につい

ては、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令等への委任）

第３０条 附則第３条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経

過 措 置 （ 罰 則 に 関 す る 経 過 措 置 を 含 む 。） は、 政 令 （ 人 事 院 の 所 掌 す る 事 項 に つ い

ては、人事院規則）で定める。

附則 （平成２６年６月１３日法律第６９号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の施行の日から施行す

る。

（経過措置の原則）

第５条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の

施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係

る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、

なお従前の例による。
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（訴訟に関する経過措置）

第６条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決

定 そ の 他 の 行 為 を 経 た 後 で な け れ ば 訴 え を 提 起 で き な い こ と と さ れ る 事 項 で あ っ

て、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経

過したもの（当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他

の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申

立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含

む。）の訴えの提起については、なお従前の例による。

２ この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によ

る こ と と さ れ る 場 合 を 含 む 。） に よ り 異 議 申 立 て が 提 起 さ れ た 処 分 そ の 他 の 行 為 で

あって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を

経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消

しの訴えの提起については、なお従前の例による。

３ 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、

この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

（地方自治法の一部改正に伴う経過措置）

第７条 第３４条の規定による改正後の地方自治法の規定中異議の申出、審査の申立て又

は審決の申請に関する部分は、この法律の施行後にされた地方公共団体の機関の処

分その他の行為に係る異議の申出、審査の申立て又は審決の申請について適用し、

この法律の施行前にされた地方公共団体の機関の処分その他の行為に係る異議の申

出、審査の申立て又は審決の申請については、なお従前の例による。

（罰則に関する経過措置）

第９条 この法律の施行前にした行為並びに附則第５条及び前２条の規定によりなお従前

の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の

適用については、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第１０条 附則第５条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経

過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

附則 （平成２６年６月１３日法律第７１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一 略

二 第１条中不当景品類及び不当表示防止法第１０条の改正規定及び同法本則に１
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条 を 加 え る 改 正 規 定 、 第 ２ 条 の 規 定 （ 次 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 を 除 く 。） 並 び に 附

則第３条及び第７条から第１１条までの規定 公布の日から起算して２年を超え

ない範囲内において政令で定める日

附則 （平成２６年６月２０日法律第７６号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第３条及び第２２条の規定 公布の日

二 略

三 附則第２１条の規定 この法律の公布の日又は地方自治法の一部を改正する法

律（平成２６年法律第４２号）の公布の日のいずれか遅い日

（地方自治法の一部改正に伴う経過措置）

第７条 附則第２条第１項の場合においては、前条の規定による改正後の地方自治法第１

３条第３項、第１２１条第１項、第１８０条の２、第１８０条の５第６項及び第７

項、第２０４条第１項、第２５２条の９第２項及び第４項、第２５２条の１０並び

に第２５２条の１１第１項の規定は適用せず、前条の規定による改正前の地方自治

法第１３条第３項、第１２１条第１項、第１８０条の２、第１８０条の５第６項及

び第７項、第２０４条第１項、第２５２条の９第２項及び第４項、第２５２条の１

０並びに第２５２条の１１第１項の規定は、なおその効力を有する。

（政令への委任）

第２２条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政

令で定める。

附則 （平成２６年６月２５日法律第８０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成２６年６月２５日法律第８３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日又は平成２６年４月１日のいずれか遅い日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第１２条中診療放射線技師法第２６条第２項の改正規定及び第２４条の規定並

びに次条並びに附則第７条、第１３条ただし書、第１８条、第２０条第１項ただ

し書、第２２条、第２５条、第２９条、第３１条、第６１条、第６２条、第６４

条、第６７条、第７１条及び第７２条の規定 公布の日

二 略
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三 第 ２ 条 の 規 定 、 第 ４ 条 の 規 定 （ 第 ５ 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 を 除 く 。）、 第 ５ 条 の

うち、介護保険法の目次の改正規定、同法第７条第５項、第８条、第８条の２、

第１３条、第２４条の２第５項、第３２条第４項、第４２条の２、第４２条の３

第２項、第５３条、第５４条第３項、第５４条の２、第５４条の３第２項、第５

８条第１項、第６８条第５項、第６９条の３４、第６９条の３８第２項、第６９

条の３９第２項、第７８条の２、第７８条の１４第１項、第１１５条の１２、第

１１５条の２２第１項及び第１１５条の４５の改正規定、同法第１１５条の４５

の次に１０条を加える改正規定、同法第１１５条の４６及び第１１５条の４７の

改正規定、同法第６章中同法第１１５条の４８を同法第１１５条の４９とし、同

法第１１５条の４７の次に１条を加える改正規定、同法第１１７条、第１１８条、

第１２２条の２、第１２３条第３項及び第１２４条第３項の改正規定、同法第１

２４条の次に２条を加える改正規定、同法第１２６条第１項、第１２７条、第１

２８条、第１４１条の見出し及び同条第１項、第１４８条第２項、第１５２条及

び第１５３条並びに第１７６条の改正規定、同法第１１章の章名の改正規定、同

法第１７９条から第１８２条までの改正規定、同法第２００条の次に１条を加え

る改正規定、同法第２０２条第１項、第２０３条及び第２０５条並びに附則第９

条第１項ただし書の改正規定並びに同法附則に１条を加える改正規定、第７条の

規 定 （ 次 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 を 除 く 。）、 第 ９ 条 及 び 第 １ ０ 条 の 規 定 、 第 １ ２ 条

の 規 定 （ 第 １ 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 を 除 く 。）、 第 １ ３ 条 及 び 第 １ ４ 条 の 規 定 、 第

１ ５ 条 の 規 定 （ 第 ６ 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 を 除 く 。）、 第 １ ６ 条 の 規 定 （ 第 ６ 号 に

掲 げ る 改 正 規 定 を 除 く 。）、 第 １ ７ 条 の 規 定 、 第 １ ８ 条 の 規 定 （ 第 ６ 号 に 掲 げ る

改 正 規 定 を 除 く 。）、 第 １ ９ 条 の 規 定 並 び に 第 ２ １ 条 中 看 護 師 等 の 人 材 確 保 の 促

進に関する法律第２条第２項の改正規定並びに附則第５条、第８条第２項及び第

４ 項 、 第 ９ 条 か ら 第 １ ２ 条 ま で 、 第 １ ３ 条 （ た だ し 書 を 除 く 。）、 第 １ ４ 条 か ら

第１７条まで、第２８条、第３０条、第３２条第１項、第３３条から第３９条ま

で、第４４条、第４６条並びに第４８条の規定、附則第５０条の規定（第６号に

掲 げ る 改 正 規 定 を 除 く 。）、 附 則 第 ５ １ 条 の 規 定 、 附 則 第 ５ ２ 条 の 規 定 （ 第 ６ 号

に 掲 げ る 改 正 規 定 を 除 く 。）、 附 則 第 ５ ４ 条 、 第 ５ ７ 条 及 び 第 ５ ８ 条 の 規 定 、 附

則第５９条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平

成 １ ７ 年 法 律 第 １ ２ ４ 号 ） 第 ２ 条 第 ５ 項 第 ２ 号 の 改 正 規 定 （「 同条 第 １ ４ 項 」 を

「同条第１２項」に、「同条第１８項」を「同条第１６項」に改める部分に限る。）

並びに附則第６５条、第６６条及び第７０条の規定 平成２７年４月１日

（罰則の適用に関する経過措置）

第７１条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条に

お い て 同 じ 。） の施 行 前 に し た 行 為 並 び に こ の 附 則 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ

ることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によ

りなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対す

る罰則の適用については、なお従前の例による。
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（政令への委任）

第７２条 附則第３条から第４１条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に

伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則 （平成２６年１１月２１日法律第１１５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２８年４月１日から施行する。

附則 （平成２６年１１月２７日法律第１２２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して２０日を経過した日から施行する。

附則 （平成２７年５月２０日法律第２２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して２月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成２７年５月２９日法律第３１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 第１条の規定、第５条中健康保険法第９０条第２項及び第９５条第６号の改正

規定、同法第１５３条第１項の改正規定、同法附則第４条の４の改正規定、同法

附則第５条の改正規定、同法附則第５条の２の改正規定、同法附則第５条の３の

改正規定並びに同条の次に４条を加える改正規定、第７条中船員保険法第７０条

第４項の改正規定及び同法第８５条第２項第３号の改正規定、第８条の規定並び

に第１２条中社会保険診療報酬支払基金法第１５条第２項の改正規定並びに次条

第１項並びに附則第６条から第９条まで、第１５条、第１８条、第２６条、第５

９条、第６２条及び第６７条から第６９条までの規定 公布の日

（罰則に関する経過措置）

第６８条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条

に お い て 同 じ 。） の施 行 前 に し た 行 為 及 び こ の 附 則 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ

ることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につ

いては、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第６９条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則

に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
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附則 （平成２７年６月１９日法律第４３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を経過した日から施行する。ただし、附

則第３条及び第１１条の規定は、公布の日から施行する。

（罰則に関する経過措置）

第４条 この法律の施行前にした行為、附則第２条の規定によりなお従前の例によること

とされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに同条の規定により新公職

選挙法の規定及び新漁業法の規定が適用される選挙並びに住民投票に関し施行日か

ら公示日の前日までの間に年齢満１８年以上満２０年未満の者がした選挙運動及び

投票運動に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（選挙犯罪等についての少年法の特例）

第５条 家庭裁判所は、当分の間、少年法（昭和２３年法律第１６８号）第２０条第１項

の規定にかかわらず、年齢満１８年以上満２０年未満の者が犯した公職選挙法第２

４７条の罪若しくは同法第２５１条の２第１項各号（漁業法第９４条において準用

す る 場 合 を 含 む 。） に 掲 げ る 者 と 認 め る 者 で あ っ て 年 齢 満 １ ８ 年 以 上 満 ２ ０ 年 未 満

の も の が 犯 し た 同 項 （ 漁 業 法 第 ９ ４ 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）

に規定する罪、公職選挙法第２５１条の３第１項の組織的選挙運動管理者等と認め

る者であって年齢満１８年以上満２０年未満のものが犯した同項に規定する罪若し

くは同法第２５１条の４第１項各号に掲げる者と認める者であって年齢満１８年以

上満２０年未満のものが犯した同項に規定する罪又は海区漁業調整委員会の委員の

選挙の当選人であって年齢満１８年以上満２０年未満のものが犯した漁業法第９４

条において読み替えて準用する公職選挙法第２５１条に規定する罪の事件（次項及

び 第 ３ 項 に お い て 「 連 座 制 に 係 る 事 件 」 と い う 。） に つ い て 、 そ の 罪 質 が 選 挙 の 公

正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合には、少年法第２０条第１項の決定を

しなければならない。この場合においては、同条第２項ただし書の規定を準用する。

２ 連座制に係る事件に関する少年法第２３条第１項の規定の適用については、同項

中 「 第 ２ ０ 条 」 と あ る の は 、「 公 職 選 挙 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 ２ ７ 年 法

律第４３号）附則第５条第１項」とする。

３ 家庭裁判所は、当分の間、年齢満１８年以上満２０年未満の者が犯した公職選挙

法 （ 他 の 法 律 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 及 び 政 治 資 金 規 正 法 （ 昭 和 ２ ３ 年 法

律第１９４号）に規定する罪の事件（第１項前段に規定する場合に係る連座制に係

る 事 件 を 除 く 。） につ い て 、 少 年 法 第 ２ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 検 察 官 に 送 致 す る

かどうかを決定するに当たっては、選挙の公正の確保等を考慮して行わなければな

らない。

４ 年齢満１８年以上満２０年未満の者であるときに犯した罪に係る公職選挙法、漁

業法及び政治資金規正法の規定の適用については、当分の間、少年法第６０条の規

定は、適用しない。
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（少年法の特例に関する経過措置）

第６条 この法律の施行前にした行為、附則第２条の規定によりなお従前の例によること

とされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに同条の規定により新公職

選挙法の規定及び新漁業法の規定が適用される選挙並びに住民投票に関し施行日か

ら公示日の前日までの間に年齢満１８年以上満２０年未満の者がした選挙運動及び

投票運動に係る行為に係る少年法の適用については、なお従前の例による。

（検察審査会法の適用の特例）

第７条 年齢満１８年以上満２０年未満の者については、当分の間、検察審査会法（昭和

２３年法律第１４７号）第６条各号に掲げる者とみなして、同法の規定を適用する。

２ 検察審査会事務局長は、当分の間、検察審査会法第１２条の２第１項の規定によ

り検察審査員候補者名簿を調製したときは、直ちに、同法第９条第１項の通知をし

た年の次年の１月１日の時点における年齢満２０年未満の者を、検察審査員候補者

名簿から消除しなければならない。

（民生委員法の適用の特例）

第８条 民生委員法（昭和２３年法律第１９８号）第６条第１項の規定の適用については、

当分の間、同項中「有する者」とあるのは、「有する者であって成年に達したもの」

とする。

（人権擁護委員法の適用の特例）

第９条 人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定の適用につい

て は 、 当 分 の 間 、 同 項 中 「 住 民 」 と あ る の は 、「 住 民 で あ っ て 成 年 に 達 し た も の 」

とする。

（裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の適用の特例）

第１０条 年齢満１８年以上満２０年未満の者については、当分の間、裁判員の参加する

刑事裁判に関する法律（平成１６年法律第６３号）第１５条第１項各号に掲げる者

とみなして、同法の規定を適用する。

２ 地方裁判所は、当分の間、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第２３条第１

項 （ 同 法 第 ２ ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に

より裁判員候補者名簿を調製したときは、直ちに、同法第２０条第１項の通知をし

た年の次年の１月１日の時点における年齢満２０年未満の者を、裁判員候補者名簿

から消除しなければならない。

（法制上の措置）

第１１条 国は、国民投票（日本国憲法の改正手続に関する法律（平成１９年法律第５１

号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 国 民 投 票 を い う 。） の投 票 権 を 有 す る 者 の 年 齢 及 び 選 挙 権 を

有する者の年齢が満１８年以上とされたことを踏まえ、選挙の公正その他の観点に

おける年齢満１８年以上満２０年未満の者と年齢満２０年以上の者との均衡等を勘
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案 し つ つ 、 民 法 （ 明 治 ２ ９ 年 法 律 第 ８ ９ 号 ）、 少 年 法 そ の 他 の 法 令 の 規 定 に つ い て

検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附則 （平成２７年６月２４日法律第４４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第１条中道路運送車両法第７条第３項、第１１条、第９４条の５第７項及び第

１０５条の２の改正規定、同法第１０８条第１号の改正規定（「第１１条第４項」

を 「 第 １ １ 条 第 ５ 項 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。） 並 び に 同 法 第 １ ０ ９ 条 第 １ 号 の 改

正規定並びに附則第２１条の規定 平成２８年３月３１日までの間において政令

で定める日

附則 （平成２７年６月２６日法律第５０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで 略

四 第１３条、第１５条及び第１６条の規定並びに附則第５条及び第９条（地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）別表第１租税特別措置法（昭和３２年法律第２

６ 号 ） の 項 第 １ 号 の 改 正 規 定 に 限 る 。） の規 定 公 布 の 日 か ら 起 算 し て ２ 年 を 超

えない範囲内において政令で定める日

附則 （平成２７年９月４日法律第６３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第２８条、第２９条第１項及び第３項、第３０条から第４０条まで、第４

７ 条 （ 都 道 府 県 農 業 会 議 及 び 全 国 農 業 会 議 所 の 役 員 に 係 る 部 分 に 限 る 。）、 第 ５

０条、第１０９条並びに第１１５条の規定 公布の日（以下「公布日」という。）

（罰則に関する経過措置）

第１１４条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によ

ることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる

場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従

前の例による。

（政令への委任）

第１１５条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則
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に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

附則 （平成２８年２月３日法律第８号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公職選挙法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第４３号）の

施行の日から施行する。

附則 （平成２８年３月３１日法律第１４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２８年４月１日から施行する。

附則 （平成２８年３月３１日法律第１９号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２８年４月１日から施行する。

附則 （平成２８年３月３１日法律第２１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第１条、第３条及び第４条の規定並びに次条から附則第４条までの規定並びに

附則第６条、第２６条から第３０条まで、第３３条、第３６条及び第３８条の規

定 平成２８年４月１日

附則 （平成２８年４月１１日法律第２４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第３条の規定並びに次

条第３項から第５項まで並びに附則第４条から第７条まで及び第９条の規定は、公

職選挙法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第４３号）の施行の日から施行

する。

（適用区分等）

第 ２ 条 第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 国 会 議 員 の 選 挙 等 の 執 行 経 費 の 基 準 に 関 す る 法 律

（ 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 新 基 準 法 」 と い う 。） の 規 定 （ 新 基 準 法 第 １ ３ 条

の ３ の 規 定 を 除 く 。） 及 び 次 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律

第６７号）別表第１国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律（昭和２５年

法律第１７９号）の項の規定は、この法律の施行の日（以下この項及び次項におい

て 「 施 行 日 」 と い う 。） 以 後 そ の 期 日 を 公 示 さ れ 又 は 告 示 さ れ る 国 会 議 員 の 選 挙 、

最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第９５条の規定による投票について適用

し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高
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裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第９５条の規定による投票については、なお

従前の例による。

３ 第２条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の

規定、第３条の規定による改正後の公職選挙法（以下この項及び次項において「新

公 職 選 挙 法 」 と い う 。） の 規 定 （ 新 公 職 選 挙 法 第 ２ ０ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ ６ ９ 条 の 規

定 を 除 く 。）、 附 則 第 ４ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 地 方 自 治 法 別 表 第 １ 国 会 議 員 の 選

挙等の執行経費の基準に関する法律（昭和２５年法律第１７９号）の項の規定、附

則第５条の規定による改正後の漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第９４条の規

定並びに附則第６条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙

に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律（平成１３

年法律第１４７号）第３条第１項及び第８条の規定は、前条ただし書に規定する規

定 の 施 行 の 日 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 一 部 施 行 日 」 と い う 。） の 翌 日 以 後 初 め て そ

の期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は一部施行日の翌日以

後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいず

れ か 早 い 日 （ 以 下 こ の 項 及 び 第 ５ 項 に お い て 「 公 示 日 」 と い う 。） 以 後 そ の 期 日 を

公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第９５条

の規定による投票について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告

示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第９５条の規定による投

票については、なお従前の例による。

附則 （平成２８年５月２日法律第３４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成２８年５月１８日法律第３９号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一 第１条並びに次条から附則第４条まで、附則第９条及び附則第１８条の規定

公布の日

（罰則に関する経過措置）

第１７条 この法律（附則第１条第１号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行の日

前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合にお

ける同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（政令への委任）

第１８条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則
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に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

附則 （平成２８年６月７日法律第７３号） 抄

（施行期日等）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行し、この法律の施行後に行われた国外犯罪行為による死亡又は障害につ

いて適用する。

附則 （平成２８年１２月２日法律第９４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成２８年１２月９日法律第１０１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内において政令で定

め る 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。） か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 次条第４項から第６項まで及び附則第８条の規定 公布の日

（政令への委任）

第８条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令

で定める。

附則 （平成２８年１２月１６日法律第１０８号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日（第

３ 号 に お い て 「 発 効 日 」 と い う 。） か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定

は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

二の２ 附則第１８条の規定 畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜

産業振興機構法の一部を改正する法律（平成２９年法律第６０号）附則第１条第

２号に掲げる規定の施行の日

附則 （平成２９年３月３１日法律第４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２９年４月１日から施行する。

（罰則に関する経過措置）
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第１４０条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条

に お い て 同 じ 。） の施 行 前 に し た 行 為 及 び こ の 附 則 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ

ることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につ

いては、なお従前の例による。

（政令への委任）

第１４１条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、

政令で定める。

附則 （平成２９年４月２６日法律第２５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 第３条、第７条（農業災害補償法第１４３条の２第１項にただし書を加える改

正 規 定 に 限 る 。） 及 び 第 １ ０ 条 の 規 定 並 び に 附 則 第 ６ 条 か ら 第 ８ 条 ま で 、 第 １ ３

条及び第１４条の規定 公布の日

（地方自治法の一部改正に伴う経過措置）

第３条 第４条の規定による改正後の地方自治法第２０６条第２項及び第４項、第２２９

条第２項及び第４項、第２３１条の３第７項及び第９項、第２３８条の７第２項及

び第４項、第２４３条の２第１１項及び第１３項並びに第２４４条の４第２項及び

第４項の規定は、地方公共団体の機関の処分についての審査請求であって施行日以

後にされる地方公共団体の機関の処分に係るものについて適用し、地方公共団体の

機関の処分についての審査請求であって施行日前にされた地方公共団体の機関の処

分に係るものについては、なお従前の例による。

（処分、申請等に関する経過措置）

第７条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条に

お い て 同 じ 。） の施 行 の 日 前 に こ の 法 律 に よ る 改 正 前 の そ れ ぞ れ の 法 律 の 規 定 に よ

りされた認定等の処分その他の行為（以下この項において「処分等の行為」という。）

又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により

されている認定等の申請その他の行為（以下この項において「申請等の行為」とい

う 。） で 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 に お い て こ れ ら の 行 為 に 係 る 行 政 事 務 を 行 う べ き 者

が異なることとなるものは、附則第２条から前条までの規定又は次条の規定に基づ

く政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正

後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の

相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

２ この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国

又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければなら

ない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附
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則第２条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、こ

れを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団

体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項

についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞ

れの法律の規定を適用する。

（政令への委任）

第８条 附則第２条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経

過措置は、政令で定める。

附則 （平成２９年５月１９日法律第３１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成２９年６月２日法律第４６号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、附則第１６条の規定は、公布の日から施行する。

（罰則に関する経過措置）

第１５条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によるこ

ととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用について

は、なお従前の例による。

（政令への委任）

第１６条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に

関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

附則 （平成２９年６月９日法律第５４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成３２年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

三 第１条中地方自治法第１９６条及び第１９９条の３の改正規定、同法第２００

条の次に１条を加える改正規定並びに同法第２０３条の２第１項、第２３３条、

第２５２条の７、第２５２条の１３、第２５２条の２７第２項、第２５２条の３

３第２項及び第２５２条の３６並びに附則第９条の改正規定、第２条中地方公営

企業法第３０条の改正規定、第３条（地方独立行政法人法第１９条の次に１条を

加える改正規定、同法第２４条の改正規定及び同法第１２３条第１項の改正規定

（「含む。）」の下に「、第１９条の２第２項及び第４項」を加える部分に限る。）
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を 除 く 。） の 規 定 並 び に 第 ４ 条 中 市 町 村 の 合 併 の 特 例 に 関 す る 法 律 第 ４ ５ 条 の 改

正規定並びに次条第２項並びに附則第３条、第４条第２項から第４項まで、第７

項から第１０項まで、第１３項及び第１６項、第５条第１項、第８条、第９条並

びに第１２条の規定 平成３０年４月１日

（地方自治法の一部改正に伴う経過措置）

第２条

２ 新地方自治法第２３３条第７項の規定は、前条第３号に掲げる規定の施行の日（以

下 「 第 ３ 号 施 行 日 」 と い う 。） 以 後 に 地 方 自 治 法 第 ２ ３ ３ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 決

算の認定に関する議案が否決される場合について適用する。

８ 新地方自治法第２５２条の３６第２項の規定による新地方自治法第２５２条の２

７第２項に規定する包括外部監査契約の締結については、新地方自治法第２５２条

の ３ ６ 第 ２ 項 の 条 例 を 定 め た 同 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 市 以 外 の 市 又 は 町 村 の 長

は、第３号施行日前においても、監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経

ることができる。

附則 （平成２９年６月１６日法律第６０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 附則第１７条及び第１８条の規定 平成３０年３月３１日

（調整規定）

第１８条 施行日が環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する

法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。

附則 （平成２９年６月１６日法律第６１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一 略

二 第１２条の３の改正規定（同条第８項中「若しくは第１４条の４第１３項」を

「、第１４条の２第４項、第１４条の３の２第３項（第１４条の６において準用

す る 場 合 を 含 む 。）、 第 １ ４ 条 の ４ 第 １ ３ 項 若 し く は 第 １ ４ 条 の ５ 第 ４ 項 」 に 改

め る 部 分 を 除 く 。）、 第 １ ２ 条 の ４ の 改 正 規 定 、 第 １ ２ 条 の ５ の 改 正 規 定 （ 同 条

第１０項中「若しくは第１４条の４第１３項」を「、第１４条の２第４項、第１

４条の３の２第３項（第１４条の６において読み替えて準用する場合を含む。）、

第 １ ４ 条 の ４ 第 １ ３ 項 若 し く は 第 １ ４ 条 の ５ 第 ４ 項 」 に 改 め る 部 分 を 除 く 。）、
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第１２条の６第１項、第１３条の３、第１５条の４の７第２項及び第１９条の５

第 １ 項 第 ３ 号 の 改 正 規 定 、 第 ２ ４ 条 の ４ の 改 正 規 定 （「第 １ ２ 条 の ５ 第 ８ 項 」 を

「 第 １ ２ 条 の ５ 第 ９ 項 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。） 並 び に 附 則 第 ６ 条 （ 地 方 自 治 法

（昭和２２年法律第６７号）別表第１廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和

４５年法律第１３７号）の項の改正規定中「第１２条の５第８項」を「第１２条

の ５ 第 ９ 項 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。）、 第 ７ 条 及 び 第 ８ 条 の 規 定 公 布 の 日 か ら

起算して３年を超えない範囲内において政令で定める日

附則 （平成２９年６月２３日法律第７４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第３条、第４条及び第２５条の規定 公布の日（次号において「公布日」

という。）

（政令への委任）

第２５条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則

に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
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この PDF フ ァイルは「インターネット六法 .com」で掲載中の法令をそのまま PDF 化したものです。

誤 字 脱 字 や 条 文 が 抜 け て い る 等 間 違 っ た 箇 所 を 発 見 し た 場 合 は 、 お 手 数 で す が 「 お 問 い 合 わ せ

（ https://xn--eckucmux0ukcy120betvc.com/pages/contact/）」よりお教えください。よろしくお願いします。

インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。

これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
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